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令和７年１２月定例会日程表  
 

    会期１３日間（１２月１０日～１２月２２日） 
 

月 日 曜日 区 分 会     議     内     容 会期 

12．10 水 本会議  
会期の決定、諸般の報告、承認第１号及び第２号 

議案第５６号ないし第６９号 
１ 

  11 木 休  会   ２ 

  12 金  〃   総務教育常任委員会  10：00～ ３ 

  13 土 休  会                             ４ 

  14 日  〃                              ５ 

  15 月  〃   民生常任委員会  10：00～ ６ 

  16 火  〃   産業建設常任委員会  10：00～ ７ 

  17 水 本会議  

一般質問  13：00～ 

  ①鎌田 礼二 議員  ②志賀 勝  議員 

  ③小髙 洋  議員  ④土見 大介 議員 

８ 

  18 木  〃   

一般質問  13：00～ 

  ⑤桑原 成典 議員  ⑥鈴木 悦代 議員 

  ⑦佐藤 公男 議員  ⑧西村 勝男 議員 

９ 

  19 金 休  会  議会運営委員会  13：00～ １０ 

  20 土  〃                              １１ 

  21 日  〃                              １２ 

  22 月 本会議  委員長報告  13：00～ １３ 
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  鎌 田 礼 二 議員（一問一答方式） 

（１）市民人口について ······················································  73 

 ①市民人口の動向は 

  ・現在の人口は 現在の合計特殊出生率は 

  ・今後の人口動態は 

 ②市民人口増加策について 

  ・現在の人口増加策とその成果は 

  ・令和８年度の市民人口増加策は 

 ③私の考える人口増加策 

  ・空き家対策 

  ・道路整備 

  ・安心安全なまちづくり 

  ・魅力ある街づくり 

  ・教育レベル向上 

  ・浦戸の再生 

  ・他市町に無い飛び抜けた施策 

（２）自主財源の確保について  ················································  93 

 ①ふるさと納税について 

  ・今年度の見通しは 

  ・令和８年度に向けて 

  志 賀   勝 議員（一問一答方式） 

（１）本市の賑わいの創出について  ············································  94 

 ①広義での地域経済団体（商工会議所、観光物産協会、水産振興協議会など） 

  と取り組む地域経済振興策の現状と将来のビジョンについて 

 ②賑わい創出に不可欠である公共交通網の現状と課題について 

 ③シャッターオープン・賑わい創出事業について 

（２）市民が安心して遊び、過ごせる場所の維持管理について  ····················  109 

 ①公園の維持管理について 
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 ②グラウンドの現状と課題について 

 ③市民プールの現状と課題について 

（３）地域運営組織（ＲＭＯ）について  ········································  115 

 ①総務省が推進する地域運営組織ＲＭＯについての本市のアクションは 

 ②地域運営組織設立を検討する団体がある場合のサポート体制は 

  小 髙   洋 議員（一問一答方式） 

（１）豪雨災害の対応と整備計画について  ······································  117 

 ①１０月１日の大雨災害の被害状況について 

 ②本市の対応と被災者に対する支援について 

 ③職員の配置体制等について 

 ④家屋浸水、道路冠水被害等を踏まえた治水計画と整備計画について 

（２）健康保険証について  ···················································  126 

 ①マイナンバーカードの健康保険証利用について 
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（３）不登校対策について  ···················································  131 

 ①子どもの居場所づくりについて 

（４）本市の保育行政について  ···············································  134 
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   ついて  ······························································  141 
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 ②会計年度任用職員に依存する組織構造との整合性は 

（２）情報インフラの整備について  ···········································  150 

 ①今後、どの様な情報インフラを整備していこうと考えているか 

 ②一例として、みやぎポイントの活用は 

（３）ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の実装について  ·······················  156 

 ①庁内における取り組みは 
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（１）ほこみち制度 ·························································  163 

 ①現状の進捗状況について 

 ②現実的な問題について 

（２）教育  ································································  171 

 ①しおがま10の視点の効果について 

 ②そろばん授業について 

 ③運動不足について 
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（３）地方創生  ····························································  181 

 ①名物の創出について 

 ②内閣府地方創生推進室の企画について 

（４）しおがま未来大使 ·····················································  184 

 ①しおがま未来大使の役割と活用について 
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（１）学校規模適正化に関して  ···············································  189 
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（１）新庁舎建設「凍結」について  ···········································  207 

 ①「凍結」その後 

 ②効果的な機能の配置 

（２）学校運営諸般について  ·················································  216 

 ①部活動の地域移行 

 ②中体連の参加状況 
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令 和 ７ 年 12月 定例会  
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12月 22日    閉 会 
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塩竈市議会１２月定例会議案審議一覧表  

付託委員会名 議案番号 件       名 議決結果 議決年月日 

総務教育 

議案第56号 一般職の職員の給与に関する条例及び

塩竈市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第57号 特別職の職員の給与に関する条例及び

塩竈市立病院事業管理者の給与等に関

する条例の一部を改正する条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第58号 市議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第59号 塩竈市職員等の旅費支給条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第64号 令和７年度塩竈市一般会計補正予算 
 

原案可決 7.12.22 

議案第66号 工事請負契約の一部変更について 
 

原案可決 7.12.22 

議案第67号 工事請負契約の一部変更について 
 

原案可決 7.12.22 

議案第68号 工事請負契約の一部変更について 
 

原案可決 7.12.22 

議案第69号 宮城県市町村職員退職手当組合規約の

変更について 
 

原案可決 7.12.22 

民  生 

議案第60号 塩竈市保育所条例の一部を改正する条

例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第61号 塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第62号 塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第64号 令和７年度塩竈市一般会計補正予算 
 

原案可決 7.12.22 

議案第65号 令和７年度塩竈市交通事業特別会計補

正予算 
 

原案可決 7.12.22 

産業建設 

議案第63号 塩竈市建築基準条例の一部を改正する

条例 
 

原案可決 7.12.22 

議案第64号 令和７年度塩竈市一般会計補正予算 
 

原案可決 7.12.22 

 
議案第70号 令和７年度塩竃市一般会計補正予算 原案可決 7.12.22 
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塩竈市議会１２月定例会議案審議一覧表  

付託委員会名 議案番号 件       名 議決結果 議決年月日 

 

議 員 提 出 

議案第５号 

地域医療を守る医療機関に対して、事業

と経営維持のため診療報酬の期中改定

を求めるため、次の措置を講ずるよう求

める意見書 

原案可決 7.12.22 
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議員提出議案第５号 

 

地域医療を守る医療機関に対して、事業と経営維持のため、診療報酬の 

期中改定を求めるため、次の措置を講ずるよう求める意見書 

 

上の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出いたしま

す。 

 

 

令和７年１２月２２日 

 

提出者 塩竈市議会議員 

 

           議員名  

  

志 賀   勝      佐 藤 公 男 

 

鈴 木 新 一   小 野 幸 男 

 

菅 原 善 幸   桑 原 成 典 

 

柏 惠 美 子   西 村 勝 男 

 

今 野 恭 一    志子田 吉 晃 

 

鎌 田 礼 二   伊 勢 由 典 

 

鈴 木 悦 代   辻 畑 めぐみ 

 

小 髙   洋   土 見 大 介 

 

伊 藤 博 章 

 

 

塩竈市議会議長 浅野 敏江 殿 
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「別紙」 

地域医療を守る医療機関に対して、事業と経営維持のため、診療報酬の 

期中改定を求めるため、次の措置を講ずるよう求める意見書 

 

政府は、看護師や介護職など社会基盤を支える労働者が、その役割の重要性に

比して賃金水準が低い状況であるとし、医療機関や介護施設で働く労働者の賃

上げ事業に踏み出し、令和６年の診療報酬、介護報酬の改定で賃上げに特化した

評価料や加算を盛り込んだ。 

 

しかし、診療報酬のベースアップ評価料や介護報酬の新加算は、病院と診療所

や介護施設と在宅介護事業所の間で報酬が異なり、対象外となる従事者もいる

ことから、効果は限定的であると考えられ、物価高騰を上回る賃上げにつながる

施策が求められている。 

 

また、医療機関及び介護施設において、人員不足のために入院患者が受け入れ

られない、あるいは介護サービスを利用できないといったことのないよう、実質

賃金が上がる処遇改善策が求められる。特に、介護報酬改定により令和６年４月

から訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに対して、不安の声が広がって

いる。訪問介護の基本報酬引下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サ

ービスよりも高いことが挙げられるが、ヘルパーが効率的に訪問できる高齢者

の集合住宅併設型事業所や都市部の大手事業所が利益率の平均値を引き上げて

いることによるものであり、地方の実態にはそぐわず、訪問介護事業所の経営は

圧迫されている。 
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政府の骨太の方針２０２５（経済財政運営と改革の基本方針２０２５）におい

ても、「医療・介護・障害福祉などの公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離

職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に

図る」と明記された。社会保障関係費の伸びの要因として、「（医療の）高度化」

が初めて公式に認められ、「高齢化による伸びに、経済・物価動向等を踏まえた

対応に相当する増加分を加算する」とした。これらの方針は、確実に実施される

ことが必要である。一方で「２０２７年までの間、骨太の方針２０２４年で示さ

れた歳出改革努力を継続」「医療費４兆円削減」「１１万床削減」などの社会保障

削減の継続・新たな削減への記載もあるが、これらは既に疲弊している地域医療

を崩壊に陥れることにつながることになりかねないと指摘せざるを得ない。 

 

よって、国においては、医療機関や介護施設で働く全ての労働者の処遇改善と

医療•介護事業の安定的な維持発展のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．医療機関や介護施設で働く全ての労働者の賃上げと人員配置増につなげる

よう、国の責任において、全額公費による追加の賃上げ支援策を実行するこ

と。 

２．全ての医療機関を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの診療報酬

を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。受療権・介護を受ける権利

を守るため負担軽減策も実施すること。 

３.訪問介護費の引下げを撤回するとともに、全ての介護事業所を対象に、物

価高騰や実質賃金増を補えるだけの介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改

定を実施すること。 
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以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

令和７年 月 日 

塩竈市議会議長 浅野 敏江 

 

関係機関あて（衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、 

厚生労働大臣、内閣官房長官） 
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議 員 派 遣 の 件 

令和７年12月２2日 

 

 地方自治法第１００条第１３項及び塩竈市議会会議規則第１６１条の規定に

より、つぎのとおり議員を派遣する。 

 

記 

１．宮城県市議会議長会 春季定期総会 

 

（１） 派遣目的  春季定期総会出席 

（２） 派遣場所  名取市 

（３） 派遣期間  令和８年１月２２日 

（４） 派遣議員  副議長  今野 恭一 
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令 和 ７ 年 12月 定例会  
12月 10日    開 会 

12月 22日    閉 会 

 

 

 

         塩 竈 市 議 会 会 議 録 
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令和７年 12月 10日（水曜日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

塩竈市議会 12月定例会会議録 
 

（第１日目） 
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   議事日程 第１号 

  令和７年１２月１０日（水曜日）午後１時開議 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 承認第１号及び第２号 

 第 ５ 議案第５６号ないし第６９号 

──────────────────────────────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

 日程第１ないし日程第５ 

──────────────────────────────────────────── 

   出席議員（１８名） 

  １番  志 賀   勝 議員      ２番  佐 藤 公 男 議員 

  ３番  鈴 木 新 一 議員      ４番  小 野 幸 男 議員 

  ５番  菅 原 善 幸 議員      ６番  浅 野 敏 江 議員 

  ７番  桑 原 成 典 議員      ８番  柏   惠美子 議員 

  ９番  西 村 勝 男 議員     １０番  今 野 恭 一 議員 

 １１番  志子田 吉 晃 議員     １２番  鎌 田 礼 二 議員 

 １３番  伊 勢 由 典 議員     １４番  鈴 木 悦 代 議員 

 １５番  辻 畑 めぐみ 議員     １６番  小 髙   洋 議員 

 １７番  土 見 大 介 議員     １８番  伊 藤 博 章 議員 

──────────────────────────────────────────── 

   欠席議員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

   説明のため出席した者の職氏名 

市 長 佐 藤 光 樹  副 市 長 千 葉 幸太郎 

病院事業管理者 福 原 賢 治  総 務 部 長 本 多 裕 之 

市 民 生 活 部 長 髙 橋 五智美  福祉子ども未来部長 長 峯 清 文 

産 業 建 設 部 長 草 野 弘 一  上 下 水 道 部 長 鈴 木 良 夫 
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市立病院事務部長 鈴 木 康 弘  

総 務 部 
政策調整管理監兼 
公民共創推進専門監 布 施 由貴子 

総 務 部 次 長 兼 
総 務 人 事 課 長 高 橋 数 馬  

産業建設部次長 
兼まちづくり・ 
建 築 課 長 星   潤 一 

総 務 部 
政 策 課 長 引 地 洋 介  

総 務 部 
財 政 課 長 佐 藤   渉 

総 務 部 
管 財 契 約 課 長 上 總 雅 裕  

福祉子ども未来部 
保 育 課 長 鈴 木 和賀子 

産 業 建 設 部 
土 木 課 長 鈴 木 英 仁  

上 下 水 道 部 
次長兼業務課長 並 木 新 司 

教 育 委 員 会 
教 育 長 黒 田 賢 一  

教 育 委 員 会 
教 育 部 長 末 永 量 太 

教育委員会教育部 
次長兼教育総務課長 櫻 下 真 子  

教育委員会教育部 
生 涯 学 習 課 長 郷 古 勝 浩 

選挙管理委員会 
委員長職務代理者 滝 井 正 巳  

選挙管理委員会 
事 務 局 長 目々澤 恵 一 

監 査 委 員 菅 原 靖 彦  監 査 事 務 局 長 武 田 光 由 

総 務 部 
総務人事課総務係長 佐々木   勝    

─────────────────────────────────────────── 

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 鈴 木 忠 一 
 

事 務 局 次 長 兼 

議 事 調 査 係 長 石 垣   聡 

議事調査係主査 工 藤 聡 美  議事調査係主査 星 井 絵 名 
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   午後１時  開議 

○議長（浅野敏江） 去る12月３日、告示招集になりました令和７年第４回塩竈市議会定例会を

ただいまから開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

  本議場への出席者は、市長、教育委員会教育長、選挙管理委員会委員長、監査委員並びにそ

の受任者であります。 

  本日の会議では、過日策定いたしました新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

が５類感染症に変更されることに伴う議会の新型コロナウイルス感染症対策の取扱いについ

てに基づいて、感染防止対策を行っております。なお、発言の際に、マスクを外していただ

かなくても差し支えありません。 

  また、体調管理の観点から、水分補給を行うための飲料の持込みを許可しておりますので、

ご案内申し上げます。 

  本日の議事日程は、「日程第１号」記載のとおりであります。 

──────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（浅野敏江） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、５番菅原善幸議員、７番桑原成典議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第２  会期の決定 

○議長（浅野敏江） 日程第２、会期の決定を行います。 

  本定例会の会期は、13日間と決定することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、本定例会の会期は、13日間と決定いたしました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第３  諸般の報告 

○議長（浅野敏江） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告につきましては、さきに皆様方にご配付しておりますとおり、専決第17号「車両

接触事故による和解及び損害賠償の額の決定について」、専決第20号「東塩釜駅駐輪場券売

機撤去に係る和解について」、以上２件につきましては、地方自治法第180条第２項の規定に
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より、12月３日付で議長宛てに報告がなされたものであります。 

 また、監査委員より議長宛てに提出されました例月現金出納検査の結果報告１件、定期監査結

果報告１件であります。さらに、塩釜地区消防事務組合議会議員より議長宛てに提出されま

した令和７年第３回塩釜地区消防事務組合議会定例会の概要報告１件であります。 

  これより、質疑に入ります。12番鎌田礼二議員。質問席にてお願いいたします。 

○12番（鎌田礼二） では、専決第17号について、質疑させていただきます。 

  これは、玉川小学校での車両の損傷事故ですけれども、まずは、概要について、状況につい

て、ご説明をお願いします。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） では、私からご答弁をさせていただきたいと思います。 

  概要でございます。去る今年の８月19日になりますが、玉川小学校を会場として開催された

ＩＣＴ研修会がございました。こちら、市職員と学校の担当の方々の研修会があったんです

けれども、そちらで開催した研修会が終わった後に、ご承知のとおり、玉川小学校は、駐車

場が大変狭い中で、車を教育部の職員が出そうとしたところ、これも市の職員のなんですが、

隣の車に接触してしまったというのが、大きな概要となっております。 

  当時、当然狭い中で、当該加害車両の両脇に車がありました。右側が被害車両ということに

なるんですが、実は、運転手と併せて同乗者もおりまして、そういった狭い中で右側に曲が

って出ていこうとするところなんですが、同乗者が一度降りて、特に後ろを注意してぶつか

らないようにということで、何回か切り返しながら出ようとしたところ、運転手が、要は前

のほうをちょっと気を抜いてしまって、こちら側が、車の右側面、相手側が左側の前フェン

ダーの部分でこすってしまったというのが、経過でございます。 

  なお、けが人等はございませんで、かつ、本市の公用車にも傷はなかったというのが、経過

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。事故の状況は、分かりました。 

  それで、この内容といたしまして、この事故の相手といいますか、被害を受けたほうが、両

方とも市の関係者との事故ということ……。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員、個人名……。 
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○12番（鎌田礼二） そうですか。 

  ということでありまして、本来ですと、私の経験も言いますと、自分のところの駐車場で、

息子が、私の車をぶつけた事故に近いのかなと考えます。 

  そもそも、そうすると、保険上、普通、相手方の物損事故の状況として、そういった保険が

出ないというところがあるわけですけれども、これを大きく解釈すると、市の土地の中で、

市の施設の中で、駐車場で市の職員同士がぶつけているということになると、どうなのかな

という、この賠償の対象になるのかなという、そういう問題がひらりと頭に浮かんだもので

すから、その辺の状況といいますか、状態はいかがなんでしょう。 

○議長（浅野敏江） 上總管財契約課長。 

○総務部管財契約課長（上總雅裕） お答えいたします。 

  本市公用車は、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済、その中でも対物賠償保険に加入

しておりまして、市の敷地内で起きた事故で、市職員の私用車に対して損害を与えた場合で

あっても保険の適用となります。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） では、考え過ぎなのかなと思います。 

  もう一つは、私は、結構の回数、この玉川小学校に足を運んではいるんですが、やはりずっ

と見て、この駐車場自体が、もう物理的に駐車場と言えるのかという。入るところから狭い、

入ったら入ったで狭い、折り返しもなかなか利かない。車がみんな詰まっていれば、もうバ

ックで出てこざるを得ない、そういう状況になります。 

  市としては、この事故も考えつつ、やはりきちんとした駐車場を確保するようにすべきでは

ないか。今回は、市の職員同士のことですが、外来者やら何やらもあり得ることであります

し、本来ですと、きちんとした駐車場を確保すべきではないでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、確かに玉川小学校は、まさに入ってすぐ左側に駐車場が、スペースがある

んですけれども、幅も狭いですし、奥行きがウナギの寝床のように細長い形の駐車スペース

になっております。 

  例えば、近隣の場所に駐車場の土地を求めるといっても、なかなか地理的には非常に難しい
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部分があります。今、対応しているのが、基本的に近隣の方々で玉川小学校にいらっしゃる

方については、車ではなく、徒歩等で、公共交通機関でもって何とか来ていただきたいとい

うお願いをしているのと、駐車場自体が、そもそもいっぱいになるときには、市職員の、特

に用務員の方などにもお願いして駐車場整理をして、それこそバックで出るときに棒を振っ

て案内してもらったりとか、そういった形で何とか今、対応しているところでございました。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） いろいろ工夫はされているようではありますが、やっぱり将来的には、き

ちんとした駐車場をエリア内に確保して、今後、事故がないように、それから、用事で来ら

れる方もスムーズに入退室ですか、できるようなことを確保すべきだと私は思います。そう

申し入れて、この質疑については、終わりにします。 

  次、監第32号について、質疑をさせてもらいます。 

  この監第32号については、定期監査の報告でありますけれども、教育委員会で月見ヶ丘小学

校と杉の入小学校の財務に関する監査報告であります。 

  この中で、監査の結果ですけれども、これを読みますと、提出された資料に基づく契約件数

が175件であり、そのうち、一般入札が９件、指名競争入札が44件、それから、随意契約が

122件であったという、こういう内容が、この結果の中に記載されてあります。この122件は、

結構な随意契約数かなと思うわけですけど、この多い理由といたしましては、どういう理由

になるのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 菅原監査委員。 

○監査委員（菅原靖彦） お答えをいたします。 

  随意契約122件、これが多いのではないかというご質疑でございますけれども、随意契約に

つきましては、その後ろの続きに書いてありますけれども、地方自治法施行令の契約と地方

自治法施行令によります随意契約が認められているというものが17件、そして、少額随意契

約、これは、市の契約規則に基づきます一定金額、予定価格が一定金額以下であると随意契

約ができるとされているものが、これが105件ということになります。 

  今回、多かったのは、この105件のほうなんですけれども、少額随意契約の上限額は、地方

自治法施行令でも定められているんですが、少額随意契約の上限額が引き上げられたという

ことが一つございます。それで、令和７年５月１日から少額随意契約の上限額が引き上げら
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れましたので、それで、この少額随意契約に該当するものが増えてきたというのが、一つで

ございます。 

  それから、内訳を確認したところ、増えているものを契約ベースで申し上げますと、まず、

件数ですが、34件ほど少額随意契約が増えております。この34件の内訳ですが、業務委託の

契約で15件の増、そして、工事契約で９件の増、そして、備品購入などの物件供給契約で９

件の増などで、34件増えているということでございました。 

  その内容ですが、委託契約におきましては、学校敷地のり面の危険木伐採、そして、塩竈市

体育館の大規模改修が始まっておりますので、それに伴います機器類の移設、また、工事関

係では、空調設備の増設工事を行っておりましたのでそういったこと、さらには、給食室の

厨房機器類の更新、そして、教材用の備品の購入など、こういったものが件数としては多か

ったので、今年度は、多くなっているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  ここで、随意契約の観点、それから、１者見積りの観点が書いてあるわけですけれども、こ

の中で１者見積りが云々と書いてあるんですが、私は、前年度比で8.1ポイント上がっている

理由を聞こうかなと思ったら、何か最初の資料が間違えていて、実際は下がっているという

ことだったので、今後とも随意契約を下げる方向、それから、１者見積り件数を下げる方向

で指導はされているようなので、申入れといいますか、この結果の中で、今後ともなお一層

そうなるように力を入れてとお願いをしまして、質疑を終わります。 

○議長（浅野敏江） 以上で、鎌田礼二議員の質疑は終了いたしました。 

  13番伊勢由典議員。 

○13番（伊勢由典） それでは、私からも車両事故について、いささか何点か確認をさせていた

だきたいと思います。 

  それで、経過については、既に教育部長が答えていますので、それは、割愛させていただい

て、ただ、その専決第17号について、先ほどの答弁ですと、ＩＣＴ研修会というものが玉川

小学校で行われたというのは、初めて知った次第です。 

  それで、当日のＩＣＴ研修会というのは、何人ぐらい参加されたのか、あるいは、車なんか

で恐らく来ているかと思うので、そこら辺も含めて当時の状況を最初に伺いたいと思うのね。 
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○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  具体的な人数については、承知していないんですが、当日、市内の各学校のコンピューター

担当の先生と市職員と講師の研修の先生などもいらっしゃいまして、少なくとも駐車スペー

スがいっぱいになるような状況だったのは、間違いないと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 日にちは、先ほどの話ですと８月19日で、14時20分の前後の車両事故とい

うことです。 

  そうしますと、そのときは、夏休みさなかということでの研修会だったのかどうか。恐らく

そうじゃないかなと思うんだけれども、そこら辺も含めて、経過の中のその点での確認をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） ご指摘のとおり、夏休み中でございました。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  それで、ＩＣＴ化の研修会という、我が塩竈市にとっては、大変大がかりな事業の中での研

修会でしたので、やっぱり大事なことだったろうと思います。 

  そこで、結局私も今日の朝、玉川小学校に行って、９時前後に伺ったんですが、先ほど鎌田

議員がおっしゃったように、非常に狭い。玉川小学校の正門があって右側ですか、車の入り

口があって、今日伺ったら、やっぱり職員の方々の車がいっぱい正門の入り口の下のほうに

大体ずっと置かれているんですよね。だとすると、なかなかその車は、例えば、校務で伺っ

た際の関係で、やっぱりなかなか大変かなとちょっと思います。 

  そこで、まず一点お尋ねしたいのは、ＩＣＴ研修会ということで、その伺った市の職員の

方々の関係両方、双方ともやっぱりＩＣＴ研修会の関係での様々な取組について、一応聞い

たり研修を受けたりということで伺ったんでしょうか。経過だけ、お尋ねします。 

○議長（浅野敏江） 櫻下教育総務課長。 

○教育委員会教育部次長兼教育総務課長（櫻下真子） ＩＣＴ研修会について、まず、ご説明を

-32-



 

いたします。 

  塩竈市内小・中学校でＩＣＴ化を進めておりまして、授業でも先生方がきちんと活用できて、

子供たちに市内同レベルで教えられるような研修をということで、市内で行っている研修で

ございます。 

  各学校を研修で回っているんですけれども、この日は玉川小学校対象ということで、教育部

の職員もその内容を参観しに行ったという状況でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  そこで、先ほど鎌田議員からも駐車場の云々という話が出ておりました。そこで、改めて市

の教育委員会の所有している公用車というのは、何台なのか、その辺の確認をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） ご質疑の教育部の所有という形でお答えしますと、３台と

いうことになります。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。３台ですね。 

  そうすると、当日この３台は、もう実際上、全部使ってしまって、言わば市の職員の方の関

係で、自分の車で赴いたということでの経過なのかどうか、その辺の確認。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 少しニュアンスが違うんですが、今の市役所の公用車の管

理なんですけれども、それぞれの課で所有の公用車があります。教育部は３台なんですが、

システム上でどの課の公用車も使っていい形で、融通を利かせながらのシステムを運用して

おります。 

  しかしながら、そういった状況の中でも、当日公用車が、実は使う台数がなくて、それで職

員が、自家用車でもって移動した経過がございました。 

  あわせて、申し訳ございません。先ほどの答弁なんですが、私、当日全ての学校の先生とい

う言い方をしてしまったかもしれませんが、先ほど教育部次長が申しましたとおり、各学校

で研修をやっていて、当日は、玉川小学校の先生、プラス市の職員ということで、全体で約
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22名の参加ということでお答えをさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  それで、３台ということで確認はさせていただいた。持ち回りで各課、いろいろ使ったりし

ての関係ということになるんでしょうが、そこで、公用という形で行動すると、各校に伺う

という点からいうと、１つは、台数をもう一つ増やすだとか、あるいは、使い方について、

もう少しやっぱり公用車ですから、少なくとも市の職員が１人ついて運転をして、２人ぐら

いで行くという手はずが、安全面でもベストなのかなと思いますが、そこら辺も含めての改

善点は、考えていられるのかどうか、その辺、お尋ねします。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えします。 

  まず、教育部として捉えての回答になるかと思いますが、確かに３台という数字が、多いか

少ないかというのは、ちょっとまた別な話でございまして、要は、公務が重なると３台は本

当に少ないですけれども、使わない時間は使わないというところでございます。恐らくほか

の部課も同じでして、そういった意味でこのシステムを使って、空いた公用車をほかの課で

もどんどん使おうというのが、この趣旨でございます。その上で、やはり今の段階では、ま

だ公用車全体としては、市としては、まだまだ多いんじゃないかという捉え方を実はしてい

ます。そういったことから、さらにシステムとしては効率化した上で、むしろ効率化の上で

の削減も含めた方向としての考えとして捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） そこら辺は、効率化と、一方で必要性と両方合い兼ねているものですから、

その辺は、慎重に対応していただければと思います。 

  そこで、今後の改善策としての関係で、お話ししたいのは、今日実は、先ほど玉川小学校に

伺った。全体としては、教師の方々の車が全部びっしりあって、公用車で訪れる際には、や

っぱり専用のスペースが、私は必要だと思うのね。たまたま、ここは、夏休みの期間中でし

たから、ただ、休みではないときは、実際上は、もう本当にあそこの駐車場は満杯状況だと

いうのは、今日改めて確認しました。 
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  そして、その上でなんですが、玉川小学校の右側から車で入っていくと、ずっと行くとどん

詰まりになっちゃうんだよね。隣が民地ですし、そうすると、玉川小学校の建物の校舎かな。

校舎のところをよくよく見ると駐車禁止となっているんですよ、ぺたっと貼られて。ただ、

それは、恐らく民間の方が、置く際にやっぱり注意喚起ということで貼ったんでしょうけれ

ども、少なくとも公用車２台ぐらいは、訪問した際にここには置けますという、そのぐらい

の改善策をまずは講じて、やっぱりそういうことが、今回のような状況にならないような対

応策を考えてはいかがかと思います。そういうことについての対処法、私的には、そういう

ことを感じたものですから、その辺のお尋ねをします。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  考え方として、公用車、つまり市、もしくは教育委員会が学校に行く場合というのは、定期

的にというよりは、やはり行く用事があって行くというパターンがあります。そういったこ

とから、専用のそのスペースを造るのは、どちらかというと私は抵抗がございまして、だっ

たらそのスペースを何か用事があって来られた父兄の方々ですとか、学校の車のスペースに

したいなという思いはございます。 

  何より今回の問題というのは、本来さらに気をつければ、起こってはいなかった事故ですの

で、そういったところで、なるべくそういったことが起きないように、努力を我々、これか

らも重ねなければいけないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） ヒヤリ・ハットという言葉が、よく飛び交うときもあるんですが、いずれ

にしてもこういうことが、やっぱり起こらないような対処法を求めていきたいと思います。 

  なお、駐車場の整備についても、ご父兄の方が来るかもしれないし、やっぱりそういうこと

も含めて対処法をぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、専決第20号について、お尋ねします。 

  これは、東塩釜駅駐輪場です。経過は、ここに書いているので、令和５年の12月定例会でで

すか、廃止ということで当時賛成多数で議決された。その後の経過を見ると、施設管理の無

人化と料金の無償化による施設運営の効率化を図ってきたということなんですが、いろいろ

やっぱりこれを読んでみますと、それなりになかなか法的な側面もあって難しいところはあ
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るんですが、第１点のお尋ねは、令和６年度以降の、乙というのが塩竈市で甲が相手方と、

こういうことになるようですが、一連の経過について、簡潔に述べていただければと思いま

す。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、お尋ねがありましたので、担当からご説明申し上げます。 

  お手元の資料№１の３ページ、４ページをご覧いただきたいと存じます。 

  本市におきましては、塩竈市自転車等駐車場条例を廃止する条例の議決を経まして、令和６

年度から東塩釜駅自転車等駐車場の管理の無人化と料金の無償化による施設運営の効率化を

図っているところでございます。 

  これに伴いまして、市は、令和６年の２月に相手方に対しまして、同年の３月末で契約期間

が満了する自転車駐車場の券売機、こちらを撤去するよう通知したんですけれども、相手方

は、その前年７月に、インボイス施行に伴います変更契約に対応するため、新たな発券機を

調達しており、加えまして、令和６年度以降においても継続的な契約を期待していた。こう

いったことから、券売機の撤去を不服としましてこれに応じず、市に対して令和７年３月17

日に損害金の請求を行ったものでございます。 

  市としては、顧問弁護士の見解等を踏まえまして、この損害金の請求には応じないという旨

を通知しておったんですけれども、相手方は、これを不服としまして、令和７年８月19日付

で仙台弁護士会紛争解決支援センターへ和解あっせんの申出、こちらを行いまして、以降、

双方の代理人の弁護士間で協議が進められ、令和７年11月26日に、別紙にありますような和

解に至ったというのが、経過になります。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。そうですね。大体大筋、対応がつかめました。 

  そこで、５つの和解条件というものが、この中に記載されています。３ページ及び４ページ

ですか。第１条、云々かんぬんということで第５条まで書かれておりますが、これについて

の大筋の分かりやすい和解の中身について、分かりやすくご説明していただければと思いま

す。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） それでは、和解の内容について、概略をご説明申し上げたいと存
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じます。 

  資料にありますとおり、まず、５か条あるうちの第１条から第３条におきましては、まず、

塩竈市として法的な根拠のない損害賠償請求には応じかねるが、関連する条例、これが制定

されたことをできるだけ速やかに通知しかねた点、これについては、謝意を表する。あわせ

まして、相手方に対し、本件を理由とした不利益な取扱いはしないということを誓約する。 

  さらには、新たな賃貸借契約等を相手方と締結する際には、こういった不慮の事態が生じた

場合の善処方をあらかじめ協議した上で、その結果を契約に反映させる、そういったことに

努めるというものを定めたことになります。 

  また、第４条、第５条については、和解成立に伴い、発生しました納付する手数料というの

が発生するんですけれども、これは、双方の折半とする。さらに、本件に関して、和解条項

に定めるもののほか、両者間には何らの債権債務がないことを相互に確認するという、以上

５点となります。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。そうすると、金銭的という金額、お金の問題は絡まないと、

こういうことで捉えてよろしいわけですね。分かりました。 

  その上で、こうした事案が起こり得ることは、様々公共的な管理をしているわけですから、

当然考えられるわけですよね。その際の関係でいうと、塩竈市にていろいろと対応している

弁護士、この件について対応してきたのかどうか、その辺の確認だけさせてください。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  こういった諸問題につきましては、担当、それと総務の法令担当で、まず、内部的に法解釈

等の検討を進めますが、こういった法に基づく専門性の高い一連の手続等については、その

都度市の顧問弁護士に見解を伺いながら対応している。今後もそういう対応になるというこ

とを申し上げたいと存じます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  顧問弁護士をたしか２人、１人でしたか、２人ですか。何人いるんだっけ。 
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○議長（浅野敏江） 高橋総務人事課長。 

○総務部次長兼総務人事課長（高橋数馬） 市で顧問契約している弁護士は、１人でございます。

（「分かりました。終わらせていただきます。ありがとうございました」の声あり） 

○議長（浅野敏江） 以上で、伊勢議員の質疑は終了いたしました。 

  17番土見大介議員。 

○17番（土見大介） それでは、私からも専決第17号です。車両接触事故による和解及び損害賠

償の額の決定についてについて、若干質疑をさせていただきたいと思います。 

  先ほどの各議員からの質疑とそれに対するご答弁の中で、大筋は分ってきたんですけれども、

今回の起こってしまった事故というのが、ぶつけてしまった側も公務員の市の所有車であっ

て、ぶつけられたほうが、同じく職員の公務に使っていた私有車であるということから、ち

ょっと今までのご報告いただいた案件とは少し違ったので、その点、気になるところについ

て、伺いたいと思います。 

  まず、私有車を今回、公務に利用していたということです。コストの面、もしくは、利便性

の面で考えるとメリットも多いと考えることもあるのですけれども、リスクも結構あるのか

なと考えておりまして、そのリスクについて、どのように考えているのかだけ、伺いたいと

思います。 

  伺いたいのは、今回、相手方が、ぶつけられた側の方が、実際にこの交渉をぶつけた相手と

市と交渉していくときに、今回は相手が市だからまだスムーズだとは思いますけれども、実

際、個人として対応しなければいけないのか、それとも、公務中であるので、私有車であっ

ても、市が何かしらの補償をして、例えば、そういう交渉にも関わってくれるのか、そのあ

たり、市として、私有車を公務に利用する際のサポート体制がどうなっているのか、伺いた

いと思います。 

○議長（浅野敏江） 高橋総務人事課長。 

○総務部次長兼総務人事課長（高橋数馬） お答えいたします。 

  まず、公務の場合ですけれども、公用車を使用するということが原則になっておりますが、

公用車の数が限られておりますので、公務の執行に支障が生じる場合でありますとか、業務

の効率性などの観点から、特定の業務に従事する職員に対しましては、例外的に自家用車の

使用を認めているということになります。その場合は、市が自動車損害共済への加入を行っ

ているということになります。 
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  運用に当たっては、規定を定めておりまして、自家用車の公務使用に関する取扱いにおいて、

対象職員やその手続について定めておりまして、例えば、学校用務員が、教育委員会との事

務連絡を行う場合ですとか、商工観光課職員がみなと祭業務に従事する場合などに自家用車

の公務使用を認めているという状況にあります。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） 今、例を出していただいたんですけれども、今回のケースは、そうすると、

私用車の公用車としての利用の条件というか、対象には入っていないのでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 高橋総務人事課長。 

○総務部次長兼総務人事課長（高橋数馬） 今回のケースにつきましては、公務使用の対象には

なっていなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） 分かりました。 

  もちろん今、公用車をどんどん削減して効率化を図るという話の中で、もちろん原則として

は公用車ということは理解しつつも、どうしても私用車を使うというケースも出てきます。 

  今回は、ぶつけた側も市の車ということで、交渉もスムーズにはいくとは思いますけれども、

もし先方がほかの方だったりすると、トラブルになる可能性も出てくるわけです。なので、

ぜひ公務で私用車を利用する方々は、ある程度全車というか、全部サポートができるような

体制につくっていっていただいたほうがいいのかなと思っています。 

  若干細かい点にはなるんですけれども、２点目として疑問に思ったのが、ぶつけられた側の

車両の補償についてです。 

  例えば、ぶつけられた側の車が、非常に古い車の場合、経済的全損なんていう言葉もあるよ

うに、修理費用が、その車を再度取得するときにかかる費用よりも安かった場合というのは、

修理費用の全額を補償してもらえない場合というのが出てきます。 

  あとは、逆に非常に資産価値のある車だったりすると、ぶつけられたことによっての資産価

値の低下というのは、多分、修理費用以上の重荷となって出てくる場合もあります。そうし

た場合、公務に利用していた場合、そういう点に関しての補償というのは出てくるのか、そ

の点もお伺いしたいなと思います。 
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○議長（浅野敏江） 高橋総務人事課長。 

○総務部次長兼総務人事課長（高橋数馬） 現在は、そういう補償の制度はございません。 

  先ほど答弁をさせていただきましたとおり、原則としては、公用車使用が原則ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） 原則は、もちろん存じ上げておりますが、先ほどおっしゃっていただいた

ように、どうしても私用車ということも考えられる場合だって、そういうときに私用車を提

供して活用している側の職員の方が、泣き寝入りというか、不満を持って終わることがない

ように、ぜひサポートをつけていただけたらなと思っています。 

  実際、今回、事故が起きてしまった玉川小学校についてなんですけれども、何かしら大きな

イベントをするときは、やっぱり駐車場の大きいところを利用していただきたいなと思う反

面、どうしてもなかなかそういうわけにもいかないこともあります。玉川小学校を見ると、

プールのほうから車両を入れて、一部校庭を仮設の駐車場としても使うようなこともできる

ようなレイアウトにはなっているのかなと思っています。防災倉庫の前あたり。そういうと

ころを使用するというのは難しいのか。時間帯的に、昼過ぎとはいえ、夏休みというのもあ

って、そういうところを柔軟に対応してもよかったのではないかなとは思いますけれども、

その点、教育委員会で、もしお考えがあれば伺います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  今、議員がおっしゃったとおり、プール側にも出入口があって、車も入れる幅になっていま

す。場合によっては、あそこに車を止められる方がいらっしゃるし、あとは、先ほど言った

防災倉庫なんか、そういうところにアクセスするに当たって、止めるのに都合がいいだろう

と考えています。ただ、あくまであそこは、やっぱり校庭でございまして、我々としては、

あそこに止めていいよと推奨をなるべくできればなるべくしたくないというところでござい

ます。当然、子供たちがいる中での事故の発生する要因にもなります。何より先ほども言い

ましたが、やはり事の問題の部分というのは、どんなに混んでいても狭いところでも当てた

こと自体が問題だということで、そちらに対しての対応について、改めて我々教育部として

も、職員に対してきちんと指導してまいりたいとは考えております。 
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  以上でございます。（「以上で終わります。ありがとうございました」の声あり） 

○議長（浅野敏江） 以上で、土見大介議員の質疑は終了いたしました。 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第４  承認第１号及び第２号 

○議長（浅野敏江） 日程第４、承認第１号及び第２号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） ただいま上程されました承認第１号及び第２号につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

  この案件は、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、特に緊急を要するものとして、災

害援護資金貸付金請求事件の訴えの提起について、令和７年11月25日付で専決処分を行いま

したので、同条第３項の規定により、その承認を求めるものでございます。 

  その内容といたしましては、本市が貸し付けた災害援護資金貸付金の返済を行わず、督促及

び催告に対しても連絡がなかった相手方に対し、仙台簡易裁判所に支払督促の申立てを行っ

たところ、被告が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法第395条の規定により、訴えの

提起があったものとみなされ、訴訟に移行したものでございます。 

  市が、その当事者である訴えの提起におきましては、地方自治法第96条第１項第12号の規定

により、議会の議決をいただく必要がありますが、裁判所への訴訟手続を進めるに当たり、

議会を招集する時間的余裕がなかったことから、専決処分を行ったものでございます。 

  以上、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明といたします。 

○議長（浅野敏江） これより、質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 
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  お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第１号及び第２号については、会議

規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、承認第１号及び第２号については、委員会付託を省略す

ることに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

  北側委員会室にて議会運営委員会を開催いたしますので、議会運営委員とオブザーバーの出

席をお願いいたします。 

   午後１時４５分  休憩 

                                            

   午後１時５１分  再開 

○議長（浅野敏江） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより、討論を行います。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。承認第１号及び第２号については、原案のとおり承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立全員であります。よって、承認第１号及び第２号については、承認す

ることに決しました。 

  先ほどの鎌田議員の発言中、不適当な点がありましたので、取り消したいと存じます。12番

鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 先ほどの専決第17号で個人名を出してしまいました。削除をお願いいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） お諮りいたします。議員の申出どおり、取消しの申出を許可することにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、議長において取消しの申出を許可することに決しました。 

  なお、取消し部分については、後刻、議事録を調査した上で処置することにいたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 
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   日程第５  議案第５６号ないし第６９号 

○議長（浅野敏江） 日程第５、議案第56号ないし第69号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） ただいま上程されました議案第56号から第69号までにつきまして、提案理

由のご説明を申し上げます。 

  まず、議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、令和７年の人事院勧告等を踏まえ、

本市の一般職の職員の給与等について、本年度から給料月額を平均で3.3％、期末手当と勤勉

手当の支給月数をそれぞれ0.025月分引き上げるため、所要の改正を行おうとするものであり

ます。 

  次に、議案第57号「特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈市立病院事業管理者の給与等

に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、令和７年の人事院勧告等を踏まえ、市

長、副市長、教育長、市立病院事業管理者の期末手当等について、令和７年12月分から支給

月数を引き上げるため、所要の改正を行おうとするものであります。 

  次に、議案第58号「市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例」でありますが、同じく令和７年の人事院勧告等を踏まえ、市議会議員の期末手当につ

いて、令和７年12月分から支給月数を引き上げるため、所要の改正を行おうとするものであ

ります。 

  次に、議案第59号「塩竈市職員等の旅費支給条例」でありますが、国家公務員等の旅費に関

する法律の一部改正により、旅費の取扱いについて、国に準じ、所要の改正を行おうとする

ものであります。 

  次に、議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」でありますが、入所希望児童

の大幅な減少に伴い、香津町保育所を廃止するため、所要の改正を行おうとするものであり

ます。 

  次に、議案第61号「塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」

でありますが、こども誰でも通園制度が本格実施されることに伴い、乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるため、新たな条例を制定しようと

するものであります。 
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  次に、議案第62号「塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」であ

りますが、こども誰でも通園制度が本格実施されることに伴い、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準について、必要な事項を定めるため、新たな条例を制定しようとするもの

であります。 

  次に、議案第63号「塩竈市建築基準条例の一部を改正する条例」でありますが、建築基準法

施行令の一部改正に伴い、建築物に係る防火関係規則の見直しが行われたため、所要の改正

を行おうとするものであります。 

  続きまして、議案第64号及び議案第65号の補正予算につきまして、提案理由のご説明を申し

上げます。 

  まず、議案第64号「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」でありますが、国の「物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した、物価高騰の影響を受ける市内保育施設の負担

軽減のための事業費や市民の安全・安心の確保を図るための急傾斜地の落石対策及び被災道

路の災害復旧費、新年度に向けての小中学校の学習環境を整備するための事業費などを計上

し、歳入歳出予算にそれぞれ２億2,998万4,000円を追加いたしまして、総額を281億3,064万

8,000円とするものであります。 

  主な歳出予算でありますが、物価高騰対策事業では、 

  物価高騰の影響を受ける市内保育施設の負担軽減のため、給食費における副食費に対して補

助金を交付し、運営の支援を行う事業として                108万4,000円 

  次に、市民の安全・安心の確保のための事業では、 

  10月19日に落石が発生した玉川中学校北側斜面について、応急対応としての落石除去や安全

対策工事の調査設計などを行うための予算として               2,800万円 

  10月１日の大雨により被災した伊保石一号線などの市内道路について、復旧工事等を行うた

めの予算として                            １億3,720万円 

  次に、小中学校の学習環境整備のための事業費では、 

  令和８年度における小中学校の学級数の増などを見据え、給食用備品や空調整備などを行う

予算として                              1,769万8,000円 

  また、９月５日に発生をいたしました玉川中学校の高架水槽破損について、仮設給水管への

保温工事などを行うための予算として                     950万円 

  その他の事業では、 
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  令和６年度に国県支出金を活用して実施した事業の事業費の確定に伴い、国県支出金を精算

返還するための予算として                       3,518万2,000円 

  生活保護の業務として実施している被保護者調査において、制度改正に対応するシステム改

修を行うための予算として                          132万円 

 を計上してございます。 

  これらの財源につきましては、 

  保育施設食材料費高騰対策事業や道路橋りょう災害復旧費などに係る国庫支出金として 

                                    6,766万8,000円 

  道路橋りょう災害復旧費や小中学校施設整備事業費に係る市債として     １億90万円 

  前年度繰越金として                         6,130万7,000円 

 などを計上してございます。 

  また、繰越明許費につきましては、年度内の完了が困難であります中学校急傾斜地対策事業

を設定するものであります。 

  債務負担行為につきましては、複数年契約を締結するために、業務量調査及び業務効率化調

査業務委託を追加するものであります。 

  地方債につきましては、補助災害復旧債など、２件の追加及び２件の変更を行うものであり

ます。 

  次に、議案第65号「令和７年度塩竈市交通事業特別会計補正予算」でありますが、債務負担

行為につきまして、令和８年度から開始を予定しております公用車と複写機リースの２件を

設定するものであります。 

  続きまして、議案第66号から議案第68号までにつきましては、「工事請負契約の一部変更に

ついて」であります。 

  まず、議案第66号は「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（建築）」の一部変更で

ございまして、メインアリーナ外壁ひび割れに係る補修箇所の増工などにより、契約金額９

億7,130万円を９億7,508万4,000円に増額変更するものであります。 

  次に、議案第67号は「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（機械設備）」の一部変

更でありまして、サブアリーナ空調機器の動力の変更などにより、契約金額７億8,100万円を

７億9,463万6,700円に増額変更するものであります。 

  次に、議案第68号は「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（電気設備）」の一部変
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更でありまして、非常用自家発電設備の稼働時間の拡大などにより、契約金額５億3,900万円

を５億6,596万1,000円に増額変更するものであります。 

  次に、議案第69号「宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について」でありますが、組

合設立時より支給してこなかった議員報酬等について、役員・議員の業務量が増加している

ことを踏まえ、報酬を支給することとなりました。 

  これに伴い、同組合規約の変更について、地方自治法第286条第１項の規定に基づく関係地

方公共団体の協議を行うに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。 

  以上、各号議案につきまして、ご説明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 続きまして、議案第66号から議案第68号までの工事請負契

約の一部変更について、私から説明申し上げます。 

  資料№２、令和７年第４回塩竈市議会定例会議案及び資料№５、第４回市議会定例会議案資

料で説明いたしますので、ご用意をお願いいたします。 

  まず、資料№２、令和７年第４回塩竈市議会定例会議案の33ページをお開きいただきたいと

思います。 

  議案第66号の工事請負契約の一部変更についてでございまして、工事名につきましては、

「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（建築）」であります。 

  本工事は、令和６年度から施行しておりますが、工事内容に変更が生じるので、現契約の一

部を変更しようとするものでございます。 

  次のページ、34ページをお開きいただきたいと思います。 

  こちらは、議案第67号の工事請負契約の一部変更でございまして、工事名につきましては、

「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（機械設備）」でございます。 

  本工事につきましても令和６年度から施行しておりますが、工事内容に変更が生じるので、

現契約の一部を変更しようとするものでございます。 

  あわせまして、次のページ、35ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、議案第68号の工事請負契約の一部変更でございまして、工事名につきましては、

「令６－依・単 塩竈市体育館大規模改修工事（電気設備）」でございます。 
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  同じく、本工事につきましても令和６年度から施行しておりますが、工事内容に変更が生じ

るので、現契約の一部を変更しようとするものでございます。 

  次に、恐れ入りますが、資料№５、第４回市議会定例会議案資料の39ページをお開きいただ

きたいと思います。 

  ただいまご覧いただきました議案第66号ないし第68号の体育館大規模改修工事の建築・機械

設備・電気設備におけます一部設計変更について、説明を申し上げたいと思います。 

  ２の議決日につきましては、令和６年６月27日、３の請負金額ですが、表の左側をご覧いた

だきたいと思います。工種が、縦に建築、機械設備、電気設備、合計となっておりまして、

すぐ右隣の予算額でございます。合計が23億3,689万8,000円となっております。この予算額

に対して、入札後の当初契約額（Ａ）、そして、増額（Ｂ）が加算されて、一番右が今回お諮

りいたしております変更後契約額ＡプラスＢ、合計額が23億3,568万1,700円でございます。

表の米印にございますとおり、増額（Ｂ）につきましては、予算額と当初契約額との差額で

ありまして、それを活用させていただくことで、議会にお認めいただいた予算額を超えない

範囲で一部設計変更させていただこうとするものでございます。 

  ４は飛ばしまして、５の主な変更理由及び変更内容をご覧いただきたいと思います。主な変

更理由につきましては、補修箇所の増のほか、災害時の避難所機能の強化等を図ったことに

よるものでございまして、表にございますとおり、例えば、建築につきましては、外壁補修

ですとか、排煙窓修繕の増工、機械設備では、サブアリーナ空調機器をＥＨＰからＧＨＰに

変更したこと、電気からガスに変更したこと、電気設備では、非常用自家発電設備を最大72

時間稼働に拡充したということなどが挙げられます。 

  当初設計では、限りなくコストを削減して予算化し、お認めいただいたというところでござ

いますが、入札を終えて差額を生むことができたことから、当初計画にさらに補修箇所を増

やすことができましたほか、体育館は、災害時に多くの市民の皆様が避難する施設でもあり

ますので、予算の範囲内で可能な機能向上を検討させていただいたものでございます。 

  次のページ、40ページにつきましては、工事の施工状況が分かる写真と体育館の平面図を掲

載しておりますほか、次の41ページから43ページにつきましては、工事契約台帳ですので、

併せてご参照願えればと思います。 

  議案第66号ないし第68号の説明は、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（浅野敏江） これより、議案第56号ないし第69号の総括質疑に入ります。12番鎌田礼二

議員。鎌田議員、登壇してください。 

○12番（鎌田礼二） 市民クラブの鎌田礼二でございます。よろしくお願いいたします。 

  議案第61号「塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び議

案第62号「塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」の制定につい

て、総括質疑を行います。 

  議案の概要を見ますと、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかか

わらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能額の中で、就労条件を問わ

ず、時間単位等で柔軟に利用できるこども誰でも通園制度が、令和８年度から本格実施され

るとあります。このこども誰でも通園制度は、時間単位の柔軟な利用や保護者の就労条件が

ない等、今までにない１歩も２歩踏み込んだ通園制度であると思います。この通園制度がで

きた背景、経緯をお聞きをしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 12番鎌田礼二議員の総括質疑にお答えを申し上げます。 

  議案第61号「塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び議

案第62号「塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」について、お

答えを申し上げます。 

  この条例制定に伴う背景というご質疑でございましたが、こども誰でも通園制度に係る条例

であり、その制度の背景には、少子化対策や子育ての孤立化、子供の良質な成育環境の整備

等がございます。 

  この制度につきましては、ライフスタイルにかかわらず、全ての子供が平等に保育施設を利

用できる環境を整備し、家庭のご負担を軽減することで子育てしやすい社会を目指して、あ

わせて子供の健全な育成を支援することを目的としているというところでございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  私は、国の何かの法の改定によって、これがなし得るというか、進むのかなと思っていまし

たが、その辺の背景はあるんでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

-48-



 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えをさせていただきます。 

  こちらに関しましてもおっしゃるとおり、国で定められた制度でございます。その実際の運

用に関しましては、各市町村でそれぞれの、こういった条例で今回、提案させてもらってお

ります基準を定めながら運用を行う流れになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 国から出たのが、いつ頃になるのかなと思います。それによっては、今の

段階ではなくて、もっと早い段階でこういった提案はできなかったのかなというところを疑

問に思ったんです。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えいたします。 

  かなり早くからこども誰でも通園制度に関しましては、国で行う通知、アナウンスがなされ

ていた状況かと思います。 

  ただ、こちらの運営に関しましては、民間の保育施設、こちらのところに対する財源支援な

どもございますので、そういったところが整った上でということで、今回のご提案となった

状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 国から出たのは、もっと前ということでありますけれども、先ほどそちら

の壇上でも申し上げたとおり、やっぱり１歩も２歩も踏み込んだ柔軟性がある対応で、これ

は、本当に面白いというのは表現が悪いですけれども、いいなと私は思うわけです。これを

できたら、国ができたその段階に、すぐにでも他市町村にない時期に実施すると、かなりの

アピール性やら、この子育て支援に対する塩竈市としての対応が、評価されるのではないか

と思うので、そのタイミングをお聞きしたところであります。 

  同じようなことがあれば、今後ともほかの他市町村より先駆けて実施するようお願いをいた

しまして、質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、鎌田礼二議員の総括質疑は終了いたしました。 

  ３番鈴木新一議員。登壇してください。 

○３番（鈴木新一） かいしんの鈴木新一です。 
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  総括質疑の前に、12月８日の深夜に発生した八戸方面、北海道方面の太平洋側にお住まいの

大震地震の被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。 

  それでは、私からは、総括質疑として、定例会議案の概要の６ページの（その他）というこ

とで、議案第66号「工事請負契約の一部変更について」、（１）令和６年６月27日に決議され

た工事請負契約についての契約金の変更をしようとするものです。契約内容としては、塩竈

市体育館大規模改修工事（建築）ということでです。契約金が９億7,130万円から９億7,508

万円、378万4,000円増。議案第66号から第68号までに関してお聞きしますが、大規模改修工

事ということで、主に建築の中身と電気設備、次に機械設備という３つの項目が変更になっ

たということでございますので、３つの項目で質疑させていただきますので、よろしくお願

いします。 

  次からは、質問席で質疑させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） ３番鈴木新一議員の総括質疑にお答えを申し上げます。 

  議案第66号ないし議案第68号「工事請負契約の一部変更について」お答えを申し上げます。 

  変更になった理由として人件費及び物価高騰の影響はあるのかというご質疑についてでござ

いますが、変更理由につきましては、工事着手後の施工調査により、当初の想定よりも多く

の箇所で補修を要することが判明したことや、災害時の避難所機能及び非常用電源の強化を

図ったことによるものでございまして、人件費や物価高騰の影響による変更ではございませ

ん。 

  以降の質疑につきましては、担当からご答弁を申し上げますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木議員。 

○３番（鈴木新一） それでは、もうちょっと詳しくお聞きしたいなと思っていまして、大枠で

は、聞かせていただきたいと思います。 

  第66号の体育館の大規模改修の中で、これは、もちろん増額といって補正ではないというこ

となもので、当初始まってからのということで、いろいろ調べてみると、当初の予算の中に

その後々の経過を含む予算でということのお話で進んでいるということだったものですから、

ただ、私としてもこの辺、大きな流れとして、まず、現況の体育館のうち、サブアリーナは、

昨年終了したとお聞きしていましたけれども、本館の工事、中身まで入れないものですので、
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今、進捗状況としてはどういうあんばいになっているのかなと思って、そこをお聞きしたい

なと思っていました。 

○議長（浅野敏江） 星まちづくり・建築課長。 

○産業建設部次長兼まちづくり・建築課長（星 潤一） お答えをいたします。 

  今現在のメインアリーナの進捗状況、全体の進捗状況ですが、今現在、約80％の進捗状況と

なっておりまして、メインアリーナにつきましては、天井につきまして、軽い素材に替える

ということで、膜天井にもう既にこれは、替えております。現在、床面の取替えということ

で、解体工事を進めているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木議員。 

○３番（鈴木新一） 分かりました。80％ぐらいということで、年度内に終了すると思いますが、

よろしくお願いします。 

  それで、先ほどお話ししたとおり、変更というのが、設計数量調査というものに当初の見積

りに入っているということで、ちょっと我々も工事も詳しくは分からないもので、足場をか

けてから表面、高所のところでひび割れたり劣化したりする場所があったら修理するとか、

いろいろ部位が変わったりして入り繰りしたのがあって、最終的には、予算の中で入ってい

ますよというのが総論ということで、それはそれでそうしていただきたいとは思います。 

  その中で、非常に気になるのが、ひび割れ等々を含めた中での大型改修なものですから、こ

れから10年、20年という、そういう一時的な補修で長いものが担保できるのか、大枠で結構

ですから、その辺をお聞きしたいなと思いました。 

○議長（浅野敏江） 星まちづくり・建築課長。 

○産業建設部次長兼まちづくり・建築課長（星 潤一） お答えをいたします。 

  今回の工事なんですけれども、補修ということでございますが、築35年たっておりまして、

様々な外壁のクラックとか、あとは中の設備等が老朽化しておりますので、こちらの更新を

行っているものでございます。 

  あわせて、先ほど天井の取替えというお話をしましたが、現在、今までの天井につきまして

は、耐震の基準を満たさないということで、建築基準法上、既存不適格建築物となっており

ましたので、従来より、天井を軽い素材に替えるということでの耐震化も進めております。 

  今回、そういった大規模な工事ですので、ある程度の、これまで以上にお使いいただけるよ
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うな形で、今後、いましばらく心配なく使うことは、可能かなと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木議員。 

○３番（鈴木新一） そうとしか言えないんでしょうけれども、いましばらくということで。 

  次、第67号と第68号も併せてなんですが、お聞きすると契約後に災害対策本部的な要素も含

まれますよということで、いろいろ苦労されていたようでございます。その中で、この電気

設備が、後々ガスエアコンというか、機材投資が、電気エアコン、72時間蓄電能力がないと、

災害拠点の場所にはならないということもお聞きしまして、電気で蓄電池というと数十億円

かかるということの見積りが出ていたようで、これをガスに替えるということです。ガスで

すと、ガスエアコンで玉川中学校にありますが、大きいこのバルクタンクというか、外に置

いて、そこで機械を整備すると設備投資の金額が四、五千万円ぐらいで済むということで、

そういう変更をしたのかなと思いまして、数億円の乖離があったりしたんですけれども、そ

の辺の見極めです。改修工事の前にそういう災害拠点というか、塩竈市内でこの市役所以外

に、体育館ももちろん、小学校の体育館、中学校の体育館もありますが、大きな場所で高台

でといえば、確かにあそこは、非常に有利な場所だと思いますし、もうちょっと前にそうい

うことに気づいて、最初から当初予算の中に入らなかったのかなということをお聞きしたい

と思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 私からお答えをいたします。 

  総じて、当初の予算に組み込めなかった理由というところかと思います。 

  まず、もともとこちら、体育館は、改修するに当たって、いろんなものを、例えば、こうい

ったことがやりたい、こういったこともやりたいという、実は全体で40億円ぐらいの数字が

一回積み上がった部分がありました。それがやはり、当然40億円はなかなか難しい数字であ

りますし、その中から本当に必要なものということでそぎ落としていって、23億円の予算に

落ち着いたという経過がございます。 

  その上で、まず、最初の段階でもやはり考えていたのが、設計での話なんですけれども、そ

のときには、数えることができる数量をベースとして設計を組ませていただいて、当然足場

ができて、それでさらに細かく調査することによって、さらに施工箇所を増やしていこうと

いう、まず、当然最初からその考えはあったのが１つでございます。 
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  もう一つが、ご質疑にありましたとおり、避難所の話なんですが、もともとやはり今、お話

ししたとおり、そぎ落とした中で、まずは、第１には、今の体育館の機能をきちんと確保し

ようというところでの設計だったんです。それが、先ほど言ったとおり、契約をして、実際

に予算に対して少し余裕ができて、だったら、やはり改めて防災担当と話をした上で、ここ

は、市内で一番大きな、要はサブアリーナ部分というのは、避難所になりますから、ここに

実際発災して停電になったときでも72時間の電力を確保して、要は電源を確保して、それで

エアコンですけれども、そういった設備をつけましょうという話になって、今回のこの契約

変更になったというところでございます。 

  この72時間というのは、国の防災基本計画ですとか、要は通達、手引等があるんですけれど

も、そういったものでしなければいけないというよりは、望ましいという形なんですけれど

も、そういった話がございまして、ぜひこれも塩竈市は乗りましょうというところで設置し

たものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木議員。 

○３番（鈴木新一） 承知しました。 

  いずれにしても、本来、ここも大変な防災拠点になるべき庁舎だと思いますが、海に近いと

か、様々な築年数がたっているとか、バリアフリーではないとか、使いでがいいような悪い

ような建物ですから、高台でそういう、本来、もう移転して防災拠点になってもいいぐらい

の場所だと思いますので、利活用というか、大きく活用する利点性は、あるのかなと思って

おります。広いし、大きい本館を資材置場にするみたいな感じでお聞きしましたが、確かに

それも一つかなと。 

  ちょっと私、建築で気になったのが、全体的に屋根も断熱をして上にシートをかけると聞い

たもので、どうするのかなと。詳しく聞いたら、やっぱり断熱材を入れて上にシートをかけ

るということで、耐久性が担保できるのかなとちらっと思ったり、大きい台風が来たら、そ

のシートは飛ばされないのかなとかと、ちらちらと聞いたんですが、そういうことも含めて、

やっぱり二十数億円というと大変なお金でございます。残念ながら、ごみ処理場も庁舎も断

念、凍結ということで、我にしてみれば箱物は、全く成立しないのに、私、議員になる前に

契約したということで、なってから進捗状況は聞いてはいましたが、どんなあんばいに改修

されるのかなと思ってお聞きして、最終的にこういう話になってきたということで、今はど
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うしても、その防災拠点というものは、非常に大事なんだろうなという思いがあります。昨

日今日の八戸市とか、ああいう北海道の地震もありましたので、この狭い塩竈市でというと、

あそこしか考えにくいものですから、あそこを利活用して、72時間担保できたり、資材を置

くということは、非常に大事なことなのかなと思って。もちろんスポーツイベントが主体で

すけれども、そういうことを大事にしていってもらいたいなと思っていました。 

  ガスに関してなんですが、詳しくないんですけれども、聞いてみると、ガスは、輸入したり、

天然ガスが日本にあると思いますが、無臭で来るそうなんです。臭いは、日本でつけている

らしいんですよ。だから、最初はガスの臭いはしないらしいんです。びっくりしまして、あ

れはこっちで臭いをつけた。くうんと臭いにおいは、実は日本で、こっちに出すときにつけ

ているということを聞きまして、びっくりしまして、皆さんもちょっとご認識がある方とな

い方がおられると思いますので、ちょっとここでお話をさせていただきました。 

  最終的に何を言いたいかというと、この変更で同じく収まったのはいいんですが、やっぱり

せっかくですので、大金を使っていますから、本当にもう80％進んでいますけれども、気密

性とか、断熱性とか、床のほうも工事をしているということで、きれいに全部貼り直してい

ると聞きました。使用者、体育協会の方からもお話を聞いて、多分排煙の窓が開かないとか、

ドアが曲がっているとか、様々あると思います、トイレをきれいにしてくれとか。そういう

ところを非常に改善したら、ぜひ市内の利用者、県内の利用者の方にアピールしたり、分か

るような説明とか、ＰＲをぜひしていただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  そうですね。出来上がりましたら、ぜひご案内させていただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木議員。鈴木議員に申し上げます。総括質疑ですので、その範囲を超え

ないようにご注意願います。 

○３番（鈴木新一） 超えないようにね。分かりました。 

  それで、詳しいことは、所管常任委員会に付託して、審査をしていただきたいと思いますの

で、これにて終了します。ありがとうございました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、鈴木議員の総括質疑は終了いたしました。 

  16番小髙 洋議員。 
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○16番（小髙 洋） それでは、続きまして議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条

例」につきまして、総括質疑を行いたいと思います。日本共産党塩釜市議団の小髙でございま

す。よろしくお願いいたします。 

  さて、本条例案は、塩竈市香津町保育所の閉所に伴い、塩竈市保育所条例から当該保育所の

項目を削除するものと説明をいただいております。加えまして、経緯の説明によりますれば、

塩竈市の保育事業の方向性について、令和４年３月に策定をされまして、当該保育所の段階

的縮小、そして、閉所というところが位置づけられ、こうした経過を経て廃止するとなって

いるものですが、まず初めに、廃止を行う根拠、あるいは、理由、こういったところについ

て、お伺いをしたいと思います。 

  以降、質問席からお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 16番小髙 洋議員の総括質疑にお答えを申し上げます。 

  議案第60号について、お答えを申し上げます。 

  廃止の根拠についてでございますが、香津町保育所の廃止については、令和４年に策定をい

たしました塩竈市の保育事業の方向性についてを根拠といたしております。これは、建築後

40年以上経過した保育所の老朽化と令和４年度以降新設されるこども園、保育園等の定員増

に伴う市全体の保育提供量の需給バランスの調整等を目的としたものでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） ただいま市長から概要の説明をさせていただきましたが、

時期が前倒しになった理由というところでご質疑がございました。こちらに関しましては、

議員がご指摘のとおりに、令和10年度に保育の方向性に基づきながら、廃止を予定してござ

いました。こちらに関しましてですが、同じく令和10年度に廃止を予定しております清水沢

保育所、こちらと同じく、保護者様へのアンケート、こちらを行ってございます。その結果

でございましたが、香津町保育所に関しましては、在園の希望者がかなり大幅に減少し、そ

の後、保育者面談を８月に行ってございましたが、集団保育が著しく困難になるということ

で、来年度以降の子供たちの保育環境を考慮したことで閉所が前倒しとなった経過でござい

ます。 

  以上でございます。 
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○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。前倒しの理由というところについても併せてお答

えを頂戴をしたところであります。 

  それで、先ほどお答えにございました今回の廃止の根拠というところで、令和４年３月に策

定をされました事業の方向性というところを一つの根拠にしておられるということで、特に

その中でも様々需要と供給の関係ですとか、そういったことを含めて、様々な観点からこう

したものが議論をされ、策定をされた。それがまさに根拠であるということでのお答えだっ

たかなと思っております。 

  続いて、ロードマップなんかを見ましても令和10年度というところでのロードマップの資料

にもなっておったかなと思います。その前段として、様々なアンケート等を行っていく中で、

段階的な縮小で徐々に徐々に減っていくという、保護者の方からすれば、そうしたところに

対して不安というとあれですけれども、そういった思いもあって、来期の入所者というとこ

ろも含めてこういったことなのかなとということで受け止めたところであります。 

  それで、様々この間、経過もありまして、民間の施設ができたりだとかで、需要と供給につ

いては、いろいろ動きも出てきた。そういった状況の中で、今回、廃止というところで条例

の中身が示されたわけでありますけれども、公立保育所として見た場合に、１つには、この

方向性でいえば、東部保育所というものを民間の方に運営をお願いをした。今回、廃止とな

ります香津町保育所については、計画上では令和10年度のところで清水沢保育所と併せてと

いうところで、公立保育所が３つ減るということでの内容となっておったわけなんですが、

一方では、保育行政に当たっては、当然、児童福祉法をはじめ様々な根拠法令がある中で、

自治体の責務として位置づけられているのが、まさに保育という分野が一つあるかなと思っ

ております。 

  そういったことを踏まえて、この保育の方向性の中にもまさにありますとおり、公立保育所

の位置づけ、あるいは、役割というところについては、非常に重大なものがあるんだろうと

受け止めておりますが、１つには、地域の保育の質、これは、民間も含めてその地域の保育

の質を担保する。また、災害時の地域支援ですとか、保育分野において、リーダーシップを

取っていく。様々なことがこの中に記載もあるわけでありますけれども、一方で、先ほど申

し上げましたとおり、公立保育所という形は、数としては減っていってしまう。そういった

関係を踏まえた際に、この保育の公的責任といいますか、公的保育所の役割といいますか、
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そういったところをどのように整理をしてお考えになって進めていかれるのか、そこをお伺

いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えさせていただきます。 

  公立保育所の役割、そちらでございましたが、議員がおっしゃるとおり、市全体の保育の質

の向上、それと併せまして民間保育施設等との連絡、連携制度の体制の構築、こちらが非常

に重要な役割ということで認識してございます。 

  現在も市立保育園、あるいは、認定こども園、小規模保育施設など、多様化する保育につい

て、公立保育所がリーダーシップを発揮しながら、保育の質の底上げを図り、市全体の保育

水準の維持向上を図る上で中心的な役割を担うべきと考えてございます。 

  以上になります。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  総括ですので、どこまでというのもあるんですが、１つには、塩竈市の面積といったらいい

のか、そうしたことを踏まえたときに、どの程度、地域にそうした役割を果たすべき保育所

があってという考え方は、様々あるかなと思います。今回は、香津町保育所ということにな

りますけれども、こうしたところを踏まえて、だんだんだんだん減っていったときに、ロー

ドマップ上では、藤倉保育所、あとは、うみまち保育所の２つということになるわけなんで

すが、その２つというところをもって塩竈市の圏域において、公立保育所の役割というのを

十分果たすことができる、そういったところの考え方があるのかなとも思っているんですが、

そのあたり、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えをさせていただきます。 

  保育所に関しましては、今後の保育行政に関する在り方といたしましては、公立の保育所か

ら民間にだんだんシフトしていく、移行していくところの考え方を中心としながら、令和10

年度に、当初は香津町保育所と清水沢保育所を閉園する。最終的には、藤倉保育所とうみま

ち保育所、こちらの２つの公立保育所ということで運営を行っていく考えでございます。 

  今現在に関しましても、例えば、病児・病後児だけじゃなくて、医療的ケア児だとか、こう

いったところでの対応なんかも公立保育所が担っている役割なども非常に大きいと考えてご
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ざいます。今後の新たな保育需要、こういったところを見据えながら公立保育所の今後の役

割、こういったところを踏まえて運営を行っていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） お答えをいただきました。 

  そうですね。先ほどおっしゃいましたとおり、民間の力もお借りをしながらということで、

今回、計画を含めて進めようとしているわけでありますけれども、その公的責任というもの

と、あとは需要と供給のバランスでしたりとか、あとは、お金の話になってしまうところで

はあるんですが、国の支援が非常に貧弱というと言葉は悪いんですけれども、そうしたこと

も様々この保育の方向性の中には、入っております。そうした様々な観点から、やはりこう

したものというのは、考えていかなければいけないのかなと思っておりまして、そうした部

分を含めて、ぜひ所管常任委員会の中では、その計画の中身そのものも問うような深い議論

というものをお願いをしたいなと思っております。 

  私からは、以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、16番小髙 洋議員の総括質疑は終了いたしました。 

  13番伊勢由典議員。 

○13番（伊勢由典） 日本共産党塩釜市議団の伊勢由典でございます。 

  議会初日の総括質疑を行います。 

  議案第57号「特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈市立病院事業管理者の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例」は、第１条で特別職に関する条例の一部を改正するとして、

先ほど提案理由に述べられましたように、100分172.5を100分の177.5に改めるということに

しております。 

  提案理由は、先ほど述べられていましたように、令和７年の人事院勧告を踏まえての本市の

特別職、市長、あるいは、副市長、教育長、市立病院事業管理者、そして、市議会議員の期

末手当を今般改正するということでの提案になっております。 

  一方、塩竈市の例規集を読みますと、第１章で報酬、給与に関する等で第１節ですか。特別

職では、塩竈市特別職給料等審議会を置く。そして、市長は、この審議会に対して諮問を行

い、そして、議員報酬等の額について、審議するため云々かんぬんとこういうことで、定め

られております。 
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  第２条では、市長は議会の議員の報酬及び政務活動費、それから市長及び収入役の、当時は

収入役といっていましたが、いささか古い表現ですが、給与額に関する条例を議会に提出す

るときは、あらかじめ当該給料について、同審議会の意見を聞くと定めております。 

  審議会は、委員10人をもって市内の公共団体の代表者、あるいは、その他住民からその都度

市長が任命すると定めております。 

  そこでお聞きしたいのは、今回の議案第57号に関して、塩竈市の特別職の職員の給与に関す

る条例について、こうした特別職給料等審議会について、しっかりと審議されたのかどうか、

経過がよく分かりませんので、塩竈市特別職給料等審議会でのこうした経過があったのかど

うか、まず、その点について、最初お尋ねをしたいと思います。 

  次に、議案第66号、第67号、第68号の塩竈市の体育館大規模改修について、一部設計変更の

提案ということになっております。 

  細かいことは、先ほど提案理由にも述べられていましたので、また、前段での質疑でも明ら

かになりましたので、その辺については、結論としては増額4,438万何がしと、そして、23億

3,568万1,700円と、こうするものだということです。大分先ほどの増額に至った経過という

ことで、その補修面が広がった、あるいは、様々この災害対策のための特別なそういったも

のとして、大規模な被災のための対処、こういうものもあるかと思います。 

  一方、例えば、塩竈市役所の本庁が、さきの東日本大震災、あるいは、大規模な被災があっ

た際には、たしか私の記憶では、市の本庁の災害対策本部は、塩竈市ガス体育館に移すと、

ちょっと私の記憶では残っているんです。そうしますと、そういった点でそういうものを行

うことに足り得る、言わば大規模改修として今回、その点も含めて、しっかりとした取組を

進めていただきたいと思いますが、経過として増額については、分かりましたので、塩竈市

本庁自身が被災し、機能しなくなった際には、塩竈市ガス体育館でのそうした災害対策本部

を設置するということでよろしいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 

  残りについては、再質疑を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 13番伊勢由典議員の総括質疑のお答えを申し上げます。 

  議案第57号について、お答えいたします。 

  塩竈市特別職給料等審議会の開催についてでございますが、本審議会は、特別職の給料や議

員報酬の額そのものを改定する条例を議会に提出する場合に開催するものであり、今回、提
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出させていただいております議案につきましては、期末手当の月数の改定ですので、審議会

の対象にならないものでございます。そのため、令和７年人事院勧告に伴います審議会は、

未開催であります。 

  令和７年人事院勧告では、特別職給料や議員報酬を参考としている指定職俸給表について、

引上げがなされておりますが、本市の財政状況や市全体の厳しい経済状況を鑑み、特別職給

料の改定は、行わない判断をさせていただいたものであります。 

  以降の質疑につきましては、担当からご答弁を申し上げますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えします。 

  私から、議案第66号ないし第68号のご質疑の中で、体育館には災害対策本部の設置の機能は

あるかというお話でございました。 

  今回の改修工事の中での範囲内での私の回答になるかと思いますが、対応するように今回、

手をつける方向でございます。 

  具体的に言いますと、先ほど来お話ししましたサブアリーナについては、ガスなんですが、

ガスはガスでもサブアリーナはＬＰガスです。ガスのタンクを使って、ふだんからエアコン

等、もちろん発電設備としてタンクを整備する。そういうことによってタンクがあるわけで

すから72時間ずっと稼働できるよという理屈になります。 

  その上で、さらにサブアリーナのほかにトレーニングルーム、２階の会議室、研修室につい

てもガスなんですが、こちら、ふだんは都市ガスで使います。しかしながら、いざ発災にな

った場合には、今、言ったサブアリーナで使っているガスタンクからのＬＰガスからガスを

引くことによって、72時間運用の中でその２階の部屋も使えるような関係にするというのが、

実は今回の改修ということになります。 

  そういったわけで、防災担当と話をした中で、先ほど議員からお話があったとおり、何かこ

こにあったときに体育館に機能移転も考えましょうというところの話があったわけですから、

そういった意味で、実はここをそういった形に確保したというのが今回の経過でございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 第57号の部分に関しては、形の上では、条例はあるものの、給与そのもの
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についての審議というか、そこにまで至っていませんので、今回の人事院勧告の方向での期

末手当というのは、理解できました。あとは所管常任委員会の中でよく議論していただけれ

ばと思います。 

  そこで、先ほどお話がありましたサブアリーナ、要するに、災害があったときの関係からい

って、本庁機能を向こうに持っていくということですよね。災害対策本部ね。そうしますと、

例えば、そういう点で、改めて細かな聞き方で申し訳ないんだけれども、例えば、災害対策

本部は、どこをメインに対策本部を開くのか。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。伊勢議員に申し上げます。あくまでも工事契約の内容、一部変

更についてのご質疑でお願いいたします。 

○13番（伊勢由典） 別な角度で。工期の完了について、大体どういう予定なのか、今回の方針

も含めてお尋ねします。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えします。 

  工期は、今年度いっぱいということになりますので、来年３月末をもって完了方向として、

現在、進めております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 市民の皆さんも業者の皆さんにとってもやっぱり十分使えるような対応を

していただければと。そして、先ほど言ったように、災害対策本部の機能も併せてしっかり

やっていただくということも含めて、塩竈市ガス体育館の改修について、進めていただけれ

ばと思いますので、以上をもって私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（浅野敏江） 以上で、13番伊勢由典議員の総括質疑は終了いたしました。 

  17番土見大介議員。 

○17番（土見大介） それでは、塩釜を元気にする会の土見大介から総括質疑をさせていただき

たいと思います。 

  まず１問目は、議案第56号ないし第69号のうちの議案第64号「令和７年度塩竈市一般会計補

正予算」から、質疑をさせていただきたいと考えております。 

  今回、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用として、保育施設食材料費高騰対策
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事業の議案が上がっております。財政状況が非常に厳しい塩竈市におきましては、今回も含

む地方創生臨時交付金というものは、もちろん用途は限られるものの、独自の政策というの

を打っていくための非常に貴重な財源であると言えます。 

  しかしながら、これが経常的な予算ではないため、あらかじめ用意をしていないと、どうし

ても場当たり的な対応にもなりがちで、事業の効果というのも短期限定になりがちだと懸念

をしているところであります。 

  そこで、お伺いしたいんですけれども、まず１点目は、本市は、この臨時交付金の充当先を

どのような方針で決定し、今回の事業化に至っているのでしょうか。まず、この点から伺っ

ていきたいと思います。 

  以降は、質問席にて質疑させていただきます。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 17番土見大介議員の総括質疑にお答えをいたします。 

  議案第64号のうち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用の全体像と、今回の予算

の位置づけについて、お答えを申し上げます。 

  今回の交付金の充当先として、国は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を主た

る目的とする事業であって、支援の効果が直接的に及ぶ事業に充当するよう求めてございま

す。 

  本市では、これを受けまして、多くの市民や事業者に幅広く支援ができる事業を中心に交付

金を活用する方針で事業を選定してまいりました。今回の事業におきましても、この趣旨に

のっとり、保育施設の食材料費が高騰していることを受けまして、利用者の負担軽減のため、

本交付金を活用しているところでございます。 

  以降の質疑につきましては、担当からご答弁申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ご答弁ありがとうございます。 

  今回の臨時交付金の充当先、保育施設の食材料費の高騰対策事業ということで、ご説明いた

だいた内容は、理解をさせていただきました。 

  しかしながら、今回、この対策事業というのを行って、来年になったら例えば、物価高騰が

急に収まるというわけでも、もちろんないわけであります。もちろん国としても新しい対策

というのは、考えていくことは想定できるわけなんですけれども、ずっと対策を続けていく
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というのもなかなか我々も行政も含めてしんどいところもあるかなと思いまして、より中長

期的に見て、効果的なものというのも頭の中に、念頭に入れながら対策を打っていく必要が

あるのかなと思いました。 

  その中で、今回のこの事業が終わった際に、終わった後の出口戦略といいますか、ただ約

108万何がしを補塡した。でも、それが、事業が終わってしまったら、また効果も消えてしま

ったということにならないような、その先というものは、どう描いているのか、その部分、

伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えをさせていただきます。 

  今回の保育施設食材料費高騰対策事業に関して、この支援が終わった後の対応というところ

でのご質疑であったかと思いますが、こちらに関しましては、本年８月に民生常任委員協議

会、こちらでも給食費の今後の見直し、こちらについてのご報告をさせてもらっているとこ

ろでございました。 

  今回、この事業に関しましては、こちらの趣旨と同様に、実際の保護者様の負担額と補助金

の対象の基礎となる公定価格との差額について、施設の負担となっている額について、補助

させていただく中身、内容になってございます。 

  来年度以降に関しましては、給食費でございましたが、子供たちの食の質が確保されるよう、

各保育施設において、物価高騰を見据えた負担額の見直し、こちらも予定している状況でご

ざいますので、ご承知おきいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  この物価高騰対策は、ほかの自治体でどういう交付金の使い方をしているのかなというとこ

ろをいろいろ調べさせていただいて、本当に最新のものというのは、まだ出てきていないと

ころはあるんですけれども、ただ、自治体としては、例えば、省エネ機器の導入に使ってみ

たりとか、あとは観光地であれば誘客支援に使ってみたりとか、あとはキャッシュレス決済

の普及に使ってみたりなんてこともされている自治体もあります。こういうところを拝見す

るに、もちろん物価高騰、目の前の苦しんでいる方々に対する補塡というのも一つ大切なこ

とであると同時に、その方々の将来も見た上で、将来負担というところを減らすというのも
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行政として考えておく、投資するという部分を行政としても考えて、そのバランスをしっか

り見ながら、事業というのを行っていくのが肝要なのかなと考えておるわけなんですけれど

も、塩竈市としては、このバランスについて、今、どのような認識で各交付金事業というの

を行っているのか伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 令和７年度の交付金の状況なんですが、令和６年度の予算分と令和７

年度の予備費を合わせて一応5,700万円ぐらいの予算で、９月定例会を中心に、まず、物価高

騰対策の事業をご提案させていただいたという経過がございます。やはり先ほど市長がお話

ししたとおり、市民には、この交付金の趣旨の１番として、やっぱり市民や事業者に直接的

な支援に重きを置くというところが、物価高騰の考え方ということがあったので、９月定例

会では、例えば、独り親世帯へのお米券の配布でありますとか、75歳の高齢者へのギフト券

の配布というところを事業化させていただいて、12月では、今回、保育の給食というところ

を提案させていただいたというところでございます。 

  今、国で議論されています次の交付金の具体的な交付額は、まだ示されてはおりませんけれ

ども、一応国からの推奨メニューというのがやっぱりあることはあるんですが、今、議員が

おっしゃったとおり、できればこのバランスを見ながら、将来へ向けての投資につながるよ

うなものが、メニューとかに出てくるようなものがあれば、ぜひ検討を進めてまいりたいと

は考えています。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  将来の投資と言いましたけれども、投資することによって、直接今、目の前にいる市民の

方々に全く利益がないというわけではないと思いますので、その点、ぜひご検討いただけれ

ばと思います。 

  続きまして、議案第66号から第68号の工事請負契約の一部変更について、私からも質疑させ

ていただきたいと思います。 

  先ほどご説明いただいたところで、今回のこの工事契約の変更というのが、もちろんなかな

か意見し難い事案が出てきたこと、それから、あとは限りある予算の中で、もっとこうして

いきたいという、ある意味挑戦的というか、意欲のあるというか、何と言えばいいんでしょ

うか、その部分での変更だということは、理解させていただきました。 
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  私から聞きたいところとしましては、この工事契約の一部変更というものが、どのような流

れで行われているのかというところでございます。というのは、これまでの案件でも結構一

部変更というのは、様々な理由で工事の中で行われてきていることがあるんですけれども、

その内容、なぜこれが起きたのかとか、その変更が妥当なのかというところは、私たちとし

ては、なかなか判断しづらいところもありました。 

  そこで、そのあたり、クリアにしておきたいなということで質疑させていただくわけなんで

すけれども、まず１点目として伺いたいことは、この工事変更の承認のプロセスについてで

す。 

  なかなか塩竈市の契約規則とかを見ても、どのような場合にどのような基準でこの工事の変

更というのが妥当と見られて、変更されるのかというところまでは、詳しいところまでは分

からなかったもので、ぜひこの工事費というのは、どういうプロセスを経て変更が可となる

のかというところをご説明いただきたいなと考えております。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） では、私から変更承認のプロセスについて、一般的な話と

してさせていただければと思います。 

  まず、工事につきましては、本市におきましては、工事請負契約書、あとは国土交通省のガ

イドラインに基づいて、まずは、設計変更を行っているのが、大前提になります。 

  設計変更が必要な場合には、その施工時期、内容、そして、規模が適正かなどを発注者側、

施設の管理者、工事管理委託先である工事管理者との間で総合的に協議をしまして、それが

妥当だということで、最終的には、本市の職務権限規程の決裁区分に基づいて、変更契約を

締結するプロセスになります。 

  また、受注者側からの施工協議もパターンとしてはございますが、そういった場合には、発

注者側、工事管理者が受注者提案が工事に本当に必要なものかどうかというのを判断して、

それで進めていく、変更していく流れになります。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  先ほど最後にご説明をいただいた受注者側からの変更の協議の申入れというか、その部分の、

もちろん協議というか検討の上という話で、非常に難しい話ではあるんですけれども、その
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部分というのがなかなか分かりづらいなというところがあって、今回、質疑させていただき

ました。 

  これ以上は、多分細かい話になりますので、ここで閉じさせていただきますが、次に、２点

目として、今回、契約変更の電気のところ以外に前のところの部分として、多分想定してい

たよりも多くの箇所で補修が必要とか、そう書いてあります。そうした場合に考えるのが、

当初の設計の精度というのをもう少し上げたら、途中での契約変更というものが起きなかっ

たのではないかということが考えとしてはあります。 

  一方としては、当初の設計制度というのを上げれば上げるほどコストも時間も当初にかかっ

てくるわけであって、当初にお金をかけるのか、もしくは、契約変更でお金をかけるのかと

いうところのバランスが非常に多分大切になってくるのであろうなと考えております。 

  その中で、塩竈市としては、当初の設計段階でのコストと、それから、後から出てくるこの

契約変更として出てくるかもしれないというところのリスクの部分、このバランスをどのよ

うな基準で考えて管理しているのか、その部分、伺いたいなと思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 設計精度の向上によるコスト縮減についてということでご

ざいます。 

  まず、やはり大前提なんですが、本市は、国土交通省の公共建築設計業務委託仕様書共通仕

様書というものを基準として、準拠して設計業務を発注している経過がございます。 

  最初の設計のときには、やはり詳細な調査を実施しないと正確に数量等が分からない部材等

については、まずは、その当時で判断している、きちんと判断できる数量をベースとして対

応しまして、その後実際に施工時において、先ほどもお話ししましたが、仮設の足場などを

造って、そこでさらに詳細な調査をする流れになるというところでございます。 

  いずれにせよ、そういったところで、そのときそのときでは、きちんとその場、そのときの

正確な情報、調査をもって設計はするんですが、なお、その上で、実際に設計変更のタイミ

ングになるところもありますので、そういったバランスについては、当然その現場ごとにい

ろいろ条件が変わりますので、常に設計と施工を合わせたコスト縮減に努めている状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 
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○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  あまり詳しい深いところまでは入りませんけれども、結局、当初足場を組む前までのお話の

ところの調査というところが、どの程度、そこで調べるのか、昔の図面を引っ張り出す程度

なのか、そこの部分が気になるところではあったりします。 

  役所としても様々な工事を発注して、その中で様々な変更を経験してということもあろうか

と思いまして、そういうものをちゃんと過去のもの、事例を調べながら、こういうリスクが

結構あるから、この部分、最初から潰してもいいよねなんてことも考えることもできるんじ

ゃないかなと思っておるので、ここから先は深入りはしませんけれども、ぜひその点、考え

ながら、ある程度めどが、もっとつきやすい工事契約というのを実現していただきたいなと

思っております。 

  以上で、質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、17番土見大介議員の総括質疑は終了いたしました。 

  これをもって総括質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、総括質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております各号議案につきましては、お手元にご配付の議案付託表のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、11日から16日までを常任委員会開催のため休

会とし、17日定刻再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、11日から16日までを常任委員

会開催のため休会とし、17日定刻再開することに決定いたしました。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後３時０７分  散会 
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   午後１時  開議 

○議長（浅野敏江） ただいまから12月定例会２日目の会議を開きます。 

  本日の会議では、過日策定いたしました新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

が５類感染症に変更されることに伴う議会の新型コロナウイルス感染症対策の取扱いについ

てに基づいて感染防止対策を行っております。なお、発言の際にマスクを外していただかな

くても差し支えありません。 

  また、体調管理の観点から、水分補給を行うための飲料の持込みを許可しておりますので、

ご案内申し上げます。 

  本日の議事日程は、「日程第２号」記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。 

  携帯電話を持参されている方は、電源を切るようにお願いいたします。 

  また、撮影は、あらかじめ許可をした報道機関を除いて禁止しております。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（浅野敏江） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、８番柏 惠美子議員、９番西村勝男議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第２  一般質問 

○議長（浅野敏江） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 

  なお、本日の質問は、全て一問一答方式にて行います。 

  当局におかれましては、一問一答方式の趣旨をご理解いただき、答弁は簡潔明瞭にお願いい

たします。 

  12番鎌田礼二議員。 

○12番（鎌田礼二）（登壇） 市民クラブの鎌田礼二でございます。よろしくお願いいたします。 

  本日は、質問の機会を与えていただきありがとうございます。皆様に感謝を申し上げます。

今回の一般質問は、令和５年２月定例議会以来、２年10か月ぶりでの質問になります。本日

の質問は、大きく分けて人口増加策について、そして、その人口増加策のための自主財源の

確保について行います。 
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  現在、我が国として見ても、塩竈市として見ても、一番の問題は、人口減少であります。私

は、市民人口の増減が将来の塩竈市の未来を決定づけると考えています。何としても人口減

少を食い止め、そして、微少でも増加に転ずる必要があると考えています。 

  まず、市民人口の動向について、２番目として、塩竈市としての人口増加策について、３番

目として、私が考える人口増加策について、そして、人口増加策に必要な財源の確保につい

て伺ってまいります。 

  まず、市民人口の動向についてお聞きをいたします。 

  現在の市民人口は、どのくらいなのか。また、最近の塩竈市の合計特殊出生率は、どうなっ

ているのか。そして、今後の市民人口動態をどう見ているのかをまずお伺いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） 12番鎌田礼二議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  市民人口についてのご質問のうち、本市の現在の人口についてお答えを申し上げます。 

  住民基本台帳におけます令和７年11月末日現在の人口は５万1,198名で、前年同月と比較し

て582人減少してございます。その内訳を見ますと、死亡数が出生数を上回る自然減が630人、

一方で、転入者数が転出者数を上回る社会増が48人となってございます。このように、本市

の人口減少の主なる原因は、少子高齢化の影響が非常に大きい状況にあるものと捉まえてお

ります。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  人口減少、人口数もそうなんですが、合計特殊出生率についてお伺いしたいと思います。 

  この最近の動向も分かると、なお結構です。よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 国から、昨年度、公表されたものについてご説明をさせていただきま

す。 

  最新の本市の数値としては1.15でございまして、前回の調査からは、0.1減少しているとい

う状況でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 
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○12番（鎌田礼二） ありがとうございました。 

  令和５年の２月定例会一般質問で、この年の６月４日の新聞に掲載された厚生労働省の統計

結果を使用しました。合計特殊出生率についてはこうでした。 

  大分前になりますけれども、私の２年10か月前の質問の内容でこれは取り入れた、そのデー

タをまず述べさせていただきますと、女性１人が生涯に産む子供の推定人数、合計特殊出生

率は1.30で、６年連続で減と掲載されていました。また、都道府県ごとの合計特殊出生率は、

高い順に沖縄が1.80、鹿児島が1.65、それから宮崎県が1.64、低いほうから見ますと、東京

都が1.08、２番目の宮城県が来ているんです。宮城県が1.15、北海道が1.20の順となってお

りました。 

  分かる範囲で結構なので、全国の合計特殊出生率と、それから、さっき答えていただきまし

たけれども、都道府県で宮城県はどのぐらいの位置にあるのか。低い順でいくと、宮城県が

また２番目に入ったりしているのかなと思うんですが、その辺の事情をお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（浅野敏江） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 合計特殊出生率の値でございますが、まず、先ほど総務部長か

ら答弁申し上げました1.15、これが国の人口動態統計の特殊報告という調査の結果となって

います。その同じ調査の宮城県の値が1.19となっております。また、全国で見ますと、全国

の合計特殊出生率が1.33、宮城県が1.19となっておりますので、順位は、今、把握しており

ませんが、全国と比べても低いほうだということで認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  何で宮城県が低いんだろうね。がっかりするようなデータなんですが、次に、塩竈市の市民

増加策についてお聞きをいたします。 

  まず、現在の人口増加策とその成果について、簡単で結構ですのでよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 本市では、子育て世代に移り住んでいただく施策を様々やっておりま

す。その中でも、主な、よく紹介している、子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業の最
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近の実績についてご説明させていただきますが、今年度におきましては、11月末現在で30件

の申請があり、人数としては、95名の方がこの制度を使って転入、うち子供が37人となって

います。そのほかにも新婚さんいらっしゃい事業でありますとか、最近では、婚活事業にも

少し力を入れ始めているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 「三世代同居近居」のデータを、今、披露していただきました。95名とい

うことで、もっと多いのかと思っていました。それで、この施策は功を奏していると思って

いるのか、それともまあまあなのか、どういった判断で今のところいらっしゃるんでしょう

か。その辺をお伺いします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） この施策については、当初から、いろいろ形を変えながら制度を拡充

させて対応させていただいております。一定の効果があるとは考えておりますが、ただ、こ

れを利用した方にアンケートを取ったときに、制度のあるなしで判断したかという項目に対

しては、必ずしもこの制度があったから塩竈市に決めたというところまでには至っていない

というのが現状でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） そうすると、この八十何名というのは、決定打ではないんですね。私の考

えとしては、ほかの市町村にない飛び抜けた施策を、３つ４つをぼんと出さないと、これは、

効果がぼんと表れないのではないかと私は考えています。そして、現在のこの時期ですと、

12月ですから来年度の予算編成に入る時期で、概案は、もうつくってあるんだろうと想像す

るわけですけれども、令和８年度の予算について、もう既にできていると思うんですが、新

たな市民人口増加策として増やす意向があるのか、何か考えていらっしゃるのか、その辺を

お伺いします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今現在、令和８年度予算の最終的な実施計画の詰めの段階に入ってお

りまして、まだ今の段階では、具体的な施策についてご説明することはできませんので、で

きれば令和８年度予算の案の説明の中でご説明させていただければと思っております。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 
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○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  まだというか、そういう段階なんでしょうから、今から私の考える人口増加策をいろいろ述

べていきたいんです。それを少しでも取り入れていただいて、人口増加に少しでも、１人で

も２人でも毎年増えるという、そういう形につなげていただければと考えます。 

  全国ほとんどの自治体で人口減少が進んでいますが、こんな中、塩竈市が市民人口を増やす

のに、他市町村にない飛び抜けた施策が複数必要じゃないかということを、先ほども言わせ

ていただきました。 

  そんな中で、私は、過去にこんな施策を提案してまいりました。子育て支援関係、転入者へ

の特典、教育レベルの向上、働き場所の確保、安心・安全なまちづくり、それから魅力ある

まちづくりをいろんな分野から質問してきました。この中で、現在、疑問に思っているとこ

ろや気になるところをお聞きしていきたいと考えています。 

  まずは、空き家対策ですけれども、塩竈市としての取組はどうなっているかをお伺いいたし

ます。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 空き家対策につきましては、まず、令和５年度に空き家等対策の計画

の作成をして、それに基づいて、今、進めている状況です。具体的に今年度の取組でござい

ますが、空き家を所有されている方623名の方に対して、今、市で行っている空き家の活用、

あるいは、危険空き家の解体等も含めたいろんな情報を入れたチラシを送付させていただい

て、空き家の利活用を促している点が１点。 

  あと、空き家問題に関しては、どうしても民間の方との連携というのが必要になりますので、

民間の方との連携の一つとして、先月、空き家の利活用に精通する団体と包括連携協定を締

結したのが１点、また、空き家の管理とか相談を行っていただく空家等管理活用支援法人と

いう制度があるんですけれども、そういった法人の指定に係る要綱を定めまして、現在、そ

の募集をしている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 分かりました。 

  空き家所有者が623名ですか、チラシを配布しているということですけれども、そのほか民

間の法人関係に呼びかけ、連携されているようですが、この間、某新聞に、11月17日付です
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けれども、空き家に不動産広がる、再生というタイトルで掲載されました。この中でちょっ

と気になったことがあるし、これは、参考になるのではないかと思うんですが、もう読まれ

たかとは思うんですけれども、この中で、贈与型の賃貸住宅というのがあるんです。約１万

戸の空き家を抱える宮城県石巻市では、６月、地元の不動産、建設業者７社が空き家活用の

新プロジェクト「贈与型賃貸住宅」に乗り出しましたと。各社が所有者から安価で仕入れた

空き家をリフォームして貸し出して、その借手が10年間住めば、無償で土地と建物を譲り受

けられるという仕組みで、若年層の定住を促す狙いもあると書いています。これはえらい参

考になると思うんですが、これは読まれましたか。それとも、今のことについてどうお考え

でしょうか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） その記事については、私も読ませていただいております。非常に参考

になる事例の一つという理解はしています。ただ、役所だけではなかなかできないこともあ

りますので、今回の民間との連携の中で、それ以外の手法も多分あると考えておりますので、

そういったものも含めてもっと幅広に検討していきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 空き家はそちらこちらにありますので、これが大変な問題だと私は思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  それから、道路整備についてお伺いします。 

  塩竈市はどこを歩いても、道路はあまりよろしくないという状況にあります。それで、これ

は、毎年のメンテナンスで補修予算も取っているわけですけれども、再舗装とか、それから

側溝の再整備とかが追いついていないんじゃないかと私は思うんです。その辺についての事

情をお聞きしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 塩竈市では、認定道路につきましては719路線、延長とし

ましては169.8キロ、それにプラスしまして、それ以外の管理道路として、延長66キロを管理

しているところでございます。 

  こういった中の道路の整備の基本的な考え方としては、社会情勢等を踏まえながら、既存の

道路の維持修繕につきましては、長寿命化またはストックの有効活用に重点を置いているた

めに、路線の拡幅や道路の新設整備につきましては、財政的にも難しい状況であると認識し
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ておるところでございます。 

  つきましては、生活道路の計画的な補修を進めることにより、市民の皆様が安全かつ安心し

て利用できる道路環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  私も、最近の車でセンターラインをオーバーしたりすると、「ぴぴぴぴっ」と鳴ったりする、

そういう装置がついているんですけれども、塩竈では、そのセンターラインの見分けがつか

ないという状況なので、鳴らないというところも随分あるんです。そんな意味で、私は、整

備が完全に遅れていると思うんです。部長、遅れていると思いますよね。それから、予算は

足りないですよね。そこをはっきりお願いします。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、ご指名ですので、まず、足りているか足りていないかとい

う難しい質問なんですけれども、我々としては、財政当局と協議しまして、勝ち取ったらと

言ったら変ですけれども、その予算は有効活用していくというのがまず一義的な狙いでござ

いますので、ご理解いただければと思います。 

  あとは、他市との比較あるいは他市町村の比較という点で申しますと、塩竈市は歴史のある

まちで、道路幅も昔のまま残っている、それを舗装したという状況がありますので、新たに

造った道というのが、ほかのまちよりは少ないんじゃないかと。したがいまして、本当は、

維持補修というのは、大切な視点にはなるんですけれども、財政の問題等もあって、なかな

か十分とは言えないという状況になります。 

  なお、質問の意を踏まえまして、良好な道路環境の維持に努めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） さすが産業建設部長で、優等生らしき回答であれなんですけれども、私は

足りないと思います。今後は増やしていただいて、しっかりやってもらわないといけないと

思います。道路もずっと走っていてほかから入ると、私の車はそんな高級車でないので、道

路の音がもろに入ってくるので、普通、静かに「ぷーっ」と来ると、塩竈に入ったら「ぶー

っ」という振動音が入るという、そういう状況がありますので、これは、ぜひともよろしく
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お願いしたいと思います。 

  私道に入ります。この間、総務教育常任委員会の一般会議もあって、そこでも話をさせても

らったんですけれども、中古住宅も売出しの場合は、塩竈市は、細いし、狭隘道路もあるし、

絶対、その道路が問題になってくるんです。そんな意味で、やはり中古住宅の販売の障害に

なると思うので、それから地域住民も高齢化していると、それから私道整備の補助率が、今、

４分の３だったと思うんですけれども、年金収入者もいますし、これはもっと倍率を上げて

もらわないと、どうしても私道整備は進まないと考えていますが、大分前の質問で市長は、

私道整備に倍率を上げるというか補助率を上げるということは、個人の資産を上げるという

か、そういうことにつながるのでできないという回答なんですけれども、私はちょっと違う

と思うんです。それが売れて売買ができたりなんかすれば、後から税収入として、住んだ人

の税として上がってくるわけです。それが遅いか、使うのがちょっと使ってぼんと上げるか

の問題だと私は思うんです。そんな意味で、この私道整備の４分の３の比率をもっと上げる

べきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。市長、すみません。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 今、お話にありました私道整備等補助金制度につきまして

は、令和２年度において、補助率の拡充を皆様からお認めいただきまして、図ったところで

ございまして、昨年度は２地区の整備が促進され、今年度に関しましても１地区から申請を

いただくなど、見直しの効果は表れているのではないかと認識しております。というわけで、

現行の補助率でも一定程度の効果が見られることから、引き続き制度の周知や活用の促進に

努め、地域の生活環境の向上につながるよう取り組むとともに、状況の変化に応じて制度の

拡充や見直しも視野に入れたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 今の回答では、昨年３つ出たと、それから今年は１つだという話ですけれ

ども、実績は上がっているということですけれども、解釈の違いでしょうけれども、予算が

予算で、予算に対する比較で実績の上がっていると私は思っているんです。この塩竈市内を

見ると、狭隘道路やら私道はかなりあります。その中の整備で３つです。これは絶対少ない

と思います。それでもいいとお考えですか。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 
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○産業建設部土木課長（鈴木英仁） まず、私道ということでございまして、私道は、市道、県

道、国道等と違いまして、個人の財産というところもございますので、まずそこは、ご理解

いただきたく思っております。その上で、こういった補助の制度を設けまして整備を行って

いるところでございますので、そちらを周知しながら皆さんにご理解いただいて、整備して

いただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 今、個人の財産ということが出ましたけれども、先ほど言ったように、こ

れを売買したり、あとは空き家の場合とか、これが、多分、固定資産税やら住民税で後々入

ってくるお金です。そんな目先のことだけ考えずに先のことを考えて、これは補助率をアッ

プするべきだと思います。 

  それで、大分前の一般質問の中で、志子田議員が質問してくれた中で、私道整備にかかるお

金を分割にしたらどうかということを提案してくれました。それについては、その後、どう

なっています。全然、それは、聞いて右から左なのか、検討しているのか、その辺をお伺い

いたします。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 分割というのは、市民の方が負担する部分が分割というこ

とでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 私道整備にかかるお金、この４分の３、それを自分で払うわけですけれど

も、それを分割にしたらどうですかという提案をした質問がありました。お忘れですか。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） まず、この制度につきましては、民間の方々が民間の土木

会社だったりそういったところに工事を依頼して、その工事費の中の、先ほど申し上げまし

た４分の３の補助率を、本市で補助するというところでございます。その分は、一括として

申請者に差し上げることになりますが、民間の方々が民間の事業者にお支払いする内容につ

きましては、民間同士の話になりますので、そちらは、その方同士でお話ししていただけれ

ばと思っております。 

  以上です。 
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○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ですから、４分の３は市で見ると、その４分の１を個人で見るわけですけ

れども、市で貸出しをして、それを一括して払っていただいて、その貸し出した分を分割で

支払うというシステムはどうでしょうかということを言いました。検討されていないような

ので、それをぜひとも検討していただきたいと思います。 

  それから、狭隘道路についても、同じようにこれが障害になっておりますけれども、今、こ

れの実績はどうですか。 

○議長（浅野敏江） 答弁をお願いします。草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） 手持ちに資料がございませんので、また改めてご提示申し上げた

いと思います。 

  鎌田議員から、私道路、２項道路含めてもっと制度を手厚くして、土地の流通を高めるべき

ではないかというご意見だと思います。私どももそのお考えには、賛同するところではある

んですけれども、やはり私道という私権の問題もありますので、行政がどこまで手を差し伸

べるかというのは、分かれるところだと思います。 

  我々としては、一定の基準を設けて、これに合致する場合には、私道と２項道路についても

同様の措置を取っているんですけれども、例えば、塩竈市の中のあるエリアを特定して、こ

のエリアが、空き家が散見されている、あるいは狭隘な道路も散見されていると。このエリ

ア全体を整備することによって付加価値が高められるんではないかというモデル地区を指定

することによって、例えば、地区計画なり、あとは小規模な区画整理的なもの、そういった

ものを所有者も巻き込み、あるいは民間の皆さんのリソースを取り入れることによって、そ

ういったまちづくりに変えることができるのではないかと思いますので、そういった内容も、

今後、検討を深めてまいりたいと考えておるところです。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） この私道は、個人の財産だということなんですが、いろんな地権者がいっ

ぱいいて私道はあるわけです。その整備の際は、これは、市の道路にしてくださいという話

なんです。個人の財産でなくて、市にあげるから市でちゃんと管理して、きれいにしてくだ

さいよということなの。それはできないの。いろいろ条件があって駄目だということなんだ

けれども、どうなの。 
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○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 今現在の制度の中では、私道を市に寄附、そういったもの

に関しましては、市道認定するような条件を満たしているというのが前提でございますので、

そちらを満たした上であれば、本市で、その後、市道として管理するという状況でございま

す。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 市道の基準を満たすどうのこうのではなくて、基準も、ずっとハードルを

下げればいいんですよ。人が歩ければいいとか、車が通れればいいとか、そうすれば、ばん

ばんやれるんじゃないですか。これは議論していても仕方ないので、次に移れなくなるので、

次は、安心・安全なまちづくりに移らせていただきます。 

  防犯灯関係です。防犯灯のＬＥＤ化の現在の状況はどうなっているのか、お知らせください。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 防犯灯のＬＥＤ化に関してご質問をいただきました。令和６年

度末における市内の防犯灯数なんですけれども、5,097灯ございます。そのうち4,643灯がＬ

ＥＤ灯への交換を終えておりまして、防犯灯のＬＥＤ化率は、91.1％となってございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  ＬＥＤ化がかなり進みました。でも、町内会の実態といたしまして、防犯灯のＬＥＤ化にか

けるお金は、まだ残っている部分に全部しっかり出るお金じゃないので、お金を出します。

それから、あと、電気代があります。それから、今までの修理代もあります。この防犯灯関

係の全部を入れると、私の所属している町内会では四十何％です。５割までは、半分までは

いきませんけれども、ほかの町内会も同じような実態ではないかと思うんです。そうすると、

電気代やらなんやら整備で、防犯灯関係で半分近くの予算がなくなるわけです。何もできな

いというふうになるんです。今後、会員数も減る中で、町内会運営は大変だと思うんですが、

その辺の実態をつかんでいるのかつかんでいないのか。それから防犯灯の電気代は、現在、

半分ですよね。これを４分の３ぐらいに上げてもらうということはできないのか、その辺に

ついての回答をお願いします。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） まず、ＬＥＤ防犯灯の助成に関しましては、１灯当たりの経費
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４分の３に対しまして、上限を今年度から４万円としております。令和６年度までは、上限

額が３万円でしたけれども、まず、１万円の上限額を引き上げさせていただいたというのが

現状でございます。 

  さらに、電気料に関しましても、年間の電気料の２分の１に対しまして、上限額を設けずに

助成を行っているという状況でございまして、令和６年度に関しましては、140団体に対しま

して、合計664万8,000円の助成を行っているというのが現状でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 先ほど言ったように、町内会の実態として、経費としてかなりこれはウエ

ートを占めているんです。何とか補助率を上げる必要があると思いますので、検討をお願い

したいと思います。 

  それから、ＬＥＤ化すると電気代が半分になるとか、３分の１になるとかという話でずっと

来たわけですけれども、私は、実態として下がっているようには思えないんです。これは、

相対的に電気代が上がっているということもあるんだろうけれども。実際として、ＬＥＤ化

して本当に電気の使用量が減っているのかどうかをお聞きしたいと思う。つかんでいるのか

どうかも。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 防犯灯のＬＥＤ化率に伴う電気料の軽減効果ということでご質

問でしたけれども、従来の防犯灯の種類にもよるとは思いますけれども、一般的な削減率の

目安というのが、水銀灯から変更した場合、約75％から80％、蛍光灯からの変更ですと、約

50％と言われておりますので、各町内会においても電気料の軽減効果は、おおむね同様と考

えてございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 一般的に蛍光灯は、半分ということですけれども、うちの町内会も、ほと

んどの防犯灯は蛍光灯です。ですから、そうなると、電力使用量は、半分近くになっている

はずですよね。それにもかかわらず、ここずっと出費が同じというか、かえって上がってい

るという実態があります。ですから、その辺、本当にそうなのか、その使用量が減った状態

で電気代が反映されているのか、換算されているのか、それを、市で確認をお願いしたいと

思います。 

  あとは、このＬＥＤ化は九十何％ですけれども、100％になった折には、私は、全部、配列
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を調整しないといけないんじゃないかと思うんです。前より明るいんです。明るい場所は、

物すごく明るいです。そんな意味があるので、均等化を図るために、一回、全部、再配置を

しないといけないと思うんですが、それをすぐにはやれないと思うので、今後、検討してい

ただきたいと思います。 

  次に、防犯カメラに入ります。 

  塩竈市の犯罪発生状況は、聞いてはいませんが、犯罪に対する抑止効果は、かなり大きいも

のがあるし、犯罪があった場合の解決法として、今までのマスコミを見ると、必ず防犯カメ

ラが関わってきている状況にあります。塩竈市の今の実態はどうなのか、防犯カメラの設置

数をまず教えていただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 防犯カメラの設置数ということで、まず、令和６年度におきま

しては、５台の防犯カメラを設置してございます。あと、今まで本制度の前身となる防犯カ

メラ設置モデル事業も含めまして、今までの令和６年度まででございますと、11台を設置し

ているというのが現状でございます。今年度におきましては、現在、３台の防犯カメラの設

置を検討しております。そうしますと、合わせて14台ということになります。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 塩竈市内、合計14台ということで、私は少ないと思います。それで、今、

町内会やら何やらに補助を出して設置しているんですけれども、これは、１台幾らになりま

すか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 町内会に助成して設置する金額に関しましては、令和７年度、

10万円引き上げて40万円としております。令和６年度までは、30万円だったという状況でご

ざいます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） やはり防犯上も、犯罪抑止効果としてかなり増やすべきだと私は思います。

前回も提案しているんですけれども、各家庭でつけているところが結構ありまして、それは

道路も映っていると、公道も映っているという、こういうところについては補助を出して、

何かあった場合はデータを頂くという、ですから、各家庭の防犯カメラがついているところ

が、市の防犯カメラだという考えに変えられるわけですよね。そうすると、例えば、１台40
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万円の補助で、町内会でどこかにつけるというやつ、これも重要なんでしょうけれども、こ

の40万円分で家庭用につける、５万円もしないのかな、つけられると思うので、そういった

ものを、５万円だと８台つけられますよね。８台ぽんとつけるのか、町内会に１台つけるの

か。家庭用の玄関口でそういった公道が映るものを、データ供給をしてもらえるという前提

でこういった補助をしたらどうかと考えますけれども、どうでしょうか。例えば、全額補助

でなくても、３分の１でも４分の１でもいいんですけれども、そういった効果で増やすと。

そうすると、半分だったら10台になるし、４分の１だと20台ぐらいになるの。そんなわけで、

そういった効果を狙ってつけたらどうかと思いますが、いかがですか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 家庭用の防犯カメラに助成をしたらどうかというご提案でござ

いました。まず、塩竈市としましては、安心・安全なまちづくりの推進と、あとはプライバ

シー保護、それぞれの観点から、本市としての助成の在り方については、今後、他自治体の

先進事例等を研究しながら、それから、あと、警察署などの意見を伺いながら慎重な検討が

必要であると考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  コンビニエンスストアからデータをもらってというのは、犯罪の捜査の中でよく聞いたりし

ますけれども、各家庭からというのはないと思うので、全国的に見てもないと思うんです。

ここで例えば、塩竈市が、家庭用の玄関口につけた防犯カメラに補助を出しますとなったら

全国放送ですよ。全国で、多分、初めてということです。塩竈市の名前が売れるわけです。

または、これで台数も増えると、そういうトリプル効果があると思うんですけれども、市長、

いかがですか。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） まず、僕が捉まえておりますのは、前に補助の在り方で何度かご質問いた

だいて、お答えさせていただいていますが、つけてほしいという方と、それは困るという

方々が、必ず町内会にいらっしゃいます。それを、合意形成を得ていただくために、町内会

に設置するときに、町内会のご意向の中でということで、そこに補助を出させていただいて

いるということになります。 

  それと、行政がいろんな方々の情報を一元管理というか、やり過ぎることに対するちゅうち
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ょというのは、必ず持っておかなきゃいけないだろうというのと、私どもも、よく犯罪が起

きたときに警察から提供されているかどうか、あとは、マスコミの皆さんが、その映ってい

る映像をよく報道で流されておりますけれども、それについては、私どもがそういう情報を

全て握って警察にご提供するという考え方が本当に正しいのかどうか。これは、プライバシ

ー本当に関わってくる問題ですし、私どもが町内会に補助を出させていただいているのは、

一つの歯止めとして町内会の中で合意形成を得ていただく。そうすると、例えば、10件のう

ち１件でも反対する中にあって、そこに市が出してしまうと、その１件の方々からとてつも

ない批判を受けるときもあります。ですから、そういった一定の歯止めというのは、行政と

しては、持っておくべきだろうとは思っておるので、今の段階では、そういった個人のとこ

ろに補助を出してまでさせていただくのは、今の僕の考えでも、役所としてもそうだと思い

ますが、クエスチョンということにお答えさせていただくしかないかとは思います。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） そうだと全然進まないと私は思うんです。年間こんな40万円かけて、１台

当たりのね。私は、条例の中というか契約の中でそういったことをちゃんと明示して、デー

タの取扱い等ですね。誰が見ても分かるような状況で契約をして進めるなら、私はいいと思

うんです。そんな意味で、そういった検討もせずにそうではなくて、検討も一応していただ

きたいと思います。 

  それから、今度は、核シェルターについてお伺いしたいと思います。 

  前に核シェルターを、市役所建設の折に造ったらどうという話はさせてもらいましたけれど

も、その折に、私は、家庭用にテント型のシェルターってあるんです。放射能のちりを吸わ

ないようにそこで一時避難するという、陽圧の状態にして、ほかから空気が入らないように

して、中に入れる空気は、ちゃんと有害になるものを除去して中に入れるという状況なんで

すけれども、これは、300万円ぐらいで買えるものなんです。これに例えば、塩竈市で10％補

助しますとか、３分の１補助しますって言ってシェルター設置を進めたらどうかと思うんで

す。これをやれば、つける人は、大きな声では言えないんですけれども、多分いないと思う

んです。全国的に塩竈市で核シェルターに補助を出すんだってよって、そんな市があるのか

ということで、これもマスコミで、全国放送で流れる話です。ですから、こういうことって

物すごく大切だと思うんです。ほかに先駆けてみんなやる。この核シェルター、エアコン型

というのもあるんですけれども、ある程度、密閉性のある部屋にエアコンを設置して、それ
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が外気を取り入れて、先ほど言った有害物質を取り除いて中に入れてという、二、三百万円

らしいんですが、そういったものに補助してはいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） たしか令和４年度にも同様な質問をされていたということで、私も、

今回、いい機会なので、勉強させてもらう意味でいろいろ調べさせていただきました。確か

に、今、おっしゃるような値段で設置する業者があるということは存じています。 

  首都圏では、逆に、耐震化が進んでいない住宅に耐震シェルターといって、部屋の一部を強

固にして、周りが崩れてもそこだけは大丈夫みたいな制度で、防災シェルターとかそういう

意味で助成を出しているまちはある。そういった意味での助成制度はあると思いますが、調

べたら核シェルターというのは、おっしゃるとおりどこのまちもなかったという感じになり

ます。結局は、これは人口増加策のご質問だと思いますので、人口増加策につながるべき施

策なのかというのは、今後の新たな施策を検討する上で参考にさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 人口増加策の一環でこれをやって、塩竈市がこんなことをやってんだとい

うのを全国に知ってもらう。これは、一番手っ取り早い、安いアピール方法だと私は思うん

です。そんな意味で、ぜひとも検討いただきたいと思います。 

  それから、魅力あるまちづくりとして、今、質問に変えますけれども、体育設備、野球場が

ない、武道館がない、野球場はありますけれども、正式な野球ができない野球場だという、

そういう市町村は、この二市三町で塩竈市だけなんです。これについてどう思うのか。元気

なお年寄りをつくる意味で、必ず必要なものであるし、介護などで医療費に金をかけるより、

そういった健康、抑止のための体育設備にかけるべきだと思うんだけれども、この野球場、

武道館はいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） では、私から回答させていただければと思います。 

  まず、ご指摘のとおり、本市の野球場は、公式の試合ができるサイズではないんですが、野

球場はあるんですけれども武道場はないという状況でございます。二市三町に、例えば、お

隣の多賀城市ですとか利府町にはあるというところは、情報として持っております。 

  なお、実際に本市として整備するに当たっては、当然、財政面とか土地の問題等々があって、
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すぐ実際にやりますという回答は、なかなかできないかなというのが現実的な話でございま

す。 

  なお、まず、既存の我々の施設をきちんと管理、整備といろいろな課題がありますので、そ

ちらをきちんと整備した上で、かつ、あと、二市三町のご利用もぜひしていただきながらと

いうところでさせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、伊保石公園のことについて移らせていただきます。 

  私は、常々、民間にやらせるべきだということで、フォレストアドベンチャー・塩竈が、今

現在、入っているわけです。良好だと思うんですが、まず、実態、状況はどうなのか、今後、

どうなのかをお伺いいたします。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 伊保石公園におきましては、今年の８月に設置管理許可制

度におきまして、民間企業によりアスレチック施設がオープンいたしました。８月、９月で

は、約4,700人の方に利用していただくなど、本市の新たなにぎわい創出につながっていると。

なお、10月以降につきましては、夏休みが終わり、また、週末の天候不良などが重なったこ

とから、１か月当たりの利用者数は約800人と、減少傾向にあるところでございます。 

  また、今後につきましては、これから、今、申し上げたオフシーズンになることも踏まえな

がら、地元の関係施設や企業とのコラボレーション、または、ＳＮＳなどの積極的な活用等

により、利用客増につなげた企画ですとかコンテンツづくりを進めるとともに、本市への滞

留時間を延ばすための対策についても、市として、今後、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  今後を考えると、このアスレチックだけではちょっとと思うんです。今後は、あそこに例え

ば、図書館をつくるとか、日帰り温泉をつくるとか、レストランをつくるとか、宿泊設備を

つくるとか、そういったことにステップアップしていかないと、人は集まらないんじゃない
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かと思うんですが、今後の予定といいますか、将来的にはどういうふうに考えているのか、

その辺をお伺いいたします。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 伊保石公園の今後の整備につきましては、まずは、策定い

たしました基本構想ですとか基本計画に沿って、伊保石公園内の新たな遊具の更新ですとか、

または、アンケートで人気のありましたバーベキュー施設の整備とか、そういった可能性に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 少しでも毎年ステップアップするというか、そういうふうにしないといけ

ないと思うので、よろしくお願いします。 

  それから、教育レベルの向上についてお伺いをいたします。 

  塩竈市の教育レベルは、今どうなのか。令和８年度の教育レベルを上げるための、上げなく

てもいいというのであればですけれども、そういった方策があるのかどうかをまずお聞きし

ます。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育委員会教育長（黒田賢一） まず、今年度の全国学力・学習状況調査の結果ですけれども、

小中学校とも昨年に比べると、若干改善はしているんですが、ただ、全国平均よりは、依然

として下回っております。下回っている理由としては、基本的な問題が解けていない。例え

ば２分の１足す３分の１とか、本当に簡単な問題なんですけれども、それができるだけで正

答率が上がるんですが、そういうものができないということで課題と思っております。 

  また、もう一つ、調査で分かったことは、家庭で１時間以上学習する児童・生徒の割合が、

全国に比べて10％程度低いということで、いかに家庭に持ち帰っての学習時間を確保するか

ということが課題だと考えておりますので、そのような対策をしたいと思っております。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  依然、進まないなと思っています。残念でたまりませんけれども。学力がある程度ないと、

それが将来にずっとつながってきて、負の連鎖になるというところがあるので、しっかりと

やっていただきたいと思います。 

  前もお話をしましたけれども、学力を「ぽん」と上げるのもそうですけれども、今は、特化
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した教育が必要じゃないかと思っているんです。そういったことで、レベルを上げるのも大

変なんだけれども、その中で、例えば、この間、言わせてもらったのは、藤沢市で英語に特

化して皆さん頑張っていると。そうすると、中学校でぺらぺら話せるようになると。もちろ

ん高校生、大学も行ってって、そうなると、社会に出てからもつながってくる話ね。そんな

意味で、何かに特化した教育をやったらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育委員会教育長（黒田賢一） ご提案ありがとうございます。 

  よくある、例えば、英語のまちとか、そういう提案があるのは知っております。ただ、児

童・生徒の実態と、あとは地域のニーズを考えながら、特化するということであれば、より

これから研究していきたいと思いますので、今後、何かご提案があれば、ぜひご意見を聞か

せていただければと思います。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） よろしくお願いいたします。 

  次に、市長にお伺いしたいんですけれども、試すわけじゃないんです、気楽にお願いしたい

んですけれども、8050問題って知っていますか。私は、この間、初めて知ったんですけれど

も。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 申し訳ございません。今の時点で存じ上げません。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 私も初めて知ったんですけれども、これはひきこもりのことなんです。ひ

きこもりが50歳ぐらいになって、親が80歳になっていると。80、50というのはそこから来て

いるんですけれども、そういう問題なんです。 

  この間の18日の新聞で、ひきこもりの子が、将来、生活費などを工面していく、高齢の親た

ちが自らの死後に備え対策を学ぶ働きが広がっていると。国の推定では、ひきこもりの人は、

全国146万人、中でも親が80代、ひきこもりの子が50代となり、生活が困窮する8050問題が深

刻だという、新聞に載っていました。 

  そんな意味で、これは深刻な問題だと思うんです。それで、これは持論なんですけれども、

私は、いじめから始まって不登校になって、その不登校からひきこもりになっているという、

そういう形に今はなっているんじゃないかと、私は個人的に思っているんです。そんな意味
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で、いじめ防止が物すごく僕は大切だと思ってきているんですが、いじめ防止の対策につい

てどういう状況か、お知らせ願いたい。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（岩渕克洋） いじめについてのご質問でございました。 

  まず、現状といたしまして、いじめの認識件数といたしましては、63件となっております。

内訳といたしましては、小学校42件、中学校21件です。今年８月５日に「アルカス☆塩釜

☆」というのを開催いたしまして、これは、市内小中学校の児童・生徒会の代表が集まって、

それぞれいじめについて、それから、今、いじめのきっかけの起因の一つとなっております

ＳＮＳトラブル、それをみんなで考えていきましょうというところで、そこで話し合われた

ことを各校に持ち帰って、それぞれの学校の実態に合わせて、現在、実施している、そうい

う取組を行っております。 

  また、学校におきましては、教職員、日頃から子供たちの「見取り」を行っているほかに、

月に１回、生活アンケートを実施して、その中で早期発見・早期対応に努めているところで

ございます。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ありがとうございます。 

  いじめについては、平成27年に塩竈市が県内で初めていじめ防止条例を制定しました。その

後の状況も聞きたいんですけれども、時間もないので次に移らせていただきます。 

  浦戸の再生についてに移りたいと思うんですが、人口が減っているのは皆さんご存じで、高

齢化が進んでいるのも皆さんご存じだと思うんですが、私は、打開策として橋が必要だと。

橋は、いろいろ法があって駄目だということなんですが、トンネルではいかがかと。トンネ

ルでは、法に係るものは、一つもないのではないかと思うんですが、その考えについて、お

考えをお聞きします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今回、議員から沈埋工法というか、そういったトンネル工法があるの

ではないかというお話をいただいていたと思いますが、前回も一応調査したときは、あくま

でも架橋に関する問題点の整理という調査をしたんですけれども、今回、トンネルに関して

の工法等を含めた調査って、現段階では何も情報がありませんので、これも勉強させていた

だければと思っております。 
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○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） 島民の人たちは、島間の架橋を願っているようですけれども、島をつない

でもあくまで島だし、やはりどこかでつなげる部分が必要なので、ぜひとも検討いただきた

いし、市としても、そういった要望を国と県に出していただきたいと思います。そういった

島をトンネルでつないでいるところというのは、私は聞いたことがないので、これもアピー

ル性があると思うんです。 

  それから、浦戸小中学校を宿舎制にして、ここに全国から子供を集めるということもいいん

じゃないかと。それから、あとは、高齢者の施設をあそこにつくると。そうすれば、それを

補うための産業が生まれるので、寄宿舎制だと先生も泊まるというふうになりますし、そう

いったものを考えていただきたいと思います。 

  次に、自主財源についてお聞きをします。 

  今のところ期待できるのは、ふるさと納税かと思うんですが、今年度の状況等については、

見通しはどうなのか、そこをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 11月末現在の状況をお知らせします。11月末現在で約７億8,000万円

ということになりまして、前年度の同じ時期と比べると、約３億1,000万円ほど増加している

状況です。ただ、これは、皆さんご存じのとおり、９月でポイントがなくなるということの

駆け込み需要がありますので、素直に増加しているとは言えないということです。昨年が10

億6,000万円でしたので、それを上回る数字を確保するべく、12月がやっぱり一つのピークに

なりますので、今、取組を進めているという状況です。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） ふるさと納税、この間、新聞でこういうのを見ました。これは、12月12日

の某新聞なんですが、ふるさと納税で親にがん検診という、秋田県では、ふるさと納税の返

礼品として親孝行診断を提供すると、子供が親にがん検診の受診券をプレゼントするという、

そういう内容です。こういったものも面白いと思うので、できるならこういった検討は、も

のではなくてこういうことも入れるという内容はいかがですか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） ふるさと納税が多いまちを見ると、品目数が多いんです。本市は、絶

対的に品目数が、今、足りないと。それがものだけではなくて、体験も含めた、今、議員が
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おっしゃったようなことも含めてもあると思います。なので、可能性はいろいろあると思い

ますので、その点については、検討を深めていきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 鎌田議員。 

○12番（鎌田礼二） もう一つ、この間、某新聞に、11月30日、石巻市の齋藤正美市長の記事が

載っていました。これは、ふるさと納税の大幅増という内容です。この中で、ふるさと納税

について問われた齋藤正美市長、70歳は、こう胸を張ったと。2024年度の寄附額20億1,008万

円は、就任前の20年度比で約６倍になったという、１期目を代表する功績だという記事が載

っていました。この中で、いろいろ首長がアピールしてきたということが書いてあります。

そんなわけで、こういったものを参考に、ぜひともふるさと納税をアップしていただきたい

ことをお願いして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、鎌田礼二議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は２時10分といたします。 

   午後２時００分  休憩 

                                            

   午後２時１０分  再開 

○議長（浅野敏江） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  １番志賀 勝議員。 

○１番（志賀 勝）（登壇） 会派かいしんの志賀でございます。 

  本定例会におきまして、一般質問の機会をいただき誠にありがとうございます。私は、本日、

多様な視点から、塩竈市民が実感できるにぎわいの創出について、市長の考えをお伺いした

いと存じます。 

  人口減少、少子高齢化が進む現代において、限られた財源で質の高い行政サービスを維持し、

将来にわたって住みやすい地域を築くため、行財政改革は、避けて通れない重要課題です。

無駄を削減し、効率化を図り、行政の最適化を追求する努力は、自治体運営の揺るぎない基

盤であると認識し、現在の本市の行財政改革への取組については、大変評価しております。 

  しかし、市民の皆様の中に、市役所をはじめとする公共施設の老朽化や、行財政改革がもた

らす縮小、削減、負担増といった側面、そして、止まらない人口減少などから、依然として

このまちに活気がない、まちの将来像が見えないという閉塞感を訴える声は、少なくありま
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せん。これらの声は、多くの自治体が直面している共通の課題であります。まちをよくして

いくための貴重な情報として今後のまちづくりに生かしていくことが、私たちの使命だと考

えております。 

  このような状況で、限られた財政資源と市民の活力を最大限に生かし、コストを意識しなが

らも、まちのにぎわいを創出するために何が必要か。これらの課題に対し、現状の認識と将

来のビジョン、そして具体的な施策について、市長並びに関係部局のご見解を深く掘り下げ

ていきたいと思います。 

  まず、初めに、広義の地域経済団体との連携における現状の認識と将来のビジョンについて

お伺いいたします。 

  本市のまちのにぎわいを支える重要な担い手である塩釜商工会議所、塩竈市観光物産協会、

塩釜市水産振興協議会といった広義の地域経済団体との連携における現状認識と将来のビジ

ョンについて、市長の考えをお伺いいたします。 

  以後の質問は、質問席にて行います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） １番志賀 勝議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  本市のにぎわいの創出についてのご質問のうち、地域経済団体との連携における現状認識と

将来ビジョンをどう考えているかについて、お答えを申し上げます。 

  市内の各地域経済団体においては、それぞれ目的を持って、地域経済活性化や産業振興にお

いて大きな役目を果たしておられることから、行政と共に産業振興に取り組む大切なパート

ナーであり、昨今の地域経済の疲弊等による組織運営の難しさについても、深く認識をいた

しているところでございます。現在の社会経済情勢においても、志賀議員もご承知のとおり、

世界経済をはじめとして大きく劇的な変化を続けておられます。まだまだ先行きが見通せな

い状況であると、それが直接こういった私どもの小さなまちにも打撃となって、経済をはじ

めとする生活を脅かされていることは、現状のとおりかと思っております。 

  そういった流れの中にあって、私ども塩竈市もそうでございますけれども、各種団体におき

ましても、やはりこれまでやられてきた様々な活動だったり施策だったりというものについ

て、多くを見直すべき時期に来ているのではないのかとも感じてございますし、いいものは、

当然、残していくべきだと。ただ、今まではこうだったからこれをやり続けるということの

考え方については、しっかりと見直すべきところは見直していただきたいと。それは、私ど
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ももそうでございますし、各種団体においても、そういう考え方を持って取り組んでいかな

いと、なかなか改善は厳しいのかなという見方もさせていただいているところでございます。 

  時代の潮流の変化にしっかりと対応できるビジョンを打ち出すことは、大変困難であるとい

うことも知ってございますけれども、各業界として、これからも横の連携をしっかりと生か

しつつ、課題を共有しつつ、今、何に対して取り組んでいくべきなのかということについて

の共通認識、課題認識を、しっかりと私どもも意見交換を通じて把握しながら一緒に対応し

ていかないと、なかなか乗り切るには、厳しい時代になってきているかと思っているところ

でございます。 

  これからも、団体の皆様方とも、お互いがどのように感じているのか、どのように現状認識

を持っているのか、それぞれの組織の課題もあろうかと思ってございます。そういったこと

を、意見交換等々を通じて共有をし、そしてまた助け合いながら、何とかこの厳しい局面を

乗り切るための知恵を出し合っていく、そういった双方向の形を取っていく、そういうふう

に認識しているところでございます。 

  私からは以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ご答弁ありがとうございます。 

  今、市長がおっしゃいましたとおり、事業者数の減少であったり人手不足、あとは、経営者

の時間的余裕とか精神的余裕というのも、大分少なくなってきていると思います。そのこと

によって、社会貢献活動というイベントとかそういったものに対しての気持ちというのが希

薄になってきているということも、一方、ございます。そうなってくると、事業の波及効果、

要は、今まで行われていたイベントというものが広がっていくスピード、あとは、その広が

り方というのも変化していくと考えております。 

  そこで、もうちょっと具体的に、そういった課題が山積している各団体、これは、今、名前

が挙がった団体に限らずに対して、どういった支援策を講じて、どのような支援策の効果を

その団体に求めていくかという、もし明確な施策とかがあれば教えてください。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、担当からご答弁申し上げます。 

  まず、地域団体の現状等については、市長が答弁申し上げたとおりで、担当サイドでも、例

えば、少子高齢化の背景だったり、あるいは、働き方改革、人手不足といった様々な問題が
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ふくそうして、そういった地域団体の活動力の低下、あるいは、運営基盤そのものが強固さ

を失っているのではないかと思っています。 

  市として、どうやって活動団体の維持向上を図っていくのかというお尋ねだと思うんですけ

れども、例えば、市長からも、その団体が主体的に将来に向けて議論すべきだというお尋ね

があったとおり、組織そのものを例えば、若返らせるとか、あるいは、ウイングを広げて幅

広い人材に参画していただくとか、あるいは、昨今、先ほど役員の疲弊というお話もありま

したが、活動を続けていくために、その活動の財源を団体に還流する仕組みというんですか、

そういったものが、長い目で見ると必要になってくるんではないかと思っています。 

  現時点で、市としてこれこれこういう支援策というのは、実は、確固としているものは、有

してございませんので、これまでもこれからも、引き続き団体の皆様と膝詰めで意見交換し

て、あるべき支援策、こういったものの検討を深めてまいりたいと考えておるところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  まだ明確な施策が出ていないというところではあると思うんですけれども、それでは、今回

の私の質問を踏まえて、一つの知恵というか、私の提言というものを受けていただきながら、

今からまた質問を進めていきたいと思います。 

  そうすると、次にご質問したいのが、今、行財政改革というものに取り組んでいるかと思う

んですが、それとまちのにぎわい創出のバランスについてお伺いしたいと思います。 

  市が進める行財政改革の一環として、各団体への補助金の見直しが進められています。一方

で、地域経済団体の主催するイベントや活動は、本市のまちのにぎわいに大きく貢献してい

ると。その運営を担うのは、多忙な一企業人であるということが言えると思います。こうし

た方々は、補助金の見直しに対し、閉塞感や、過去の活動の評価として補助金の減額という

ものを受け止めたときに、大変ナーバスな感情を持っている方も少なくないと聞いておりま

す。 

  また、多くのイベントは、市職員の方々が事務局を引き受けたり、運営スタッフとして参加

したりということで、私の認識では、ほかの自治体に比べると、依存度が高いのではないか

と見ております。そのコストについても、詳細な検討は、今のところなされていないと認識
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しております。これは、以前の質問でも、担当課からそこのコスト計算はしていないという

ことで確認は取れていますので、このような状況において、担当課として行財政改革による

財政の健全化と、にぎわいを創り出す活気ある地域の活動を維持し、発展させることのバラ

ンスをどのように考え、取り組んでいくつもりなのか、お聞かせください。 

○議長（浅野敏江） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） では、まず財政課から、行財政改革推進におけます、今回、補

助金の見直しという取組を、今年度、させていただきましたので、そのお話をさせていただ

ければと思います。 

  こちらにつきましては、行財政改革推進計画に掲げる持続可能な財政運営の実現に向けて、

限られた財源をいかに有効活用していくかという観点から取り組んだものになります。ただ、

この財源の有効活用とは、単に補助金額を削減するだけにはとどまらず、一方で、一方的に

進めるものではないと。これは、議会をはじめとする皆さんのご意見ですとかご指導をいた

だいた中で到達した認識になるんですけれども、その上で、今回、それを踏まえた中で、今

まではやったことのない各団体、補助金担当課、財政課の３者の意見交換会を実施させてい

ただいたと。この場では、補助金の対象経費の明確化ですとか、あるいは、成果の指標の見

える化というものについても、この３者で、要は、今までやってきていただいたことをより

分かりやすく皆さんに伝えるという作業も、この場では議論させていただいたところです。 

  その上で、その補助金に限らず各団体が抱える課題ですとか、あるいは、市への要望など、

幅広くその場で意見をいただきました。こうした意見交換の場を持てたこと自体が、まず財

政課としましては、その健全化と地域の活力維持・発展という２つの目標を両立させるため

の第一歩だったと考えております。 

  今後は、いただいた意見やご要望を真摯に受け止めながら、その上で、補助金の投資効果を

いかに高めていくかということを念頭に、にぎわい創出に資する補助金制度の在り方、協働

連携の形というものを、関係者の皆様と一緒に、財政課も入った中で協議を進めていきたい

というのが、まずは、総論的ではありますけれども、今後の取組の目安となると思います。 

  その上で、ただ、それを具体にどう持っていくかということになりますと、先ほど申し上げ

た指標の見える化ですとか、あるいは、この意見交換会で出た要望を、いかにその答えを市

として形にしていくかというところが、その具体化というものに対する核となる部分という

か、みそとなる部分というか、そのように留意しながら、また今後も進めさせていただけれ
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ばと考えております。 

  以上になります。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  本当にそのとおりだと思います。補助金を頂く方は、頂く側でいいんですけれども、出す側

としては、いろんな方から集めた税金というものをそこに投入していく以上、透明性であっ

たりだとか扱い方、あと、その効果というものに対する検証というのは、常にやらなきゃい

けない。これは、前段、お話しした行財政改革の必要性というところのことだと思います。 

  その中にあって、今、そのバランスを取るための調査というところに関しては、改めて財政

課も出動して、担当課と協力してやっていますということは、理解しました。 

  もうちょっと踏み込んだ話になるかと思うんですが、にぎわい創出というところを観点とし

たときに、今と同じ状況の既存の団体に、これからの役割をそのまま担っていただくという

ことにもし無理があった場合、何を取り組まなきゃいけないかというと、実は、ちょっと話

が飛ぶのかもしれないんですが、他地域の法人であったりだとか、今までに認識していない

若い人たちのグループだったりだとか、移住者、ＮＰＯ、そういった市内に限らず市外の団

体の方々と、塩竈市がアンテナを張って、先ほど市長のお話にもありましたけれども、多様

な主体にこれからどうやって協力してもらいながら取り組んでいくかというところの施策が

必要になってくるかと思います。そこについて、私的には、連携促進策と呼びたいと思って

いるんですけれども、今、説明したその連携促進策について、もし何か具体的な施策に進め

ていけるような事例、もしくは、お気持ちとかがあるんであれば、お答えいただきたいと思

います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 今、お答えの趣旨の適切なご答弁になるかはあれなんですけれども、様々

な皆さんと懇談会をさせていただく中で、今だに、本当に我々が気づかなかった視点のご指

導というものをいただくことがございます。 

  例えば先日も、ある懇談会にいらっしゃった若いお母さんから、子育てしているお母さんに

対する支援というご視点でご示唆をいただきました。それは何かというと、子育て支援だと、

どうしても赤ちゃん中心とか、赤ちゃんに対する支援とかということになりますが、子育て

をしているお母さんに対して、赤ちゃんを例えば１時間、２時間預かるから、お母さんには
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昼寝をしてもらったり、ちょっと用足しをしてもらったりという活動をやっているんですと

いうご示唆でございました。これも我々にとっては新たな気づきでございまして、こういっ

た皆様方に対する物の見方の違いをしっかりと把握することで、赤ちゃんだけじゃなくて、

お育てになられている親御さんにも、支援の視点を新たにお与えをいただいたと。 

  また、これは、もう実際に検討してございますが、みなと祭の運営についても、２日間で十

四、五万人近い皆様方においでをいただく中にあって、僕も前夜祭から現場に出ていますけ

れども、このまま市の職員だけで運営をすることの是非について、一回、立ち止まって調べ

たほうがいいだろうと感じたところもあります。例えば、コンサートを担っている業種の

方々にアドバイスをいただきながら、より安全に過ごしていただく工夫というものも、違う

視点でご示唆いただけるだろうとか、まだまだ足らざるところが多くなるという認識があっ

て、そのところを様々な形、今までお付き合いのなかった団体だったり、業者だったり、こ

ういった方々とより深く意見交換させていただくことで新たな気づき、これは、必ずや職員

にとってもいい教訓だったり勉強になるだろうと思っておりまして、今、質問の内容をお聞

きしていても、まさにそういった視点の中で、我々も多様化する時代に、どのような形で行

政が学びながら一緒に成長していけるかということを実践していきたいと思っていますので、

ぜひそういったご示唆もご指摘いただくと、大変、我々としてもありがたいと思ってござい

ます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 前向きなご答弁、ありがとうございます。 

  簡単に言うと、今、既存でイベントを担当されている団体と新しい団体をつなぐパイプ役も

しくはつなぐ専門の部署、これは、商工観光課に担当者を置いても、恐らく効果はかなり出

ると思います。要は、情報を集めてきて、当然、その情報というのは、今、動いている民間

企業の情報ですから、鮮度も高いですし、精度という部分に関しても、聞き入れられる状況

となると思うので、これが、例えば、イベント企画会社とかプロフェッショナルに丸投げと

いう話になってくると、塩竈市民の方々が、塩竈がにぎわってきたねって恐らく感じないん

だと思うんです。 

  先ほど言った地元の方々、独自の文化を守り続けてきた方々と新しい人たちが協働する、あ

と、そこに役所も協働するというところをしっかりとリンクさせていくということが、非常

に意識的にも必要ですし、あと、先ほど言った補助金の削減を受けているところの人たちも、
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お金のサポートではなくて、自分たちの労働負荷だったり、あとは当日の負担だったり、そ

ういったところが軽減されるような取組、あとは、収益化というところの課題についても、

自分たちが思っている収益化だけじゃない、外からお金が入ってくるとかという収益化も想

像できるようになると、もうちょっとお祭りとかイベントとか、そういった仕組みの中で、

自分たちのなりわいというものも含めてプラスに転じるんじゃないかと。お祭りを成功させ

たいという気持ちと、あと、一番は、自営業者の方が、自分のなりわいを成功させたいとい

う欲というのが必ずありますので、お祭りに参加しながら、その欲求も満たせるような取組

をしていかないと、恐らくやる側も、楽しむ側も続かないかと思いますので、その点、新し

い担当課みたいな構想を、一度、考えていただくことは可能でしょうか。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  まさに議員がおっしゃるとおりで、まず、にぎわいづくりという視点に立ちますと、その辺

のプレーヤーというか主役については、経済活動が伴うものでございますから、主役となる

のは、ご商売に関わる方が望ましいんじゃないかと我々は思っていますが、幅が広がらない

という弊害もございますので、それに新たな血を入れるような、コーディネートをするよう

な機能を市役所で持つというのは、これは、当然なのではないかと思います。 

  なお、それプラス、我々としては、ビジネスはビジネスとして、地域課題というんですか、

塩竈市としてこういうのを目指して、こういう課題を抱えているんですよというのを、一般

の皆様含めて分かりやすいようにそれをアピールしなきゃいけないと思うんです。それに対

してこの指止まれというふうに呼び込むという視点が、多分、必要だと思います。 

  あと、別段の組織については、来年、組織替えに向けて、今、検討は行っているんですけれ

ども、それも含めて、今後、検討しますが、それを待たずして現有の我々の組織の中でも、

そういったを意を用いながら取り組めるように改善してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。期待しております。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  にぎわいにつながる事業ですけれども、以前、塩竈市の商工振興策は、ホームページの掲載

が薄いんじゃないですかと申し上げたところ、しっかりと、今、充実したホームページに掲
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載いただきましてありがとうございます。これは御礼を申し上げておきます。 

  11月17日で締切りは終わってしまったんですが、塩竈市の経済対策というところで、15年ぐ

らい続けてやっていらっしゃるんですか、塩竈市シャッターオープン・賑わい支援事業とい

うことで補助金が出ているんですが、これの検証をさせていただいてというのは、前回、当

会派の佐藤公男議員がこの補助金に言及されたときに、補助金の仕組みとかそういったもの

を見直されたらいいんじゃないかということで、くしくも草野産業建設部長から、ちょうど

見直しのタイミングになっていると。今、時代に合ったニーズ、フェーズを考えて、新しい

補助金としてつくり変えていくタイミングでもあるので、参考にさせていただきますという

ご答弁をいただいたところを踏まえて、まず、変えるとするんであればどうするんだという

話の前に、今回のシャッターオープン・賑わい支援事業の内容を精査させていただければと

思います。 

  担当課にお伺いしますけれども、令和５年度及び令和６年度における本補助金の相談件数、

申請件数、採択件数、交付決定額の実績が、もしお分かりになれば教えてください。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 令和５年度と６年度でよろしかったでしょうか。

（「大丈夫です」の声あり）令和５年度につきましては、相談件数につきましては、申し訳

ありません、今、手元に数字がございませんけれども、採択の実績につきましては、７件を

選定させていただいております。また、令和６年度につきましては、残念ながらゼロ件であ

ったということになります。よろしくお願いします。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  そうすると、今年については利用者がいなかったということで、申込みが少ないという認識

をお持ちなのか、それとも、仕方がないというところなのか、お聞かせください。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 令和６年度につきましては、申込みは３件あったと思

うんですが、直前になって準備が整わなかったですとか、また、審査を受けたけれども採択

に至らなかったという件がございました。これにつきましては、件数がすごく多かった年も

あれば、今までで一番少なかったのが昨年でありまして、トータルとしては、減っていると

は考えていないのですが、今後、振り返る中で、どういったことが改善できればもっと対象
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になる件数が増えるのかということを踏まえて、制度改正を予定しております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  そうすると、まだ11月に終わったばかりなので、そこら辺の検証とか今後の対策というとこ

ろについては、今は、考え中という回答でよろしいでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） まだ決まっていない部分なので、具体的に申し上げに

くいのですが、具体的には、考えておりますのが、申請期間をもっと長くできないかという

ことと、また、対象となる物件を、現在、所有している方は、対象にならない部分があるん

ですが、これを何とかできないかとか、あと、２階の物件につきましても、一定の条件の下

で対象にすることはできないかといったようなことを考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  今、補助制度の中で、空き店舗の所有者が２親等以内の親族または本人や親族と生計を一に

する者を除外するという規定があるんですけれども、これは要するに本人、親、兄弟、あと

は兄弟の子供まで入るんですか。そうすると、本人から見ると、おい、めいまで入っていく

んだと思うんです。それは、同居していればという限定でしょうけれども。 

  そうすると、事業承継制度を補助する本市の政策もあるもんですから、事業承継する方がせ

っかくの商売のチャンスを、補助金が申請できる機会を失うというのも、整合性が取れない

んじゃないかと見ていました。こちらの部分は、改善していただけるという回答だったもの

で、そこら辺は問題ないでしょうか。改善していただけるという回答でよろしいでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 現在、所有する物件の改修に対する補助というのは、

昨年度から創設した空き店舗の改修補助金の制度がございましたけれども、これも実績がま

だ上がっていないと。金額的な問題もあるかもしれませんけれども、これらを合わせること

を考えておりますので、すみません、まだ決まっていない中でどこまでというのはあります

けれども、現在、前向きに検討しているところです。 
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○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  次の質問に移ります。 

  現在の補助金のスキームというのは、３年間で補助金が段階的に減額されていく、初期集中

型という言われ方をするらしいんですけれども、これは、申請者の方にハード整備の初期投

資、あとは、スタートダッシュを優先した事業計画書をつくらせてしまう可能性がある。要

は、商売のスタートのときの形というのを補助金に合わせてしまうと、そういうスタートダ

ッシュ型のものを補助する形になっていると。これが入り口を狭くしてしまっているんでは

ないかという認識って、持たれたことはありますか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 本市の制度としましては、１年目に設備に関する費用

がかかってくるということで、創業支援ということで１年目を厚くしているということと、

あと、３年間、家賃補助を行うような制度設計になっておりますが、１年目の経費につきま

しては、融資を受けたり受けられなかったり、また、事業の規模が、結構小さいものが多い

という中で、必ずしも融資を受けないで実施する方もいらっしゃるので、１年目に多くする

という考えは、本市としては、必要であると考えております。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  例えば、初期投資をできるだけかけないで、塩竈市の空き店舗で商売をするということを普

通に考えたときに、最初から初期投資、補助金が出るといっても、補助率２分の１ですよね。

半分、手出しになります。それを「どかん」と最初に突っ込まないと補助金がもらえないと

いう制度だと、恐らくスモールスタートであったり、あとは、試しながら店舗を拡張してい

きたい、お客さんがどのくらい来るのかも分からないのに、最初から、補助金が一番厚いか

ら一番大きい投資をしていくというのは、これは、実は、商売を始めるときに、リスクにな

ります。ですから、もうちょっと少ない金額でスタートしても後から補助金が厚くなるよう

な仕組みを、申請者の方に選択してもらうということはできないのかと。この選択をするこ

とによって、事業者の方がどういうスタートを切りたいのかということです。 

  もう一つ言わせていただくと、例えば、店舗を開ける方々に対しての担当課の気持ちとして

は、企業誘致をしているのか、それともそうではないのか。来たいという人がいるんだった

-104-



 

らやってあげますよという話なのか、それとも、ぜひ塩竈市で仕事をしてくださいという気

持ちなのか、この考え方も出てくると思います。 

  まず、最初に、先ほど言った初期投資優先型と、あとは伴走型というか、後になって補助金

が上がっていく、もしくは、毎年、同じ金額ずつ補助金を出していくという選択制を導入す

るということについて、いかがお考えでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、お答えします。 

  担当からお話がありましたように、我が市の今の制度は、初動経費を厚くしようということ

で、「どん」と行ってだんだん減っていくという制度です。議員から提案があったのは、最

初が小さくて年を追うごとに多くなってくる。つまりスモールスタートを後押ししよう。あ

るいは、例えば、３年間試しに事業をやってみて、４年目からステップアップしていくとい

う人に対するインセンティブにもなると思いますので、それは、確かに効果的ではないかと。

つまり事業を長く続けていくという目線で見たときには、そちらのほうが、有利性があるん

じゃないかということ。あとは、出店なさる方のビジネスモデルがどんな形態なのかという

のがあると思うんです。だんだん大きくしていくものなのか、あるいは、平準的に過ごすか

というのもありますので、選択制にするという余地もあるんではないかと思うんです。 

  あと、後段にありました、誘致するのか、そこに呼び込むのかというお話があったと思いま

すけれども、これは、完全に本市としては後者です。賑わい重点区域というのを定めて、門

前町付近については、補助率を上げるという意図をお知らせしていますので、借りたいんだ

ったらどうぞというんではなくて、ぜひともにぎわいに貢献してほしいという思いでこの事

業をやっておりますので、こういったものも含めて、今、制度改正について考えてございま

すので、選択制とすること、あるいは、後から増えていくようなスキーム、こういったもの

を、他市の状況なども踏まえて研究の材料とさせていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  これは、私だけの意見ではなくて、当会派の佐藤公男議員も前回おっしゃっていたことなの

で、これは会派として推奨しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  一応、今、草野産業建設部長から企業誘致的な意味もありますよというところで、私からも
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う一つ提案なんですけれども、例えば、出店される方が不動産情報を全く知らない状態で来

ているのか、それとも、ある程度、不動産情報を知ってきているのか。あと、市のメニュー

の中で、ここは空き店舗ですよとかという空き店舗マップみたいなやつを提案しているのか。

それがもしできるとするんであれば、実店舗を見て初期投資の費用とか、環境を見てお客さ

んが、どういうニーズがあるのかというのを体験するということが、非常に下見が必要にな

ります。 

  そこで、補助金募集期間前に空き店舗見学ツアーというものを企画して、何名かで空き店舗

を回っていただくと。これは、経費がかかりそうな感じですけれども、市にバスもあります

し、不動産業者たちも恐らく一緒に回ってくると思うんです。店舗が埋まればメリットがあ

りますから。あと家主は、いじってもいい場所、いじってほしくない場所をその場で確認が

できる。このツアーをやられたらいかがなんじゃないかと。それが終わった後に、例えば、

シャッターオープンするわけですから、オープン準備のシミュレーションも付き合ってあげ

たらいいんじゃないか。そこではソフトとか、あとはビジネスモデルの構築の仕方、あとは

金融機関とか、もしあれだったら塩釜商工会議所の方に中小企業診断士がいらっしゃるので、

そういう方を投入すると。 

  そうすることによって、補助金を申請する前に、しっかりと事前の審査がほぼできている状

況になるんではないかと。そうすると、募集期間をせっかく長く取りましたと、そのときに

曖昧な事業計画を立てて出されるよりは、ある程度、精度が高いものをたくさん集めて、審

査をする期間、集める期間を長く取るという形でやっていくと、より伴走型というか、塩竈

市のやる気とか情熱というものが、出店者の方々、あとは不動産を持たれている方々、要は、

商店街のもともとの住人の方々、この方々に伝わるんじゃないかと思うんですが、今のお話

について、見解をお伺いしたいです。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  お話を聞いていて、非常にユニークで面白いアイデアだと思いました。まず、スタートダッ

シュからですよね。まず見学会をして、店舗が実際どういうのになって、そこに志ある皆さ

んを招くことによって、イメージを膨らませていただくということです。あと、そのほか、

ご商売のスキルを、研修などを含めて学んでいただき、あとは、経営についての修行もして

いただくということですよね。あと、私が思ったのは、そこに例えば、金融機関の皆さん、
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投資家というんですか、の皆さんも招いて、開店の資金については、うちで面倒見ますよと

いうものに結びつけるというアイデアもあると思います。 

  ということで、いわゆる伴走型ですよね。最初から最後まで面倒を見ます、支援しますとい

う姿勢、これは行政に必要だと思いますので、制度改正に合わせて、どこまでできるかは、

正直、お話しできませんが、検討したいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ぜひ検討してみてください。少しでも塩竈市のにぎわいが創れるような努

力、小さくていいので、こつこつ続けていくことが必要かと思います。 

  すてきな商店街が形成されるであろうという期待が高まりますと、では、そこに、どうやっ

てお客さんに来てもらいますかというところで、飛躍し過ぎだと思われるかもしれないです

けれども、市民の足であるしおナビバスとＮＥＷしおナビバスを、まちのにぎわい創出のブ

ースト役として使ったらどうでしょうというお話をしたいと思います。 

  今、アンケートをちょうどやり始まったところですかね。前回のアンケートとかを見ても、

白バスの土日便と、あと、バス停の数を増やしてほしいというニーズは、結構な数が集まっ

てきている気がしています。これについて、今、当局として、どのような条件が整えば実用

可能なのか、実行可能なのかどうかというシミュレーションみたいなのって、されているこ

とはありますか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今、具体的な土日運行も含めたシミュレーションをしているかという

ことのお尋ねだと思います。土日のシミュレーションの具体的な部分については、実際、ま

だやっておりません。ただ、今回、やっていない理由の中には、しおナビバスの利用状況が、

しおナビバスは土日も運行しています。今、平日と土日の運行を比較した場合、明らかに土

日の運行が落ちているという現状がまずございます。前回のアンケートでもあったんですけ

れども、主な利用目的が、通勤・通学や通院というところが、かなり多いということがある

ので、利用者としては、主にそういったものを使っているということで、現状の段階では、

今、そういう状況であるということでございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 
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  なかなか土日便の運行というのは、踏み切るハードルは高いという認識で、私は、それは共

通しているんですが、ただ、一方、まちのにぎわいというものをつくっていきますよといっ

たときに、できれば観光客の方に来ていただきたいんですが、まちのにぎわいについて感想

を持たれる方は、恐らく市民の方だと思うんです。ですから、観光客が集まってきているの

を見て市民の人たちが喜んでいるというよりは、市民の人たちも、恐らくそのにぎわいの中

に入りたいということだと思います。ですから、もしまだそのシミュレーションというのを

されていないというんであれば、例えば、利用客が少ないからやらないというんではなくて、

利用客がどのくらい見込めたらできるのかというところのシミュレーションは、ぜひやって

いただきたいという思いがあります。 

  そのシミュレーションやっていただくことによって何が期待できるのかというと、これは、

私が勝手に言っていることだと思われるとちょっと嫌なんですけれども、これは全国的な流

れです。車依存しないまちづくりという、要は、塩竈市の場合、ＪＲの駅が４つありますと。

仙台圏に16分から30分で、電車で行けますと。当然、面積も小さいのでコンパクトです。要

は、ＪＲの路線にどういうふうにアクセスするかというところをコントロールすることによ

って、生活という部分では、車を所有しなくてもローコストで日常生活が送れる。必要なと

きには、カーシェアリングとかライドシェアとかいろいろありますので、そのシステムをこ

れから導入していくと。それは、別に白バスがあってもなくても、これから必ずいろんな自

治体で導入しますので、自治体を比較するときに、ライドシェアとかカーシェアリングとか

そういうところの環境整備というのは、自治体間競争の中で必ず出てくる課題になってくる

と思います。であれば、今からシミュレーションをして取り組んでおくというご提案なんで

すが、今までの話を聞いていかがでしょう。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 確かに、今、しおナビバス、ＮＥＷしおナビバスの利用者数も、年々

減少傾向です。これは、人口の減少というところが、かなり大きく影響しているのがあるの

かと。ただ、議員がおっしゃるとおり、これから交通弱者がますます増えてまいりますので、

そういった方の足を守っていくのも行政の重要な仕事です。なので、維持の仕方も含めて多

様な交通体系というところを検討していく時期が、もう来ているのかと捉えておりますので、

そういったものも含めて、今後は、総合交通対策会議等もございますので、バス以外の事業

者もその中には入っておりますので、そういった方々とも意見交換しながら、多様な交通形
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態については、検討してまいりたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  公共交通機関については、いつやめるのかという話ではないと思うので、できる限り続ける。

これは、浦戸に行っている船も恐らく同じだと思うんです。住んでいる以上は、続けなきゃ

いけないという意思を持って、どうやってそれを維持していくかということだと思いますの

で、とにかく、なくす話ではなくて充実させるということと、あとは無理をしない、コスト

と持続性の両立というところは、常に両方考えておかないと偏ってしまうので、そこは、ぜ

ひ考えていっていただきたいというお願いをしておきます。 

  では、次の質問に移ります。 

  今は商売の話をしていたんですけれども、もっと身近な公共施設の持続可能性というか、維

持管理について、公園のことをお聞きしたいんですけれども、ちなみに、今、塩竈市に何か

所ぐらい公園ってあるものですか。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 本市には、現在、139か所の公園がございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  139件、公園があるということなんですが、今、公園維持管理協力制度を利用して団体に管

理していただいている場所というのは、何か所ぐらいになりますか。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 今、139公園のうち62か所の公園につきまして、32の町内

会の方々に、管理協定を結びながら管理していただいているという状況でございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 今、36団体ですか。 

○議長（浅野敏江） 32です。志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 32団体ということなんですが、この32団体の中身について、何人ぐらいい

らっしゃるのかとか、あと、減っているとか増えているとか、団体の数はいいんですけれど

も、団体を構成されている方の人数が減っているか増えているか。恐らくデータは、取って

いないんだとは思うんですけれども、傾向としてどのように見えているか、お聞かせくださ
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い。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 町内会につきましては、高齢化、少子化、人口減少による

担い手不足というところがございますので、全体数としては、減ってきているという認識を

持っております。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  そうすると、今、公園愛護会という組織体制については、担い手不足が顕著になってきまし

たよと。今、そういった団体に与えているインセンティブという部分に関しては、機能して

いるのか。それとも、それを増やしたとてどうしようもないのかという課題については、担

当課としてどのように考えているのか、お聞かせください。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 締結しております協定の中身としましては、除草ですとか

清掃作業をしていただいております。その方々には、実費分としてある程度の費用負担をこ

ちらでさせていただきながら、活動を行ってもらっております。減少というところでござい

ますと、この頃は、町内会の方からそういったご相談をいただいているところでございます

が、それぞれ地域の実情をお聞かせ願いながら、それに対応している状況でございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  それに準じてなんですが、今、町内会とかに任せていても、担い手がどんどん減っていくよ

というものの対応策として、恐らく塩竈市公園企業連携維持管理協定という制度が４月から

スタートしているようなんですが、これの実績というのは出ているのか、教えてください。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 今年から企業版ということで管理協定を結んでおりまして、

現在は、１社の企業に５か所の公園を管理してもらっている状況でございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  １件で５か所を見てもらっているということですね。これについても、今後、どういう取組

をすれば伸びていくのかというところについては、何か取り組まれていることはございます
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か。 

○議長（浅野敏江） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 企業ということもありますので、企業側のメリットとして

は、地域の社会貢献というところがあると思いますので、土木課としては、そういったとこ

ろをＰＲしながら広めていければと思っております。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  では、次は、グラウンドの維持管理について、教育委員会にお伺いしたいと思います。 

  塩釜市体育協会へ指定管理委託されているものもあるかと思うんですが、現在のグラウンド

の状況と課題について、何かあればお知らせください。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 私からお答えいたします。 

  まず、グラウンド管理でございます。これは、さきの議会でもお答えしましたとおり、我々

として、今、委託をして、年２回の除草作業をお願いしています。あとはごみ拾い等、担当

課でも管理をしているところなんですが、いかんせん雑草の繁茂がすごいということもあり

ますし、あとは、そもそも我々自身が施設の老朽化、管理の不行き届き部分があってなかな

か追いつかない。草が生える、そして、そうするとごみが捨てられる、治安が悪化する、そ

れが悪循環の状態になった状態で、市民の皆様になかなか気持ちよく利用していただけない

状況が多々あったというところを、非常に反省をしているところでございました。 

  そういった中でも、例えば、グラウンドですとか、今、砂を、年１回、入れているんですけ

れども、それは、入れる砂も、利用者の方々にお手伝いいただきながら足していく状態なん

ですが、それを我々もきちんと一緒に入ってやったりとか、あと、そもそも１回で足りない

だろうというご意見も結構いただいていますので、その辺の回数なんかも、例えば、来年度

以降、増やす検討もしていますし、あと、以前、ご回答させていただいたとおり、我々だけ

が管理をする主体としてではなくて、ご利用されている団体の方々とも意見を交換させてい

ただきながら、ぜひご協力いただけるところをしていただく、一緒にいい施設として回して

いくような努力を、我々は、今まで不足していたんだろうなと思ったので、そういった体制

をしっかりと構築していきたいと考えているところでございます。 

  すみません。今後の対策も含めて答弁してしまいましたが、以上でございます。 
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○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 私が言いたいことまでしっかりお答えいただきまして、ありがとうござい

ます。 

  再度なんですけれども、今年の８月に、清水沢近隣公園スポーツ広場で少年野球チームのご

父兄の方々が自主的に担当課と協議を重ねて、グラウンドの整備と除草についてお手伝いし

ていただいたということがあったと聞いているんですが、この行動に対して、要するに協働

の動き、これをさらに踏み込んだ形でリクエストがあったときに、どういった受入れ体制で

応じていくのかというお考えはありますか。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  まず、管理の全体的な年間スケジュールを、我々はしっかりと構築しなきゃいけないし、実

は、現在もつくってはいるんですが、あとは、実際に効果的な管理のタイミングなどもある

のかと思います。短い頻度であまり伸びていないのに切って、途中、間が空いてというのは、

無駄な作業になってしまうと思われます。そういったこともきちんと各団体の方々とご意見

を交換しながら効率よくやっていきたいと思いますし、あと、先ほどと同じ答弁になります

が、一緒に活動するタイミングも絶対に必要ですし、そういったところのとにかく相乗効果

を求めながら、管理をとてもいい形にしていきたいという思いは、今、教育部としては、強

く持っておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  私もグラウンドを使うことはあるんですけれども、せっかく入れていただいた砂がグラウン

ドに山積みになったまま、そこにまた雑草が生えると。その雑草が生えたところにまた新し

い砂が置かれて、何をするためにこの砂は運ばれたんだろうというと、実は、グラウンドが

どんどん狭くなっていくということもあったもんですから、できれば計画的にというところ

の意見を踏まえて、先ほどおっしゃった計画を進めていくために必要なところでいくと、毎

年、グラウンド利用調整会議をやるかと思うんです。そのグラウンド利用調整会議のときに

そういった話を、これから協働ということと、あと、新しい団体の方々、あと、既存の団体

の方々でお手伝いをしていただいている方が既にいらっしゃるわけですよね。手伝っている
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人と手伝わない人というところの調整も兼ねて、グラウンド利用調整会議でそういった行為

をやっていただいている方を例えば、表彰することによって、やっていない人にも、こうい

うことをやってくださっている方がいるんだよというアピールをするとか、働きかけみたい

なことというのは、できないもんですか。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  グラウンド管理に限らず、我々の行政活動の中で、いろいろご支援いただいている方々に対

して、何らかの形での感謝状贈呈とか、そういった機会を設けているところでございます。 

  なお、今、軽々には答えられないんですが、そういった形の方々にも、ぜひ我々の気持ちを

お伝えしたいという部分は、当然、ございますので、ぜひ検討させていただければと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ぜひよろしくお願いいたします。 

  今、土木課と教育委員会のお話を聞いて、公園、グラウンドの話をさせていただいたんです

けれども、土木課と教育委員会の間で、公園、グラウンドの維持管理というところに関して

は、何かしら連携を取らなきゃならないタイミングが、当然、あると思います。ここに、先

ほど私が出した公園企業連携維持管理協定の仕組みというものを、どうやって混ぜていくか

という話をできればと思っていました。 

  これは、商工観光課にお願いして、今のところ公園ですけれども、そういったグラウンドと

かについても、ネーミングライツとかいろんな手法を取り入れて、少年野球の父兄の方も、

当然、企業に勤めていらっしゃる方です。何かしら仕事をされている方です。それが市内な

のか市外なのかは別ですけれども、そういったところに情報として、グラウンドを子供たち

に快適に使ってもらうため、あとは自分たちの健康増進のために、一緒にグラウンド整備を

やってくれる企業の方を募集するというのを庁内連携でやっていくというのも、もしかした

らできるんじゃないかと思うんですけれども、これは、担当課が分かれるので誰が答弁され

るのかはあれなんですけれども、こういった考え方っていかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 答弁お願いします。草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） 担当ごとに、多分、似たような悩みを抱えているという、そうい
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った現象に困っているということですので、力を一つにまとめて、お互いそれをやっつけて

いこうという発想だと思いますので、内部で検討を深めたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 所管の部によって、課によって、管理運営する場所が違ってくる。これは、

一般の皆さんには関係のない話だと思っていて、ただ、その一方で、物すごく感じるのは、

139か所、これが、今、全てにおいて使われているかどうかという精査が、まず必要なんだろ

うと。決して閉じるためにという話ではなくて、使われていない公園の遊具が壊れたからと

いって遊具を入れても、実際、使われていない箇所というのは、非常に多くあります。それ

は、市内を回っていても、よく見るところと遊んでいないところと、せっかくきれいにした

のに何で使っていただけないんだろうという、これは地区ごとに、もう一回、全て精査すべ

きなんだろうというのが一つあります。 

  あと、もう一つは、先ほどから管理で年２回の除草とかってありますけれども、年２回では、

公園の整備自体ができていないという現状があって、多分、今の状態だと、10回やったって

難しいと思っています。ただ、きれいにすると、実は、ごみを捨てられるとか物を投げられ

るという頻度は、格段に下がりますし、経験した中では、盗んできた財布を空にしてそのま

ま捨ててあったり、近所のスーパーマーケットのかごを勝手に持ってきているから、もしか

して盗んだものを、終わった後に、雑草の中に投げかけている。これは中の島緑地ですけれ

ども、こういった事態も数多くあります。 

  あとは、公園も、使われていないところを委託するということについては、本気で見通さな

いと、実は、町内会の皆さんからも、管理委託は受けているけれども大変なんだという声は、

いろんなところでいただくところもございます。ですから、僕らとしても、今、学校の用務

員も、広い敷地と狭い敷地の学校がありますから、広い敷地については、月に１回、２回、

みんなで、集団で伐採に行ったり、除草したり、または、必要に応じてグラウンドの草刈り

もお手伝いいただきながら、よりいい環境の中でお使いになっていただくということは、実

験的にやらせていただいているところもありますので、役所が考える理屈と市民の方々が思

う感覚は、どこかにそごがありますから、使う皆さんが快適に使っていただければ、誰が管

理したとしてもいいだろうと、それは組織の中で吸収して、しっかりと責任を持って、安心

してどこでも使っていただけるような形に持っていくための努力というものは、市としては、

再構築していくべきなんだろうと思っておりますので、そういったこともご指摘を受けなが
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ら次の段階に進められるように、市役所の中で整理をしていきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 市長、ご答弁ありがとうございました。 

  連携というのは、言葉で言うとすごく短いんですけれども、今までの仕組みを変えることで

もありますので、まず、進めるという熱意とリーダーシップがないと、恐らく進めていけな

いと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  では、最後の質問になります。 

  少子高齢化、人口減少が加速する現代において、地域が抱える課題は、ますます複雑・多様

化しております。行政サービスのみに全てをお任せすることは、なかなか難しい状況になっ

てくるんじゃないかと予測しております。ただ、総務省で、こういったものの解決策という

ことで、地域運営組織（ＲＭＯ）という仕組みを推進されていることは、役所のほうでご存

じでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 今、志賀議員からご紹介がありました地域運営組織（ＲＭＯ）

ですけれども、こちらは自治会や町内会、あとは消防団であったり、子供会であったり、老

人会であったり、婦人会であったり、そういった各団体が単体でばらばらに活動するのでは

なくて、地域の目指す方向性を共有しながら、おおむね小学校区単位での範囲でそれぞれの

役割を果たす、そういった団体、組織を指すものとされております。令和６年度においては、

総務省の調査になりますが、全国で8,193団体の組織があるとされております。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  実は、今日、質問した内容全てが、ＲＭＯを中心に各自治体が行っている事業の中に入って

いまして、公共交通もＲＭＯ推進の中で事例がございます。この仕組みを使うと、恐らく補

助対象だったり、要は、当市が一番必要とする有利な財源というところに行き着く可能性も

ございます。ですから、ここの考え方をこれからどのように市として進めていかれるのかな

というところを、もしビジョンがあれば教えてください。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） まず、議員がおっしゃるとおり、高齢化による地域の生活支援

機能が低下しているというところで、そういったことを解決するために、行政だけの力では
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取り組めないというところで、総務省で、こういった地域の暮らしを守るというところで、

地域の暮らしの中心となる人々が、自分たちでそういった地域形成を行っていきますよとい

うところで組織をするというところで、それには、様々な交付金等も交付されている国の補

助メニュー、あとは県の補助メニュー等がございますので、塩竈市では、こういった活動を

行っている団体というのは、現状では認識しておりませんが、今後、そういったところのも

し何かしらのアクション等がありましたら、我々としてもそういったところの先進事例等を

研究しながら、そういったものは、知識を深めていきたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） お恥ずかしながら、すみません、初めてこの言葉を勉強というか、今、聞

かせていただいて、今、市民生活部長からも答弁がございましたように、実は、今のお話を

聞いて、より理解ができたんですけれども、正直言って、今の塩竈市内の町内会組織だった

り、民生児童委員だったり、健康推進員だったり、消防団員だったり、様々なボランティア

をしていただいている皆様方の組織形態については、多分、先ほど来の質問の中でご指摘を

いただいたとおり、人手不足だったり、高齢化が進んでいたり、残念ながら、地域全体を網

羅する人数が確保できなかったりということで、これは、問題を抱えていることは、全ての

地域に同じだろうと思っていて、その中で、こういった形で新たな仕組みを取り入れること

によって、今までとはまた違う視点で地域の在り方を考える。これは、非常に課題意識とし

て、市長になってからずっと回っている中では、皆さん方に言われてきたことなんです。

「もう無理だどわ、俺がやっているうちは何とかすっけども、俺だってもう何歳なんだ」と

いうのは、どこに行っても言われます。「役員の成り手がいない」これも、どこに行っても

言われます。「もういいべや」これも、どこに行っても言われます。 

  この現実を考えたときに、どういったくくりで新たな町内会コミュニティーだったり地域の

コミュニティーを再形成していくか。これは、大きな課題だと捉まえておりまして、今まで

のやり方に固執し過ぎると、多分、大変なことになるだろうと。もう大変なことになってい

ます。無理強いしていただいているわけですから、そのところを、こういった制度を使って

新たな枠組みをつくるということについては、時間がかかっていくだろうなと。でも、新た

なことを取り入れつつ、既存の地域の在り方だったり、コミュニティーの在り方だったり、

団体の在り方を、いいものは取り入れながらも、こういった新しい取組も、例えば、補助が

あるのであれば喜んで頂いて、積極的に活用させていただくというのは、自治体の権利とし
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て当たり前にあることでもございますので、先ほど市民生活部長が申し上げましたように、

この制度についても、これだけですよね。本当に勉強不足で申し訳なかったんですが、8,200

団体近いところがあるということでございますので、その中でも、多分、飛び抜けて活動を

されている自治体は、間違いなくあろうかと思いますので、早急に担当職員を派遣してでも

勉強していただいて、取り入れられるところは取り入れていきたいと。これは、責任を持っ

て市長から指示を出して、勉強させていただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  私もずっと期待している制度なものですから、ぜひお願いしたいと思います。現に、塩竈市

でＲＭＯをやりたいという団体の方が２団体いらっしゃいますので、その方々を、今度、ご

紹介することもあるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  質問時間がなくなってきたんですけれども、最後に、現在の本市を俯瞰してみると、小売店

の売場面積的には、恐らく過去最高なんじゃないかなというぐらい、ロードサイドも含めて

中規模・大型店舗が軒を連ねているような状況になってきているかと思います。ただ、そう

いった出店があることについては、市民生活の利便性とか、ごめんなさい、時間が来ちゃい

ました。 

○議長（浅野敏江） 最後、まとめてください。志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 要は、何が言いたいかというと、一時的なにぎわいをもたらす大手企業の

力も大事なんですが、地場企業をしっかり育てていかないと、内部循環というのが生まれな

いので、ぜひそこら辺のことを改めてお伝えして、私の質問は終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、志賀 勝議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は３時30分といたします。 

   午後３時１７分  休憩 

                                            

   午後３時３０分  再開 

○副議長（今野恭一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  16番小髙 洋議員。 
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○16番（小髙 洋）（登壇） お時間をいただきまして、一般質問を行ってまいります。日本共

産党塩釜市議団の小髙でございます。よろしくお願いいたします。 

  今回、大きく４点についてお伺いをさせていただきます。 

  １点目、豪雨災害の対応と整備計画についてというところから、初めに、本年10月１日の大

雨災害の被害状況について、家屋等の被害あるいは市域での冠水・浸水等の被害状況につい

てお伺いをいたします。 

  以降、質問席からお伺いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） 16番小髙 洋議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  豪雨災害の対応と整備計画についてのご質問のうち、10月１日の大雨災害の被害状況につい

てお答えをいたします。 

  まずは、豪雨災害により被災をされました皆様方に、改めて心よりお見舞いを申し上げます。 

  本市としては、このたびの豪雨災害については、反省点も含めしっかりと総括を行い、次に

生かしてまいりたいと考えてございます。 

  被害状況につきましては、家屋の被害で床上浸水が20件、床下浸水が20件、その他、雨漏り

による被害が７件など、非住家76件を含めて合計123件の家屋被害がございました。また、土

砂崩れや擁壁崩れが４件、冠水地域が10か所以上となり、市道４区画で通行止めをするなど、

市道の被害は、舗装沈下や隆起、側溝破損等を含め、概算被害額約１億3,720万円となってご

ざいます。加えて、教育施設の軒天脱落や倒木などがございましたけれども、児童・生徒、

市民を含めた人的被害はありませんでした。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。被害状況について教えていただきました。 

  先ほども市長からございましたけれども、被災された方へのお見舞いと、あとは、当日も含

め、災害対策あるいは支援等にご尽力された職員、あるいは、協力団体の方々に、まずは、

心から感謝を申し上げたいと思います。 

  それで、当日の朝、降り始めというか、短時間で一気に勢いを増していったということで、

被害の拡大もあったわけなんですが、こうした状況下において、まず、その当日、降り始め

ているさなか、こうした部分においてどのような対応をなされたのか、お聞きをしたいと思
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います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 足らざるところは、あと、補完して答弁をしていただきたいと思いますけ

れども、当日、市長の定例記者会見がございました。それが終わって、徐々に雨の降り方が

強くなってきたので、私自身がパトロールに出ようと思って、そのときに何か被害もありま

せんでしたので、ただ、降り方が、音がもう異常なぐらいの降り方に、パトロールに出てか

ら動き出しまして、そして、壱番館の庁舎に行ったときに、既に本町側の道路が冠水し始め

ていて、そのときはまだ５センチ程度の冠水でしたが、あっという間に徐々にということで、

流れも速くて、車も、通行止めもしておりませんでしたので、ああいう冠水状態というのは、

車の速度が速くなったりして、その波でシャッターが壊れたり、扉が壊れたりという二次災

害が非常に多くございまして、そういった状況も鑑みながら、無線で市役所に、総務部長に

も連絡しましたけれども、危機管理課にも話をして、その上で、壱番館庁舎でもありました

ので、職員に止めてほしいという、近所の方々が次から次へといらっしゃったもんですから、

対応を指示しながら交通整理にも当たっていたという現状があります。その間も市役所本庁

舎で、異常な降り方でしたので、情報収集のために会議を招集していただきながら、まずは、

会議も大切なんですけれども、現場が、あっという間に冠水している箇所が増え、それと同

時に、崖崩れの報告もあったものですから、そういったものに、土木課をはじめ関係する担

当部が現場に駆けつけたり、皆様方の電話が、数十本、一気にかかってきたもんですから、

対応させていただいたりということで、ある意味では、そういったところの対応に、ここが

また反省点なのかもしれませんけれども、全てに対応することが可能かどうかの総括は、今

後、ぜひ冷静にさせていただきたいと考えている。それが大ざっぱな状況でございますので、

足らざるところは、総務部長からご答弁をさせていただきたいと。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 大枠は、市長からご説明がありましたが、役所の行政的な対応として

は、我々としましては、雨のピークが３回ぐらいあったんですよね。最初の２回については、

一定程度、そんな大きい被害がなかったので、３回目の被害が50ミリぐらい降った雨で、今、

市長がおっしゃったような、壱番館周辺を含めた冠水が一気に多くなったと。我々が取った

対応としては、防災無線と各ホームページ、ＳＮＳによる注意喚起と、あと、市内の交通状

況等の周知をまずさせていただいたというのが一つでございます。 
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  次に、市長がおっしゃったとおり、パトロールに出かけまして、状況に応じて通行止めの措

置を取ったと。通行止め解除後は、路面が、かなり土砂の流出とかがありましたので、路面

清掃を行ったというところが対応になります。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙 洋議員。 

○16番（小髙 洋） 当日の対応、本当に大変なご尽力をいただいたと思ってございます。 

  それで、続けてお伺いをしたいんですが、その後といいますか、実際に災害のあった日以降

の被災者の方への支援というものについては、どのような支援がございますでしょうか。お

伺いいたします。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 支援として取りかかったのが、消毒用石灰の配布と、あとは、災害ご

みの回収というのに、まず第一に手をかけました。これは、すぐ翌日から行えるように手配

をし、周知をさせていただいたというところでございます。 

  また、冠水被害が多かった市内の商店街、特に海岸通とか宮町については、担当職員が手分

けをしながら被害状況の確認も含めて回らせていただいたというような支援を、まず一義的

に行いました。 

  その後は、被災状況の確認ということで、今度、罹災証明の発行という手続が出てまいりま

すので、そういった罹災証明の発行する税務課が中心になりますが、罹災調査を行う手続、

あるいは、あわせまして、支援策がまとまったものを、ペーパーを、各戸を訪問しながらご

案内しながら、ホームページ上でも広報を行ったという手続を取っております。 

○副議長（今野恭一） 小髙 洋議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。 

  それで、ただいまお聞きをしましたその後の支援の部分について、あした、鈴木悦代議員が

行われるということだったので、当日の対応方についてお伺いをしたいと思うんですが、先

ほど市長をはじめご説明いただく中で、当日、雨も大変な中、あるいは、交通も非常に乱れ

ている中ということでのご尽力をいただいたわけなんですが、その場における職員の皆さん

の配置といいますか、そういったところが果たしてうまくいったのかというご心配もありま

して、例えば、その配置ですとか役割の部分、その辺も併せて教えていただければと思いま

す。 
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○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 人数的な体制としては、約70名ぐらいの体制で取りかからせていただ

いております。基本的には、危機管理課が司令塔になりながら、産業建設部、あるいは、上

下水道部を中心に、道路の状況の確認をしていただいたということで、そして、通行止めが

必要な箇所が出てまいりましたので、土木課の職員が対応できない部分がありましたので、

市役所から、こういうときのための０号配備職員というのがおりますので、そういった支援

職員を土木課に派遣させていただいて、通行の誘導の支援をさせていただいているというこ

とでございます。 

  また、先ほど、商店街を回る職員については、秘書広報課と商工観光課が中心になって回ら

せていただいたという体制でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙 洋議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。ありがとうございます。 

  そういった意味では、各担当、あるいは、所管というところに加えて、ある意味では、全庁

的な対応というのもいただいたのかなということで、改めて感謝を申し上げるところでござ

います。 

  それで、先ほど市長から、どこまでできるんだろうというところでの趣旨で、様々、反省等

もあるようなお話もございましたが、当日、あるいは、後日のところにおいても、私も市民

の方から連絡等をいただきまして、訪問等も行っていたわけなんですが、その中で、一つに

は、浸水被害等の未然防止ということでの土のうの設置の部分について、当日、あるいは、

後日にも幾つかお話といいますか、ご要望といいますか、そういったところをいただいたん

ですが、恐らくこうした連絡というのは、当日にあっても、直接、市にもたくさん連絡が来

ていたのかと思うんですが、この土のうの設置という部分については、どういった対応があ

ったんだろうかということでお聞きしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 土のうは、多分、各問合せというのは、例えば、土木課とか本庁とか、

いろんな部署に来るんです。土のうの対応は、基本的には、危機管理課で一括して行うとい

うことにしておりまして、土のうの手配は危機管理課で行います。基本は、こういう状態で

すので、取りに来ていただける方に関しましては、本庁舎と、あと月見ヶ丘に１か所、土の

うを保管している場所がありますので、どちらか近いところに土のうを取りに来てください
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というご案内をお電話でさせていただいております。ただ、数量が多いとか、なかなか取り

に行けないという方もいらっしゃいました。職員は、なかなか手が離せませんので、こうい

うときは、塩竈市災害対策協議会の協力をいただきながら、災害対策協議会から運んでいた

だくという手続で進めてまいったということでございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙 洋議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  全市的なお話ですので、そういった中で、全ての部分を市から持っていって設置までという

ことで、これは、現実的ではないなというところについては、理解をするところであります。

そうした中で、塩竈市災害対策協議会などのご協力もいただきながら、その時点においてで

きることを、とにかくやっていただいたんだろうなということで捉えてはおります。 

  ただ、一方で、いただいたお話なんかでたくさんあったんですが、例えば、先ほどお話がご

ざいました、一人では取りに来られない方、あるいは、設置の難しい方ということで、「11

時段階で要請をして、来たのが３時だったんだ」などということでお話もありまして、「そ

の時点で雨は上がって、水が落ち着いて、ぎりぎり来ねがったからいいけどや」ということ

でお話も頂戴をしておりまして、当日の状況を踏まえれば、最大限の努力を払っていただい

た、ここは、当然、承知をするところではあるんですが、塩竈市災害対策協議会と、今後、

どういうふうに役割分担を進めていくのかというところも含めて、一つには、こうしたお声

もあることですので、ぜひその辺りを課題といいますか、教訓といいますか、そういうふう

にして災害対策を前に進めていただきたいと思っているんですが、その辺りについてはいか

がでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今の課題については、重く受け止めさせていただきたいと思いますし、

これからいろいろ議論していく課題だと思います。 

  ただ、今回、塩竈市災害対策協議会の方々が、なかなかそこを迅速に動けなかった理由の一

つに、伊保石の土砂崩れがあったんです。そこが、緊急性があったということで、災害対策

協議会の皆様には協力いただいて、そこの一時的な仮設の対応をしていただいたということ

で、そちらに当初の人員を取られてしまったというケースがございます。ただ、これは、あ

る意味、災害は、いろいろ想定しなければならないというのが我々の反省でございますので、

そうした場合、どう対応するかというのは、今回、課題として捉えさせていただければと思
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います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） あと、ぜひこれはご承知おきいただきたいんですが、ああいう厳しい中で

も全体をパトロールをしなきゃいけないのです。そうすると、のっぴきならないことって必

ず至るところで起きておりまして、今回、物すごく勉強になったのは、今までも、課題もそ

うなんですけれども、秋の時期なので、雨が降るとグレーチングに枯れ葉がたまって、本来、

吸い込めるのに吸い込めない。これを除去する作業というものは、ある意味では、市役所の

職員の方々もこれに気づいている人というのは、経験を積まないとなかなかいないんです。 

  これは、海岸通でも同じような状況でございまして、満潮時間は、たしか午後２時30分ぐら

いでしたので、ポンプは吸い込んでいたんです。でも、枯れ葉でグレーチングを塞いでいた

ために、吸い込みが本来の力を発揮していなかった。これは、大きな課題だと受け止めてお

ります。 

  また、パトロールしている最中に、これは僕が経験したんですが、南町のところで電気自動

車が、あの雨の量ですから止まってしまった。それが残念ながら斜めになってしまったので、

あの狭い道路で斜めに止まると、ぎりぎり１台通れるか通れないか。そこで持ち主の方が、

どこかに連絡に行っていていなかったんです。そこにたまたま通りかかったので、すぐ市役

所に連絡をして、若い職員２人に、急遽、来ていただいて対応したと。 

  それぐらい私どもの想定を超えるような大きな被害が各所で見受けられた。宮町では、これ

は私どもの反省なんですけれども、花壇を埋めるための砂利が一斉に、水の流れとともに、

宮町の道路沿いに残念ながら散乱してしまったと。それが、車が通るたびに飛ぶもんですか

ら、近隣の方々に早く除去してほしいということで、20人近い人数が午後４時頃に集結して、

みんなで一斉に砂利をきれいにしたと。 

  こういったことが市内のあちこちで発生をしておりまして、反省というのは、それが予見で

きるか予見できないかといったら、なかなか予見するのは難しいんですけれども、そういっ

た一斉に来た場合に、どういう対処がさらに必要なのかということを、今回の事例を含めて、

もう一回、検証すべきだろうと。これは、100点満点の対応なんかは絶対にありませんので、

そのときそのときの反省をしっかりと総括をした上で、至らなかったところをどのように次

に補っていくか、この繰り返しの中で災害対応というのを育てていくしかないだろうと思っ

ております。 
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  それだけ今回の件は、別に僕らは、あなどっていたわけでもないんですけれども、改めて線

状降水帯の怖さを、宮城野区と多賀城市と塩竈市ですから、そして、ましてや野田のスーパ

ーマーケット周辺の道路があれだけ一気に冠水するということは、なかなか我々でも経験し

たことのないような、野田の玉川周辺のあふれとか、砂押川からの水の逆流とか、そういっ

たものを経験したと。ですから、いろんな反省は常にあります。その反省を謙虚に受け止め

て、次にどう対応していくかというのは、謙虚に考えさせていただきながら、対応を含めて

やらせていただきたいというのが、ある意味、市長としての感想になりますでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。 

  先ほど、側溝の秋の枯れ葉が詰まりということでもお話しいただきましたけれども、たまた

ま、先日、「すぐそこの排水ますが詰まっててや」なんていうことでお話をいただきまして、

市に届けて、迅速に清掃なんかもいただいた経過もあったんですが、そういう意味では、そ

ういった部分の日常の管理点検等々も含めて、様々、一つの課題、教訓として、一歩一歩進

んでいただければいいのかなということで捉えてございます。 

  それで、その辺り、ひとつお願いをいたしまして、続いて、家屋浸水、道路冠水被害等を踏

まえた治水計画と整備計画ということで、文言上、非常に大きく構えたところがあるんです

が、頻発する大雨等々の災害の中で、今後の対応をどういうふうにしていくんだろうと。先

ほどいただいたお答えも、そのうちの一つなんだろうとは思っておるんですが、大雨に対す

る根本的な一つの対策として、例えば、ポンプ場等を含めて整備も進められてきたわけなん

ですが、改めて整理する意味合いで、この現状といいますか、そういったところについてお

伺いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 鈴木上下水道部長。 

○上下水道部長（鈴木良夫） それでは、お答えいたします。 

  私どもは、平成６年に策定いたしました総合治水計画の中で、10年に一度の発生が予想され

ております、時間当たり52.2ミリの降雨に耐えるようにということで施設整備を進めつつ、

補完する形で貯留能力を高めていくというのを定めているところでございます。現状での対

応能力ということになりますけれども、東日本大震災以降、施設の整備拡充を進めまして、

時間当たり44.5ミリの降雨に耐えられる状況にあると捉えてございます。 

  以上です。 
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○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。 

  10年確率52.2ミリを目指してということで、現状、45ミリ対応というところになっているわ

けなんですが、一方で、現実を見れば、この間の気候変動に伴って、短時間で相当量の降雨

が当たり前となってきたということで、現実的には、なかなかこれでも対応が間に合わなく

なっている現状はあると。しからば、今からポンプ場ですとかそういったところを根っこか

ら整備し直すのかといえば、これは、当然ながら現実的ではないわけなんですが、一方で、

こうした対応能力を超えた被害の発生が出ている中で、例えばその地域ですとか、どういっ

た形で被害が出る、現状の能力を踏まえて、こうした形で被害が出やすくなっているという

ところでの傾向が見えてきた中で、しからば、どこまでできるんだろうというところもある

わけなんですが、その辺の考え方といいますか、もしございますれば、お聞きをしてみたい

と思います。 

○副議長（今野恭一） 鈴木上下水道部長。 

○上下水道部長（鈴木良夫） お答えいたします。 

  議員がご指摘のとおり、下水道の施設は、なかなか整備に事業費が莫大にかかってまいりま

すので、一朝一夕に計画を変えてということにならないというのが、まず一つあると思って

おります。 

  なお、整備する上で、現状、ポンプでなぞらえますと、計画しております52.2ミリに耐えら

れるポンプのうち75％が整備済みということで、一義的には、あと25％をどう進めていくか

というところに軸足を置く形になるんですけれども、近年、インフラの老朽化に起因いたし

ます事故などが多いことを踏まえますと、計画的な更新にも軸足を置きながら進めていかな

ければいけないと考えておるところでございます。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  当初の計画の52.2ミリに対して75％ということで、まずは、そこを着実にということでは、

当然、それは、進めていただきたいと思ってございます。 

  そうした中で、一つ例を挙げますれば、私も近いところで幾つか回らせていただく中で、例

えば、青葉ケ丘、越の浦、ダブル踏切付近というところで見た際に、すぐ近くにポンプ場も
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できたと、流入渠も整備をしていただいたということがあって、一つは安心したのもつかの

間のことであって、結局、「大雨が降るたびにこうなんだよね」ということの訴えを、やは

りこれは、たくさんいただくわけなんです。 

  ある意味では、被害が予想されるといいますか、そうした傾向が強い地域について、根本的

な計画をいじってというところまではいかなくても、例えば、下水あるいは土木というとこ

ろで連携を図りながら、下水道あるいは側溝を整備する。プロじゃないので、どうしたらい

いというのは分からないんですけれども、そういった意味で、ある程度、計画性を持った何

かができないのかと思っておるんですが、その辺りについてはいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 佐藤下水道課長。 

○上下水道部下水道課長（佐藤寛之） それでは、具体的なお話ということで、私から答弁させ

ていただきます。 

  まず、先ほど上下水道部長がお話ししましたように、整備、更新等も、今後、莫大な費用が

かかるというのは、ご存じのとおりということになります。ただ、様々工夫しながら優位な

財源を見込むという必要もありますので、バランスを取りながら、補助金を使いながら、整

備を進めるべきだと考えております。 

  また、昨今、インフラ、特に汚水管でありますけれども、老朽化に伴う大規模な事故という

のも発生している状況を踏まえますれば、やはり更新というものに重点を置く必要があると

思います。 

  さらに、横の連携ということで、庁内でも、土木課であるとか危機管理課であるとかそうい

った部署と連携しながら、まずは、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  なかなか上下水道部だけでともならないでしょうし、側溝整備であればどこどこということ

で、横串を刺すように一定の取組というのは、していただきたいと思っておりましたので、

ここで、具体的にどうだこうだとなると、まだ難しいかとも思いますので、改めて継続的な

お伺いをさせていただきたいと思います。 

  では、次に、健康保険証についてということでお伺いしたいと思います。 

  マイナンバーカードの健康保険証利用について、利用の状況についてということで出させて
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いただきました。国民健康保険、あるいは、協会けんぽ、各けんぽ組合等々の社会保険を含

めて、紙の保険証について、12月１日をもって有効期限が切れるということで、様々な機会

を捉えて、とにかく医療を受けられないだとかそういった状況だけは、ならないようにとい

うことで意見も申し上げてきたところではあるんですが、その前段の部分でカードの発行状

況、割合ですとか保険証としての利用登録の状況等々、あとは、もし分かれば、保険証とし

てどのぐらい使われているのかというのもあったので、その辺、分かるところまで教えてい

ただければと思います。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） まず、マイナ保険証の登録率というところで紹介させていただ

きます。国民健康保険の場合の登録率は、69％となってございまして、マイナ保険証として

利用しているのが、そのうち61％となってございます。また、後期高齢者医療に関しまして

は、登録率が66％、利用率が33％という状況でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  登録率としては、７割に満たないぐらいということで、国民健康保険、後期高齢者医療保険

ということで教えていただきました。利用率といいますか、そうした部分については、結構、

数字に開きがありますけれども、そうした数字であるということでご紹介をいただきました。 

  それで、カードの取得から登録の部分まで含めて、全くこれは任意という立てつけであるも

のの、これは、私の感想といいますか思いなんですけれども、カードの取得、保険証の登録

について、非常に莫大にお金も入れて、強引に進めてきたなという思いがあるんですが、今

回は、そこには触れません。こうした経過の下でカードの取得数が増える、その中で、保険

証としての利用登録も増えるという中で、保険証として利用するかどうか、その実際の部分

については、様々、数字については、いろいろ差もあるようでございますが、こうした状況

下にあって保険証としての利用、あるいは、持たない方についての資格確認書の発行ですと

か使い方、そういった部分でトラブルといいますか、様々な事例が報告されているところだ

というのは、皆さんもご承知のところかと思います。 

  それで、先日、報道にもございましたが、全国保険医団体連合会というところで調査をした

と。約１か月間にわたる調査だったようですが、9,580医療機関から回答を得たと。その中で、

７割近い医療機関でトラブルがあったというご報告もあったようで、システムの不備で、急
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患時に対応していなくて黒ポチになってしまうようなトラブルが８割ぐらいあるだとか、あ

とは、資格情報が無効になるようなそんなトラブルもあったということで、あとは、カード

リーダー等の機械的トラブル、こうしたことで、特に、資格情報の確認が難しくなるケース

というのが、結構、頻発をして、その中で、どのようにじゃあ確認するのかということが非

常に重要だったようであります。 

  その対応方法というのが、そのとき持ち合わせていた紙の保険証を使って資格確認をしたと

いうのが７割近くに上っているわけなんですが、そうしたトラブルがあった中で深刻だなと

思ったのは、資格確認ができないで、一旦、10割負担となってしまうと、こういったケース

が回答のあった医療機関の中の約２割、1,311の医療機関で発生をして、3,400件以上、この

回答した中で、そうしたトラブルがあったということで紹介がされておりました。 

  そうした中で、そのトラブルに遭われた方々が、例えば、国民健康保険なのか、後期高齢者

医療保険なのか、社会保険なのか、そういったところはあるんですが、そうした相談といい

ますか、こういうことが起きたんですけれども、どうしたらいいですかみたいなトラブルと

相談というのは、例えば、本市においては、あったりするんでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 今のところ、本市においてそういった相談というのは、認識さ

れていないという状況でございます。 

  あと、今、議員からお話のありました、資格確認ができなくて10割負担とかというお話もご

ざいましたけれども、一応、国では、そういった場合のトラブルの対応としましても、患者

様に10割負担を求めるのではなくて、患者様本来の１割から３割負担で受診ができるように

ということで、厚生労働省が各医療機関に通知しておりますので、仮に、期限切れの保険証

に気づかずに、そのまま紙の保険証を持っていかれて受診されたとしても、当面の間は、患

者様に10割負担を求めることなく受診ができるという体制、そういったところは、各医療機

関には、通知されているということでご理解いただきたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  医療機関で、じゃあ10割負担にならないようにと言われましてもという部分もあるのかなと

は捉えておるんですが、例えば、経過措置としまして、３か月間ぐらいですか、期限切れの

ものを使えるよなんていうこともあったんですが、国としては、あれも、周知しない方向だ
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という話もあったりなんかして、そういった意味で、どこまで国として本気で考えているの

かなという思いも、あるにはあるんですけれども、市には、現状、そういった直接の相談等

はないということなんですが、ただ、例えば、国民健康保険においては、中心的な保険者で

もありますので、そうした対応の部分もここでお願いをしておきたいと思います。 

  それで、あと、ちょっと心配な点としましては、本市が大きく関わる部分として、カードそ

のものの更新、２種類、５年ごと、10年ごとということにあるということで、その都度、更

新も必要だなんていうお話もあるんですが、これもその中身といいますか、市民の立場から

見たときに、どういうふうにすればいいのか、教えていただければと思います。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） マイナンバーカード本体と、あと、マイナンバーカードの電子

証明書、そういったところで更新の期間の違いというのがございます。それで、マイナンバ

ーカード本体につきましては、10回目の誕生日を迎えるときに更新ということになってござ

います。あとは、18歳未満の場合ですと、５回目の誕生日までに電子証明書の更新というこ

とで、今、それぞれご案内をしているというところでございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  これは、電子証明書が５年、本体が10年ということは、最初に、一回、５年目にやって、次

の10年目に、またこれは電子証明の部分も、そこは重ねてできるようなものなんですか。分

かりました。 

  それで、こうした更新は、基本的にじゃあ５年ごとということで考えていればいいのかと思

うんですが、例えば、忘れてしまうだとか、いろんなご事情もあるんだと思うんですけれど

も、そうしたことで、保険証としての利用に不備が出てしまうようなものなのかどうかとい

うところはいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） ご本人がその期間の更新手続を忘れてしまって期間が切れてい

たとかそういった場合ですと、ご自身が所属している各医療の給付を受けるところから資格

確認書が送付されるという制度になっておりますので、空白の期間というのが発生しないよ

うな、そういった仕組みになってございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 
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○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そこは自動的にやっていただけるということで、一つ安心とまではいかないんですが、分か

りましたというところです。 

  それで、報道にもあったんですが、マイナンバーカードを、ずっと保険証利用も含めて進め

てきた中で、平均的に増えてきたわけではないと。施策が様々打たれる中で、急激に登録が

増える、あるいは、発行が増えるという時期もあった中で、この更新作業を役所として受け

止め切れるんだろうかという心配もあるんですが、その辺りについてはいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 議員がおっしゃるとおり、国の政策として、マイナポイント付

与というのがございまして、今、まさにそれがちょうど５年目等に当たるというところで、

大分、各自治体の窓口には、更新手続に、皆さん、いらっしゃっているというのが、どの自

治体も、現状、そういった状況だと思います。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  ここでお伺いをして、受け止め切れないですとは、当然、それは、言えないことかとも思い

ますので、そうした思いを私どもは受け止めながら、国にも物申したいとは思っております

が、実情としては理解をいたしました。 

  それで、先ほどお話にもございました資格確認書、更新を忘れてしまったというケースもそ

うですし、そもそも持たない、あるいは使わないという方にも、これは発行されるものとい

うことで、12月１日の前後をめぐって、様々、報道がされております。この資格確認書の取

得についてもそうなんですが、保険証を使うに当たって、あるいは更新をするに当たってと

いうことで、様々、報道がある中で、一部、これは、不正確なのかなという報道も見受けら

れるという中で、改めて、医療の機会を失うことのないようにということでお伺いしたいん

ですが、この資格確認書については、何度もお伺いしているとおり、当初の間は、申請しな

くても発行しますよと。ただ、一方で、法の立てつけでは、これは、求めに応じてというこ

とになっていると。ここに一定の批判もあった中で、いまいまの段階、申請を行わなくても

基本的には発行されると国では言っているかと思うんですが、本市としましては、今後の資

格確認書については、申請というものはもう不必要なものだと、きちんと送って医療を受け

ていただくということでよろしいのかどうか、そこを確認させていただければと思います。 
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○副議長（今野恭一） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 法令上は、議員がおっしゃるとおり、その方からの求

めに応じて交付すると定めがございます。しかしながら、一方で、国、厚生労働省からは、

保険者の判断で、プッシュ型で交付して差し支えないという通知がございます。我々塩竈市

は、国民健康保険の保険者、また、後期高齢者医療保険は広域連合でございます。本市も広

域連合もどちらもプッシュ型で、自動的にお手元に届くように交付する方針でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  この点については、重ねてお願いをしておきたいと思います。 

  それで、あとは、先ほどちょっと申し上げました、様々な形で報道がなされていると。そう

した中で、不安に思われる市民の方々もおられる中で、例えば更新ですとか、あるいは、医

療の受け方というか、保険の使い方といいますか、そういった部分を、ぜひ幅広くお知らせ

をきちんといただければと思っておりまして、そういった意味で、先日、別件であちら側の

分庁舎にも伺ったんですが、そこにも、そういった関係の貼り紙なんかも貼っていただいた

りして、そうした取組についても、併せてお願いしておきたいと思います。 

  では、次に、３問目、不登校対策についてということで、子供の居場所づくりについてとい

うことで、これは、分かりにくい出し方をしてしまったなと反省をしております。そうした

事業名の事業もございましたので、その辺り、私の注意不足ということではあったんですが、

まず、本市における取組ということで、学校内外の取組等について、何度もお伺いさせてき

ていただいておりました。 

  初めに、そうした部分を踏まえて、本市において、今、出現率というか、適切な文言が何か

あるんだと思うんですが、そうしたところの指標的な部分でお伺いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（岩渕克洋） 本市における出現率についてですが、まず、在

籍者数に対する不登校児童・生徒数の割合である出現率については、令和６年ベースとなり

ますが、小学校4.19％、中学校で8.87％となっております。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 
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  令和６年度ベースということで、4.19％、8.87％ということなんですが、この数字というの

は、一定期間、比べて見たときに、どういった推移をたどっているといいますか、その辺り

の分析といいますか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（岩渕克洋） これまで人数については出していたところでし

たが、出現率というところでは、経過を追っていないところがあります。ただ、昨年度で見

ますと、小・中学校とも県全体と比べると、若干、多いという数字となっております。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  全国的な比較というところでいえば、全国的には、宮城県は多いと。塩竈市は、残念ながら

宮城県の中でも多いということで、傾向として、そういった部分というのはあるわけなんで

すが、そうした中で、機会があるたびに、本市における取組ということで、様々、お伺いを

してきました。それで、その対策といいますか、どういう対応を取っていくかという点では、

まず、心身の回復という点での休息の機会としての捉え方に加えて、１つは、学びの機会の

確保ということで、この学びという点については、必ずしも学校の勉強というそういった学

習の部分だけではなくて、社会と接する機会であったり、発達に関する支援であったり、幅

広い形で、子供たちとその保護者の方の状況や希望等も踏まえて、多様な形であるべきでは

ないかということで、これまでも申し上げてまいりました。 

  それで、今回、お伺いをしたかったのは、これまでお伺いしてきたような市の教育行政とし

ての取組に加えて、民間での支援の取組というのも、大分、多様に展開されるようになって

きたなと思っておりまして、フリースクールですとかプレーパーク、あるいは、親の会、相

談場所、こうしたところという意味合いで、今回、子供の居場所ということで表現をさせて

いただきました。宮城県でも、みやぎ子どもの居場所マップということで公表もしておるよ

うなんですが、ここに入っていない取組というのも、一定数あるんだろうと思うんですけれ

ども、本市において、こういった部分、例えば、民間で取り組んでいただいている取組です

とか、そういった部分でつかんでいるところがあれば、お聞きしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（岩渕克洋） ただいま議員がおっしゃるとおり、まず、本市

におきましても、宮城県教育委員会から提供いただいておりますみやぎ子どもの居場所マッ
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プ、こちらでも確認しておりますが、現在、本市に該当する施設はありません。教育委員会

といたしましても、マップに載っていないもので、実際、活動しているというところについ

ては、現時点では、把握していないところになります。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そういった意味で、ぜひ本市にあっても、多様な展開があればと願っているところなんです

が、やはり重要なのは、じゃあ民間の方でそうした団体を立ち上げたいだとか、そういった

思いのある方は、一定数おられると思うんですけれども、いかにして立ち上げるかと、ある

いは、いかにして継続をするかというところがやはり重要なのかと思っておりまして、そう

いった点で、例えば、そういった思いのある方がぜひやりたいとなったときに、その取組の

支援というのが必要になってくるんだろうと思っております。そういった意味で、本市にお

いてそうした部分、そういった取組を立ち上げたいという思いがあったときに、そうした部

分に対する支援というのができるのかどうか、あるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思

います。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（岩渕克洋） まず、宮城県教育委員会では、定期的にフリー

スクールなどの民間施設の代表者、団体、それから行政、教育委員会等が入りまして情報交

換会を行っているところです。市といたしましては、その情報について提供することはでき

るかなということで、まず一つ挙げられます。また、もし民間施設団体で立ち上げがあると

なった場合には、学校とつなぎ役になったりとか、情報の調整役ということで支援すること

は、可能であると考えているところです。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  私としては、ぜひ一歩前に、さらに進めていただきたいなという思いがありまして、立ち上

げのノウハウあるいは継続に関わるノウハウというところでは、そうした方々も自発的に、

様々な場所に出かけていって、そういったものを吸収しているというところはあるんだと思

うんですけれども、一方で、それを塩竈市というところに落としてみたときに、もうちょっ

と現実的な壁というのが立ちはだかるのかと思ってございます。 

  そういった意味で、先ほど志賀議員から、様々、そうした団体等への支援の部分も含めてお
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伺いがございましたが、例えば、運営費だ、事業費だの補助を出せということだけではなく

て、例えば、その場所ということを考えたときに、使える場所、あるいは、場所の提供、さ

らに言えば、地域密着型の方で、集会所なんかの活用を考えておられる方もおられるような

んですが、そうした場合に町内会との関係が出てきますので、例えば、そういったところを

月に一遍、週に一遍借りると。しからば、そこには、一定の費用がかかってしまうとなった

ときに、そこは、一定、手当てしてあげるようなやり方等々を含めて、金銭的な部分がある

なし、様々あるんですが、様々な支援の形というのが必要になってくるのかと思っておりま

す。一定規模の大きなフリースクールみたいなところでの方々というのは、ある意味では、

ノウハウもあるかも分からないんですが、もっと小さい規模で、さらに寄り添った形でとい

うとなんですが、近い形で支援をしたいなんていう方からすると、逆に、そうした第一歩を

踏み出すための難しさというのがあるようだったので、その辺りについても、ぜひ今後、

様々、ご検討いただければと思っておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 黒田教育長。 

○教育委員会教育長（黒田賢一） ご提案ありがとうございます。 

  市としては、私は、今、２年目になるんですけれども、前に地区外のフリースクールを使っ

たという経験があります。そういうことで、私も、市の中でフリースクールとかそういうの

を立ち上げたいという声も、直接まだ聞いていないところもありまして、ぜひ丁寧に話を聞

いて、どういう形で支援できるか。先ほど経費という話もありましたけれども、いきなり経

費だとハードルが高いんですけれども、さっき学校教育課長が話したとおり、いろいろな情

報交換をしながら、塩竈市の子供たちのためなので、何とかその子供たちの居場所づくりに

一緒になって取り組みたいと思いますので、そういう情報がありましたら、ぜひご提供いた

だければと思います。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。その辺りについて、改めて、お願いをさせていただきたい

と思います。 

  時間も少ないですので、次に行きまして、本市の保育行政についてということで、保育需要

の高まりと少子高齢化の関係での需要と供給の推移というのが様々ございます。一方で、課

題としての保育士確保等の取組というところ、様々あるわけなんですが、前段の部分として

保育需要の推移等、課題になっている保育士確保の部分についてお伺いしたいと思います。 
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○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えさせていただきます。 

  保育需要の推移というご質問でございました。保育の全体の利用者数に関しましては、保育

料が無償化されました令和元年度をピークにしながら、保育需要は、全体としては、減少傾

向にあるという状況でございます。 

  しかし、共稼ぎ世帯の増加は、近年、随分進んでおりまして、低年齢児の保育需要に関して

は、依然高く、ピーク時と同水準となっているという状況でございます。 

  あわせて、保育士の確保に関しましては、市内に16の公立、私立の保育所、保育園のほかに

認定こども園があるんですが、各園ともに保育士確保に関しましては、かなり厳しい状況と

なっているとお聞きしております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  少子化、お子さんの数そのものは減っているけれども、低年齢の頃から利用されたりという

ことも含めれば、一定の需要というのがずっと続いている。そうした中で、これは、長期化

した課題ではありますが、いかに保育士を確保していくかというところの課題は、様々ある

んだろうなと思っております。 

  そこで、今回、お伺いをしたいのは、一つには、保育士の配置基準ということで、４歳、５

歳児の配置基準、30人に１人、これが70年以上も続いてきたんだなんていうことで、お話も

聞いたこともあるんですが、保育者の方々、あるいは、保護者の方々の声というのが、よう

やく国を動かしたなとも捉えておりまして、そういった意味で、配置基準、３歳児、４歳児、

５歳児、加えて、１歳児の配置基準の部分についても見直しがあったと言われているんです

けれども、国で出しているペーパーがなかなか難しいもんですから、その辺りを分かりやす

くご紹介願えればと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えいたします。 

  こちら令和６年度から保育士の配置基準の見直しがかかっております。こちらは、今、議員

がおっしゃられたとおり、75年ぶりの見直しということでございます。こちらの内容でござ

いますが、３歳児の基準でございましたが、１対20から１対15人に変わった。４・５歳児に
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関しましては、１対30から１対25に見直しされている。また、令和７年度からでございまし

たが、１歳児の配置基準、基本、１対６というのは、変わりはないんですが、１対５にした

場合、施設に対して給付の加算がなされるという見直しがなされている状況でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ご紹介いただきました。ありがとうございます。 

  それで、こうした形で、実際の保育について、保育士をきちんと配置できるような基準が一

歩進んだわけなんですが、しからば、さらに保育士を確保しなきゃいけないと、こうした悩

みも出てくるということで、そうした中で、各種加算というのは、やってはきたんですけれ

ども、公定単価をいかに引き上げていくかというあたりで、これも、長年、望まれてきたと

いうこともございました。昨年、今年の引上げなんていうニュースもあったんですが、この

辺りも併せてご紹介いただければと思います。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらの配置基準の見直しに関しまして、令和７年度から

１対６の基本的な基準に関して１対５にした場合は、給付の加算がなされるということでご

ざいます。未満児、特にゼロ歳児、１・２歳児は、子供の成長過程において非常に手がかか

る時期というところでございます。なかなかに各施設でも苦慮しているところでございまし

たが、こちら配置基準が見直しされることによって、現場の保育環境、保育士の負担軽減に

つながるというところで、私ども行政といたしましても、こちらに関しましては、ぜひこの

制度を活用していただけるように周知を進めていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。 

  １歳児の配置改善加算というんですか、そうしたところの取組について、ただいまご紹介い

ただきました。 

  こっちから申し上げれば、24年度、10.何％、そもそも引上げがあったと。今年も5.幾つと

いうことで、一定の幅のある公定単価の引上げということが言われておるんですが、先ほど

ご紹介もありました１歳児の配置改善加算、こうした部分を含めてこういうふうに決められ

たのはいいものの、きちんとそれが各現場に届くような形にならないといけないと思ってお
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りまして、そうした中で、先ほどご紹介のあった１歳児の配置改善加算であれば、条件が３

つほどあるということで、１つには、処遇改善加算の取得であるとか、あるいは、業務にお

けるＩＣＴの活用、３点目、これはどうなのかなと思ったんですが、職員１人当たり平均経

験年数10年以上というこの３つの条件をクリアすると、この部分が加算されるということで、

その辺り、本市において、どこまで現実に即したものになるんだろうという思いがあるんで

すが、その辺りはいかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらに関しましては、行政としても非常に大きな課題で

あると捉えてございます。今現在に関しましては、入所の待機児童、年度当初に関しまして

は、ゼロ人を達成している状況でございましたが、年度途中に関しまして、だんだんと待機

の児童が増えてくるという状況もございます。今、議員がおっしゃられたような、単純に１

対６が１対５にしたからというだけではなくて、例えば処遇改善加算の研修を受けているだ

とか、あるいは、平均の経験年数10年以上、こういったところなども要件の一つになってく

るというところで、全てがクリアしていないとこの加算の対象にならないよといったところ

も含めて、該当の可能性がある施設に関しましては、しっかりと周知、伝えていきながら、

この加算を活用していただけるように行政としても支援していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  せっかく制度が一歩、僅かな一歩かも分かりませんが、前に進んだわけですので、それをぜ

ひ現実に下ろせるような、そうした取組をお願いしておきたいと思います。 

  それで、最後に、病後児保育ということで私は書いてしまったんですが、病児・病後児保育

ということで読み替えてお伺いしたいと思います。 

  特定の園において補助していただくようになったわけなんですが、その事業の中身といいま

すか、そういったところと、利用状況は、今現在、どんな感じなのか、その辺をお伺いした

いと思います。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えいたします。 

  まず、この制度の内容でございましたが、こちらの制度に関しましては、病児保育に関しま
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しては、子供が病気の際に、自宅で保育が困難な場合に、病院、保育所などで一時的に保育

を行う内容となってございます。 

  また、病後児保育に関しましては、病気の回復途中にある子供の保育を行うものということ

で、こちらの内容が定義されてございます。 

  利用状況ということでございましたが、今現在、今年度から始まっておりますので、５月か

ら11月までの状況となってございます。こちら病児保育利用の利用者が延べ35名、病後児保

育利用のお子様が延べ９名、なお、こちらに関しては、事前の登録が必要ということで、事

前登録されている方が124名という状況になってございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  事前登録というお話だったんですが、これは、仮に、そういった何らかの形で疾病にかかっ

てしまっただとかというときに、そういった形でスムーズに使うための事前登録という意味

合いなんですか。その辺を重ねてお聞きしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 議員がおっしゃるとおりで、こちらは、実際に病気になっ

た後ではなくて、なる前に事前に登録はしておいて、お子様をスムーズに保育、預かれる環

境をつくるために事前の登録が必要という内容でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  目の前で苦しんでいらっしゃる子供を前に登録からというのでは大変だということもあって、

事前のということでの取組なんだろうと捉えてございます。 

  それで、約半年で35名、９名ということで先ほどご紹介がございました。この数字について、

事業として見た場合に、一定の目的といいますか、成果といいますか、そうした部分と照ら

した際に、その辺りというのはどのように捉えておられるのか。あるいは、実際に事業が始

まって見えてきた課題ですとか、その辺りもお聞きをしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちら病児・病後児保育に対する課題ということでござい
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ます。こちらに関しましては、生後６か月から小学６年生までを預かれるという制度になっ

てございます。当然、こちらは、預かるところが保育所、保育園ということで、基本的には、

未就学児をお預かりする施設でお預かりをするというところで、対象としては、小学生、学

童も対象となっているんですが、なかなかに学齢期の児童の方の利用がまだ少ないという状

況になってございます。こういったところをしっかり周知をしながら利活用につなげていた

だけるというのが、今現在の課題なのかなと捉えてございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  医療が関わる取組ということで、様々、難しさもあるんだろうと思ってございます。実際、

お話もお聞きしましたが、そうした中での実際に携わる方々のご苦労というのも様々あるよ

うでして、その辺りのバックアップというところも、お願いをしておきたいと思ってござい

ます。 

  それで、お伺いをしたいのは、先ほど事前登録ということでの手続の部分でのお話はござい

ました。それで、しからば実際に利用する際の関係で、何らかの形で症状が出ていると。そ

うした中で、その状況の正確な把握という点で、連絡表というものの提出が求められるとい

うことでお聞きをしたんですが、この連絡表というものについてご紹介願えればと思います。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） この病児・病後児保育を利用する際におきましては、当然、

病気であることの証明、あるいは、現在の症状の証明が必要でございまして、事前に提出い

ただく資料といたしましては、家庭医連絡表ということで、主治医の方から書いていただく

ための連絡表、こちらが必要となる状況です。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） ありがとうございます。 

  それで、連絡表の現物も見せていただいたんですが、一般的な診断書をもうちょっとソフト

にしたようなといいますか、そういった形で、お医者さんの方に書いていただいて、判こを

ついていただいてということでのやり取りかなと思っているんですが、これの取得に当たっ

て、一つには、ハードルというと違うんですけれども、実際にいただいた声として、全ての
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医療機関でこれの記入をお願いできるわけじゃないということでのお話がございまして、そ

ういった意味で、事業の利用に一定のハードルになっている部分があるのかななんて思って

おったんですが、その辺りの事情をご紹介いただけますでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらの家庭医連絡表でございましたが、制度開始に当た

りまして、医師会を通しながら各医療機関にお願いをしているところでございましたが、何

分、体調を悪くして病気、あるいは、病気の後の回復期にある子供の利用というところで、

できる限り無償でというところでお願いしているところでございます。 

  ただ、しかしながら、今、議員からご紹介ありましたように、全ての医療機関で同じように

対応していただける状況ではないということで、こちらも先ほど課題としてお話しさせてい

ただかないでしまいましたが、今現在も、全ての医療機関に対応いただける格好でというこ

とで、まだお願いを継続してしているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  診断書だと数千円程度の料金がかかるというところを、この連絡表という形で、保護者の方

との関係では無償であるということで、そういった部分が医師会との関係でどういうふうに

捉えられているのか、私は、その辺は、つかまえてはいないんですが、かかりつけ医のとこ

ろでそういったものが取得できないというケースがどれぐらいあるのか、その内訳みたいな

ところまでは、つかめておりませんけれども、ふだん行っているお医者さんでもらえるもら

えないというところの差が出てきてしまうだとか、こういったことになると、せっかくの事

業というところで、一定のハードルになっちゃうのかとも思っておりまして、ただ、全体と

して、医師会にご協力をいただいてというのが前提にある以上、何らかの形で縛りをかける

わけにもいかないというところも理解はしておるんですが、そうした声を頂戴したというこ

とで、改めてご紹介をさせていただきながら、この事業が広がればいいだとか、利用が増え

ればいいという言い方が正しいのかどうか、そういったところもあるんですけれども、スタ

ートした以上は、ぜひきちんと安全・安心を前提としてご利用いただきたいという思いがご

ざいましたので、その辺りのところを、改めて、重ねてお願い申し上げまして、私からの一

般質問とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
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○副議長（今野恭一） 以上で、小髙 洋議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は４時40分といたします。 

   午後４時３１分  休憩 

                                            

   午後４時４０分  再開 

○副議長（今野恭一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  17番土見大介議員。 

○17番（土見大介）（登壇） 塩釜を元気にする会の土見大介です。 

  本日は、質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。なかなか皆さんの顔を

見ると、お疲れの様子もあって、ちょっとやりづらいところも出てくるんですけれども、頑

張って最後までやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  人口減少、少子化、高齢化、皆さんご存じのとおり、塩竈市は、たくさんの問題を抱えてお

ります。その中で、時には市民とか民間の事業者の皆様から、なかなか厳しいなと思えるよ

うな課題に対しても、適切に対応しながら働いてくださる職員の皆様に、非常に感謝をして

おります。 

  一方で、忙しさゆえか、政策の練り上げがどうしても不十分だなと感じる点も、この仕事を

していると幾つか見ることもできます。今後の塩竈市において、職員の皆さんの地力を高め

ることが各政策の効果を高め、行政運営をよりよい方向に進めていくのには、大切だろうと

いうことを常々思っております。その職員が、本来行うべき職務にやりがいを持って専念で

きる環境を整えるということが、今、我々といいますか、みんなで取り組むべき最優先事項

なんだろうと考えております。 

  そのような観点から、行政としてのパフォーマンス向上を大きなテーマとして据えながら、

本日、質問をしていきたいと考えております。 

  質問の１項目めです。若手職員を中心としたワーキンググループによる組織改革等の検討体

制についてと題して質問をさせていただきます。 

  令和９年度、組織改編及び窓口業務改革に向けた若手のワーキンググループを設置したとい

う話を、先日、各常任委員協議会でご報告いただきました。この取組自体には、大いに賛成

するものであります。 
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  しかしながら、一方、正規職員の数は年々減少し、会計年度任用職員の皆様に役割を担って

いただくことが非常に多くなっている。そして、組織内における世代間の知識・技能の継承

の不足というのも見られる。また、法令理解の不足や手続ミスの発生ということも、併せて

ご報告いただいた各常任委員協議会であったわけなんですけれども、このようなことから、

この若手職員のみを中心としたワーキンググループの体制というものが、本当に実効性のあ

るものなのかというところには、若干の不安を抱くものであります。 

  また、今回、あってはならないことではありますけれども、このワーキンググループという

のが、なかなかいい結果を出せなかったとなれば、頑張ってくださった若手の皆さんのやり

がいというものを搾取する。そして、逆に、マイナスの方向へ働く。有望な職員が離職した

りとか、または、やる気を失ってしまったりということにもなりかねないということで、非

常にメリットもデメリットも大きく振れるものだと考えております。 

  そこで、まず、最初に伺いたいのは、若手中心のワーキンググループのメリットをどう考え

ていらっしゃるのか。また、同時に、若手ならではのデメリットというのも一般的に言われ

ております。そのものをどう認識してフォローしていこうと考えているのか、そこからご回

答をいただきたいと思います。 

  以降は、質問席にて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） 17番土見大介議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  若手職員を中心としたワーキンググループによる組織改革等の検討体制についてお答えをい

たします。 

  若手職員を中心とすることのメリットとデメリットについてでございますが、そのメリット

といたしましては、本市行政運営の将来を担う職員に意見を求めることで、現場からの率直

な提案が期待できることが挙げられます。また、若手職員の経験習得の機会やモチベーショ

ンアップにつながるものと考えております。 

  一方、デメリットといたしましては、各所属の事務を抱える中での検討でありますので、一

定の負担が生じることが懸念されますが、所属課に対してもメンバーへの配慮を求めていく

ことや、極力、少ない回数で会議を開催するなどの工夫を行うことで検討を進めるよう配慮

してございます。 

  私からは、以上です。 
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○副議長（今野恭一） 土見大介議員。 

○17番（土見大介） ご答弁ありがとうございます。 

  まさに市長がおっしゃったとおりに、このワーキンググループが成功すれば、市役所にとっ

てももちろんのことですけれども、それぞれの若手の職員の皆様にとっても非常に大きな財

産となるものだと考えておりまして、絶対に成功させてほしいと願っているところでありま

す。 

  そのためには、先ほどお答えいただきましたデメリットというところをしっかりとフォロー

していきながら進めていく必要があるわけで、そこを今回の質問の中で少し煮詰めていきた

いと思っております。 

  まず、前提としての話になるんですけれども、ここでいう若手ワーキンググループの若手と

いうのは、実際、誰のことを指すのか。そして、若手ワーキンググループのメンバーという

のはどの程度いるのか。その辺りのところから教えていただきたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） 今回、ワーキンググループとして、若手職員ということで設け

させていただいた部分ですけれども、まず、若手職員というのは、すみません、明確な基準

は設けておりません。ただ、一般的には、文脈にもよるんですけれども、入所後、数年から

10年ぐらいの職員をイメージしながら、年齢でいえば、30代前後ぐらいの職員をイメージし

ております。実際、今回、構成するに当たりましては、各部から１名ずつ、各部長から推薦

いただく形でメンバーを募っていますので、まずは、基本的には、７つの部から７人出てい

るという形になります。大体30代くらいとは言っているんですけれども、当然、ばらつきも

ありまして、中には年配の職員もおりますし、中には、係長職も入っているような構成にな

っております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 土見大介議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、若手というか、期が、ある程度、若い人がというところのなのかと、期といい

ますか、入所以降がと。実際、人数としては、そうすると、７つの部署からと、プラス事務

局を合わせても10名とかその程度の規模なのかと伺いました。 

  それでは、冒頭で私が述べさせていただきました懸念点について、一つ一つご回答いただき
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たいと考えております。 

  まず、塩竈市の職員の構造のことなんですけれども、通告にも書かせていただいたんですけ

れども、塩竈市全職員のうちの約４割程度が会計年度任用職員であると、決算特別委員会な

どの資料を見るとなっております。ということは、課にもよりますけれども、実際の職場の

中で働く方の半分ぐらいが会計年度任用職員であって、正職員は半分強であると。そのうち

から、各部課から１人ずつ、人がそっちのワーキンググループに割かれるとなると、各現場

は、非常に忙しくなってしまうんじゃないかと考えておるわけなんですけれども、今お話し

いただくと、入所から、３年から10年ぐらい。要するに、今後、課長とか、係長とかもしく

は部長と、そのエリアを仕切っていく、担っていくような方々が、「ぽっ」と担当からいな

くなってしまうということだと思うんですけれども、その方々の抜けた後の仕事の部分のフ

ォローというところ、先ほど市長からも、周りでサポートするというお話はいただいたんで

すけれども、もう少し具体的にどのような体制を取ってフォローしていくのかというところ

を伺いたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） まず、参加される方の会議の持ち方も少し工夫を、回数をかなり少な

くしたいと思っていまして、来年の４月までの間に、11月ぐらいからスタートしているんで

すけれども、おおむね２か月に１回ぐらいのペースで開催をするということで、そんなに過

度の負担にならないような回数制限をまずしています。会議時間の制限というのも設けてお

りまして、長時間の拘束はしませんで、案件にもよりますが、おおむね１時間以内の会議を

開催したいということでの時間的な制限を設けているし、資料については、当然、事前に配

付をさせていただいて、目を通していただくこと。あとは、今ですとチャットアプリとかが

ありますので、若手なので、そういったもので情報の共有をするとか、できるだけ時間とか

場所にとらわれないような運用をしているという状況でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  会議も時間がかからないようにということでご答弁をいただきました。２か月に１回、１時

間ぐらいということなんですけれども、もちろんこの会議に挑むための準備というのも、そ

れぞれのメンバーの皆さんには、課せられているわけであると思います。ましてや、今回、

若手ワーキンググループで担う責務というのは、非常に大きなものでもあるということもあ
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って、それぞれが非常に大きな時間を、どの仕事を置いてそれぞれ準備をしていくのかとい

うところも、気になるところではあるんですけれども、その前に聞きたいところとしまして、

よく決算特別委員会の資料として、時間外勤務の実態表みたいなのを頂くことがあります。

その中を見ると、各課それぞれ年間、ある程度の時間を時間外として計上しているというこ

とがあります。もちろん課によって大きく違うところなんですけれども、今回、このワーキ

ンググループに参加されているメンバーの皆さんの時間外勤務の実態というのは、どの程度

あるのか、それを把握されているでしょうか。その点、もし把握していたら教えていただき

たいと思います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） 今回、ワーキンググループに参画いただいています職員につい

て、先ほど各部からの推薦とはなったんですけれども、今回、メンバーに入っていただく中

で、まずは、おのおの部署、あるいは、おのおのの部署の係の時間外の実態は把握しており

ます。そこに時間外のほうが多い少ないという極端な傾向は出ていないんですけれども、た

だ、当然、彼ら彼女らがワーキンググループに参画することによって、その課の、その係の

時間外に影響がどう出るかというのは、注視しながら進めていければと考えております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  時間外を全くゼロにしろというのは、難しい話だとは思うんですけれども、時間外が多い中

で、さらに新たな任務をということだと、本人のやる気があったとしても、それをこなすだ

けのいいパフォーマンスってなかなか出せないと思うんです。時間をどこで捻出するのと、

家に帰ってから資料を読み込むのと、調べものをするのということにもなってしまいます。

なので、この部分、頑張ってやりますとかそういう精神論ではなくて、実際に、どれくらい

にそれぞれのメンバーに負荷がかかることになるのか。それは、単なる会議の時間という表

に出るものだけではなくて、会議って準備のほうが大切ですから、その準備に要する時間も

考えながら、実際、どれくらいこの方々に追加の時間としての勤務が課せられるのかという

ことは、しっかり見積もっていただきたいと思うんですけれども、その点、もしご回答いた

だけるものがあれば、教えていただきたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 
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○総務部長（本多裕之） 今回の若手ワーキンググループのメンバーの選定は、こちらから一本

釣りしているわけではありません。各部からの推薦ということですが、部長の一本釣りでも

なくて、当然、部長は、各課長に相談をしながら部としてメンバーを選定します。今回のワ

ーキングの時間も明示しておりますので、その中で、この期間内にどうしても外せない職員

って、どうしてもコアメンバーとしてやらなければならない、そういう方は、時間外の多い

方だと思うんですけれども、そういうところの業務の見合いの中で、部の中で調整をいただ

いて、比較的、対応できる方を選んでいただいているという点があります。なので、そうい

った意味でも、過度の負担というところには、ならないような配慮をしておりますが、今、

議員がおっしゃるとおり、陰の見えない部分というご説明がございましたので、その辺につ

きましては、できる限り事務局サイドでフォローさせていただくような対応を考えてまいり

たいと思います。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  今年の10月から12月にも、勤務の実態調査みたいな調査もされていると思うんですけれども、

ここら辺の回答を、定性的ではなくて、ちゃんと定量的に行っていただくことが必要なのか

と。というのは、それぞれの各部、各課から選出しているので、今、総務部長がおっしゃっ

ていただいた、言い方を変えると、なので、私としては分かりませんというのが正直なとこ

ろなのかなと思いつつも、やはり、そこって把握しないと、ここでそれぞれ選任された職員

の皆さんは、頑張ってくれるとは思います。でも、その頑張りに、気持ちだけにあまりにも

頼り過ぎてしまうというのも、組織としては、非常に大きな問題ではあると思っております。 

  また、会議は２か月に１回、１時間程度とあるんですけれども、では、このワーキンググル

ープがどこまでのものを成果物として出すのかというところも、非常に気になるところはあ

るんですが、そこまで聞いているとなかなか終わらなくなってしまうので、分かりやすいと

ころだけやっていきたいと思います。 

  続いて、一緒に先日の各常任委員協議会でお示しいただいたものに、内部統制の話があった

かと思います。内部統制の中で、令和７年度上半期に97件のリスク事案が発生しましたとい

うことがありました。その要因としては、知識不足や管理不足というのが大きな要因である

と、併せて情報としていただいているわけなんですけれども、今回、このリスク97件という

ものは、例えば、若手の職員がどうしても発生させてしまうケースが多いのか、それとも、
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年齢に関係なく全体的に多いものなのか、そこら辺を見極める必要も出てくるんだろうと思

うんですけれども、その点はどうでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） 今回、各常任委員協議会で内部統制、上半期の各部課において

生じたリスクは97件と、部ごとの内訳で報告させていただいておりますが、こちらの取りま

とめの中で、財政課としては、一応、97件のリスクを冒した年代ではないんですけれども、

職階ごとの内訳としてこちらのデータをつかんでおりまして、ただ、今後、これをまた分析

していく中で、要因が、例えば、個人の資質によるところなのか、あるいは、職場の上司と

の関係ですとか、周りのフォローとか、そういう背景的なものもあるのかと、そういった分

析は加えながら、また今後、これは注視していきたいと考えております。 

  ですので、内部統制は、今、メインの作業としては、庁内の研修等を行わせていただいてい

ますけれども、こちらについても、例えば新人研修向け、一般職員向け、あるいは、管理職

向けとバラエティーを持ちながらやっていますので、そういったやり方を、あまり細かくし

過ぎていくのもあれですけれども、その分析を通した中で、それぞれに対する対応は取って

いければと内部統制でも考えております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） なかなか、もやっとした感じのご答弁をいただいて、どうしてもイメージ

がつきづらい部分もあるわけなんですけれども、そこの部分をしっかり調査しないと、一般

的に若いメンバーというのは、例えば、知識とか経験が不足していると言われがちなところ

もあって、そういう部分をどうやってフォローするかというところのやり方も、ここをしっ

かり見ていかないと、見誤ってしまうところもあるかと思いますので、ここは、今からだと

は思うんですけれども、ぜひしっかりと分析をしていただきたいと思っています。 

  この部分、一つ提案というか、先ほどご答弁の中にもお話としてあったんですけれども、こ

の若手ワーキンググループのメンバーが、このワーキンググループのメンバーとして仕事を

する分、それをどこでフォローするかというところの一つとして、事務局でサポートしたい

というお話もありました。では、具体的に事務局でどんなことをサポートしていくのか。あ

とは、先ほど若手ゆえといいますか、知識だったり経験不足、また、今回、リスクの分析の

中にもありましたけれども、例えば、法令・条例の理解不足というところも挙がっていたわ
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けなんですけれども、そういうところをしっかりフォローする体制というのはどうやって構

築していくのか、その部分を伺いたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） 事務局のワーキンググループに対するフォローということです

けれども、当然、それは、各開催するワーキンググループの開催の準備ですとか、あるいは、

そこの議事録の取り方ですとか、あるいは、そこで出た意見の取りまとめは、事務局もしっ

かり力になれるように進めていきたいと思います。 

  また、あとは、ワーキンググループのほかにも、この取組を進めるに当たって一番頂点にあ

るのは、行財政改善推進本部会議がありますので、その間にまた部会というものがあるんで

すけれども、そういったワーキンググループで考えた素案を上に諮りながら、あるいは、そ

うやって決定していく過程の中でも、おのおのの意見を事務局がうまく取りまとめながら進

めていければと考えています。 

○副議長（今野恭一） 議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたします。 

  土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、ワーキンググループで出た結論というのを、それの上部組織といいますか、さ

らに上のところでもんでいくと。そうすると、ワーキンググループの役割というのは、ある

程度、たたき台つくりとかというところに限定されるのかと感じたところはあります。そう

すると、ワーキンググループの役割ってあまり大きくないのかなと、寂しく思ってしまうと

ころもあるわけなんですけれども。 

  そこで気になった点があって伺いたいんですけれども、このワーキンググループの作業と同

時並行で、長期総合計画の後期基本計画の策定という業務も市役所にはあろうかと思います。

総合計画というものの性質上、総花的になってしまうというのは、仕方ない部分も一面とし

てはありつつも、なかなか前期は、実際にどういうことを重点的にやっていきたいのかとい

うのが見えづらい計画でありました。なので、後期としては、基本計画にもう少し鋭さとい

うものを期待していきたいんですけれども、その中で伺いたいんですけれども、先ほどワー

キンググループの役割というところがそんなに大きくなさそうなお答えもいただいたので、

この質問が的外れになってしまう可能性はあるんですけれども、組織というものを決めると

きに、組織って何をやりたいかという戦略に基づくと思うんです。なので、市としてどうい
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うことをやりたいからこういう組織にしましょうというのがあると思います。そうすると、

後期基本計画の策定というものとうまく足並みをそろえながらワーキンググループのほうで

検討していかないと、当たり障りのない組織になってしまうと思うんですけれども、この若

手ワーキンググループというのは、後期基本計画の策定にはどのように関与していくものな

のか、その点を伺いたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） そもそもこのワーキンググループ、組織改編なんですけれども、

今回、組織改編を庁内で進めるに当たって２つのテーマを設けていまして、まず１つ目は、

長期総合計画後期基本計画の実現組織であること、もう一つは、時代の潮流の変化に対応し

た組織づくりをしていきたいということで、その大きな命題をまず含みながら進めていくと。

それは、ワーキンググループで議論していく中でも、当然、踏まえなくてはいけない観点だ

と思っております。 

  では、その進める中に、どう注意を払っていくかということになりますと、先ほど申し上げ

た本部会議との間に部会が今回は入っていまして、その部会というのは、各部の調整担当課

長で構成されています。ですから、今度は７人の課長となるんですけれども、この部会の中

に、政策課長にも入っていただいておりまして、長期総合計画の進捗もそこで確認しながら、

上に下に情報を共有しながら進めていくと、そういった立てつけを準備しております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、今回のワーキンググループでは、策定が進められていく長期総合計画の後期基

本計画に合わせて若手の職員たちが意見を出して組織改編を進めていくと、案を出していく

という位置づけなんですね。理解いたしました。 

  では、次の気になったところなんですけれども、今回、組織改編を若手中心に提案するとい

う形なわけなんですけれども、その効果検証というのはどのようにやっていくのか。改編し

たことによって、ここがよくなりました、ここは悪くなりましたということも見ていかない

といけないと思うんですが、効果検証というのは、どういうふうに行おうと考えているのか。

これって、データ取りも合わせて最初に考えておかなきゃいけないことなんですよね。そこ

をどのように考えているのか、伺いたいと思います。 
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○副議長（今野恭一） 佐藤財政課長。 

○総務部財政課長（佐藤 渉） 組織改編の成果をどのように捉えるかということに関しては、

まずは、正直、なかなか難しい課題だとは考えております。では、その指標をどのように立

てていくかということも、すみません、今後、検討させていただければと思っています。 

  ただ、今回、令和９年度に組織改編、大規模なものとさせてはいただきますが、各年度、実

情に応じた小規模な改編というものもしていきますので、そこは柔軟な改編もありますので、

それありきではないんですけれども、そういったことも織り込みながらこの組織改編を進め

ていければと考えております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  短いスパンでどんどん細かく改編していくというのは、必要なことだと思いますけれども、

そのためにもやはり指標というのは必要なわけであって、そこをしっかりと設定していただ

くというのは、必要なことかなと。特に、定性的に、例えば市民アンケートで、文章でとい

うところだけではなくて、ちゃんと定量的に判断していくというのが、本当に求められるも

のなのかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次の質問に移りたいと思います。 

  もう半分使ってしまったので、２番目の質問として、情報インフラの整備についてお伺いし

たいと思います。 

  塩竈市におきましては、今、塩竈市ＤＸ推進ビジョンに基づいて、「一人ひとりが夢や希望

を叶えるために みんなで支えあい、誰もがチャレンジできる “やさしさ”にあふれた塩

竈へ」を基本理念とし、「市民サービスの向上に向けたＤＸ」、「行政の効率化に向けたＤ

Ｘ」、「地域の活性化に向けたＤＸ」の３本を基本方針としてＤＸ推進を行っているという

ことでございます。ちょうどこの推進ビジョンの計画年度が、今年、令和７年度で最終年度

となっておりますので伺いたいわけなんですけれども、誰もがチャレンジできる、優しさに

あふれた塩竈にはなったでしょうか、伺います。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 今、議員からご紹介いただきましたＤＸビジョンに基づきまし

て、アクションプランというものを立てておりまして、先ほど基本方針３つもご紹介いただ
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きました、それに伴いまして15の施策を行っております。そのうち主に目標も設定しており

まして、15のうち13事業は、今のところ目標どおりに進んでいる状況でございますので、今

の進捗は、そのような状況になっています。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  私もアクションプランを拝見させていただいておりまして、目標も確認させていただいた上

で質問させていただいたというところもあります。最終的には、何をやったというよりはど

うなったというところ、よくアウトプットなのかアウトカムなのかなんていうことも言われ

ますけれども、行政が何をやったではなくて、市民生活がどうなった、そういうところが最

終的な指標になってもらえるとうれしいなと考えております。それ以上は言いませんが。 

  正直な感想として、令和５年度から本日までの取組を拝見させていただくと、まず、デジタ

ルデバイスの導入というのは、市民の窓口においても、結構、進んでいるのかと思います。

実はＤＸって、もちろんご存じのことだと思うので釈迦に説法ではありますけれども、デジ

タルデバイスを導入するだけではないんです。それだと単なるデジタル化ですけれども、そ

の先にもう一歩、デジタルデバイスを使うことでやれることが増えたり、より効率的に行え

るようになったりということを実現するのがＸの部分であって、そこを実現しないと、片手

落ちになってしまうと。今の塩竈市というのは、デジタルの導入の部分までは、何となく進

んだように見えるんですけれども、その先の部分というのがまだまだなのかと。我々議員も、

タブレットを導入させていただきましたけれども、じゃあ紙の資料の頃と比べてすごく使い

やすくなったって実感できている議員がどれくらいいるのかというところを、我々もまだま

だ推進不足なところはあるだろうと思っております。なので、紙のときよりすごく使いやす

くて、議員活動が物すごく充実していますと全議員が言えるように、我々も頑張っていかな

きゃいけないわけなんですけれども、今の塩竈市議会は、そういう状況なのかとも考えてお

るんですけれども、もう一回、話を行政に戻しますと、例えば、情報発信のことを一つ例と

して取り上げさせていただきます。 

  様々な媒体を使って、いろんなコンテンツ、テーマを持って積極的に情報発信されているな

ということを感じております。従来、本来であれば紙だけだったものが、ＳＮＳも活用する

し、ホームページも活用するし、アプリも使いますしというところで、非常に多くの手法で
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多くの方に届けるという努力をされているのかなと思うんですけれども、一方で、感じるこ

ととしては、大変そうだなというのが正直なところとして思います。 

  また、もう一つ、懸念点として出てくるところは、こういう情報伝達のためのインフラとい

うのを、いろんなものを増やしていくと、それによって市民のデジタルデバイスに対する依

存度というのが高まってくると、災害時、もし通信、電力が喪失された場合、市民への情報

伝達ってどうしたらいいんだろうというところが、まず一つ、大きな課題になってくると思

います。 

  そこで伺いたいんですけれども、今年度でこのＤＸ推進ビジョンは、まず一旦終了します。

その中で、これまでの知見を踏まえて、今後、どのような情報インフラを整備していこうと

考えているのか。平時の情報は、今、世の中を見ても、ある意味、氾濫状態です。そのよう

な氾濫状態、それに対応する行政のコスト高というところ、それから、災害時のロバスト性

ですよね。どうやって災害時も皆さんに滞ることなく情報を届けるようなシステムを組んで

いくか。この部分を中心に、今後の整備計画について伺いたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 今年度でＤＸのビジョン、アクションプランが、まず一旦、終

了するということで、今後のビジョンをどのように更新していくかという作業を、今、進め

ているところでございます。具体的なというよりは、ちょっと大きな考え方でございますけ

れども、こういったデジタルデバイスを導入するには費用もかかります。あと、その大きな

目標として掲げております市民の利便性向上ですとか業務効率化など、そういった導入する

費用と効果、その費用対効果のバランスを見ながら、最適なデバイスを導入していくべきな

んだろうと思っております。 

  あと、もう一点、災害時のものでございますけれども、去る９月定例会で、補正予算でお認

めいただきました塩竈市避難誘導ＬＥＤビジョン整備事業につきまして、そういったもので

も災害時の避難誘導ですとかそういった情報提供は、させていただきたいなと考えていると

ころでございます。停電の際にも、24時間程度もつようなバッテリーなども、今、採用する

ことで検討しているということを聞いていますので、そういったものをしながら情報伝達に

はつなげていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 
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○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  先ほどのソフトウエアの部分でいえば、それぞれ最適なものを導入というところもあったん

ですけれども、利益を享受する側の市民としても、例えば、デジタルデバイスに明るくない

方ですとか、ものによって様々な手法が出てくると、どうしても対応に苦慮してしまうとこ

ろというのがあろうかと思います。その方々がどうやって迷わずにやりたいことを実現する

か、目標にたどり着くかというところを考えていく。ただシステムを導入するんじゃなくて、

システムを導入した後の主にインターフェースの部分、ユーザーエクスペリエンスの部分の

改良というのは、常にやっていかなきゃいけないことだと考えております。 

  その中で、僕としては、行動科学の部分でナッジ理論なんていうものを使いながら、一つキ

ーワードとしてやっていければいいのかと考えているわけなんですけれども、ナッジ理論っ

てご存じでしょうか。もしご存じだったら、ご説明いただくと助かります。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） ナッジ理論でございますが、こちらは、英語で「軽くつつく」

という意味だということで捉えております。行動をそっと後押しするような、行動経済学の

知見を活用した、人々が自発的に行動につなげられるようなアプローチのことであると認識

しております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ご説明ありがとうございます。 

  ぜひ役所としても、そういうものを導入してほしいと思っています。何も難しい話、ナッジ

理論なんて言葉を使ったから難しくなるんですけれども、単純に、例えば、並んでほしいん

だったら、床に足跡のマークを点々とつけていくとか、駅に行くと、この階段を上ると何キ

ロ消費しますと書いたりとか、ああいうものであって、もう既に役所でも、一部、導入され

ているところはあると思いますが、それを、今回、取り入れたデジタルデバイスにも活用し

ながらユーザーインターフェースを改良して、使う方々が、「何だ、難しくてよく分かんね

えや」とならないように、「何だ、デジタルデバイス、こういうのを使うとすごいいいんだ

な」と思っていただけるような経験というのをしていただくということが、今後、デジタル

化の社会の中で、塩竈の人々がうまく対応していくためのいいトレーニングになると思いま

すので、その部分をしっかりやっていただきたいと考えております。 
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  続いて、ハードウエアの部分で、先ほどデジタルサイネージの話をいただきました。それと

同時に、私からも、電源を喪失した場合はどうするのという問題提起もさせていただきまし

たけれども、ぜひ市として、先ほどの行動科学の話もあるんですけれども、市民の皆さんが

自発的によりよい行動を取れるようにというところも願いながら、市内にサイネージという

のをもう少し増やしてもいいのかと思っています。そのサイネージというのが、先日の議会

でご提案いただいたものも結構なんですけれども、例えば、今、新宿御苑なんかでは、環境

省がＥインクって電子ペーパーの技術を活用したサイネージを設置していたりします。これ

というのは、電源がなくなっても、映し出されているものが、そのまま保存されるというこ

ともあって、万が一にも対応できるものである、中身を書き換えるときだけ電力が必要とい

うものでもあります。また、塩竈市は、インターネット経由で情報というのをもちろんやり

取りできますから、そういうもので、緊急時、例えば、地震が発生したらば、一瞬で全ての

サイネージの内容を変えて、そのまま、最悪、倒れようが、電源が切れようが、それをちゃ

んと表示し続けると。例えば、こっちに逃げろっていうんだったら、そのまま逃げるような

指示を出し続けるようなものにもなりますので、ぜひそういうサイネージというのも、検討

していただいたほうがいいのかと。一番身近なところだと、スーパーマーケットのポップと

か値札が、今、結構デジタルになっていると。あれがまさにそれの技術なんですけれども、

そういうものを活用していただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

  次の質問に移らせていただきたいんですけれども、一例としてということで、宮城県で取り

組んでいらっしゃるみやぎポイントのことを、今回、通告書に上げさせていただきました。 

  実は、先ほど災害対応をどうするのという話もさせていただいたんですけれども、災害対応

って頻発すると困るんですけれども、万が一なので、平時は、もちろん起きないことが望ま

しい。そうすると、緊急時に、いきなり「じゃあ、こういう行動を取って」と言われても、

なかなか皆さん、身についていないからどうしても戸惑ってしまうということもあって、防

災訓練を、毎年、実施していただけているんだと思うんですけれども、その一つのポイント

として、みやぎポイントのプラットフォームって非常に面白いものだと考えています。 

  ふだんは、ポイントという名前のとおり、登録してくれた方にポイントをやり取りするよう

なツールとして活用でき、あとは、健康促進のためのツールとして使えたり、災害時には、

災害の情報を提供したりという形で、緊急事態のために、平時からなれ親しんで使うことが

できるアプリでもあります。こういうものを市としても積極的に取り入れていただけると、
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市民との情報のやり取りというのも、より円滑にやりやすくなるのかと考えております。特

に、先日、仙台市議会の定例会でもお話がありましたけれども、今、みやぎポイントを活用

すると、発行の間接経費というのも非常に低く抑えられるということもあります。ですので、

ぜひこういうものを、交付金の事業で行えるうちにうまく整備して、多くの方に活用しても

らうと。そのインフラを整えた上で、例えば、町内会でのボランティアポイントをそこに付

与するとか、介護予防のポイントを付与するとか、そういうことで市政の様々な分野にうま

く浸透させていくと、ふだんなれ親しんだアプリを使って災害時も活用することができると

いうことが実現できるわけです。なので、ぜひ、みやぎポイントの活用、ポケットサインの

活用というのも、ご検討いただけるといいかと思うんですけれども、その点、どうお考えか、

伺いたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 現在、宮城県で進めておりますみやぎポイントにつきましては、

ご紹介いただきましたように、例えば、商品券の代替策としてコストの削減というのは、一

定程度、効果があると認識しております。 

  ただ、一方、利用に当たって、マイナンバーカードとスマートフォンを保有していなければ

いけないといった条件もあります。本市におきましては、マイナンバーカードの保有率が約

８割であるということと、あと、ご高齢の方は、スマートフォンをまだお持ちでない方とい

うのも一定程度いらっしゃいますので、これらのことを勘案しまして、そういったイベント

時のポイント付与などについては、検討すべきだとは思うんですけれども、例えば、商品券

としての活用などは、慎重に進めなければいけないものであるかなということで認識してお

ります。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  行政として考えなきゃいけないところって、そこなんですよね。先日も、仙台市でも、郡市

長がこれを提案したら、急にオンブズマンから指摘を受けたなんて話もありましたけれども、

実は、例えば、みやぎポイントのようなものを活用することで、経費というのが浮くわけで

す。その浮いたもので、今回は交付金事業なのであれですけれども、デジタル化、市民の

方々のＤＸ化というのを進める一つの材料にすることもできるわけです。どうしても市民と
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して対応できない方がいらっしゃるからということを理由にしてしまっては、今後、行政と

しても、サポートする幅が一向に狭まらないということもあるので、ぜひ、そこは進めてい

ただいて、そこでも対応ができない方にはデジタル化を推進するとか、どうしてもアナログ

しか対応できないんだったら、その特定の方々にフォローをアナログでやっていくというの

が、多分、今後の在り方としては必要なんじゃないかと考えておりますが、いかがでしょう

か。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） デジタル化に対応できる方にはデジタル化、アナログがまだ対

応が必要な方はそういった手法というのが、一番望ましい形だとは思いますけれども、その

２パターン準備するというのも、かなりコストですとか、あと、効率的ではないということ

も課題としてはありますので、なかなか難しいところではありますけれども、課題として受

け止めて、どのように進められるかというのは、今後、検討していきたいと考えています。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございました。 

  試算しましたか。今、紙で出すのがどれだけ高コストかというのは、非常に課題となってい

る部分ではあると思うので、もちろん２つの方法でやるのは手間かもしれないですけれども、

市民としてどれだけ対応するかというところも、今、全体的にＤＸに向けて過渡期ではあり

ます。なので、そういうところは、我々議会もそうですけれども、タブレットと紙を併用し

たりもしましたけれども、そこは、事務局に大分負担をかけたと思いますけれども、過渡期

というのは、両方に対応しなきゃいけないので、それでも時代の流れに合わせて推し進めて

いかなきゃいけないことというのはあります。そこを進めないことが、逆に、市民の利便性

の低下というのにつながるわけであって、そこは、しっかり意識を持って進めていただきた

いと思っています。 

  それでは、最後の質問に移ります。 

  ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の実装についてでございます。 

  今、説明する時間がなくなってきたので、単刀直入に伺うわけなんですけれども、私は、こ

の質問を大分前からさせていただいているんですけれども、ＥＢＰＭの実装について、庁内

ではどのような取組を行っていらっしゃるか、伺いたいと思います。 
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○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） ＥＢＰＭについては、内閣府が中心に進めてきていて、エビデンスと

か、よく言う言葉ですけれども、そういった証拠に基づく政策立案ということです。その意

識が市役所の中でどのぐらい浸透しているかということになると、正直、まだまだ浸透して

いないという状況です。ちょっと昔に事業評価とか政策評価ということで、今でいうと、先

ほど議員がおっしゃったように、インプット・アウトプットの数字の整理を始めているとい

う状況で、議員が常に言っている統計の分析であるとか、背後の因果関係の分析にまでは至

っていないというのが正直な感想です。 

○副議長（今野恭一） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  今までと評価方法を変えるというのは、面倒くさいといえば面倒くさい話で、でも、今後、

限られた予算の中で、より効率の高い政策を実現していく、様々な政策を合わせてより大き

なものを実現していくということを考えると、絶対に必要な考え方です。なので、日々トレ

ーニングもしながら進めていただきたい。 

  その中で、一つご提案なんですけれども、各事業の提案書ってあると思います。その中に、

例えば、兵庫県の尼崎市のように、ロジックモデルというのを導入してみてはいかがかと。

ロジックモデルって、要するに、各事業だったり政策がどういう因果関係で結ばれていて、

その結果、どういう市民生活の利便性の向上などを実現できるのかという因果関係をしっか

り示した図が出ます。そういうものを示しながらＫＰＩを設定してやっていくと、今、市と

してこういうことを実現したいけれどもできていない、その弱いところはこういうところに

あるよねということもできるわけで、そういうところを、ロジックモデルを導入していただ

きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 毎年度の政策予算を事業化する際の要求のシートの中にも、過

去にそういったロジックモデルを活用した形で表現できないかということで、今、例えば、

長期総合計画に掲げております成果指標、それと今の現在の事業がどう結びつくのか、その

事業の目的は何なのか、あとは予算額、あとは、その事業が示すアウトプットが何なのかと

いうことで、一定程度、そういったＥＢＰＭを意識したような様式のつくりはしております

が、今後、先進的な事例を調査しながら検討していって深められればと考えております。 
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  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 以上で、土見大介議員の一般質問は終了いたしました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、18日定刻再開したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（今野恭一） 異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、18日定刻再開することに決

定いたしました。 

  ご苦労さまでした。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

   午後５時２７分  散会 

                                           

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   令和７年１２月１７日 

 

        塩竈市議会議長  浅 野 敏 江 

 

        塩竈市議会副議長  今 野 恭 一 

 

        塩竈市議会議員  柏   惠美子 

 

        塩竈市議会議員  西 村 勝 男 
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   議事日程 第３号 

  令和７年１２月１８日（木曜日）午後１時開議 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

─────────────────────────────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

 日程第１ないし日程第２ 

──────────────────────────────────────────── 

   出席議員（１８名） 

  １番  志 賀   勝 議員      ２番  佐 藤 公 男 議員 

  ３番  鈴 木 新 一 議員      ４番  小 野 幸 男 議員 

  ５番  菅 原 善 幸 議員      ６番  浅 野 敏 江 議員 

  ７番  桑 原 成 典 議員      ８番  柏   惠美子 議員 

  ９番  西 村 勝 男 議員     １０番  今 野 恭 一 議員 

 １１番  志子田 吉 晃 議員     １２番  鎌 田 礼 二 議員 

 １３番  伊 勢 由 典 議員     １４番  鈴 木 悦 代 議員 

 １５番  辻 畑 めぐみ 議員     １６番  小 髙   洋 議員 

 １７番  土 見 大 介 議員     １８番  伊 藤 博 章 議員 

──────────────────────────────────────────── 

   欠席議員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

   説明のため出席した者の職氏名 

市 長 佐 藤 光 樹  副 市 長 千 葉 幸太郎 

病院事業管理者 福 原 賢 治  総 務 部 長 本 多 裕 之 

市 民 生 活 部 長 髙 橋 五智美  福祉子ども未来部長 長 峯 清 文 

産 業 建 設 部 長 草 野 弘 一  上 下 水 道 部 長 鈴 木 良 夫 
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総 務 部 
危 機 管 理 監 佐 藤 孝 文  

総 務 部 
政策調整管理監兼 
公民共創推進専門監 布 施 由貴子 

総 務 部 次 長 兼 
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   午後１時  開議 

○議長（浅野敏江） ただいまから12月定例会３日目の会議を開きます。 

  本日の会議では、過日策定いたしました新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

が５類感染症に変更されることに伴う議会の新型コロナウイルス感染症対策の取扱いについ

てに基づいて、感染防止対策を行っております。なお、発言の際に、マスクを外していただ

かなくても差し支えありません。 

  また、体調管理の観点から、水分補給を行うための飲料の持込みを許可しておりますので、

ご案内申し上げます。 

  本日の議事日程は、「日程第３号」記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話を持参されている方は、電源を切るようにお願いいた

します。また、撮影はあらかじめ許可をした報道機関を除いて禁止しております。 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（浅野敏江） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、11番志子田吉晃議員、12番鎌田礼二議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第２  一般質問 

○議長（浅野敏江） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

  なお、本日の質問は全て一問一答方式にて行います。当局におかれましては、一問一答方式

の趣旨をご理解いただき、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  ７番桑原成典議員。 

○７番（桑原成典）（登壇） 令和７年度第４回、一般質問させていただきます。塩竈維新の会、

桑原成典です。 

  早速ではありますが、質問をさせていただきます。 

  まずは、門前町について質問をさせていただきます。 

  この門前町は、質問できるときは欠かさず質問をしてまいりました。景観のことやどのよう

に活性化するかなどを聞いてまいりましたが、今回は少し視点を変えさせていただきます。 

  佐藤市長は、門前町の答弁を見ていると、キーワードのように、ほこみち制度とよくおっし
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ゃっております。門前町カフェタイムという実証実験もほこみち制度を活用しようというも

のが前提でありました。 

  このほこみち制度は、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を目指し、歩行者の安

全かつ円滑な通行、利便性の増進を図り、快適な生活環境の確保と地域の活力の創造に資す

る道路を指定するものであります。簡単に言えば、歩道の中ににぎわいを目的とした空間を

つくる。椅子や机などを置いて活用したり、休んだり、食べたりと、そういったスペースを

つくろうというものであります。いわば占有権が幅広くなるということだと思います。 

  令和５年11月の定例記者会見を見させていただきますと、市長としての見解では、全国で特

に有名な神社では、門前町を通り、参拝しながら帰りにお茶をしたり、お土産を買ったりす

ることができますが、塩竈市の場合は、そういった商店街や門前町がなされていない現状が

あり、参拝者の滞留時間を増やすことが積年の課題だとおっしゃっております。 

  また、鹽竈神社から下に下りて来ていただく工夫がなされていなかったこと、これは現実的

に厳しい状態であり、観光客は参拝されたら、また車で帰ってしまう、そんな状況でありま

す。 

  土地が少ない塩竈では、門前町に下りて来ていただけること、例えば、駐車場代、お金を払

ってまで寄っていくかどうか、その魅力をどう創出していくか、やっぱり、そこが大変重要

な課題になってくると当時おっしゃっておりました。現実的にできるものなのか、構造基準

をクリアできるのか、疑問は多くあります。それらをクリアできると思って進めているのだ

ろうとは思いますが、実際、現状の進捗状況をお伺いいたします。 

  以降の質問は、質問席にて行います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） ７番桑原成典議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  ほこみち制度の質問のうち、現在の進捗状況はいかがかとのお尋ねについてでございます。 

  現在の進捗状況といたしましては、道路管理者であり指定を行う県と長期占用する主体の見

込みやにぎわいづくりの事前検証等について、協議を深めているところでございます。 

  また、年間の歩行者、交通量が最多の日と平均的な日のデータ等も求められておりまして、

今後調査を行う予定としてございます。 

  門前町のにぎわいづくりについては、これまでの取組を経て、ほこみち制度にとどまらない

一体的な整備が必要と捉まえておりますので、市といたしましては、来年度から宮町庁舎跡
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地、民有地の活用等も含めた詳細な調査を行い、門前町エリア全体の整備に係る基本構想を

取りまとめてまいりたいと考えてございます。 

  このほこみち制度を考える一つのきっかけは、やはり長年にわたって高齢化が進んでおりま

して、地球温暖化の状態と相まって、多くの方々が門前町エリアをご通行される際に、やは

り少しずつお休みになりながら歩いていただきたいと、途中途中で休憩する場所、例えば、

あずまやとか、座っていただく椅子とか、そういったものを整備する必要性を考えていたと

ころ、東北地方整備局の方々と話合いの中で実はほこみち制度という制度があるというご指

摘を受けました。 

  それをきっかけに、様々な方とご協議させていただく中で、門前町エリア全体として様々な

方々とやっぱり協議は必要だろうと、市の思いと、例えば、門前町ですから、志波彦神社・

鹽竈神社様、ご関係者、こういった方々との協議をしっかり進めていくことで、ご参拝にな

られる方々が、ご参拝のみならず、地域の門前町エリアを私どもが考えるエリアとして滞留

時間を増やす努力をこれまで以上にしていかないと、やはり参拝をされてそのままお帰りに

なってしまう。その状況をしっかりと捉まえながら、このほこみち制度を生かせる工夫はな

いかというところに少々お時間がかかったのが現実でございますけれども、何とか奥州一宮、

鹽竈様、こういった参拝される皆様方を市内の方々に、もっと市内を見ていただく工夫をし

続けることが必要だと、その認識の中でほこみち制度の充実を図っていきたいと。 

  なお一層加速をして、達成できるように進めさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ご答弁ありがとうございました。 

  現状、今のご答弁を聞いていますと、なかなか進んでいないというのが現状なのかなと思っ

ているところでもありますし、いろいろこの制度も調べさせていただいたんですけれども、

申請というところもなかなか難しいものがあったり、かなり大変そうだなと思っているとこ

ろであります。 

  厳しいことをちょっと言うかもしれないんですけれども、その滞留時間というところで、も

し仮に、ほこみち制度ができたと仮定して、市長がおっしゃっていた滞留時間が増えたりす

るのかなって正直疑問に思っています。実証実験も踏まえて考えなどの変化があったのかお

伺いできたらなと思います。 
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○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 大事なご視点かと思ってございます。 

  最初のきっかけは、先ほどご答弁させていただいたようなことがきっかけということになり

ます。 

  全国の有名な寺社仏閣を訪れると、当然、その門前町には多くの方々がご参拝前、もしくは

ご参拝後、お茶を飲んだり、お土産をご購入されたりと、普通の景色のように私どもも拝見

させていただいておりましたが、志波彦様、鹽竈様の場合においては、やはり高台にあると

いうところから、また、門前町のほうに駐車場が少ないというご指摘もいただいていて、年

間119万人と言われてございますけれども、多くの参拝の皆様方が、参拝をされてからの、や

はり時間の過ごし方、使い方、こういったところに長年の課題があるんだろうと思っていま

す。 

  それの一つのきっかけということがほこみち制度ということでございまして、それと同時に、

最近の動向を見ますと、やはり岩沼市の竹駒様、また金蛇水神社様、こういったところが新

たな形態の中でお土産をご購入いただく場所、もしくは喫茶店みたいな形で時間を過ごして

いただく場所、こういったものの整備の中であれだけ多くの方々が、へび年だというのもあ

ったかもしれませんけれども、滞留されてお金を使っていただく。やはりせっかくその場所

に行って、その地域で、土地で過ごしていただく時間を少しでも長くさせていただくという

のは、ある意味で塩竈市にとっては積年の課題だろうとも思ってございますので、我々とす

れば、全体の中でのほこみち制度、ほこみち制度があって全体がある。その中の様々な一つ

のやり方、手法の手だてとして活用させていただきたいというのが今の現状でして、まだま

だ、やっぱり速度が遅かったというのは、市役所の中でも問題にさせていただいているとこ

ろでございますので、これまで以上に加速度を早めていきたいと考えてございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  今、車の駐車場の話も出ましたけれども、そもそも車で来た人たちはやっぱり車で移動する

と思うんですね。やっぱり車を止める場所が上にあるということがこれは現実なのかなと。

下に車を止められる場所がないというのが、やっぱり厳しいところなんではないかなと思っ

ているんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 
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○市長（佐藤光樹） これは大事なご視点でございまして、本町商店街の皆様方や周辺の方々と

よく懇談をさせていただくときも、大体同じことを毎年言っていただきます。駐車場がない、

トイレがない、こういったところをどうやって解消していくかということが非常に大きな問

題でございます。 

  それと同時に、やはり裏坂に塩竈市の公用車を止めている土地があって、大体30台近く止め

てございますが、問題意識としてはもう四、五年前から、この車を移動させるべきだと当た

り前に考えてございましたが、なかなか減らすことができない。多少は公用車を減らさせて

いただきましたけれども、やっぱりこういった問題一つ、解決に向けた取組が遅いというと

ころが市役所の問題なんだろうと思います。 

  また、このご時世でございますので、今、市役所の中でも申し上げているのは、周辺の民地

の土地が売りに出るか出ないか。出る場合が非常に散見されるようになってございますが、

そのときに、いい場所であれば市役所が買い取って、その場所を例えば、無料駐車場にさせ

ていただくとかという工夫も、実は長年の中でそういう感覚が失われていたところがござい

ます。昔は土地公社というのがありましたので、責任を持ってそういった土地を買って開発

をしてということがありましたけれども、今、土地公社がありませんので。 

  ですから、あの一帯をどうしていくかについては、やはり鹽竈様、神社の関係する皆様方を

はじめ、町内会の方々ともそういった情報を共有しながら、どういう形に持っていったらお

互いウィン・ウィンの中で塩竈を堪能していただけるのかということを、本当に真剣に議論

をさせていただきたい。門前町は塩竈にとっての命に近い、大変重要な場所だと理解してご

ざいますので、そういったところも含めて、市長としては、加速度的に責任を持って進めさ

せていただきたいとお約束できると思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  私は、そっちのほうが先にやるべきではないかなと、正直思っています。 

  それに対して、ほこみち制度が後からついてくるというような考え方のほうがいいんではな

いかなと思っているところであるんですけれども、今、車の質問をさせてもらいましたが、

例えば、観光客の方が電車で来られたというときに、駅から歩いてくると思うんですけれど

も、すみません、私の肌感覚では、あんまり歩行者自体が非常に少ないんではないかなと思

っています。 
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  やはりこのほこみち制度、先行してやるような形で聞いておりますけれども、歩行者自体が

少ない時点で、ほこみち制度をもし制度としてできたとしても、やはりその滞留時間という

ところにはつながらないんではないかなと思っているところであります。 

  なので、先に歩行者を明確に増やす方法を先行してやるべきかなと思うんですけれども、実

際その辺はいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） それも見解の相違とかいろいろあるかもしれませんけれども、やはり塩竈

市として、今後、塩竈市のまちづくりをどういったところを中心に持っていくか、これが非

常に大事だと思います。 

  あの門前町エリア、ベイエリア、例えば駅がある本塩釜駅周辺、もしくは塩釜駅周辺、全体

の中での在り方、こういったことのバランスを考えながら、やはり門前町エリアをどうして

いくか。そういったことを考えていきながら、同時並行に、今後の塩竈の青写真というもの

をしっかりと示せるようにしていかなきゃいけないなと考えてございます。 

  今、様々な形でいろんな協議会とか、例えば港湾計画であれば、２年後に港湾計画の改訂あ

りますから、その協議がもう既に本格化してございます。塩竈にとってのベイエリア、また

は駅前、そして、私どもが考える門前町、これが一つのエリアとして考えたときに、間違い

なく門前町エリアというのは、人の求心力になっていく大変重要な位置づけの中での土地だ

と理解してございますので、どれが先か後かはあるかもしれませんけれども、簡単に言うと、

同時並行で進めておかないと、いざ何か整ったからこっちに行きますでは、多分速度がずれ

てしまうおそれがございますので、私としてはほこみちはほこみち、また門前町全体をどう

していくかは、また市役所としての、または議会の皆様方との意見のやり取りの中でしっか

りと考えていかなきゃいけない。一つのきっかけがほこみちだと、門前町の中での一つのや

り方、道路が中心になっていきますから、八幡築港線という道路をどのように活用していく

かがある意味ではほこみち、その中に門前町全体をどうしていくかということでご理解いた

だければありがたいかなと思ってございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 今、同時進行という話もありましたけれども、この定例記者会見、令和５

年の11月ですね、２年前です。 

  時間がかかっている、かかり過ぎていると私は思っているんですけれども、同時進行と先ほ
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どおっしゃいましたけれども、逆に、今、同時進行として進んでいるものというのは、例え

ば、どういったものがあるのか、その辺お伺いできたらなと思います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 今もその断片は申し上げたと思いますけれども、門前町を中心に考えれば

やっぱり門前町をどうしていくかもあるかと思います。 

  僕とすれば、一つ一つの個をどのような形で点と点を結ぶ線につなげていくかということが

非常に重要だと考えてございます。そこの中で、やはり塩竈は「港塩竈」なので、港を中心

としたエリア、そして、門前町があったときに、その間に本塩釜駅前をはじめとする駅前エ

リアというのがあります。その全体の中で門前町をどう生かしていくかということを考えな

がら、また、ベイエリアだったり、本塩釜駅前をどうするか、その先にまた塩釜駅のほうに

つながっていく動線、魚市場や仲卸市場のほうにつながっていくという動線、こういったも

のも一つ一つの点をそういった形で、将来つなげられやすいような方向性を見いだしていく。

その努力が、これからの塩竈市には絶対必要だと思ってございます。 

  今までそれをやってこなかったというわけではなくて、私としては、その方向性をまずは市

議の皆様方はじめ、市民の方々にお示しをする、それが将来に向かっての塩竈市の歩みの一

つとなっていく、それに向かって進んでいく、そういった段階を取らさせていただきながら、

遅いものについては甘んじて反省をしながら、その遅さをどうカバーしていくかと、その繰

り返しだと思っておりますので、ぜひいろんなご意見、またご叱責いただければありがたい

と思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  この門前町の問題って、やっぱり再三、僕も質問させていただいていますけれども、やっぱ

り30年前ぐらいから言われ続けていることであって、できることからどんどんどんどんやっ

ていかなくちゃいけないと思うんですよ。 

  いろんな計画であったり構想というのはあるとは思うんですけれども、今も早め早めにやっ

ぱりやっていかないと、結局時間だけ使ってどんどんどんどん時間が過ぎていってしまうわ

けです。今ここで足踏みしていると、また30年後という話になってくるかもしれないじゃな

いですか。 

  なので、どんどんどんどん進めていっていただいて、中途半端ならやめたほうがいいと思う
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んです。やるならやるで、しっかりとそこは突き詰めていき、県を促し、どんどんどんどん

やっていかないといけないと思うんですけれども、先ほど責任持ってという形で検討すると

いう話もありましたけれども、結局ふわふわしているのが現状なんではないかなというとこ

ろなので、ぜひこの実証実験も無駄にならないように、ぜひどんどんどんどん行動していっ

ていただきたいなと思うんですけれども、ぜひその辺の意気込みを市長からいただければな

と思います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） おっしゃるとおりなので、そのとおりだと思いますし、反省点はしっかり

反省をしていきたいと。 

  それと、これは神社様とお話をさせていただく中で、やはり神社様の考え方というのも宮司

様の、前の鍵宮司様、今回の大滝宮司様、お話をさせていただいたときに、やはり否定とか

じゃなくて「どう思いですかね」と聞かさせていただいたときに、例えば、もともとの参道

である七曲坂についても、やはり前の宮司さんと今回の宮司さんでは、若干そのニュアンス、

考え方の違いがございました。 

  ですから、神社様には神社様のやっぱりお考えがある。雑談の中で、今回、宮司様とも竹駒

様のお話と金蛇水神社様のお話をさせていただいたときに、「ぜひつくっていただけたら流

れが変わるんじゃないんですかね」みたいなことを、正式にじゃなくて、雑談でお話しさせ

ていただいたら、「それをつくることで神社のほうで独り勝ちにならないですかね」と、半

分軽いお茶飲み話の中でおっしゃっておられました。 

  「逆に私はそう思っていません」と。鹽竈神社で過ごしていただく時間が増えれば、また塩

竈の町なかでご飯を食べていただいたり、例えば、お土産場所をつくっていただいただけで

も塩竈市の裏坂の駐車場の場所は、もしかすると喫茶コーナーみたいな形でお休みをいただ

くような空間をつくることができるし、また、大変お世話になっているカメイ株式会社の本

社跡地がありますので、カメイ株式会社様ともご協議させていただきながら、あの場所の利

用価値というものをカメイ株式会社様とご相談をさせていただくことで、また新たな付加価

値が生まれるかもしれない。そういうようなことをやっぱりもっと話していく必要性を、実

はお茶飲みの中で痛感をしたというところがあります。 

  ですから、僕とすれば、神社様、一番はやはり神社様なので、それと同じぐらい門前町にお

住まいの方々のご意見というものも大切にしながら、塩竈としては、またまとめるまでに時
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間をかけるんじゃなくて、考え方をお聞きしながらこちらの考え方も申し上げて、よりいい

ものを練り上げて、議会の皆様方にも意見をいただいて、よりいい成案をお示し、少しでも

早くできるように努力はしたいというところでございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  お茶飲みのときとか懇談会というところでお話ししていたということだったんですけれども、

ぜひ公式の場でそういったお話をされていくと、どんどんどんどん進んでいったりするのか

なというところもありますので、ぜひスピーディーにご検討とかやっていっていただきたい

なと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  次は、教育について質問させていただきます。 

  以前、一般質問で書くことが重要だろうという質問をさせていただきました。 

  またその際に、「しおがま学びの10の視点」ということで、子供が輝く授業というのをやり

始めましたと報告がありました。 

  今回、11月の総務教育常任委員協議会の報告にもありましたように、学力が一部上昇傾向に

なっていると報告がありました。いい傾向だなと思っているわけであるんですけれども、私

も現場の先生たちにお話をお伺いするときがありまして、子供たちの意識が変わってきてい

るんじゃないかということもおっしゃっておりました。授業の中で、生徒に選択肢を与えて

何を選ぶのかというところで、例えば、タブレット、ペーパー、教科書といった、子供たち

にどれがやりやすいかと選んでいただいているという話も聞きました。 

  前回の質問でも質問させていただいたんですけれども、これが主体性なのかなと正直思った

ところではあるんです。今回、成績が一部上昇傾向ということになっておりますけれども、

この10の視点での一定の成果として、教育委員会は認識しているのか、認識していないのか、

お伺いできればなと思います。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） ただいまのご質問のとおり、今年の学力調査では全国との差が少し縮ま

ったということで、いい傾向が出ているということではありますが、この「しおがま学びの

10の視点」で取り組み始めたのは今年の４月からということですので、この10の視点が成績

上昇につながっていると判断するには時期早尚だと考えております。 
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○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  それが関係しているとは分からないというところだとは思うんですけれども、実際、「しお

がま学びの10の視点」で具体的に学校に何をやってもらっているかとか、そういったものが

もし何かあればお伺いできればと思います。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答えします。 

  先ほど教育長から答弁あったとおり、「しおがま学びの10の視点」、今年度からのスタート

となります。 

  成果についてはというところはあるものの、11月に教職員を対象としたアンケートを取りま

した。「しおがま学びの10の視点」について、まず授業改善はどうか。先ほど議員のほうか

ら生徒が変わったというところがありましたが、まず教職員のほうも前向きな答え、この10

の視点について前向きに捉えて取り組んでいますという答えが回答率８割を超えている状況

となっております。これは、先生方のまず意識改革にも大きくつながっているものと感じて

いるところでございます。 

  それから、具体的にどのような取組というところでしたけれども、例えば、基礎・基本につ

いて課題があると捉えている学校につきましては、ＡＩドリルを活用して習熟度、習熟活動

ですね、それを朝の活動であったり、授業時間内の一部で導入して研究を進めております。

これは、視点１、すべての子供の学びを保障、それから視点６、土台づくりは成長の第一歩、

ここにつながるものと感じております。 

  また、視点10の塩竈市は魅力ある学習材の宝庫を踏まえた実践では、藻塩づくりを教材に取

り上げ、地域学習の開発に取り組み進めている学校もあります。 

  取組としては、このような報告を受けているところです。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  「しおがま学びの10の視点」って実際は大枠で、中身はやっぱり学校側の努力というところ

が多分大きいのかなと思うんですけれども、その辺、教育委員会では何をやっているとか、

こういうものに力を入れているというのもアンケートは取ったとおっしゃっていましたけれ

ども、その辺は全部共有できているのかお伺いします。 
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○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 今年度、「しおがま学びの10の視点」に取り組んでいると

ころは、これまでどちらかというと、画一的に型にはまったところもあったものを、各学校

で少し自由度がある、そういうところでのこの10の視点となっております。 

  学校によって、校内研究の課題の中に「しおがま学びの10の視点」の重点施策、うちの学校

では視点の何番と何番を力を入れて今年度取り組みますというところで、校内研究を進めて

もらっているところです。 

  教育委員会といたしましては、学習ヒアリング等も行いながら、学校の実態に応じて、要望

に応じて伴走する形で支援をしているところでございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  ぜひ学力、今、上がってきていますから、まだ宮城県の平均の基準には達していないという

ところではあると思いますけれども、しっかり教育委員会でもサポートしていただいて、学

校の努力というところも認めつつも、何かあれば共有を逐一して、学力向上というところで

右肩上がりになるように、引き続きお願いしたいなというところであります。 

  その中で、ご提案させていただきたいことがございまして、ちょっとアナログかもしれませ

んけれども、そろばんをもっと進めていく、授業で取り入れるべきではないかなと思ってお

ります。 

  文部科学省の学習要領には、そろばんの記載はあるんですね。そろばんって指先を使うこと

にもなりますし、暗算をするときもすごい便利だと聞いています。昔の人などは暗算すると

き、手でばばっとやりながらやったりもしますけれども、今、電卓がある時代ですから、数

字が羅列されると電卓とか使いがちになってしまうと思うんですけれども、知ってのとおり、

携帯とかでも搭載されているわけです。 

  そろばんについて、調べさせていただいたんですけれども、全国珠算連盟というのがありま

して、そこの珠算連盟はそろばんのよさとして、そろばんをはじく動作と指先は脳に直結し

た感覚器官で、外部に出た脳とも言われているみたいなんですね。能力発達のためにこの動

作を短時間で繰り返し行っていくことで、勘、ひらめき、直感力が育まれると言っておりま

す。 

  また、集中力、判断力、想像力、記憶力、そして忍耐力が鍛えられると言われております。
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そろばんをつくった人すごいなと感心するところであるんですけれども、現状、小学校の三、

四年生で一、二時間ぐらいやっていると聞いておりますけれども、このそろばんの授業もも

っと増やしてもいいのではないかなと思っています。 

  そうすれば、暗算ができる子だったりとか、先ほど、るる挙げさせていただきましたものが

上がっていくんじゃないかなと、育まれるんじゃないかなと思っているところなんですけれ

ども、こちらいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） ただいま議員がおっしゃるとおり、そろばんは計算力だけ

ではなくて、本当に集中力であるとか忍耐力、いわゆる非認知能力を高めることができる、

本当にそういう活動であるということは認識しているところです。 

  ただ、学習指導要領の三、四年生のところでは、大体２時間程度各学年、これがそろばんの

時数の目安となっております。 

  そうしますと、そろばんの部分を多く取ってしまうと、ほかの単元について、未履修であっ

たりとか、やり残しというところも当然心配されるところですので、全体を考えながらとい

うところで考えているところです。 

  実際にはなかなか大幅に増やすことは難しいのではないかと捉えているところでございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  ３年生から６年生まで月１ぐらいでやったらいいんじゃないかなと思ったんですけれども、

今のご説明だとなかなか難しいというところではあるんですけれども、例えば、僕的には増

やしたほうがいいんじゃないかと思ってはいるんですけれども、地域でもそろばん教室とか

もあるわけですよね。そういった連携を取って、例えば、外部講師みたいにできたらいいん

じゃないのかなと思っていたんですけれども、今のご答弁だと、なかなか難しいというとこ

ろもありまして、そうであれば、例えば、そろばん塾とか、そろばん教室に通ってもらうと

いう何かお勧めとか、そういった選択肢というのもあると思うんですね。 

  このそろばんって、やっぱり先ほど申し上げましたけど直感力とかひらめき、勘とかといっ

たところで、多く計算だけではなくても養えると思っているんです。 

  だから、教育委員会から何か保護者の方に通達してみるとか、そろばんってこういうのがあ

りますよ、こういうメリットがありますよとかというのも一つありなんでないかなと思うん
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ですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 当然、学校の先生方にとっても、そろばんを教えるスキル

が皆さん高いというわけではありませんので、本当にそろばんにたけた方が地域にいらっし

ゃるというところがあれば、本当にご協力をいただきながらやれれば一番いいなと捉えてい

ます。 

  あとは、指導している学校の実態も伺いながら、先ほど学校の伴走という話もしましたが、

その実態に応じて、必要に応じて依頼等をしていきたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  僕が小さい頃、小学校の頃はそろばんを買った記憶があるんですよね、学校で。もっと何か

長くやっていた記憶はあるんですけれども、それは何かこう、何でしょう、改正とか何かあ

ってそのぐらい短くなったという感じなんでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 議員がおっしゃるとおり、恐らく、私などもそうですけれ

ども、小学生のときには、それぞれそろばんを自分で準備して、家庭で準備して、それを持

っていって学校で使ったという記憶があります。当然、自分で準備しますので、それなりの

やっぱり活用時間あったかと思いますが、現在のカリキュラムですと、先ほど申したように、

小学校３年生、４年生の学習指導要領では、大体年間各２時間程度となっております。 

  そうしますと、保護者負担等の経費の負担もございますので、大体学校で児童分を準備して、

それを使っているというのが実態となっております。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  今の時代、そろばんとかなかなか使わなくなってきているという現実もあるのかなというと

ころもありますけれども、やはり皆さんが暗算で使うようなレベルにはなかなか今の現時点

では達成できないだろうなと。一、二時間であれば本当に触り程度ということで、果たして

それが身になっているのかというところもすごく疑問に思うところではあるんですけれども、

ぜひそろばんのよさというところを保護者の方なり、子供たちに伝えていただいて、そろば

ん教室に通ってもらうとか、そういったところも教育委員会でサポートしていただけたらな
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と思うんですが、教育長いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） そろばんの効果は、私も自分が習っていたのでよく分かるんですけれど

も、やっぱり教育委員会として「そろばん塾いいですよ」というのは、やっぱり言えないか

なと思っております。 

  ただ、何ていうんですかね、そろばんのよさというのは２時間しかないんですけれども、視

覚的に繰り上がりが分かったりとか、そういう効果もあるので、授業で２時間だけでも教え

ることには価値はあると思っていますので、今後、またそういう機運が高まったり、個人的

にはいろんな場面で保護者に話すことは可能ですが、教育委員会としては、ちょっと援助は

難しいかなと思っていますので、今後、何かいい情報がありましたらご提言いただければと

思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。教育長からは難しいということでありましたけれども、そ

の一、二時間でも例えば、外部講師の人を招いてとかでも、そういったやり方でもいいのか

なと思いますので、教育委員会は広げるのが難しいということで、私のほうからしっかりと

皆さんにお伝えしていきたいなと思います。 

  次の質問に移りますけれども、私事なんですけれども、書店にない情報感度の高い月刊誌を

購読させていただいておりまして、そこにちょっと面白い記事があったのでご紹介させてい

ただきたいんですけれども、精神内科医の先生の記事なんですけれども、「中国、韓国では

寝そべり族、ただ休んでいるだけ、終日無為に過ごす若者が急増している」という内容にな

っているんですけれども、日本でも同様にこういった人たちって増えてきているのかなと思

っているところであるんですが、これらの原因は体を動かさない、要は運動不足だとおっし

ゃっているんですね、この記事の内容ですと。 

  ふと考えたときに、昨日も質問されている方がおりましたけれども、不登校も同じなんでは

ないかなとちょっと思っておりまして、記事は家庭環境とかのことも言及されているんです

けれども、動くことで筋肉から精神安定物質というのが出てくるみたいなんですよ。どうだ

か正直分からないという声があるんですけれども、動くことでそういった物質が出てくると。 

  前回も一般質問で体力と学力の向上の相関性というところで、「連合運動会とかやりましょ

う」という質問をさせていただいたんですけれども、本当に科学的に相関があるか分からな
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いところであるんですが、体を動かすイベントだったり意識というのはやっぱり必要なんだ

なと思っているところであります。 

  やはり連合運動会ってやるべきではないかと思っているところなんですけれども、前回の質

問を踏まえて、ぜひ見解をお伺いできたらなと思います。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） まず、連合運動会の開催についてですけれども、現状でい

いますと、開催場所であったり日程の調整、それから、もし行う場合の児童の移動の安全面

等から少し難しいのではないかなと捉えているところでございます。 

  現在、本市における子供たちの運動に関わる取組については、毎年実施している体力運動能

力調査の結果を重視しているところですが、その成果を見ますと、例えば、５年生でありま

すと、調査項目８項目のうち、男子では８項目全てで、女子におきましては６項目で全国平

均を上回っているという結果が出ております。 

  また、本市のアフタースクール事業のわくわく遊び隊などの取組もその成果として上がって

るのではないかと捉えているところでございます。 

  今後、運動不足の解消、これはやっぱり大きなところだと思いますので、学校と教育委員会

が連携しながら、さらに取組の充実を図っていきたいと考えているところです。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 上がっているということだったんですけれども、何年か前は結構低かった

イメージがあるんですけれども、やっぱりその辺、上がっているという認識なんでしょうか。

お伺いします。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 今年度、私も小学校の体力・運動能力テストの様子を見に

行きましたけれども、非常に前向きな取組で、数値的にも上がっているところです。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） その話もちょっとお伺いをしていたこともあり、学校の先生からもお伺い

していまして、何か周りの応援がすごかったという話も聞いているんですね。「頑張れ、頑

張れ」って言ってくれる人たちがいっぱいいた。だから、頑張る子供たちが多かったという

話もあって、何か純粋な体力・運動能力テストとはちょっと違うんじゃないかなとか思った

りもしたんですけれども、やっぱり応援の力がすごいと思いますので、できればそういうの
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はなしで、結局何かチートみたいな、そういった形になってしまうのかなと思うので、ぜひ

そこは純粋な応援も大切かもしれませんけれども、本当の体力・運動能力テストというとこ

ろは違うと思いますので、ぜひちゃんとしたというわけではないんですけれども、しっかり

やっていただけたらなと思っています。 

  やっぱり今の時代、ゲームとか携帯とか普及してきていて、なかなか運動ができないという

ところもあると思いますので、ぜひ連合運動会とは言わないですけれども、もうちょっと体

を動かす、上がっているとは言いつつもこれを継続してやっていただきたいなというところ

でもあります。 

  例えば、縄跳び大会とか、そういうのでもいいと思うので、ぜひ何かご検討いただきたいな

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） まず前段の応援があるから数字上がっているんじゃないかということで

すけれども、それも少しはあると思いますけれども、決してそれだけではなくて、やっぱり

楽しんで体を動かせるということ大事ですし、あとスポーツテストの場合は、これまでは先

生方がちゃんとした計測の仕方が分からないとか、そういう状況でやっていたのが昔はある

みたいです。 

  それで、ここ何年間かはスポーツ協会、塩釜市体育協会の方々とかが中心になってやっても

らっているということで、確実な測定をして、目標値を決めて、その目標値をクリアできる

かどうかということを楽しみにしながらやっているということで、そこに応援の要素も若干

入っているかなと思います。 

  そういうことで、決して応援が駄目だからということはないと思います。 

  あと、縄跳びですけれども、県教育委員会で縄跳びコンテスト、大会名をちょっと忘れまし

たけれども、縄跳び何連続でできるかってインターネットでやっているんですよね。それは

私も考えていまして、例えば学校のクラス単位でインターネットで参加できるので、何回飛

んだなんていうのを目標にやると、やっぱり体力つくと学力もつくというのは、もうある意

味、明らかなところがありますので、検討していきたいと思っています。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  僕の小さい頃は、学校終わって、家に帰って、毎日遊びに行っていた記憶があります。その
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ときインターネットとかもない時代ですから、外で遊んでいたというのが記憶にあるんです

けれども、今の子たちって家に帰っても外で遊ばない人が多いのかなと思います。遊ぶ場所

がないと言えばそれまでなんですけれども、そういった家で動かさない体を学校で少しでも

補っていければいいのではないかなというところで、今、前向きな縄跳びのお話も聞けまし

たので、ぜひやっていただいて、それがプラス学力につながればいいなと思っているところ

であります。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  伝統継承を踏まえた教育という部分で質問させていただきます。 

  今、伝統継承だったりとか、シビックプライドという言葉を聞く機会が非常に多いです。自

治体によっては千差万別あると思うんですけれども、塩竈市でも伝統継承、郷土愛とか深め

ようよといった動きも多く見られることは存じております。 

  その中で、私は伝統継承、シビックプライドと考えたときに、一番失われていけないもの、

一番継承しなくてはいけないものと考えたときに、方言という結論に至りました。イントネ

ーションとかもそうなんですけれども、この方言こそ地域によって全然違いますし、地域地

域の本当の意味で先人たちが紡いできた伝統であったりだと思っています。 

  恐らく、それが伝統とか意識している人も少ないんではないかなと思うんですけれども、方

言が失われてしまえば、地域の言葉、歴史、思いが失われるのと一緒なのかなと思っていま

す。 

  そう考えたときに、今の若い世代、お子さんたちって、この方言ってどれだけ使っているの

かな、知っているのかなと思って考えてみたんですけれども、いろんな方の話も聞きました

けれども、恐らく知らないし使ってもいないんですね。関西弁とかは、またちょっと別です

けれども、塩竈市で使っている方言、調べさせていただきました。 

  いろんな方言があるんですけれども、東北大学の方言研究センターの「東日本大震災と方言

ネット」というのがインターネット上にありまして、これ会話が録音されているんですね。

それを聞いて、移住してきた僕は分からなかったんですけれども、正直ここにいる諸先輩方

の話を聞いてもたまに何だこれというときはあるんですけれども、これ移住者だからちょっ

と分かるのかなというところがありまして、例えば、「けんのんたがり」という方言がある

んですね。市長、これ知っていますか。「けんのんたがり」神経質みたいなという話で、あ

と、「ちょすな」とか、触るなということなんですけれども、あと、「ジャス」これジャー
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ジなんですね。いっぱいあるんですけれども、私、全然すみません、分からなくて、僕も勉

強不足だなと思ったところなんですけれども、こういった方言を教育として子供たちに教え

てあげるということ、大事なんじゃないかなと思っています。 

  そうすれば、シビックプライドの醸成というところにもつながると思いますし、やはり伝統

もつながると思っているんですけれども、教育長、こういった機会をつくってあげるのもい

いのではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） 方言、大事にしたいなとは思います。ただ、今、言葉遣いって結構大事

なんですよね。例えば、授業で先生が方言丸出しでずっと授業やるというのは、一見すると

言葉が悪いということで、なかなか難しいんですよ。 

  なので、これ教えて教えられるものではなくて、まずご家族でふだん少し塩釜弁でしゃべる

とかとしてみたらいいのかなと。授業で取り入れるのは、一応国語の授業で共通語と方言の

違いとかというのを扱う部分はありますけれども、それを覚えるようにして教えることでは

ないと思っております。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 方言を丸出しにして授業をしろということではなくて、こういった方言が

あるんだよというものを教えてあげるというところがいいのかなと思っているんです。 

  もちろん先生は、もしかしたら東北の人じゃないかもしれないので、例えばですけれども、

地域の高齢者の方を呼んで、先ほども言ったんですけれども、外部講師みたいな形で教えて

あげることというのもできるのかな。 

  そうすれば、自分の地域で使われている言葉、もちろん今の時代、標準語がいいとかと言う

んですけれども、やはり方言が、先ほども申し上げましたけれども、失われたら、そこの伝

統とか思いというのが多分失われちゃうと思うんですね。 

  なので、そういったものを少しでも知ってもらうとか、使えという意味ではないです。知っ

てもらうということが大事なのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） それについては、私も賛成意見です。 

  先ほども話しましたけれども、国語の時間で小学校の５年生、あと中学校でも１年生の国語

で、やっぱりそういう紹介する場面はありますので、確実にその時間では子供たちに伝えて
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いきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  それとセットとかでも構わないんですけれども、昔の遊び、そういったものもぜひ教えてい

ってあげるといいのかなと思います。 

  先生からお話聞いたとき、「めんこ作りましょう」と言って、皆さんはてなマークだったと

いう話も聞きましたので、ぜひそういったことも伝統継承につながるのかなと思いますので、

ぜひ前向きにご検討いただけたらなと思います。 

  時間がないので、次の質問に移ります。 

  地方創生についてお伺いいたします。 

  塩竈には漁業とか日本酒、笹かまなどいろいろあると思うんですけれども、名物というもの

はいっぱいあると思うんですけれども、こういった名物を生かしつつも、どんどんどんどん

新しいものを考えていくということが大事だなと思っております。 

  先般、市内でのクラフトビールのお祭りがあったりしていました。大雨降っていたんですけ

れども、２日間で約4,000人ぐらいの来場者数があったと言っておりました。 

  こういうのも市としてもすごいチャンスだなと思っているところなんですけれども、そうい

ったリサーチだったりとか市のアクションというのはあるのか、お伺いいたします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 地方創生という観点なので、私から答えをさせていただきます。 

  例えばですけれども、市内に何か新しい店舗ができたとか、あるいは、企業で新しい商品の

開発が行われたというような情報につきましては、各部署で把握できる範囲では把握に努め

ておりますが、全体的なまとめというか、全部把握しきれているかというところにつきまし

ては、今の段階ではそこまで把握していないと思っております。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  前々から財政の状況とかというので、今後を踏まえるとかなり厳しいというところで私申し

上げさせていただいているんですけれども、その点を踏まえていくと、やっぱり財源という

のをつくっていかなくちゃならないなというところで思っています。 

  先ほどもクラフトビールの話もさせていただきましたけれども、4,000人の方も来ていただ
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いているということなので、例えば、こういうのを次やるときに、市の共催じゃないですけ

れども、そういったやり方というのもできると思うんです。なかなか自治体で稼ぐというの

は難しいとは思うんですけれども、アイデアを創出するということは大切なことだと思って

います。 

  そのアイデアを創出するのに、その点を踏まえて市はどのような取組をしているのかお伺い

します。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 多分それぞれの事業者と、本市の各担当が相談するときには、意見交

換の中で自分が持っている経験とか、あるいは自分の個人のスキルの問題でいろんな意見交

換をされていると、まずは思っています。 

  役所的に考えたときに、今できることを考えたときには、今、ふるさと納税というのが一つ

の実はキーになっていまして、ふるさと納税の中で、今、新商品開発とか品数を増やしてい

くというところで、各事業者と横断的に接している機会があります。 

  そういった中で、各事業者が考えているものとか、そういった新しい取組の情報があるよう

でしたら、こちらからもその情報をいただきながら、こちらからも提案する。 

  先ほどのクラフトビールのようなものを名産にする場合にも、実は、今、現地型決済という

制度がございまして、逆に物は売れないけれども、飲食の提供するというときにも現地型決

済で登録することによって、市のホームページとかにも載せられるということになりまして、

ＰＲにもつながるということになりますので、市としてできる取組としてはそのようなもの

が今考えられるかと思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  これまで、僕のイメージなんですけれども、企業が発信して市が乗っかるというイメージも

すごいあったんですね。ちょっと脳の変換をしなくちゃいけないかなと思っていまして、例

えば、市からアイデアを発信して、それを要は自ら新たなものに生み出して企業に売り込む

という、そんな仕組みをつくってみてもいいんではないかなと思っているんですが、いかが

でしょうか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） やはり今回の問題提起をいただいた中で、全国的な事例も調べさせて
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いただいた中で、なかなか新商品とかそういうものを行政から提案するという事例のは少な

かったんですが、やはり行政から企業の皆様にお願いするには、地域課題みたいなものを企

業に、我々が抱えている問題を提案して、それをプレゼンで企業からアイデアをいただくと

いうような仕組みが今あるということは把握できました。だから、これを一歩変えて、アイ

デアというふうに変えていくというような考え方も考えていけるのかなと思いますので、そ

の辺も少し検討させていただければと思います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 追加してということになりますが、島根県の海士町にお尋ねしたときに、

まさに今のような発想の中で、新鮮な魚介類を多くの消費者に届けたいと。でも、その発送

する手段がないということで、職員自らが給料を削減をして、ＣＡＳを導入をして、新鮮な

商品をそのまま冷凍パックにやって、当時の産業部長さん、現在は副町長さんだと思います

が、テレビにもなったので知っている方も多いかと思いますが、都会に出てきて一生懸命売

り込んだという話を今思い出したところでございます。 

  ですから、市役所が今後、今まではどうかは別にして、どういう形で、塩竈市の場合は様々

な素材は数多くございます。その素材をどういう形で、凝り固まった消費地に新たな息吹を

吹き込んでいくかという、その努力をやはり役所がしていくことが大変重要なんだろうと。 

  多分こういったご指摘の中で、市役所も体質改善につながっていったり、新たなアイデアに

つながっていったり、また、企業の皆様方もそういった努力をすることで新たな気づきだっ

たり、一緒にやってみようと思っていただけたり、その相乗効果をしっかりと生み出せるよ

うな工夫とやっぱり努力というものは、これからも自治体には最低限求められるスキルにな

ってくるんだろうと、今、お聞きしていて思ったところでもございます。 

  しっかりと我々としては受け身にならずに、能動体で活動していくことをご示唆として、今

は受け止めさせていただければと感じたところでございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。事例はつくっていくものだと思いますので、チャ

ンスはいっぱいあると思います。塩竈市にもポテンシャルっていっぱいあると思います。な

ので、ぜひそういったところをしっかりとチャンスと捉えてやっていただけたらなと思いま

す。 

  企業誘致とかという話もありますけれども、市長がよくおっしゃっている、土地がなかなか
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ないよねという話もあると思うんですけれども、そこでご提案させていただきたいなと思っ

ていますのが、地方創生テレワークというものがありまして、いわゆる「地テレ」というも

のなんですけれども、内閣府の地方創生推進室の企画になるんですけれども、簡単にご説明

させていただきますと、地方創生に熱意のある企業とか地方自治体が集いまして、相互マッ

チングするというようなプラットフォームになっております。 

  これは応募して合否とかというのが決まるんですけれども、例えば、塩竈市に来たときから、

やっぱり港というところが大切だなと思っていまして、その付随でマリンゲート塩釜とかも

いっぱい質問させていただいたんですけれども、例えば、首都圏からテレワークオフィスと

いうのを塩竈に誘致してもいいんではないかなと思っています。海を眺めながら仕事をやる

というのも効率的でもありますし、リラックス効果があって、何かいろいろなもの思い浮か

ぶんじゃないかなと思ったんですけれども、実際いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 地方創生テレワークを実施するに当たりまして、国において

様々な支援措置があるということでございます。 

  先進事例を調べますと、議員がおっしゃったような海を生かしながらのオフィス、サテライ

トオフィスをやっておられる自治体もありますので、まず本市といたしまして、実施に当た

りまして、企業のニーズの把握ですとか、実際に実施が可能な場所があるのかなど、そうい

った調査を進めなければならないということでございますので、まずほかの自治体の先進事

例なども調査しながら、導入の可能性について検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 事例はつくるものだと思いますので、ぜひ。 

  これ表彰もありまして、地方創生テレワークアワードというのがあるんですね。これ３つの

分野に分かれているところでもあるんですけれども、中途半端になってしまうんだったらや

らないほうがいいと思っています。あとは市の本気度かなというところで、当選当初から一

般質問でもお伝えさせていただいていますけれども、これは未来への投資になるのではない

かなと思っているので、ぜひご検討いただけたらなと思います。 

  次の質問に移ります。 

  しおがま未来大使についてお伺いいたします。 
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  先般、アイドルグループの神南さんという方が、塩竈のことをかなり発信していたようであ

りまして、市としても連携をしてシティープロモーションを行っていたような形で、塩竈の

未来大使を目指すと広報しおがまにも書いてありました。 

  このしおがま未来大使でありますけれども、塩竈市の見てみますと、そうそうたる方々が就

任されているように感じております。言い方は適切ではないかもしれませんけれども、現状、

市として未来大使の方々をどのように活用しているのか、お伺いをできればと思います。 

○議長（浅野敏江） 中村秘書広報課長。 

○総務部秘書広報課長（中村成子） 未来大使のご質問をいただいております。 

  現在、10名の方に委嘱をさせていただいております。 

  活用ということでご質問だと思いますけれども、例えば、今年度の大使の方々につきまして

は、今年新たに委嘱をさせていただきました、作家の五十嵐大さんが、先日、市内で講演会

を開催していただいております。 

  また、毎年恒例というイベントになりますけれども、鶴田美奈子さんにはクリスマスコンサ

ートを今月も予定されておりますけれども、実施いただいております。 

  あと、予告になるんですけれども、広報１月号でも新春座談会というのを毎年掲載しており

ますけれども、今回、本間秋彦さんに登場いただきまして、ご協力をいただいたというとこ

ろでございます。 

  また、そのほかテレビ出演ですとかラジオ出演ですとか、いろんな方面でご活躍の大使もお

りますので、その際には本市の紹介をしていただくなど、それぞれのお立場でご尽力をいた

だいているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  正直、まだまだもっといっぱいどんどんどんどん活用していってもらってもいいんじゃない

かなと思っています。市のほうからどんどんやっぱりお願いしていく。先ほどおっしゃって

いましたけれども、テレビとかでも塩竈市出身と言っていただくとかというのはあると思う

んですけれども、それだけでは多分「塩竈市ってどこ」となってしまうと思うんですよ。 

  なので、何かすごい宝の持ち腐れじゃないですけれども、何かしおがま未来大使という称号

をお渡ししただけみたいな感じになっていると思うんですね。もっとどんどんお願いしてい
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ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 中村秘書広報課長。 

○総務部秘書広報課長（中村成子） お答えいたします。 

  現在、未来大使の方々に対しましては、市から年に一度、未来大使の名刺を作りまして送付

をさせていただいております。 

  また、毎年11月には三陸塩竈ひがしものの、マグロをお送りさせていただきまして、様々な

機会に塩竈のＰＲをしていただくというところでお願いをしておるところです。 

  ただしかし、未来大使に活動いただくというところでは、活動に対する支援というところが

まだまだ足りていないんじゃないかなという反省も担当としましては持っておりますので、

今後、積極的に市の情報を発信しながら、様々な場所でさらにＰＲをいただけるように頑張

ってアプローチをしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 追加で申し上げさせていただきます。 

  今、中村秘書広報課長からもご報告させていただきましたが、それ以外にも、例えば、松田

公太さんからは、子供たちのためにということで、関係するＩＴ企業の方々をご紹介をいた

だいたという事例もございます。 

  また、神南さんにつきましても、僕も残念ながらちょっと存じ上げなかったんですが、知っ

ている方はよくラジオで「しおがま未来大使になりたいんだ」ということを宣伝していただ

いていたということをお聞きをしました。その後すぐに、市役所にもおいでをいただいて、

私どもの秘書広報課のＴｉｋＴｏｋに早速出ていただいて、やはりフォロワーというんです

かね、ご覧いただく方々があっという間に3,000人だ、5,000人だという形で増えてございま

す。 

  私どもとしても、いろんな部分もあるので、先様もプロダクションに所属している場合もご

ざいますので、それとの兼ね合いも含めながら、もっと積極的に様々な事業だったり、お手

伝いをいただく場面だったり、そういったことにまずは発信をしてお願いをしてみると、そ

こからもっと図々しく、ふるさとということを一つのキーワードにお願いさせていただけれ

ば、もっと活躍していただけるかなと、お互いに我々もよくなるかなと思いましたので、積

極的に発信していきたいと思います。 
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○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 積極的にということで、やっぱり図々しくやっていかないといけないとこ

ろもあると思いますので、そういった方々ってやっぱり、ＳＮＳとかでもどんどん発信して

いってもらえば、影響力ってかなりあると思いますので、そこで観光に来てもらうとか、そ

ういったＰＲメリットというのもすごいあるのかなと思うので、ぜひ、そこはしっかりとア

プローチしていただきたいなと思っているところであるんですけれども、そういった方々を

うまく活用してＰＲしていかなくちゃいけないと思ったときに、ご提案なんですけれども、

デジタルスタンプラリーというのを導入してはいかがかなと思っています。 

  プラチナラリーというものがありまして、ＡＩを利用したスタンプラリーなんですけれども、

これ導入実績を見ますと、自治体とか行政とか831件導入されているところもあるんですね。

要はイベントとかやっているそのときだけでも活用していくというところなんですけれども、

写真を撮影して、それをＡＩが判断してスタンプラリーという形になるんですけれども、結

局、登録しておけば何歳の方が写真撮ったとか、そういうのも分かるような形になっている

んですね。料金もそこまで高いものではないので、ぜひこういったものを活用していただき

たいなと思っているところなんですけれども、例えば、しおがま未来大使の方々、一人一人

のポスターを作らせていただいて、これを公共施設だったりとか飲食店、例えば、ポスター

を貼って写真を撮ってスタンプラリーにするとか、複数じゃなくてもいいんですけれども、

例えば、まだ未来大使ではないですけど神南さんにお願いしてみるとか、若いファンの方も

いると思いますし、ほかの未来大使の方々もいろんなコアなファンがいると思うんですけれ

ども、そういった方々にも塩竈の未来大使だよと分かるようなメリットというのもあると思

うので、ぜひこういったものをやっていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（浅野敏江） 中村秘書広報課長。 

○総務部秘書広報課長（中村成子） お答えいたします。 

  ご提案いただきましたデジタルスタンプラリーですね、まだ本市では導入の実績はございま

せん。 

  ただ、こちらにつきましては、回遊性を高めて観光促進という部分でも寄与する新しい形の

イベントだと捉えておるところです。まだまだ研究が足りないところもございますので、ほ

かのもう既に導入をされている自治体などから情報をいただきながら、いろいろ勉強させて
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いただいて、ほかの施策とどのようにコラボレーションできるのか、あとは未来大使とどの

ように連動できるのかというあたりも少し研究をさせていただきながら、前向きに検討して

いきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  これ撮った写真はＳＮＳに上げてもらうとか、ハッシュタグをつけて上げてもらうというと

ころだけでも全然違うと思いますし、例えば、上げてもらった中から年間大賞みたいな形で、

塩竈で表彰してもいいんではないかなとも思っています。 

  やっぱりＳＮＳって今大事で、旅行先決めるのも、例えば、どういうものがあるのかもＳＮ

Ｓで調べたりとか、さっきＴｉｋＴｏｋという話もありましたけれども、そういったところ

で調べている若い世代の方って非常に多いんですね。 

  Ｘ世代と言われている42歳以上の方々も、意外とＳＮＳも見ていられるということなので、

ぜひそういうものも活用していっていただきたいなと思うところであるんですけれども、こ

れからやっぱり人口減少がどんどん進んでいく中で、移住者だったり観光客の奪い合いの時

代、戦国時代なんじゃないかなと思っているところなんですけれども、最後に、今後どうか

じを取っていくのか、市長に一言いただければなと思います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） まさに塩竈は宮城県内でも３番目の市制施行という古い歴史を有してござ

います。その歴史を通じた形で、今、未来大使を受けていただいている10人の皆様方には、

もっと、やはりふるさととして甘えるべきなんじゃないのかなと。皆さん、思い一緒なんで

すね。お会いしてお話をさせていただくと、皆さんやっぱりふるさとという一つのキーワー

ドの中で応援をしていただいてございますし、いろんな方が中央のテレビに出られると、塩

竈出身という形でいつも名前のテロップのところに出していただいています。それだけでも

大変ありがたいということでもございますし、先日も五十嵐大さんの映画が、吉沢亮さんが

出演していただいたと。また、国宝にも出られているので、また塩竈市を中心にした映画も

多くの皆様方に関心をいただいてございます。 

  また、神南さんについても、「未来大使になりたいから頑張るんだ」と、ラジオで言ってい

ただいていたと。やはりそういった気持ちのある皆さんがほとんどでございますので、積極
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的にいろんなツールを活用して、コンテンツもたくさん塩竈市は持っているわけでございま

すので、そういったツールを最大限生かす中で、一人でも多くの方、訪れて来ていただいた

方々に満足をしていただいて帰っていただく、そういう方向性をしっかりやはり見いだして

いくことが、塩竈の価値を高めると同時に、応援していただいている皆様方に対する恩返し

だと感じますので、そういった視点からも皆様方に積極的に甘えて、お手伝いをいただきな

がら、塩竈の質を上げていく努力をし続けたいと思っております。 

  ご質問いただきまして、ありがとうございました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、桑原成典議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は２時20分といたします。 

   午後２時１１分  休憩 

                                            

   午後２時２０分  再開 

○議長（浅野敏江） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。14番鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代）（登壇） 日本共産党塩釜市議団、鈴木悦代です。 

  本定例会におきまして一般質問を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めに、学校規模適正化検討に関してお伺いします。 

  少子高齢化、人口減少の進行が及ぼす影響について、様々な場面で指摘されるようになって

久しくなります。本市においても、学校規模について検討が進められています。 

  そこで改めて、本市の学校規模検討の位置づけや方向性、現在の進捗についてお伺いします。 

  以降の質問については、質問席にて行います。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） 14番鈴木悦代議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  学校規模適正化に関してのご質問のうち、少子化、人口減少と本市が目指す学校づくりにつ

いてでございますが、近年の少子化による児童生徒数の減少や学校の老朽化など、教育課題

の解決に向けた対応が急務となっていることから、児童生徒にとって望ましい教育環境を実

現するために、新たな魅力ある学校づくりを目指し、検討を重ねておるところでございます。 

  現在は、塩竈市立学校規模適正化等検討委員会より答申を受けました、学校規模の適正化等

に関する方針案を基に、教職員やＰＴＡ役員、各附属機関の委員の皆様と意見交換会などを
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実施し、具体案の作成を進めている段階にあるところでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  塩竈市立学校規模適正化等検討委員会からの答申を受け、今、具体的な施策づくりに来てい

るということでお答えいただきました。 

  学校規模適正化に関する方針案づくりに向けて、パブリックコメント聴取なども実施されて

おります。80件近い意見が寄せられ、その中では、少子化、人口減少が進む中、いかに人口

を維持していくか、教育環境・学校の在り方は大事な要素になることが挙げられています。 

  将来人口推移のシミュレーションでは、国立社会保障・人口問題研究所推移を根拠としてい

ますが、進行する少子化からいかに人口を維持していくか、住みたい町として若い世代が増

えていくことが鍵となります。 

  学校規模検討は、魅力ある教育環境づくり、まちづくりの検討です。今後、教育環境を検討

するとき、今ある課題を洗い出すことが土台になります。今、本市の教育環境において課題、

問題はどうなのか、どのように捉えているか、お伺いします。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） 本市の教育現場での課題ということの質問だと思います。 

  課題としては４つ考えておりますけれども、まず１つには、昨日からご質問いただいている

学力です。確かな学力の育成が大事だということで、学力向上につながる授業づくりが求め

られているところです。 

  ２つ目が、多様な教育ニーズへの対応ということで、これも不登校や障がいを持ったお子さ

んなど、子供を取り巻く環境が多様化・複雑化していると考えております。 

  ３つ目が、今の質問にもありましたが、少子化です。これは市内全ての児童生徒に等しく質

の高い教育を提供するのが、これから先だんだん難しくなっていくと考えております。 

  ４つ目が、学校施設の老朽化です。施設の安全性やその維持費が今後ますます課題になると

考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

-190-



 

  今、４点にわたって答弁いただきました。不登校の増加であるとか、支援の子供が増えてい

る、さらにそういった中で教師の多忙化など、本市に限らず課題が存在しています。 

  学校規模検討は、子供たちにとってどうなのかを中心にして考えるよいチャンスだと思いま

す。学校は保護者、地域も含めて支えられています。パブリックコメントで意見聴取が実施

されたとはいえ、地域においてはまだ知らない市民、保護者も少なくないと感じております。

市民の合意形成が大事です。 

  その点どのように進められるでしょうか、お伺いします。 

○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） この後、12月から１月にかけて保護者の皆様との意見交換

を予定しております。 

  そのほかにも、児童生徒の皆様をはじめ、学校運営協議会や各附属機関などの会議といった

様々な機会を通して、地域の皆様のご意見を伺ってまいりたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 年内に２回、年明けに１回、保護者を対象に、今後２回計画されています。

曜日であったり、時間帯、場所も考慮されていると思いますが、説明会の参加は、こうした

形での参加はどうしても限定的になります。どういうところで合意形成、市民の合意形成と

いうことを判断されるのでしょうか、教えてください。 

○議長（浅野敏江） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） おっしゃるとおりですね。こちらで回数を重ねても、なかなか対象とな

る保護者の皆様とか必ず集まれるとは限らないと思っております。 

  ですので、これから12月、１月にかけて３回ほどやると話はしましたけれども、それだけで

は不足だと思っていますので、足りない場合には回数を重ねて、少しでもいろんな方のご意

見を聞きたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 機会を捉えて回を重ねて検討ということですが、どんな課題や要望がある

か、一つのやり方ですけれども、市民から無作為に抽出してアンケート調査などで要望であ

るとか、問題意識、そういったことを調査するというやり方もあるのではないかと思います。

また、子供たちの近くで見ている教職員の方の問題意識、それから意見聴取は今の時点でど

のようか、教えてください。 
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○議長（浅野敏江） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） まず、今、ご指摘ありました、無作為の部分とかいろいろ

検討させていただきたいと思います。 

  なお、教職員につきましては、６月から８月にかけて全ての学校11校におきまして、意見交

換を行っております。その際に、併せてアンケート調査も教職員に行っております。９月末

現在での回答件数141件の回答をいただいておりまして、教職員313名に対しまして45％の回

答を得ているところです。 

  その中の主な意見といたしましては、少子化や施設の老朽化、児童生徒同士の関わりの活発

化という観点から、学校の統合・再編については必要な措置である、あるいはやむを得ない

というご意見もいただいております。また一方で、児童生徒への影響という視点から、現状

維持というご意見もいただいているところです。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  ９月時点での教職員の方のアンケート回収率は45％ということで、そう多くないのかなとい

う印象を持ちました。市民も含めて意見は様々あると思います。少子化であったり、老朽化

の課題ということで、検討の時期に塩竈もあるとは思います。 

  ただ、先ほどの回を重ねて検討していかれるということで回答いただいたんですが、今まで

の進め方ですね、３年ぐらいのスパンで結論を出していくということも話されていましたけ

れども、そういうお尻を決めている結論を出すということがどうしても在りきで、先ほど４

点の観点から課題であるとかご説明をいただきましたけれども、その一つ一つをどう解決し

ていくか、その解決に向かって検討が進められているようには見えないのです。 

  地域の実情はそれぞれあるとして、大崎市の鳴子温泉地域であるとか、総務教育常任委員会

で視察した由利本荘市では10年をかけて様々検討したという実例も聞いております。もっと

時間をかけてじっくりと様々な角度から検討が必要と考えるのですが、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 大事な問題なので、行政の長としてお答えを申し上げます。 

  時間軸というものは、それぞれの考え方によって大分違うと思います。「10年という時間を

かければいいのですか」と問われたときに、お子様方はどんどんどんどん卒業していかれま

す。入ってこられるお子様の親御さんも１年で入った人が10年後にはもう中学校も卒業して
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いる段階に入っていきます。 

  これは、時間をかければかけるほど、少子化は間違いなく加速度的に進んでいきます。どの

段階かで、施設の老朽化、もしくは、鈴木議員もご承知のとおり、各学校の教室、空き教室

がどれぐらいあって、どういう規模の中で、今、お子様方が学んでおられるのか。また、部

活動が一つ一つの学校に野球部があった、サッカー部があった。今の現状は、ご承知かと思

います。オール塩竈でも、一つの球技、競技自体が維持できない。厳しい状態であると、私

自身は受け止めてございます。野球をやりたい子が塩竈市内にチームがない。じゃあ別の地

区のクラブチームに入って野球を続ける。こういったような状態も今の現況として果たして

いいのかどうかと。どの段階からこういった協議を始めておけばよかったのかどうかと、過

去のことを言ってもしようがありません。 

  大変デリケートな問題ですから、丁寧に大切に議論するということは、そのものだと思って

おりますが、どこかの時点で、こういったデリケートな課題をまずは議論をさせていただく。

その素材なり、協議する事項なり、今、親御さんが、お子さんが、教職員の方々が、市民の

方々がお考えになっている、思っておられることを、まずは聞かせていただくところから始

めさせていただいているのが１年目の来年の３月までの状態であるというところでございま

す。 

  目的を持って、この１年間、生徒さんだったり、先生方だったり、ＰＴＡの皆様方とも私自

身もお話をさせていただいております。意見はたくさんございます。 

  その中で、塩竈市の考え方をほとんど伝えておりません。それは、フラットに皆さんの意見

を聞きたいという私ども塩竈市の一つの大きな考え方があるからです。 

  そんな中にあっても、ＰＴＡの役員の皆さんからは、もっと通学されているお子さんの総会

で話を聞いてほしいとか、いろんなご意見が出てございます。それにもお応えしようと思っ

てます。 

  そういった中にあって、まだ１年目であると。２年目については、そういったいただいたご

意見の中から、さらにまた広範囲で皆様方のご意見を聞かせていただくと。 

  その中から、またよりいいものをご提案させていただくような形で積み上げて、何回も何回

も意見のやり取りをして、たたき台が出たとしても、そのたたき台からどんどんどんどんバ

ージョンアップをさせていただきながら、そのやり取りを何回も繰り返す中で一つの方向性

としてやっぱり３年という期間を設けさせていただいて、また、審議会の皆様方はじめ、市
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民の方々にも議論をしていただくような機会は、その都度、時期を見てやらさせていただき

たいと考えております。 

  もう既に、僕らが子供のときは、第三小学校ですけれども、1,300人近い児童さんがいまし

た。今の現状は360人ぐらいだと思いますけれども、その現状を、市長としては、もうこれ以

上見過ごせない。施設は全て50年以上経過しています。全てを維持するには、塩竈市の財政

的基盤はなかなか厳しいと言わざるを得ない。 

  そういったことも含めて、まずは大いに皆様方の意見を聞かせていただいて、私どものある

意味では経営面から、そして何よりも大切なこれから学ぶべき子供たちのために、どういう

教育方針の下で塩竈市の子供たちを育てていくか、いけるのか、そういったところをしっか

りと皆様方とのやり取りの中で、よりいいものを積み上げていけるように、ぜひ議論を深め

させていただきたいと考えてございます。 

  これは市としての考え方、または教育長はじめ教育部署についても意見の一致するところで

ございまして、しっかりと塩竈市としてこれからの未来の宝である子供さん方をどのような

お子さんに育てていきたいのか、そういったものを中心に、まずはいろんな議論をさせてい

ただきたいと考えてございますので、議論から逃げないで、私どもも対応させていただくよ

うに努力し続けたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいというとこ

ろでございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  10年かければいいとは思っていないんですけれども、子供が少なくなっていく、学校も老朽

化してどう維持していくか、様々な問題、私自身を持っていますし、その検討の時期だと思

いますが、市長は「市の考えを伝えていない」とおっしゃいましたが、確かにどういう方向

になっていくのか、具体的にまだイメージも出ていないのが市民の皆様にあるかと思います。

考えを伝えていないということですが、統合というのがいいのではないかというのが、塩竈

市立学校規模適正化等検討委員会から一つのたたき台として出されたと思います。 

  ２年目には広範囲から様々意見を聞いてということで、市長もお話しくださいましたけれど

も、どこかの時点では決めていかなければ問題がどんどんどんどん結論出さないで、時間が

過ぎていくというお話でしたが、どこかの時点でというのは、もう何でしょう、ここで決め

る、何年目、３年目で決めるとか、そういうことをお決めになるのでしょうか。 
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○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 物事を決めるときに、やはりあと何年かければいいというのはなかなか、

皆様方の意見を丁寧に聞くという話もこれは一方で理解できますけれども、期限を決めない

で今まで、じゃあお子様方がこれだけ減っている中で、どういう議論をなされてきたのかと

言われたときに、政治家としては、増やすほうのことであれば、ある意味では賛成的に取り

組めるものがあろうかと。 

  ただ、時代がこのような時代に入ってきたときに、税収が下がり、人口が下がり、その中で

も前向きにどうやって将来の宝であるお子様方を、塩竈市としての方針の下に大切にお育て

できるかということを議論していかなければいけない時期に、僕はもうとっくに入っていな

ければいけない時期なんだろうと思ってございます。 

  実は、市長就任時からこのことはお話をさせていただいておりましたが、なかなか私の力不

足でこういったやり方についても進め方についても、逆に勉強になった点もありますけれど

も、ＰＴＡの皆様方とも年に１回、最低やらさせていただいていますから、いろんなご意見

を伺ってきました。これは行政の都合もあったかと思います。 

  ただ、こういった議論を結論から私どもの考えをまずたたき台から市民の方々にお示しして

しまうと、残念ながら、それについてのよしあしだけが議論の中心になってしまって、私ど

もが押しつけるような形ではやりたくないというのが、市長としての考え方です。 

  だから、１年目はフラットに皆様方にこういう考えをしているけれども、まずは皆様方の意

見を聞かせてほしいと、どこのＰＴＡの役員の皆さんと話しても、実はまずたたき台出して

くれ、出してくれ、出してくれと実はここ四、五年言われていたんですよね。でも、最初に

それを話しすると、やっぱりちょっと話が違くなるので、今の段階でも私どもたたき台持っ

ていません。委員会の皆様方の答申を受けていますから、その方向性の中でまず１年目、大

切にいろんな方に聞かせていただいて、私どもの２年目に入ったときに、その意見を含めて

いろんな観点から私どもの気持ちも入れさせていただいて、またそのやり取りをいろんな方

とさせていただきます。 

  ですから、今はＰＴＡ役員の皆様方と話していますけれども、必要であればＰＴＡ総会で、

または地域の方々ともこれから話す計画にもなってございますから、都合はいろいろあろう

かと思いますけれども、その１回で終わるわけじゃなくて、議論は進めますけれども、必要

に応じてそういった方々にご参加していただけるような機会を設けさせていただく中で、ま
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た私どもの考え方、市民の方々のご意見、これはもういろんな形で割れると思います。でも、

それを100％まとまるように努力はしたいと、これは思っておりますけれども、時間をかけれ

ばいろんなご意見がまた新たに出てくる。それに対して逃げるわけではなくて、一つのけじ

めをつけておかないと、なあなあのまま、今、２クラスあるものが１クラス、30人いらっし

ゃる１クラスの人数が20人、下手すると10人台まで落ちていっちゃいます。 

  どの時点で対応させていただくかということは、非常に重要な時期にもうとっくに入ってい

ると、私自身、理解をしています。でも、焦ってはいない。でも、期限は決めないと、いつ

までたっても堂々巡りの中で決まらないまま子供さんだけが減っていってしまう。施設は老

朽化し過ぎてしまっている。 

  ですから、この辺のところをやはりしっかりとご指摘どおり、丁寧に市民の方々ともさせて

いただきながら、先ほど申し上げたような目標の中でしっかりと皆様方にお示しできるよう

な成案が３年後、今だと２年数か月後ということになりますけれども、お示しできるように、

そこまではとことんやはり議論を重ねていきたいと考えてございますので、ご理解をいただ

きたいというところでございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  どこかの時点で、あと３年の期間の中でということは、いろいろ意見はあったとしても、市

としてけじめとしてとおっしゃいましたけれども、その３年の中で決めていくということに

思ったのですけれども、様々意見は確かに出ると思いますが、先ほどから出ている今の子供

たちをめぐる一つ一つの問題が、どのようにしたらより子供たちの育ちで問題解決できる方

向につながるのかということの観点で進めながら、３年でそれが出尽くしたということにな

るのか。期間を決める上で、この時期在りきということでなくて、どのように子供の教育を

めぐる問題解決に進むのかというあたりを丁寧にしていきたい、じっくりお話、検討、議論

していただければと思っています。重ねてですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 誤解があるとまずいので、ここははっきり申し上げておきますが、３年後

には今後のスケジュール、どういう形で学校の例えば、再編なのか、統合なのかということ

をお示しさせていただくということなので、３年後に結果を出すという話ではありません。 

  今後の、例えば、５年後なのか、10年後なのか、そのスケジュールに向かって、こういう方
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針でやらさせていただきたいというたたき台から、皆さんのまたご意見のやり取りを何回も

しながらお示しをさせていただくということでございますので、そしてまたそれが決まった

後に大きく変わることはないにしても、その後の気づきとか、動いてみたらこうだったとい

うのは必ず起きますので、そういったことに常にやはり対応していく柔軟性というものも、

教育部はじめ教育委員会の皆様方からも、いろんな公式・非公式の中で教育長をはじめ、私

どもの教育部長、担当セクションの職員全員が、常に聞かせていただいてございます。 

  ですから、そういったものを、まずは意見のやり取りの中で取りまとめをさせていただいて、

そういったものを織り込みながらまたをお示しして、また帰ってきて、このやり取りを何十

回でも僕はしてもいいと思っているところがあるので、それを３年の間に一つの方向性は見

いださないと大変になります。 

  それを見いだしたときに、これから５年後にはこうなります、10年後までには完結させます

とか、そういうような話で持っていくということになりますので、ぜひその辺は皆様方のご

意見をまだまだやり取りをさせていただく中で、よりいいもの、よりいい環境の中で、現実

対応とすれば施設の老朽化は待ったなしです。今の11校全てを維持し続けることは、今の塩

竈市の財政状況ではやっぱり不可能なところもございます。 

  そういったことも含めて、ぜひご意見をいろいろ頂戴をして、私どもにぶつけていただけれ

ば、またそれも一つの大切なお声として受け止めさせていただきたいと思っているところで

ございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。分かりました。 

  ぜひ３年間の中でスケジュールを出していく、一つの案を出していくということで、議論を

重ねていくということだと受け止めました。 

  続きまして、10月１日の豪雨における被害状況と課題についてお伺いします。 

  昨日の小髙議員の質問で、今回の豪雨による被害の実態や対応について教えていただきまし

た。災害対策に奔走された職員や協力団体の皆様に感謝を申し上げます。 

  今回の経験から、今後に生かす教訓も残っているのではと感じます。時間が経過する中で出

てくる情報というものもあります。被害の全容を把握する上で、10月31日付の危機管理課の

大雨被害状況の文書を拝見したのですが、冠水地域に牛生地区はありませんでした。集会所

前は70センチ近い冠水があって、私も大雨当日スマートフォンで撮ったわけですが、それを
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すぐに市のほうにはつなげられていなかったという反省も込めてなんですけれども、実態把

握というのは、被害全容を出す実態把握というのはどのように反映されるのかについてお伺

いします。 

○議長（浅野敏江） 古谷危機管理課長。 

○総務部危機管理課長（古谷勝弘） 冠水箇所等の確認についてということでご質問いただきま

した。 

  まず、大雨等の冠水箇所は、発生すると推測される場合には、まずは本市の職員と、あとは

担当課で情報を共有しながら連絡・連携を取って、まずは市内のパトロールを実施します。 

  その後、冠水地区や危険箇所など早期発見に向けた対応をしていっているという状況でござ

います。 

  また、市民の皆様から寄せられた情報、電話とかで連絡来ます。また、防災投稿ポストによ

る危険箇所の投稿がありますので、それを確認しながら随時対応しているという状況でござ

います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  先ほど防災投稿ポストということも伺いましたけれども、私自身、すぐつなげられなかった

というのが、スキルがぱっといかなかったという反省なんですね。 

  それで、危機管理課にお伺いして、牛生町はこうだったということと話しながら丁寧に防災

投稿ポストのやり方を教えていただきました。やはりもっと、せっかくあるシステムを市民

で活用できればいいかなとは思いますが、現在の防災投稿ポストの活用の度合いというのは

いかがなものになっていますか。 

○議長（浅野敏江） 古谷危機管理課長。 

○総務部危機管理課長（古谷勝弘） この防災投稿ポストについてですが、まずは周知方法につ

きましては、市のホームページやＬＩＮＥ等に掲載しているほか、全戸配布しております防

災ガイドブックにもＱＲコードが載っていますので、そちらから入ることができます。 

  また、町内会や自主防災組織の説明会、あと各種イベント等においても広く周知をしている

ところでございます。 

  以上です。 

-198-



 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  ただいまいろんな周知方法というのを伺ったんですけれども、一つには防災訓練の場でテス

ト投稿をしてみるとか、そういうやり方もあるのかなと、やっぱり体で覚えないと、積極的

にそこにアクセスしている方もいるとは思いますけれども、そういう機会を捉えてテスト投

稿とかもいいのかなと思います。 

  それから、先ほど時間の経過の中で出る情報も出てくると申し上げましたけれども、地域の

防災組織担当者とか、消防団とか、行政だけではやりきれないという面もあるので、そうい

う後日に聞き取りする、それを被害の全容把握に反映させていくということも考えるもので

すが、行政だけじゃなくて、地域のいろんな団体であるとか、町内会との連携ですね、それ

を市も関わって進めていくことが大事かと思います。いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 古谷危機管理課長。 

○総務部危機管理課長（古谷勝弘） 各自主防災組織で独自に防災訓練等を実施してございます。

特に10月、11月については、集中して各自主防災組織が自主訓練を行っている状況です。 

  そちらのほうに我々危機管理課職員も伺いまして、その状況を確認して、その際に、災害が

起きないように、起きる前にということで、例えば、住宅敷地内の雨水が入り込まないよう

に側溝のごみや枯れ葉などの撤去、取り除いていただけるようにこちらからも町内会や自主

防災組織にご協力をお願いして周知しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  確かに今、側溝にたまった土砂であるとかちゃんと流れるように、平素から管理しておくと

いうことは大事なことです。側溝によっては蓋が重かったり、ロックされていて、住民だけ

では手が届かないというところがあるんですけれども、そういうことを含めて、いかに平時

から、そういう側溝管理とかの役割、地域と相談しながら行政もそこに関わって役割分担で

あるとか、何が課題であるとか、どこが問題かとか、そういうことを進めていただければと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 古谷危機管理課長。 

○総務部危機管理課長（古谷勝弘） まず、過去に冠水した場所ですとか、そういった場所をこ
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ちらでも把握しております。そういったところ、担当課と連携を取りながら、例えば、土木

課で側溝の管理をしている部分など、そういったところではその場所を、例えば、雨が降り

そうだと、その前に、事前の対応として側溝の確認をしたり、掃除をしたりという対応をし

ていますので、前例にならって対応をしているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  やはり平時からそういった環境整備というのが大事になると思います。よろしくお願いしま

す。 

  その次に、災害時に、被災した場合の発生したごみの受入れは、今回はどのように行われた

か伺います。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） それでは、私から今回の大雨に伴いまして災害ごみ、10月２日

から10月24日まで約３週間にわたって受入れを行わせていただきました。 

  その間、やはり現場には搬入方法に関する問合せ、そういったものが多く寄せられたという

ところで、そういった災害等が起きたときに市民に対する周知と、そういったところが大き

な課題なのかと捉えております。 

  やはり今後、災害ごみの円滑な処理というのは、被災に遭われた方々の生活再建、そういっ

たところでは大変不可欠でありますので、今後我々としては、水害であったり、火災であっ

たり、そういったときのことを想定した対応マニュアル、そういったところを今後早急に整

備を行いまして、市民の方々に周知を図っていきたいと考えてございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  搬入方法の問合せが多かったということですが、実際どのように搬入されているんですか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） ご自身で搬入された方もございますし、あとは、やはりこうい

った被災した状況の中で、なかなかご自身で搬入が難しいということで、現場のほうで対応

したりとかということはありました。伺って物を回収するとか、そういったのは今回に関し

ましては、そういった状況はありました。 
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○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 自主搬入というのが基本で、搬入が難しい場合は、個別回収を行ったとい

うことですか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 個別回収も行いましたし、あとは、やはり今回に関しましては、

環境課の職員が常に巡回に回りまして、道路等に出されているような大きなごみですとか、

そういったものを回収したということになります。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  ごみ処理に関しては、今、本市でも耐用年数も過ぎていたりということで、施設の延命化策

が重点課題となっています。その点で、延命策検討の現状と、私たち市民に対して求められ

る点はどのようになりますか。 

○議長（浅野敏江） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 延命化に関しましては、今、作成をしているところでございま

す。 

  施設のプランというと、やはり老朽化しているというところで、今までもいろいろとお話し

してきました。それで、市民の皆様にはやはり家庭から出される日常ごみに関しまして、適

切な分別を進めていただいて、リサイクル率を高めていただいたり、あと、残菜を少しでも

少なくしていただく、そういったことをお願いしてまいりましたので、今後に関しましても

やはり減量化の取組に関して市民の皆様のご理解、ご協力を得られるように周知を行ってい

きたいと考えてございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  分別をきちんとしたり、今までの話でも３キリ運動とか、そういう取組も出ているので、よ

りそういう取組が浸透するように、私自身も地域で進められればなと思います。 

  続きまして、鳥獣対策ですが、熊による住民の生活圏に対する出没・実害の報道が続いてい

ます。本市では、出没の情報・通報はあるのでしょうか。また、本市でもし実害を想定した

場合の体制や対応についてお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 
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○産業建設部水産振興課長（平塚博之） それでは、お答えをさせていただきます。 

  今、熊の出没、今年になって大分増えているという状況です。 

  県内においては、去年に比べると大体４倍ぐらい増えているという状況があって、周囲です

と、利府町であったり、松島町で目撃、出没状況があるということは確認しておりますが、

本市においては、熊の出没、目撃だったり、ひづめの跡だったり、足跡だったり、そういう

目撃情報はございません。 

  もし熊が出た場合の対応というところでございますが、基本的には国のガイドラインに基づ

いて対応するということになってございます。それも緊急度に応じた対応というところにな

っております。 

  例えば、緊急度が低い場合、例えば、単発で熊が出没した場合に関しては、基本的には、ま

ず市民への周知であったり注意喚起を行うという状況があります。あとは、一定程度で複数

回出たり、例えば、市民の家に侵入してきたという緊急度が上がった場合につきましては、

捕獲であったり、あとは、緊急銃猟は市街地ですと基本的には難しい状況がありますので、

まずは捕獲するという状況であったり、麻酔銃での対応などを考える必要が出てくるのかな

というところがあります。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  ハンターというんですか、そういった方々の体制というのも把握されているんでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） ハンターと言われるのは、猟友会ですかね。猟友会に

つきましては、塩竈支部というのがございまして、それは二市三町にまたがっているという

状況があります。 

  なので、二市三町広域で、実は緊急銃猟のマニュアルというのを猟友会と二市三町でつくっ

ているような状況でございますので、それがそろえばそういうマニュアルに沿った対応をし

ていくような形になると思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 
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  冬眠時期に入る今でも、多発地域での出没というのは続いています。先ほど利府町であると

か、松島で出没の目撃はあるという話が出ていますが、近隣の山間の市町ではあるわけです

ね。 

  そういう点で、寄せつけないための環境整備であるとか、もし熊に遭遇したときの身を守る

ための知識の周知についてのお考えはどうでしょうか、お伺いします。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 熊を寄せつけないために市民が気をつけるということ

ですが、基本的には、やはり熊というのは臭いを感じる力がすごい強いと言われています。

数キロ先からでもそういう臭い、人間の何千倍という嗅覚が鋭いということがありますので、

そういうところで食べ物であったり果実の臭いを嗅ぎ取る力がすごい強いと言われています。

そういう臭いを出さないという取組といたしましては、例えば、家庭ごみをしっかり適切に

管理をしていただき、庭に植えてある柿の木であったり、栗の木などに、例えばまだ実がな

っているのであれば、そういうのを取っていただいたり、あとは、そういうものをもう使っ

ていない状況があるのであれば、伐採していただくような対応をしていただければと考えて

いるところです。 

  あと、熊から身を守るための周知というところですけれども、基本的には注意喚起を促すた

めに、市民の方に対してはホームページやＬＩＮＥであったりというところで周知をしてい

くんですけれども、やはり市民の皆様に過度な不安を与えないようにするのも大事というと

ころがありますので、適時適切なタイミングでそういう周知をできればと考えているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） ありがとうございます。 

  ごみの出し方の徹底ということもお話しされたんですが、熊は河川敷とかの茂みに身を隠し

て侵入するというような情報もあるんですが、日頃のそういう雑草の刈払いであるとか、そ

ういうことも必要だと思いますが、いかがですか。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 確かに熊は河川敷から来るとは言われております。た

だ、塩竈市には川がないという状況もございますが、例えば、里山と市街地をはっきり区分
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けするようなところで、刈り取ったりなどするというのは有効であるとは考えますので、そ

ういうところ、一応県の補助を使いながらできるということもありますけれども、県内全体

として比べると、まだ塩竈市はそこまでいっていない状況もありますので、今後の状況を踏

まえながら考えていくことになるかと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） よろしくお願いします。 

  続きまして、帯状疱疹ワクチンの定期接種に関してお尋ねします。 

  帯状疱疹ワクチン接種が、今年度４月から予防接種法に基づく定期予防接種になりました。

市町村では接種費用を助成していますけれども、本市において接種料金をどのように決める

か、流れ、どこでメンバーですね、審議内容、どういった根拠で決めたかについて教えてく

ださい。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） お答えをさせていただきます。 

  帯状疱疹ワクチンの予防接種自己負担額の決め方でございましたが、令和６年12月以降に国

の方針を明確に示されているということを受けまして、二市三町の保健衛生部門の担当課長

などで構成されます、塩釜地区二市三町保健衛生研究会、こちらのほうで統一の方向性で検

討を重ねながら、予防接種の実施機関と協議の上で方針を決定している状況でございます。 

  具体的な予防接種に関してですが、こちらに関しましては、予防接種法により市町村が行う

ということで決められておりまして、その費用について、根拠として同法の第28条に実費を

徴収することができるという規定がなされております。 

  具体の中身でございましたが、予防接種にかかる総費用の内訳に関しましては、ワクチン単

価と接種手技料、事務費などからなります。こちらの考え方に関しましては、コロナワクチ

ン、インフルエンザワクチンなどと同様に、薬価相当分、ワクチンの単価分を接種者の自己

負担としながら、手技料、事務費用を行政負担とする考えで整理をさせていただき、算定を

行ったという経過がございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 
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  自己負担については市が決めるということですね。塩釜地区二市三町の自己負担を全県に比

べてみますと、生ワクチンで4,900円、組換えワクチンで１回１万8,100円、組換えワクチン

は２回接種が必要ですけれども、２回で３万6,200円ということで、県内では一番高い自己負

担額となっています。 

  助成額を引き上げて、もっと受けやすい料金を望む声が多くあります。本市の接種料金が高

過ぎるという声は、医師サイドからも聞かれていますが、受け止めはいかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 帯状疱疹のワクチンの自己負担額でございましたが、こち

らに関しましては、これまでコロナワクチンだとかインフルエンザワクチンと同様に、薬価

相当分を自己負担とするということを基本にしながら検討を重ねてございます。 

  今現在のところ、こちらに二市三町で定めた金額というところもございまして、現時点での

変更の予定というのは、今現在ない状況にございます。 

  こちら帯状疱疹組換えワクチンのような、確かに価格が高額な予防接種、個人負担の負担が

大きいということは確かに認識してございますが、一度接種した場合に複数年の効果がある

と、また、予防効果などを考えた場合にある程度妥当なところかと考えてございますので、

ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 県内見てみますと、自己負担ですね、接種する場合の。塩釜管内以外のほ

とんどの市町村では、組換えワクチンで１万円を超える助成を行っています。せっかく定期

接種になったわけですので、助成額を引き上げて、もっと受けやすくして、ワクチンの効果

が行き渡るように求めますけれども、帯状疱疹は80歳代になると３人に１人は発症すると言

われる身近な病気です。そういうことで、ワクチンを受けやすく、ワクチンの効果が行き渡

るように申し上げまして、最後の質問に移ります。 

  桜ケ丘老人憩の家の廃止に伴う駐車場の利活用についてなんですが、桜ケ丘老人憩の家が廃

止になって、そこの当該施設の駐車場だったところには、現在、ロープが張られている状態

なんですね。今後の土地の利活用は、具体的に方向性は決まっているのでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今、議員がおっしゃるとおり、昨年度用途廃止されて、建物の解体は

-205-



 

終わっているということで、今現在は閉鎖をしております。 

  基本的に今、普通財産という扱いになっておりまして、我々としては市有地の有効活用とか、

財源対策がありますので、できれば有償での貸付け、あるいは売却などを基本に考えてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 分かりました。 

  市営桜ケ丘住宅は、設置されてから40年、50年近くなるんでしょうか。その時点では、駐車

場もないということで、了解の上、入居してもらっているということも伺いました。 

  ですが、時間もたって、今は車社会でもあり、車を所有されている方の駐車スペースはある

んですね、とってもらっているんですけれども、来客者の駐車ができない、そういう場所が

ないんです。今、時間もたち、高齢化して、介護も必要だということも出てきているわけで

すね。その介護事業者の方が止める場所がない、あとは娘さんだったり親族が訪れることも

あるんですが、「止める場所もないから行けないね」と言われたんだという住民の方もいら

っしゃいました。 

  そういうことで、来客者用の駐車スペースの要望が強いんですけれども、ご高齢の人に沿っ

て進めていただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 星まちづくり・建築課長。 

○産業建設部次長兼まちづくり・建築課長（星 潤一） 市営桜ケ丘住宅の来客用の駐車場につ

いてのご質問だと思います。 

  市営桜ケ丘住宅につきましては、18区画の駐車場がございまして、現在、そのうち３区画が

空きとなっております。また、直近の５か年を見ましても常時３台から４台程度、常に空き

が生じているという状況でございます。 

  このような状況を踏まえまして、来客用の駐車場のスペース確保につきましては、団地自治

会からご相談・ご要望があった場合において、これらの空き区画を活用する方向で検討して

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 鈴木悦代議員。 

○14番（鈴木悦代） 常時空いている状況、どれくらいが使われているかという状況のお話しさ
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れたんですが、ぜひ団地の自治会とかの要望に沿って、相談していきたいという答弁をいた

だきましたので、ぜひその辺りを住民の皆さんの希望に沿っていただければということを申

し上げまして、私の質問は終わります。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 以上で、鈴木悦代議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は３時30分といたします。 

   午後３時１７分  休憩 

                                            

   午後３時３０分  再開 

○副議長（今野恭一） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。２番佐藤公男議員。 

○２番（佐藤公男）（登壇） 一般質問をさせていただきます。かいしん、佐藤公男でございま

す。 

  当局の皆様にはご対応のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  今年も残すところ、あと２週間足らずとなりました。来年は十二支と十干で言うところのひ

のえうまに当たります。昨年、国会でもひのえうまの生み控えについての質問がされたほど、

60年前の出生数は深刻でありました。 

  私が生まれた昭和41年のひのえうまは136万人に対し、佐藤市長がお生まれになった翌年は

前年比40％増の193万人もの出生数で、およそ57万人もの差異が生じております。昨年の出生

数が68万人であることを考えれば、重大な社会問題であったことが伺えます。 

  私も明治、大正生まれの先祖から「ひのえうまの女は気性が激しく、夫の寿命を縮めるとい

うことから子供が少ないのだ」と、何度も聞かされました。そのくせ、私がひのえうまなの

は理解に苦しむところではありますが、いずれにせよ、私の同期を見てもそのような女性は

おりませんでした。少数であろうとは思いますが、今後に向けて、十月十日を計算され待っ

ておられる方がおられるとすれば、そのご心配はございませんのでご安心くださるよう、ひ

のえうま年を代表して一言述べさせていただきました。 

  もう１件あります。 

  先日、本市３代目市長、川瀬基治郎氏の令夫人、智寿子様がお亡くなりになったと知人から

連絡をいただきました。98歳であったようです。 
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  智寿子様は、本市では長く社会奉仕団体で活躍をされていたこともあり、20年前に名古屋市

に越されてからも毎月のように知人にお電話をくださり、本市のことを案じていたと知らさ

れました。半生を過ごせば、そこが真のふるさととなる、川瀬ご夫妻と共々、私もその思い

は同じであります。 

  ご親交のあった当時の皆様方はご高齢となり、連絡先も分からなくなっておりますことから、

この場を借りてご報告とさせていただきました。衷心よりご冥福をお祈りいたします。 

  一般質問に入ります。 

  私からは大綱５点お伺いいたします。 

  １つ目、凍結となっている新庁舎建設その後についてお伺いします。 

  本年３月、これまで検討を重ねてこられた新庁舎建設については、建設資材の高騰や今後の

公債費の増加等を鑑み、ごみ処理施設の問題の方向性が定まるまで凍結とし、緊急防災・減

災事業債、いわゆる「緊防債」の延長いかんでは、再度チャレンジをされたいという意向で

ありました。 

  そこでお伺いするのは、緊急防災・減災事業債の延長はどうなったのか。また、そのときに

耐震調査も再度行うと言っておられました。その結果はどうであったのか。２点をお伺いい

たします。 

  以降については、質問席からお伺いします。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） ２番佐藤公男議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  新庁舎建設凍結についてのご質問のうち、緊急防災・減災事業債の現在の状況についてでご

ざいますが、本庁舎整備にかかる有利な財源と考えております緊急防災・減災事業債につい

ては、今年度が期限とされていることから、機会を捉えまして、国・県に対し全国市長会、

様々な各種団体を通じて制度の延長と拡充について要望を重ねてきたところでございます。 

  現在、国においては、地方財政対策の概要の取りまとめの段階であると捉えてございます。

年内中には何らかの方針が示されるものと想定しておりますことから、引き続きその動向に

つきましては注視をしている現状でございます。 

  私からは以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） ご質問の中で、あわせて耐震の調査の結果についてもご質問がありま
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したので、それは私からご説明をさせていただきます。 

  まず、今年の７月に本庁舎の安全性・耐震性の調査を委託をしました。具体的には検体のコ

ア抜きをしたりとか、目視調査を行っておりまして、大体の概要がまとまっておりまして、

今、内容の精査をしておりますので、まとまり次第、議会にもご報告をさせていただきたい

と思っております。よろしくお願いします。 

○副議長（今野恭一） 佐藤公男議員。 

○２番（佐藤公男） ご答弁ありがとうございました。 

  ３月の時点で一旦凍結されたのは、私は正しかったと思います。議案として提出されても、

私は立たなかったのではないかとは思っています。 

  ただ、緊急防災・減災事業債の延長、年内には示されるということなんですが、これはもう

１年、２年では事足りないように思うんですね。最低何年ぐらいの延長が必要なのか。それ

と、再チャレンジされるとした場合、これは仮定の話になりますが、凍結時のプランを採用

するのか。その２点をお聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） まだ正式に国で何年延長する、もしくは延長するという話は全く出ており

ません。 

  ただ、いろんなところにお話を聞かせていただくと、能登半島地震もございましたので、そ

ういったことも鑑みれば、延長するのは当たり前なんじゃないかというお話がございます。 

  ただ、その中にあっても、期限が３年なのか５年なのかという話が、複数から聞こえておる

現状もございますので、私どもとしては、やはり今年中に示されるだろうと言われておりま

すが、３年なのか５年なのか、もしくは延長するのかしないのかということには注視をして

いる、先ほど申し上げたということになります。 

  それをもって、３年なのか５年なのか、これ考え方がいろいろ変わってくるかと思ってござ

いますが、３年だからどう、５年だからどうというよりも、そういった期限があったときに、

前回庁舎の建て替えについては、基本、この旭町の庁舎でということで、時間が限られてい

る中で、一つの方向性を示させていただきましたが、延長になった場合、全くフラットにす

るかどうかという議論も決まってからじゃないと話になりませんので、決まってからの方法

としては、また皆様方のご意見も拝聴させていただきながら、どれぐらいの時間軸の中で予

定ができるのかできないのか、そういったことも慎重に見極めながら、例えば、新たな場所
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にするということもあるだろうし、前の一つの方向性を見いだした旭町のこの場所にという

こともあるだろうし、そういったことをしっかりと見極めながら慎重に議論していきたいと、

今の時点では考えてございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） それでは、仮定の仮定の仮定の話でお話をさせていただきます。 

  前回は現地再建ということでしたが、今、取り組まれている長期総合計画や行財政改革は大

変理解できるんですね。例えば、令和９年度の組織再編も、具体的には示されていませんが、

理解できるところなんですが、ただ新庁舎建設をされる場合、数十年に一度の塩竈市の大プ

ロジェクトだと私は思うんですね。 

  人口や年齢構成を考えれば、これから大型商業施設、大規模な工場の進出などは正直見込め

ないとは思っています。新庁舎建設が進むのであれば、まちのグランドデザインを変える、

もしかしたら最後のチャンスと言ってもいいかもしれません。 

  ただ建て替えるだけでなくて、もう少し着色をしてもよろしいんではないかなと考えており

ます。 

  そこで、仮定の話ですので大変恐縮なんですが、提案したいのは４つほどあるんです。提案

といいますか、効果が出るものとして、１つ目は、資金の乏しいゆえの建設費の抑制、２つ

目は、担当部署の効果的な配置、３番目、壱番館の文化交流センター化、４番目、指定管理

費の抑制の４つであります。 

  能書きを申し上げさせていただきますと、例えば、せんだって塩竈市魚市場に伺って職員の

方にご案内いただいたんですけれども、２階に展望なんかありますよね。上から下のマグロ

が並んでいるのを見ていたんですけれども、平日の10時に行ったときに、私以外でも親子連

れ、私含めて３名だけだったんですね。職員の方に尋ねましたら、「修学旅行とかないんで

すか」と尋ねましたら、本年１件だけだったそうなんですよ。何であんなにいい場所がある

のに、隣に松島もあるのに、１件だけなのかなと、不思議に思ったところもあったんです。 

  また、会議室で１件会合が入っておりましたが、これもマリンゲート塩釜の料金が上がった

ために横滑りしてきただけの会合であります。決算特別委員会でも、魚市場内の電気料、水

道料に無駄があると言っておられました。これは管理事務所の人数が不足しているために生

じている問題であるようにも思います。当然、使用者もそうだとは思いますけれども。 

  話は戻りますけれども、修学旅行の受入れにしても、教育部ですとか商工観光課にまたがる

-210-



 

のではなくて、水産振興課が一括して担当して案内も行う、または会議室や展望台の利活用

も促すべく視察を行う。そのために、水産振興課を完全に魚市場に移行してはどうかと考え

ます。 

  次に、マリンゲート塩釜なんですが、これは指定管理制でありますけれども、こちらの人員

も４名で、１年365日ローテーションを回しているんですね。結構、精いっぱいです。私もは

たから見ていますけれども。 

  人員不足から事務所が空になっていることもしばしばあります。指定管理者は、本来マリン

ゲート塩釜の管理・運営が主たる業務であります。前回の一般質問でも、草野産業建設部長

に一蹴されましたけれども、商工観光課を配置することで、海辺のにぎわい創出等にも現場

力を生かせるのではないかと私は考えます。 

  市主催かもしれませんが、商工観光課の方々が様々なイベントのお手伝いをされているのも

何度も見かけております。こういった緊急時のバックアップ体制の強化にもなると思うんで

すね、指定管理者４名しかおりませんから。 

  夏のイベントのときに、これも私もちょっと巻き込まれてしまったんですが、イベントで大

分多くのお客さんがいらしていたときに下水が詰まったんですよ、トイレが。下の貯水槽と

いうんですか、あそこがもうパンパンの状態になって、もうあふれる寸前までいったんです

ね。その日は日曜日で、役所も休み、業者も休み、お手上げの状態でした。幸い、草野産業

建設部長に連絡がついて、業者の手配はしていただいたんですけれども、やはりマンパワー

不足は私は否めないなと感じました。もちろん商工観光課がマリンゲート塩釜の業務を遂行

するわけでもありません。あくまで緊急時のバックアップを含めての配置であります。パソ

コンとかはどこで叩いても、私は一緒だと思っています。水産振興課のように現場力を上げ

ることが大事だと、私は考えます。 

  ３つ目に教育委員会なんですが、前、公民館本町分室にありましたですよね。あちらは歴史

的建造物で、私も大変大好きな場所なんですけれども、美術館と大講堂は別として、教育委

員会教育部については公民館本町分室、あるいは、ふれあいエスプ塩竈が適切と考えます。 

  令和６年度の決算書でも利用人数とかは微増ではありましたけれども、今後、人口減少等を

考えればピークアウトは近いと考えます。前に進むことも重要でありますが、緩やかにたた

んでいくことも、私は必要に思います。 

  現在の公民館本町分室は、指定管理で貸室をされていますけれども、この需要も減っていき
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ます。間違いなく減っていきます。会合等のできる市の施設は、塩竈市魚市場、マリンゲー

ト塩釜、壱番館、公民館本町分室、ふれあいエスプ塩竈、塩竈市公民館、塩釜ガス体育館、

保健センター、ほかにも幾つかは存在します。市の施設であることから、稼働率は求めない

までも効率は考えるべきだと考えます。 

  今は申し上げなかった福祉子ども未来部、その他は、仮に建設がされるとなれば、本庁集約

でよろしいかと思います。その時点で壱番館をまず空にし、多賀城市でいう多賀城市文化セ

ンター、利府町でいうリフノス、七ヶ浜町でいう七ヶ浜国際村といった文化の拠点を、ほこ

みちの延長線でもある壱番館に位置づけてはいかがかと考えます。例えば、塩竈市文化交流

センターでもよろしいかと思います。 

  復唱になりますが、そうすることで最小限のコストで新たなまちづくりもできるかと考えま

すが、ちょっと長くなりましたけれども、ご答弁いただけるようでしたらお願いをいたしま

す。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 私から先にご説明をさせてください。すみません。 

  今、何点か、かなり本庁舎の建て替えというか、新庁舎絡みでいろいろお話をいただきまし

た。これから庁舎いろいろ検討していきますが、その前段として、現場に必要な部署を配置

するべき考え方というのがまず原則としてあるということで、その点に関しましては、状況

に応じた対応はやっぱり必要だと思っています。そこにいることによって業務の効率が上が

るでありますとか、考えなければならないのは、市民の利便性がどうかという観点が必要だ

と思います。 

  なので、分散をさせること、本当は庁舎って集約させることを基本に考えておりましたので、

そことのバランスが非常に重要になってきますので、最終的には市民の方の利便性がどちら

が高いのかというような視点で、今後、今ある計画については考えていきたいと考えていま

す。 

  また、もう一つの提案としては、いわゆる施設の運用の効率化の視点もご指摘いただいたと

思っておりますので、この点につきましても、この庁舎の検討の中で施設の効率化の運用の

在り方については考えていきたいと考えています。これが２点目です。 

  あとは、壱番館の集約という問題なので、これは今ある庁舎機能をきっちり移転させられる

かどうかというところが一つキーになってまいりますので、これはやはり今後の計画の見直
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しの中でしっかり議論していくべき課題かなと思っています。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） まず一つ大切なことを言っておかなきゃいけないのは、今の本庁舎の現状

について、今、調査している最中でございます。近いうちに調査した結果を皆様方に、取り

まとめをしてお示しをさせていただくと。 

  その状況がどういうものかということは、私どもにとっても非常に大きな決断を下すときの

材料になるかなと思ってございます。それと同時に、私が市長にさせていただいたときの現

状は、水道部は新富町にあり、今でも役所の目の前の民間のところにございます。壱番館に

施設がありということで、元から分散していた現状があって、この本庁舎が、まずは65年経

過している中にあって、今どういう状況なのか、これの判断はしっかりと見定めなきゃいけ

ないと。 

  あとは、分散していることによる市民の方々に対する利便性、いいわけはありませんので、

これをどのような形で集約するかというのは、市長に課せられた大きな課題だろうと捉まえ

てございます。 

  その一方で、建設費用がご承知のとおり、私どもの見積りが甘かったと言われればもう何も

言えませんが、65億円が115億円、結局かかってしまうという現実と緊急防災・減災事業債、

本来は市庁舎に適用できないんだけれども、私どもの、この旭町が津波浸水想定区域に新た

に指定されたということで、この緊急防災・減災事業債が活用できると。こういうチャンス

はもうめったにないだろうなと、先ほど佐藤議員もおっしゃったような状況でもございます。 

  ですから、そのチャンスを生かさない手はない。だが、時間はなかった。その中で、あのよ

うな結論を見いだしたけれども、結果的には最優先事項であったごみ処理場の結果があのよ

うな結果になり、今は宮城東部衛生処理組合にお願いしていて、市役所の庁舎については、

残念ながら凍結と。 

  でも、現状は何も変わっていなくて、日がたつごとにどんどんどんどん厳しくなっている現

状がありますから、それについて、今、調べてもらって、プロの方に。あと何年もつのか、

もたないのか、筋交いだって3.11経験していますから、今の時点で筋交いの効果を発揮でき

るのかどうかということも調査の中に入ってございますので、それを真摯に受け止めたいと。 

  その上で、今年中にあると言われている、３年なのか５年なのか分かりませんが、延長も含
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めて、その現状が僕にとっても最後のこの緊急防災・減災事業債、優位な起債、これのチャ

ンスだと思っています。 

  ですから、建設費用は日がたてばたつほど、どんどんどんどん値上がりしていきます。そう

いった状況にあって、今の庁舎だって、あと５年もつのか、10年もつのか分からない。そう

いった状況の中では、ありとあらゆる策を講じて、様々な形でやっぱり集約するという努力

と、集約される場合にほかの施設がどうなるかという議論も当然、同じようにしていかなき

ゃいけないわけでございますので、そういった動きが、現実いろんな形で延長になったり、

状況判断をさせていただく中で皆様とも情報共有、そしてご指導もいただきながら、丁寧に

大切に進めさせていただきたいなと思っております。 

  とにかく延長になるかどうかは、塩竈市にとっても大きな大きな一つの情報になりますので、

しっかりと見極めた上で、そこからの動き出しということになりますので、ぜひご承知おき

いただきたいというところでございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 根本的に私、コンパクトシティーを目指すのであれば、市役所のビッグオ

フィスは必要ないと思っているんですね。 

  先ほど総務部長も市長もおっしゃいましたけれども、機能の集約化、これについても私疑問

に思っていまして、水産振興課と商工観光課、教育委員会教育部のことを言ったんですけれ

ども、例えば、市民課に来た方が、その後、壱番館にある水産振興課に行かれるか、商工観

光課に行かれるか、これ市民の方からも言われていて、私、その都度、返すんですよ。「壱

番館と本庁、これ往復したことありますか」と言うと、ほとんどの方が「ない」と言うんで

すよ。 

  機能集約というのは、もしかしたら役所の理屈なんじゃないでしょうかね。年間どれだけい

らっしゃいますか、議員の皆さんも含めて、これまで渡り歩いたというのは。私、あんまり

ないと思うんですよね。 

  そういう意味で、建設コストも含めて点在してもよろしいんじゃないかということを申し上

げているんですね。もし市長、一言あるんでしたらお願いします。それで終わりにします、

この件は。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） そういうふうな方向性から言われると、それも一理あるんだろうと思いま
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す。 

  ただその一方で、これは市役所の中の話になるかもしれませんけれども、最近リモートの会

議はあまりしなくなったんですよね。一時期はどんどんどんどんしたんですけれども、やっ

ぱり顔を見て会議するということも大事だし、ときには必要性に応じてリモートも必要だろ

うし。 

  ただ、一般の方の利用頻度と私ども職員の利用頻度では、庁議もそうなんですけれども、何

かあったときに説明に来たり、決裁もらいに来たり、それがレトロだと言われればそのとお

りなんですけれども、多分市役所の皆さんのほうが行ったり来たりという頻度は、ときには

もう５回以上そういうやり取りの中で、必要性に応じてということはあり得ると思ってござ

います。 

  でも、僕の感想です。今の時点での感想は、やはりもともと３つに分散しているところから、

例えば、水産振興課が一時期塩竈市魚市場に行ったことがあって、何年後かでたしか戻って

きた経過があるかと思います。その中身は、何で戻ってきたか、ちょっと僕、説明聞いたか

どうか覚えていませんけれども、もともと１つの庁舎の中から水産振興課を出しましょうと

か、ほかのを出しましょうというのとは本市は違って、もともと３つに分散しちゃっていた

んですね。それも震災後に、津波が来た壱番館に200人の職員を、民間から区分所有を買い取

って庁舎にしている現状がございます。 

  新富町の郵便局の旧庁舎跡地にしても、古いビルを買い取って水道部のビルとして使ってき

た経緯がございます。もともと最低３つ、もしかすると教育委員会ももともとは港町の交番

の前の建物にあったんですけれども、その後、公民館本町分室に移ってきてということがあ

ったと思いますけれども、やっぱりその状況からまた新たに分散させるということについて

の、否定しているわけじゃなくて、１つのものからもしかして１つの顔、じゃあ水産だから

魚市場、せっかくできたんだからあちらにやりましょうという考えと、今現時点で３つに分

散しているところからまた新たに４つ目のセクションをつくるということに関する考え方の

違いになってくるんだろうなと思います。 

  まずは、そういったことも含めて、チャンスがもし、もし広がったときに、もう一回フラッ

トに皆様方のご意見をいただいたり、市役所の調査でしっかりと考えるということが、もう

一回チャンスが来れば、それができると思っておりますので、そこからまた新たな考え方の

下に、よりいいものが出来上がるように検討させていただきたいというところです。 
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○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ご承知のように、東北６県では一番狭い市なわけですね。大崎市ですとか、

石巻市、登米市と違って、端から端まで四、五十分かかるわけではないんです。どこからい

ったって、塩竈市は10分で抜けちゃうんですよ。ですから、そういう狭さを逆に私は生かす

べきだと思うんですね。四隅を生かしていく、本庁はコンパクトでいい、私はそういう考え

であります。あとやめます。 

  続きまして、学校教育所管についてお伺いします。５点伺います。 

  まず、部活動の地域移行について伺います。 

  スポーツ庁、文化庁では、令和８年度から３年間を休日の移行期間、その後の３年間を平日

も含めた移行期間としております。 

  まず、本市の現在の進捗状況を伺います。既に実施されている校名、競技名などありました

らその事例も踏まえて教えてください。 

○副議長（今野恭一） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） 本市の部活動の地域移行の進捗状況ですけれども、令和７年、今年の３

月に県から出された、学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドラインに基づいて、休日の

部活動については令和10年度中に地域移行するということで、今、検討を進めているところ

です。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございます。 

  国からは何の補助もなく、特に地方では人材不足で、人集めに困難を極めているようです、

いろいろネットで確認しますと。 

  そこで、今後、まだ決まっていないかもしれませんけれども、本市においてはどのような方

法で外部指導員を確保されていくのか。ＮＰＯ法人ですとかスポーツ団体、本市でいえば塩

釜市体育協会等々ありますが、方向性があれば教えてください。 

○副議長（今野恭一） 郷古生涯学習課長。 

○教育部生涯学習課長（郷古勝浩） お答えします。 

  本市におきましては、地域移行も持続可能な活動にしていくためにも、地域の方のお力が必

要と考えております。 

  この関係がありまして、まずは塩釜市体育協会の方などと連携して進めていくことが望まし
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いと考えてございます。 

  また、本市は、プロスポーツ４団体と包括連携協定を締結しておりますので、各団体の皆様

にご相談しながら、塩竈市として特色ある地域移行を進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤公男議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございます。 

  続きまして、負担なんですけれども、千葉市ですとか静岡市ですとか、ああいったところは

大きいですから自治体の負担で公費負担でされているんですけれども、大体中規模以上のと

ころですと、受益者負担、保護者負担でされているところが結構多く見受けられます。月に

換算しますと、大体1,000円から2,000円。あと年間の保険料が数千円といった感じなんです

けれども、本市はどのような方向性でおられるのか、お聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 郷古生涯学習課長。 

○教育部生涯学習課長（郷古勝浩） 本市におきましては、地域移行することによって生じる運

営費などの課題につきましては、今後のアンケート調査、それから各協議会、こういった部

分で様々な方の意見いただきながら、方向性を検討してまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤公男議員。 

○２番（佐藤公男） 分かりました。ありがとうございます。 

  私の知人で岩沼市に在住の方がいるんですけれども、中学校３年のお子さんをお持ちです。

卓球をされているようです。岩沼市の例を申し上げますと、岩沼市の公立中学校は４校らし

いんです。火曜日と木曜日は自校の体育館で部活動にあたる、これは学校の先生、顧問があ

たるわけですね。 

  それで、土曜日となぜか月曜日なんですけれども、土・月については外部指導員の方があた

っているようなんですね。ここにはあまり学校の顧問の先生はいらっしゃらないようです。 

  これについての保護者負担は発生していないようなんですね。公費が発生しているかどうか

は分からないんですけれども、取りあえずのところ、そういったところが落としどころなの

かなとは思うんですけれども、お考えあればお願いします。 

○副議長（今野恭一） 郷古生涯学習課長。 

○教育部生涯学習課長（郷古勝浩） 議員から今、貴重なご意見をいただきました。 
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  先ほどもお伝えしたんですが、アンケート調査とか、あとは、いろんな関係する方のご意見

いただきながら、あとは先進地の自治体の例を参考にしながら、皆様がよりよく子供たちで

すね、部活動できるように、地域移行、進めていきたいと考えていこうとしておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） 補足いたします。 

  多分、岩沼市は先行して国のモデルということでやっていると思うんです。それが、何個か

自治体ありまして、それは補助金が出ていると思います。 

  ですので、それがなくなったときには、大体、今、先行して検討しているところも受益者負

担じゃないとできないという話も聞いていますので、本市でも恐らくそういう方向に行かな

きゃないかなと、今の段階ですけれども思っております。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございます。 

  いずれにせよ、保護者、生徒が納得できるような形を確立していただきますようお願い申し

上げます。 

  続いて、中体連における複数校合同チーム参加規定について伺います。 

  今年の夏の高校野球の地区予選、私の母校の結果どうかと調べてみましたら、結果よりも公

立高校４校が合同で参加していたんだということにちょっと驚かされました。少子化がここ

まで来たのかなといった感じだったんですが、本市の中学校、これ野球でお尋ねします。 

  本市の中学校の複数校合同チームの参加規定はどうなっているのか。第一中学校、第二中学

校、第三中学校、玉川中学校、浦戸も含めてお答えいただければと思います。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答えいたします。 

  複数校の参加規定につきましては、宮城県の中学校体育連盟で、まず個人戦のない団体種目

について認めているところでございます。 

  要件といたしましては、試合人数に満たない学校が複数集まり編成する合同チーム、または

単独でチーム編成が可能な学校が試合人数に満たない学校を吸収して編成する準合同チーム

と、この２つの形が合同チームとして認められているところになります。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 
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○２番（佐藤公男） 現在はどうなっているんでしょうか。どのような合同チームがなされてい

るんでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 本市におきまして合同で参加しているチームにつきまして

は、野球と、それから、女子バスケットボール部が参加しております。 

  ただし、女子バスケットボールにつきましては、拠点校方式という、また違う形になるんで

すが、そのような形で参加していることになります。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 繰り返しになりますが、野球はどの学校とどの学校が組まれているのか。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 大変失礼いたしました。 

  現在は、第二中学校、第三中学校、玉川中学校でチーム編成しております。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 第一中学校は含まれないということでよろしいですね。（「はい」の声あ

り） 

  これ私の会派で、特に志賀議員が中心にやっていただいたんですけれども、今年の４月の話

です。これは別に蒸し返すつもりはないんですけれども、ちょっと時系列で伺いたかったん

ですけれども、小学校を上がったお子さんが４月の入学前の説明会では、顧問の先生から野

球部は存在すると説明がありました。ただ、実際、入学後、生徒３名が野球部へ入部を希望

したところ、野球部は廃部になるので入れないという説明を受けたんですね。 

  この第二中学校、第三中学校、玉川中学校、第一中学校は入っていませんね。こういったこ

とが絡んでいた話なんでしょうか、廃部というのは。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 部活動につきましては、各学校で規定を設けております。 

  その中で、例えば、２年続けて部員がいなかったときには休部にするとか、そういう形で進

んだものかと理解しているところでございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 生徒さんが保護者の方に伝えたときに、言葉の行き違いもあったんではな

いかという解釈もあるんですけれども、第一中学校はそうするとどうなんでしょう、今後、
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ずっと野球部はないという解釈でよろしいですか。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 現時点では、第一中学校ではただいま野球部はない形とな

っております。 

  ただし、今後の在り方ですけれども、拠点校方式という方式を取りますと、野球部がない学

校の生徒もどこかの学校が拠点となりまして、そこに一緒に参加して、中総体等の大会にも

一緒に参加できる、そういう規定となっておりますので、次年度は塩竈市、野球に関しまし

ては、拠点校方式で進めるというところで、今、確認して進めているところになります。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） よく分かりました。ありがとうございます。 

  ただ、この１年ですね、今回、入部を希望した３名、これはちょっと１年間、空振りになっ

ているわけですよね。それで、外部に活路を見いだしたと、志賀議員からは聞いているんで

すけれども、こういうブランクが生じないように、今後、生徒側にも適切な説明をお願いで

きればと思います。 

  続きまして、学区外通学について伺います。 

  これは言葉を選んで慎重に言わないとまずいんですけれども、これも私の知り合いの進言な

んですけれども、昨年の12月、この時期まで隣町に住まわれておりました。お父さん、お母

さんと子供さん２人、上が高校生、下が中学校だったんですけれども、このご家庭が、この

とき隣町では賃貸だったんです。そこから歩いて三、四分のところ、本市になるんですけれ

ども、境界線なんですね。本市に一戸建てを購入されて引っ越しをされたと。ありがたい話

ですね。ただこのときに、中学校の子供さんが当然通っていたところ、歩いて四、五分ぐら

いですから、転校はしたくないと。先方の教育委員会に相談を持ちかけたらしいんですね。 

  それで、結論から言うと、これも逆の立場だったら本市はどう答えたのかということを聞き

たいんです。 

  この内容を見ますと、私も首をかしげるんですね。頂いた文書があるんですけれども、先方

から言われたことが、帰宅後の預かり先があれば認める、２点目、転居した後も住所を賃貸

１年間残したままにすることはできないか、３つ目、住所はそのままで中３になる年度に塩

竈市へ住所を変更してはどうかと言われたんです。２番目、３番目というのは、二重家賃み

たくなるんですよね。 
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  私はあり得ないことだと思うんですけれども、これが仮に本市であった場合、どのような対

応をされたか、教えてください。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答え申し上げます。 

  まず、本市の場合ですが、子供たちは住民基本台帳に基づきまして、指定された学校に就学

するのが大原則となっております。 

  ただし、途中で転居したとか、そういうケースも当然あります。その場合には、「塩竈市立

小中学校の就学指定校の変更等に関する事務取扱い要綱」に照らし、その内容について精査

させてもらっております。 

  ただいま議員がおっしゃったケースでありますと、本市の場合ですと、市外転出後に引き続

き市内の小・中学校に就学したいという希望があった場合、現在の要件ですと、卒業まで認

めるという形で取っているところでございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 塩竈市教育委員会は懐が広いということでよろしいですね。そのように伝

えておきます。ありがとうございます。 

  続きまして、４点目のＰＴＡ運営について伺います。 

  町内会同様に、ＰＴＡの加入率が全国的に減少傾向にあるということなんですが、お分かり

であれば、本市の中学校のＰＴＡ加入率、また全国平均、県内平均もあれば、併せてお願い

します。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答えいたします。 

  市内小・中学校では、現在、ほぼ全ての家庭でＰＴＡに加入していただいているところでご

ざいます。 

  ただし、やはり学校によってＰＴＡ活動の見直しを、今、図っているところも出てきており

ます。その学校につきましては、今年度、約70％の加入率との報告を受けているところでご

ざいます。 

  なお、全国、県の加入率の統計、確認できませんでしたので、分からない状況となっており

ます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 
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○２番（佐藤公男） 強制ではありませんので、70％といったところですね。 

  インターネットかいわいでいろいろ見ているんですけれども、未入会であったためにその生

徒さんが卒業式で記念品を渡されなかったとか、あるいは強制的に会費を徴収されたなどの

裁判も起きているんですね。これはいずれも棄却や和解で決着はしているんですけれども、

特に本市においてはそういったトラブルはないと、小さなトラブルもないという解釈でよろ

しいですね。 

  ありがとうございます。 

  あと、入会手続なんですけれども、これは昔からの慣例で、暗黙の了解で入会させられて、

いわゆるみなし入会ですか、そういったことが行われていないのかどうか、教えてください。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答えを申し上げます。 

  多くの学校では、４月のＰＴＡ総会時に、ＰＴＡ活動のねらいや委員について説明した上で、

承認を得ているというところとなっております。事実上、その場でそれをもって入会の同意

を得ているという形を取っております。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 引き続きよろしくお願いいたします。 

  続きまして、５番目、浦戸小中学校の現状についてお伺いします。 

  小規模特認校制度ということなんですが、これについて説明をお願いします。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 小規模特認校制度についてですが、この制度は、児童生徒

数が減少し、存続が困難であるという学校において、小規模のよさを生かした特色ある学校

運営を進める場合に、学区外からの子供の入学が認められる制度となっております。 

  ちなみに、浦戸小中学校につきましては、この制度を活用して平成17年度から実施している

ところでございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 現在、市内と市外、通学されている割合を教えてください。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） 現在、浦戸小中学校の在籍数になりますが、小学生22名、

中学生20名の合計42名の在籍となっております。 
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  そのうち、現在、市内から通学する児童生徒は26名、市外からの通学する児童生徒は16名と

なっております。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございます。 

  これもインターネットで見ていたんですけれども、令和６年度、令和７年度はちょっと見て

いないんですけれども、この小学校１年、２年、３年生の生徒がかなり少なめに見えたんで

すけれども、小規模校ですから小さいんでしょうけれども、これは大丈夫なんでしょうか、

存続としては。 

  あともう一つ、来年度入学予定者、今現在、何名であるか教えてください。 

○副議長（今野恭一） 岩渕学校教育課長。 

○教育部学校教育課長（岩渕克洋） お答えいたします。 

  まず、浦戸小学校につきましては、複式学級が前提となっております。１・２年生で１クラ

ス、３・４年生で１クラス、５・６年生で１クラスになるわけですが、今年度で言いますと、

１・２年生のクラスで７名、３・４年生のクラスで８名、５・６年生のクラスで７名という

ところで、バランス的には教育活動するのには比較的少人数のよさを生かした活動ができて

いるというところになります。 

  来年度の入学予定者ですが、現在選考過程にありますのでまだ確定しておりませんので、確

定した段階でまた改めてご報告させていただきます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 分かりました。 

  10月でしたか、市営汽船のしおじのさよならクルーズでしたかね、あのときに全校生徒の皆

さん、桟橋にお出になられて、歌を歌われていて、非常に皆さんいい表情だなと、本当に残

していかなくてはならない学校だと、本当に心底思いました。 

  今後も継続できるように頑張っていっていただければと思うんですが、ほかにはないよさと

いうのがあるわけですよね、浦戸小中学校というのは。船で通学をして、その日のニュース

でも流れていましたけれども、この船での通学の30分が非常に子供さんたちにとっては有意

義であったと。勉強する時間であったり、休息する時間であったりとか。あと学校において

も自然の環境を生かした授業とか、結構されているんですよね。岩渕学校教育課長、一番ご

存じだと思いますけれども、こういったところを売りにしていって、本当に本市が先進事例

-223-



 

となるような、よそからばんばん視察が来るような、そういう学校を目指されてもいいよう

に思うんですが、抽象的ですみませんが、教育長いかがお考えでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 黒田教育長。 

○教育長（黒田賢一） 私が答えなくても佐藤議員のほうがよく分かっているんだろうなと思っ

て聞いていたんですけれども、本当特色ですね、自然体験ができるとか、そういうことで売

りにしているところです。 

  ただ、あまりにも何十人も入学、逆にあると、施設の関係とかありますので、今ぐらいの規

模でやっていくのが大事なのかなと考えているところです。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございました。 

  続きまして、大綱３番目の観光資源の保全について伺います。 

  塩釜松島湾に浮かぶ264の島々の一つである仁王島について伺います。 

  東日本大震災において、モリや網やいかだ、ブイなどが絡み、その後、県の修復工事が行わ

れたと聞いておりますが、その後の管理・保全はどうなっているのかを伺います。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 私からお答えを申し上げます。 

  仁王島、国の指定の名称であります、特別名勝松島の一部ということになります。 

  管理が本市ではなくて、県の文化財課が管理していることになります。 

  こちらのほうに問合せまして、年１回の文化財パトロールをしてらっしゃるということでお

聞きしております。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 県のほうでされているんですね。分かりました。 

  震災から14年経過するわけですが、当然、あの形は何千年かかってあの奇形になったわけで

すね。今も日々浸食は続いております。 

  市民の一人、海洋と歴史にお詳しい方からの進言なんですけれども、私もこれ写真を頂いて

きて、つなぎ合わせているんですけれども、震災前の写真とあと二、三年前の写真ですかね。

私、肉眼でもかなり浸食はしているんじゃないかなと思うんです。後で末永教育部長にお見

せしますけれども、こういった部分を保全していかなければならないんではないか、県では
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あるとは思うんですけれども、これ海面に面した下の部分というのはなかなか触れないんで

すよね、工事とか。触れないですよね。 

  お詳しい方が言われるには、例えば、手前に海中防潮堤であるとか、あと波消しブロックで

すか、そういったものを設置して、人間の体というと歯周病みたいな感じですよね。だんだ

んだんだん浸食されて、それを防ぐような工事も必要じゃないのかというご指摘がありまし

たが、いかがでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  私も過去の歴史をいろいろ勉強させていただきました。過去、昭和44年に地震があって、そ

のときにあった地震によって、当時アーチ型の材木島でしたか、そちらが崩落したというこ

とから、この仁王島を一度鉄筋を入れて補強したという歴史がどうもあるようです。補強し

て、その上から仁王島の岩を砕いたものを吹き付けて、自然な状態で見せていたというのは

歴史としてあるというのを聞きました。 

  あと、過去の写真も見たんですが、確かに明らかに首の部分に対して胴体の部分が若干やっ

ぱり痩せている部分があるんだろうなと思ったところです。 

  今、ご質問にあったことなんですが、県にも実は問合せをさせていただきました。結論から

言うと、やっぱり難しいというところです。 

  というのは、特別名勝松島保存活用計画というものがあって、そちらの計画の中で、第一種

保護地区のさらに上の特別保護地区という状況になっている。こちらになると、文化財保護

法によって文化庁への名勝をまず現状変更が必要になってくるというのがあります。国のほ

うのですね。 

  かつ、その計画内で、そもそもこの仁王島というのは人が住まない島、いわゆる岩なので、

県からも新しくやはりそういったものを設置する、島の周りに設置すること自体がやはり難

しいだろうというのはお話として受けたところでございました。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 文化財保護の観点なんですね。ちょっとこれから仙台塩釜港の役割と整備

状況について、市長も委員でありますので、先月も２回目の審議が行われていたので申し上

げようと思っていたんですが、文化財の保護と言われれば進むあれもないですから、これで
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終わりにします。 

  続きまして、大綱４番目の性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国

民の理解増進に関する法律について伺います。 

  法施行後、２年が経過しましたが、まずは本市での市民や企業の理解と、また相談件数や内

容について、事例があれば教えてください。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 理解増進法、施行されてから交付されて２年が経過していると

いう状況でございますが、こちら性的指向であったり、ジェンダーアイデンティティーの多

様性に関する考え方が浸透しているかといいますと、なかなか市民の皆様には深く浸透して

いるとは言い難いという状況でございます。 

  これまで市へのそういったところの相談があったかということですが、今までの中ではそう

いった相談実績とかそういったものというのは、実際はございません。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 理解されているかどうかというのは、分からないということでよろしいで

すね。 

  私も実例を申し上げてお尋ねします。 

  市の施設での話なんですけれども、男性用のトイレで用を足そうと思いまして、男性用トイ

レに入りました。便器が小便器３つ並んでいるんですけれども、どなたもいらっしゃらなか

ったので奥の便器で用を足しておりました。その二、三十秒後に、もう１人の方入ってこら

れたんですけれども、ちょっと何か雰囲気が変わっていて、女性の香水の匂いがしたんです

よ。緩やかに横を見ましたら、隣で髪型は三つ編みで、お化粧されて口紅もさされて、ピン

クのワンピースを着られた方がまくし上げて用を足されていたんですよ。ちょっと一瞬、私

が間違ったのかなと思ったんですけれども、そんなはずはないと。その方が出ていくので冷

静になって考えたんですけれども、それは厚生労働省の見解ではオーケーなんですよね、別

に。大丈夫なんです。その方が女性用トイレに行ったときに、いろいろ問題が起きてきてい

るわけですよね、法施行後に。 

  その10日、２週間後ですかね、私が利府町の商業施設に所用で行くんですけれども、そこの

トイレにこういった貼り紙があったんですよ。 

  「ここは女性用トイレです。男性の方は使用できません。」 
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  男性のほうはその反対の言葉が掲示されてあるんですね。店長に伺ったところ、そういった

方が入ったと、数回。それで、一般の女性と言ったらちょっとあれですけれども、女性方か

ら苦情があったと。そのためにこういった掲示をしているんだということだったんですね。 

  それはちょっと微妙なところだと思うんですけれども、本市の施設において、当然ジェンダ

ーレストイレもありません。多目的トイレもそんなにはないと思うんですけれども、こうい

った事例、これが出てくると思うんですよ。 

  本市のあるスーパーマーケットでも、最近２か月ぐらい前から、「ここは男性トイレです」、

「ここは女性トイレです」と大きく掲示しているところが出たんですね。 

  そういったことが出てきたのかなと思っているところなんですけれども、まずそういったこ

とが出てきた場合、本市の対応をどうされるのか伺います。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 今、佐藤議員からご紹介がありました件なんですけれども、や

はり厚生労働省的には法律施行後であっても公共浴場等の施設の男女の区分というところで

区分されておりますので、実際、佐藤議員が遭われたような事例に対しては、別に問題がな

いというところではあるんですが、今後こういった性的指向ジェンダーアイデンティティー

の多様性となったときに、我々塩竈市の公共施設ですと、多目的トイレを設置してございま

して、どなたでもご利用ができるような状況にはなってございますが、民間の施設でとなり

ますと、やはりそういったところが理解が進んでいるところもあれば、なかなかそういった

取組まで至っていないところもあるというところで、やはり我々として、そういった民間等

そういったところ、企業等に対してもこの理解増進法の周知、そういったところは今後も積

極的に図っていかなければいけないのかとは考えてございます。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） 本市と、あとマリンゲート塩釜とかは多目的トイレはありませんよね。多

目的トイレはありますか。（「あります」の声あり）あります。じゃあ、マリンゲート塩釜

で伺います。 

  マリンゲート塩釜はないんですよ。あります。（「本市の公共施設には、はい」の声あり）

全部ありますか。 

  じゃあいいです。この話は終わりにします。 

  最後です。鳥獣等の出没状況について伺います。 
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  先ほども質問がありましたので、ピックアップをして伺います。 

  本市での出没状況についてはなかったと思うんですけれども、近隣で利府町ですとか松島町

であったと水産振興課長がおっしゃっていますけれども、件数とエリアが分かれば教えてく

ださい。 

○副議長（今野恭一） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） お答えいたします。 

  昨日現在、12月17日現在で利府町では24件、松島町では33件という件数になります。 

  基本的にはやはり山に近いほうというところで、例えば、利府町であれば菅谷台の方面とか、

あと葉山のほうとか、例えば、松島町であれば幡谷のほうとか、多分そちらのほうが多い状

況かなと思います。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 佐藤議員。 

○２番（佐藤公男） ありがとうございます。 

  鳥獣等で私申し上げていますので、猿も入るんですけれども、２年前に本市の伊保石エリア、

あと青葉ヶ丘でも野生の猿が確認されております。その２年後の、すみません、お時間もう

少し、すみません。 

  その２年後に、やまつみ保育園ができております。あとフォレストアドベンチャー・塩竈も

できております。いずれも子供たちが集う場所です。こういったところへの注意喚起といい

ますか、そういったことはどのように考えていますでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 確かに令和５年ですか、12月に石田であったり、千賀

の台、青葉ヶ丘で猿が目撃されたという状況があります。 

  むやみに刺激しないことが一番大事だというところがありますので、まずはそういうところ

で出たということで、周辺の地域にまず周知をしていただいて、過度な刺激はしないような

周知はさせていただきながら、あとは先ほどの熊とも一緒ですけれども、同じような対応を

させていただくことになると思いますので、マニュアルに沿った形、今後つくっていくこと

になりますけれども、そういう状況で対応していければと考えておるところです。 

  以上です。（「ありがとうございました」の声あり） 

○副議長（今野恭一） 以上で、佐藤公男議員の一般質問は終了いたしました。 
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  暫時休憩いたします。再開は４時40分といたします。 

   午後４時３１分  休憩 

                                            

   午後４時４０分  再開 

○副議長（今野恭一） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。９番西村勝男議員。 

○９番（西村勝男）（登壇） 今定例会の最後の質問者となりました。塩釜を元気にする会の西

村でございます。 

  ２年余りのブランクがありまして、ちょっと認知機能が劣ってきているので、飛んで質問な

んかもあるかもしれませんので、それは随時対応していただければ幸いですので、よろしく

お願い申し上げます。 

  では、質問に入らせていただきますので、よろしくお願いします。 

  中心市街地商業活性化についてお伺いします。 

  塩竈市内の商店の閉店が増えてきております。空き店舗、空き地、駐車場が点在してきて、

その要因としては、人口減少、高齢化により大型商業施設の消費が増え、商店街の魅力や集

客力が望めず、後継者の不足に陥っております。 

  市内の中心部の大型店でも空きスペースがだんだん増えてきていまして、やはり大型店でも

外部の商業施設に持っていかれているのかなということが顕著に見られます。 

  それでは、現在行われてる商業活性化事業、塩竈市で行われている活性化事業ですが、昨日

の志賀 勝議員の質問におきまして、シャッターオープン事業、にぎわい支援事業、空き店

舗利活用促進事業については、大体理解できましたが、そこでお伺いします。 

  県内各地で起業家総合支援プロジェクト事業が展開されております。次年度に向けて新たな

起業家支援事業をお考えなのか、お伺いします。 

  以降の質問につきましては、質問席で質問させていただきます。どうぞよろしく、ご回答の

ほうよろしくお願いします。 

○副議長（今野恭一） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） ９番西村勝男議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  中心市街地商業活性化のご質問のうち、空き地、空き店舗が多くなっている実情に対し、新

たな起業支援策が必要ではないかとのお尋ねでございます。 
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  市内の商業環境に対する認識といたしましては、震災を経て事業所数とともに商店街の組織

も減少傾向にあり、加えて、市中心部において建物の老朽化が進んで空き地が目立っている

現状を大変重く受け止めてございます。 

  市としては、物価高騰の折、イニシャルコストが低く抑えられる即効性もある空き店舗を活

用したにぎわいづくりに主眼を置き、ニーズに応じた見直しを図りながら、店舗の改修費用

や家賃への支援を行っているところでございます。 

  また、起業支援といたしましても、塩釜商工会議所と連携したセミナーや市の委託による商

人塾を開催するなど、独立創業を目指す事業者のスキルアップ等を多角的に支援する体制を

整えているところでございます。 

  ご指摘の新たな起業支援策については、これらの事業を基軸としつつ、引き続き、地域の実

情を把握しながら検討を深めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） ご回答ありがとうございました。 

  起業家セミナーということで、今、市長からもお話しありましたけれども、塩釜商工会議所

がセミナーを開いております。先月22名の参加者があり、それに向けて今調整中ということ

でした。それでも、なかなか結果として出てこないと。隣の多賀城市では、多賀城市の産業

部が主催となってセミナーを開催して支援事業を展開しているとお聞きしましたが、塩竈市

が主催ということでこういうセミナーを開催することはできないんでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、お答えします。 

  今、西村議員から塩釜商工会議所で行っております創業セミナーの内容についてご解説いた

だいたんですけれども、当該セミナーについては産業競争力強化法というのがございまして、

それで市が事業計画を立てて、塩釜商工会議所を総合支援の事業者と位置づけて、ワンスト

ップサービスと、あと６回にわたるセミナーを開催するという立てつけになっています。 

  釈迦に説法になってしまいますが、この６回のセミナーを全て受講しますと、例えば、法人

設立する際の登録免許税が減免されたり、あるいは、持続化補助金ですか、こちらの申請対

象にもなるということで、セミナーを終えた後の各種支援が充実しているということで、本

市としてもこれを基軸に置いているということです。 
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  そのセミナーを市主催で開催するということも手段としては考えられるんですけれども、基

本的には会議所のセミナーについては、よろず支援拠点の講師の皆様いらっしゃっていただ

いて、かなり専門性も高くて、即実践に結びつくようなセミナーが主体となっています。 

  ただ、残念ながらその後、起業する皆さんが少ないということを西村議員は多分危惧されて

おりますので、市主催のセミナー、どれぐらい効果あるのかというのも勉強させていただき

ますし、どういった形で塩釜商工会議所をサポートしていくのかなどについても、担当で研

究は深めさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） ありがとうございます。 

  どうしても多賀城市として「多賀城みらい塾」ということで、主催多賀城市となっていると、

やはり安心した形でセミナーにも参加できるのかなという部分がありますので、その辺も加

味しながら、新たな発想でセミナーを開いていただければ、起業支援していただければ幸い

ですので、よろしくお願いします。 

  多賀城市だけではなくて、県内各地でも50万円とか100万円とかということで起業家支援を

しております。どうしても交付金が来たときだけやります、例えば、塩竈市でも100万円ほど

出されて、二、三年前ですかね、何店舗か支援した経緯もありますが、結局、 

そのときは予算があるからということなんでしょうけれども、これ平年ずっとその関係を続けて

いただいて、いつでもどうぞと、最低20万円から100万円までは出しますよというような形で

募集をかけると、もっともっと起業家の方に発奮していただいて、出店をいただけるのかな

と思っていましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  あともう１点、お伺いしますが、壱番館の１階の空き店舗ありますけれども、ああいうとこ

ろを月1,000円ぐらいでお貸しして、試しに出店してみませんかとか、チャレンジショップと

いう形での出店をお誘いしながら、いろんな形で商業者の方に興味を持っていただくという

ことも一つ可能だと思いますが、それによって、マリンゲート塩釜に、直会横丁に、本町の

海岸通なり、あと門前町のほうにということも考えられますので、いろんな部分でチャンス

を与える場所の設定も考えられるか、お伺いします。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 
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  チャレンジショップなどを主催してはどうか、あるいは、そういった支援策を考えてはどう

かということじゃないかと思います。 

  議員がおっしゃるとおり、各自治体で比較的ハードルの低いお試しビジネス的なチャレンジ

ショップの開催というのは散見されているところでございます。 

  本市においても検討の視野には入っておるんですけれども、例えば、実例として、マリンゲ

ート塩釜ですね、マリンゲート塩釜の中では、あれはポップアップショップという言い方し

ていまして、期間限定のお店をまず開けてもらって、それでお客様が根づいたらテナントに

入っていただくというような事業スキームをやっていますので、壱番館の１階については、

今、管財契約課を含めて、鋭意検討中ということになりますので、我々担当の手持ちとして

は、マリンゲート塩釜のフロアをそういった活用ができるのではないかなと考えているとこ

ろでございますので、これについても併せて研究を深めさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） よろしく検討のほどお願い申し上げます。 

  福祉事務所の入口のところに麻婆豆腐の丼を売っているお店があったりとかということで、

食堂じゃなくても給食かな、あそこでやっている方もいらっしゃいますし、ああいう形でも

いいですから、壱番館の１階をそこ分割ぐらいして、月1,000円でもいいし、安くしていただ

いて、本当にチャレンジして出店したら、消費者がどう使われるのかということも含めて検

討していただければ幸いですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  なかなか前回の応募の中で登用された事業者がゼロと、そういうことも聞いていましたので、

昨年、一昨年はまだあったということなんですけれども、ゼロということになりますと、本

当に塩釜の商店街、疲弊して数が段々少なくなってきますので、その辺はよろしくお願い申

し上げます。 

  次に移ります。 

  日常に彩りがあるまち門前町の活性化についてお伺いします。 

  歴史観光軸であります鹽竈海道の石碑があります。石碑利用についてお伺いします。 

  鹽竈海道北浜沢乙線は、県事業として平成元年から20年の歳月をかけ、平成21年、2009年12

月に完成、中心市街地であり、門前町の歴史的地域で、沿道には酒蔵をはじめ、鹽竈神社へ

の３つの参道もあり、みこし巡行などの舞台ともなっております。そして、「道そのものが
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博物館」というパンフレットもありますし、そういうコンセプトで鹽竈海道には「塩竈百人

一首」、歌枕に詠まれて、100人の平安時代、鎌倉、江戸時代までですかね、結構そういう

方々が100人の石碑がありますが、それについて観光軸である鹽竈海道の石碑利用については

どう捉えているのか、お答えください。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  どう捉えているかというご質問ですので、難しいんですけれども、今、議員からご紹介あっ

たとおり、あの道路、かつては県道でなく市道で一方通行になって、それで柳が生える水路

があって、バスだけがたしか逆行できていたんじゃないかと思います。 

  そこを先人たちのご苦労で、20年の歳月をかけて、当時、いわゆるバブルという背景もあっ

たかと思うんですけれども、ほかには例を見ないような歴史的な観光軸、今、ご紹介ありま

した百人一首以外にも、例えば、道しるべであったり、曲水であったり、あとびょうぶ絵と

いうんでしょうかね、そういうのがありますので、まず間違いなく歴史が深い本市にとって

ふさわしい道であると思いますし、議員がおっしゃっていたように、コンセプトはあの道が

過去から道自体が記憶していたものを表したという発想になりますので、本当に観光客の皆

さんも含めて、付加価値が高いのではないかと考えているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 平成19年ですかね、国土交通省の日本風景街道にも選ばれているという、

歴史ある街道だということはなかなか市民の方も知らないし、来ている方も存じ上げない部

分がありますので、この石碑を利用して100人、例えば、全国各地にこの歌をお披露目して、

サポーターになっていただけませんかと。この碑を１年間、あなた方が見守っていただけれ

ばどうでしょうかということで、県内・県外・全国に発信するだけでも、塩竈百人一首と言

われていますけれども、そのほか全国でも百人一首というのは結構ありますので、あっと思

って見ていただける方もありますが、そういうものも考えられないのかお伺いします。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  恥ずかしながら、私自身あまり歴史は詳しいほうではないんですが、ただ、例えば、紫式部

が詠まれた句であるとか、いわゆる都人の憧れの地と、これが塩竈だということで、それを
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かたどったのがあの石碑ということになります。 

  例えば、私のようなものではない歴史文学に詳しい方とか、いわゆる歴史探訪にご興味のあ

る方、多分国内にいらっしゃると思いますので、例えば、以前は京都の下京区と交流なんか

もあったんですけれども、そういった復活なども視野に入れつつ、まずはやっぱり塩竈市と

してこの素材をアピールして、皆様に知っていただいて、それでゆかりのある人たちとの縁

を結びつける。それを地域のエネルギーにつなげていくというのが、多分正しい手法なんで

はないかと思います。 

  本市では現在、私どもは観光振興ビジョンという計画をつくっています。 

  教育委員会サイドでは、文化財の保存にとどまらない利活用の計画も策定しているというこ

とですので、その策定の中でもその素材の生かし方、これについても議論していきたいと考

えています。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうぞよろしくお願いします。 

  せっかく私たち、塩竈市で持っている財政の一つだと思っております。鹽竈海道、100の歌

があって、百人一首と言われるような、後ろにいる議員の方も皆さん知っているはずですか

ら、そういうのを見ていただいて、皆さんにお披露目してもいいのかなと思っています。 

  また、鹽竈海道を歩きますと、大手酒屋さんと石蔵があります。あの石は、塩竈石というこ

とで、石が塩竈で４か所ぐらいで砕石された石を使って、蔵を建てたり、商店で使われてい

たり、いろんなところで使われています。そういうのを含めて、鹽竈海道沿いのあの風景を

ＰＲしていただければ幸いですので、よろしくお願いします。 

  次に、それに関連しまして、その美観といいますか、その街道の美観の景観整備についてお

伺いします。 

  石碑の周辺の植栽についてお伺いしますが、管理は塩竈市なのか、県なのか、その辺をお伺

いします。 

○副議長（今野恭一） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） 北浜沢乙線の管理につきましては、植栽につきましては、

本市で行っております。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 
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○９番（西村勝男） なかなかあそこを見てまいりましたが、私もよく歩く癖がありまして、見

て回りますと、雑草が生えていて石碑が見えないと。 

  今回、ここ二、三日で随分あの周りがきれいになりまして、前、刈った方が植栽と雑草と区

分けつかないのか、全部ぼうっとなっていたり、きれいになっていたりということで、その

辺も含めてきれいにしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

  それで、ひとつお願いがあります。 

  先ほどサポーターということで、そういう方々にも来ていただいて、年に３回のお祭りの中

で来ていただいて、あそこを掃除していただくと。そして、歌を覚えていただく、塩竈を覚

えていただくという作業も、大変だと思いますが、そういうことも考えていただければあり

がたいので、よろしくお願いします。 

  そこでお伺いしますが、市の管理ということなんですけれども、あの沿道にごみ置場があり

ますが、あのごみ置場については、やっぱり市で管理しているわけでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 千葉環境課長。 

○市民生活部環境課長（千葉貴幸） まず、ごみの集積所につきましては、基本的には町内会の

管理ということになっております。 

  ただ、ほとんど町内会が管理ができないというところも中にはございますので、そういった

場合には、環境課に個別にご相談をいただくという形になると思います。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 市の職員の方もあそこを通勤していく中で分かっていると思いますが、本

町側の道路沿いは、なかなか作業しづらいのか、神社側の道路につきましては大分整備され

ているということで、大手酒屋さんなんかの前はきれいで、あとどこだろう、病院とかいろ

んなところできれいにやってらっしゃるところがあるんですけれども、やはりごみ置場くら

いのところは町内会でそれはお願いできないのか、その周辺の環境整備は町内会にこれから

お願いできないのかなと思っていましたけれども、それは難しいんでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 千葉環境課長。 

○市民生活部環境課長（千葉貴幸） 先ほども申し上げましたが、ごみ集積所の管理については

各町内会、自治会がそれぞれ管理をされているということになります。 

  今後、そういった町内会の中で、集積所を新たに更新されるですとか、または移設をされる

際には、門前町の町並み、そういったものに配慮した材料ですとか色彩に何とかご協力をい
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ただけないかというご相談はさせていただきたいと考えております。 

○副議長（今野恭一） 議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたします。 

  西村議員。 

○９番（西村勝男） 場所は言えませんけれども、やっぱりごみ置場の周りが雑草だらけだった

り、今だと、秋口になりますと、落ち葉がいっぱい詰まっていまして、曲水といいますか、

水が流れる場所も埋まっている状態もありますので、その辺も含めて、地域町内会さんと連

絡を取りながら、観光ルートの一つであって、まちの誇りであるこの鹽竈海道を維持してい

くために、皆さんでサポーターになっていただけませんかという形でお声がけできないもの

か、その辺はよろしくお願いします。 

  では次に、勝画楼の文化的価値についてお伺いします。 

  2016年６月、鹽竈神社から、江戸時代まで栄えた法連寺の旧書院勝画楼を建築部材の腐食と

安全性を理由に解体を決定されました。11月、塩竈市に伝えられ、正式決定されました。 

  その年の12月定例会で塩釜の歴史を語る建築物として保存に向けた取組を求め、議決案件と

して市議会全会一致で可決されました。 

  2017年９月、塩竈市は鹽竈神社から勝画楼の建物のみを無償譲渡を受け、修築と現地保存を

検討されたとなっております。勝画楼は江戸時代、1640年以前の建築と見られています。伊

達の武家文化の神髄とも言われ、平成30年には日本遺産の構成文化財に、また市の教育委員

会では有形文化財に指定されています。 

  改めてお伺いします。 

  勝画楼の文化的価値をどう捉え、今後どうされていくのか、お聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  勝画楼につきましては、ただいま議員からもお話ありましたとおり、平成29年度に鹽竈神社

から塩竈市に譲渡されたものでございます。 

  市としては、指定文化財として保存している歴史的建造物ということで位置づけをしており

ます。実際、現状なんですけれども、やはり以前もお話しさせていただいたとおり、あの場

所については、建物、通路、土砂災害警戒区域に位置づけられているということ、あとは、

通路及び階段が風化によってなかなか歩きづらい状態になっている、そして何よりも非常時

の避難路がまともに確保されていないという状況があるということ、内部についても老朽化
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が進んでいるというところで、いろいろ安全性、快適性の問題等々について非常に課題があ

るということで、我々として現状捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 安全性とか、いろいろ付け加えていくと、どこでも何もできなくなってき

てしまう。こういう歴史的な文化遺産と言われているものが、それはそのまま放置していて

いいのかと。いいと思いますか。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） お答えいたします。 

  以前、勝画楼の保存復元プランの中で、本市としていわゆるプランＣ、現状維持の限定公開

ということで我々としての判断をさせていただきました。 

  これはもちろん現状維持、そして建物の内外については、ご希望の見学会ですとか現地説明

会等々があれば、人数を限ってそちらをお見せするという体制を取っております。 

  あと、現状維持の中でも、あの場所を草刈り等々について、我々職員が年３回というのが実

はＣプランなんですけれども、それ以上の回数をもって、まず今進めているところでござい

まして、まずは現状維持というところでのプランどおりの今、我々の管理ということになっ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 現状維持で果たしてこれでいいのかという、まさにこれから塩竈市の魅力

を発信する一つの材料としてはすばらしいものだと思っています。 

  明治９年の明治天皇が東北を巡幸された際には、お立寄所になったということ、あと伊達家

の歴代藩主は、鹽竈神社を参拝する場合に必ずお休み処として使われたと。由緒正しいいわ

くや因縁をつけて、外から見るだけでも、市外、県外、日本全国にアピールできる代物だと

思っています。 

  また、建築方法として、かけづくりと言われている高低差の大きい土地に長い柱を貫いて固

定した上で建物を建てる。京都の清水寺と同じような建て方である。あちらは別格ですけれ

ども、こちらは小さいあれですけれども、その建て方、かけづくりという部分では、調べて

みると載っていますし、それを調べて来る方もいっぱいいらっしゃっていて、なぜあそこ閉

まっているんだろうということで、伺っています。 
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  亀井邸に年間１万人ぐらい。週４日の営業で１万人ぐらい来ています。「あそこはどうして

行けないんですか」と言われておりますけれども、あそこを例えば、亀井邸のところにボラ

ンティアガイドを置いて、一緒に連れ立って拝見させてパンフレットを渡して、うまくＰＲ

するということも可能だと思います。それについてはどう考えですか。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 先ほどの答弁とやはり重なるんですが、何よりまずは安全

性第一というのを我々としては考えますので、まずは、そちらのほうを解決してからという

ことになるかと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 安全対策に対する見積りとか、お金のかけ方とか、どの程度かかると試算

されていますか。 

○副議長（今野恭一） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 実際に具体的な試算というのはしてはおりません。 

  ただ、実際に先ほど言ったプラン等々を議論するときには、例えば、公開する場合には億単

位の数字がかかるというところでの試算は、当時の段階であったということでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 中を見せるということではなくて、かけづくりの建築物と歴史的な外観の

中で、こういうものが塩竈市にあったんだということを見せるだけでも、塩竈市に来る価値

という、人を呼び込む価値は絶対あるはずですので、もう少し検討していただいて、ボラン

ティアガイドさんなりなんなり、また亀井邸のほうでもシロアリが発生して大分朽ち果てそ

うな感じがするということを言われていますので、ああいう財産についても一応検討してい

ただいて、保存に向けて、両方の保存に向けて検討していただければ幸いですので、よろし

くお願いします。 

  関連しますけれども、鹽竈神社裏坂の庁舎跡地の活用について、現況をお知らせください。 

  先ほども桑原議員の中でも出ていましたけれども、また改めてお伺いします。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 
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  宮町庁舎跡地の利活用についてのご質問でした。 

  当該地区、いわゆる門前町地区については、実証実験等を行いながら利活用を検討しておる

ところでございまして、当該跡地につきましても、我々としては内部の検討を着手しており

まして、専門家の方に見ていただいたり、あるいは、簡単なスケッチみたいなものも、今、

手元には用意しているというところです。 

  これからのお話しなんですけれども、今まで地元の皆様などと意見交換を深めてきましたの

で、来年度から門前町全体のエリアマネジメントとの視点に立ったエリア全体の、あそこの

いろんな資源がありますから、それらの利活用の可能性をまとめた全体構想といいますか、

基本構想をまずは来年度から立てたいと考えています。 

  その中で、この跡地につきましても、すばらしいロケーションに位置するということもあり

ますので、まず基本的に今後の在り方活用をサウンディング型の市場調査なども行いまして、

一定程度まず検証を深めつつ、基本構想ができましたら、例えばになりますが、公募による

事業者選定を行って、貸出しして利活用するといったような取組について今後していくとい

うことで、今、基本構想の策定に向けていろいろ段取りを行っているという状況になります。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） その方向性も検討をよろしくお願いします。 

  あの駐車場を中心にしまして、時代の異なる４つの歴史の建造物があります。江戸時代の勝

画楼、大正時代の旧亀井邸、明治時代の旧えびや旅館、また、昭和の時代の杉村惇美術館、

公民館本庁分室という、あれを中心に４つが点在しております。あそこを駐車場にされて、

あそこを含めて、酒造りのお店もありますし、あと御釜神社もありますし、鹽竈神社もあり

ますけれども、そういう部分で利活用して、それができないものかと思っていましたけれど

も、それについてはどうお考えですか。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  駐車場として活用したらどうかというお尋ねです。 

  以前、私が議会でも答弁したことがあったと思うんですけれども、駐車場の可能性について

は否定するものではないんですけれども、我々の思いとしてはやっぱり町なかに回遊性を呼

び込みたいということですので、あまり何ていうんですかね、利用者には申し訳ないですけ
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れども、ど真ん中に駐車場があると回遊しなくなるというデメリットもほかの事例であるよ

うなんですね。 

  ですから、例えば、お伊勢さんのおかげ横丁というのは、ある程度離れたところに駐車場が

あって、皆さんそぞろ歩くというようなスタイルになりますので、本市にとってもそのほう

が滞留時間延びますから望ましいのではないかと考えているんですけれども、併せてやっぱ

り利便性というのも考えなきゃいけませんし、議員がおっしゃるように、貴重な建物のちょ

うど真ん中に位置するというロケーションもありますので、それもちょっと基本構想の策定

の中で加味して検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうしても駐車場を利用して、あの周辺かいわいを回っていただくという

ことが一番ベストかなと思っていました。実際、車が40台か止まっていらっしゃいます。 

  今、塩竈中央公共駐車場、多層階の。５階、６階の屋根のないところで21台ぐらい空いてい

ます。私、３年、４年ぐらい前にもこれ質問したんですけれども、利活用であそこに移動さ

れて、あそこを空けて駐車場にしたらどうでしょうか。その時代から３年が過ぎていますか

ら、３年間、あの駐車場で利用して、市内を回っていただくための利用価値があったら、も

っともっといいものができたのかなと思いますけれども、それも含めて、そういう塩竈市の

財産である駐車場、屋根がついていない部分だけで21台は止まります。 

  私もただ歩くだけじゃなくて、一応見て歩いていますので、その辺どうお考えなのか、お聞

かせください。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  実は、私どもでも、その庁舎跡地が普通財産ということになりますので、総務部のほうで管

理していると。 

  産業サイドで利活用するときには、車を一旦よけなきゃいけないというのもありまして、そ

の策の一つとして、中央公共駐車場の最上階はどうだというなのは、今、検討の素材として

挙がっているところです。 

  ただ、現在、中央公共駐車場ですね、指定管理制度を入れておりまして、一定程度はインセ

ンティブが働くように、指定管理者の収益の何パーセントを上納するという条件を設定して
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いるという、なかなか複雑な制度設計なされたものですから、そこに公共分を確保したとき

に、どういった条件の改正というんですか、いいのかというのは今内部で考えているところ

でございますので、議員がおっしゃることについては、手段の一つとしては排除しないとい

う認識であります。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうぞ検討のほどよろしくお願いします。 

  駐車場を新たに求めるとすれば、またお金もかかりますし、占有料もかかりますので、それ

らをうまく自分たちの財産を利用しながら、そういう空きスペースをつくり、地域のために

貢献していただければ幸いですので、よろしくお願いします。 

  次に移ります。 

  快適に住み続けられるまちについてお伺いします。 

  私道整備についてお伺いします。 

  以前、小松崎地区の私道の補修をお願いしたところ、私道はできないということでお答えい

ただきました。 

  ただ、そのときに、ごみ収集車が大きな車で坂道発進なんかで穴空いたので、何とかやって

くれということで、補修はしていただいたんですが、今回、赤坂地区でそういう部分もあっ

たものですからお願いしたら、やっぱり私道はできないという話だったんですけれども、私

道の整備の現況といいますか、取扱いについてどうお考えなのか、お聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） それでは、お答えいたします。 

  私道は、以前も申し上げましたが、その性質上、私有財産というところで管理は原則的に道

路の所有者が自らの財産を管理する責任において維持管理を行うべきものと私どもは認識し

ております。 

  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 分かりました。 

  それは、四、五年前からそういう形でずっと現在に至るというのは十分に分かっていて質問

するわけですけれども、今日の議題で、快適に住み続けられるまちは、市道はいいんですが、
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私道ではそれは享受できないという形になるんですけれども、それでよろしいんでしょうか。 

  市道とか、私道によって、その沿道に住んでいる方がそういう快適に住み続けられる条件が

整わないというのは当たり前だと、仕方がないんだと、それでよろしいでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） 私どもとしては、そこまで極端な物言いではないので、まずご理

解いただきたいと思うんですけれども、土木課長が申し上げたとおり、やっぱりいろんな事

情があって私道のままになっている。私道には所有者、財産の管理者がいますので、我が国

は法治国家ですから、民法の財産規定上、管理責任は所有者にあるというのが基本的な立場

です。 

  ただ、私どもが条件を満たして市道としても未来永劫管理してできるという状態にするので

あれば、市で引き受けますという形になります。 

  ですので、例えば、消防車が入っていけないサイズの土地であるとか、そういったものを市

で皆様の税金を使って管理するというのは、やっぱりなかなか理屈が立たないよということ

ですので、重ねてご理解をお願いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 分かりましたと言いづらいんですけれども、前回もですけれども、穴が空

いてそれを補修するにはそんなにお金かからないと思うんですよ。それやってから10年も 

過ぎていますけれども、それを改めて補修したという経緯を見ていません。 

  ただ、今回も側溝の壊れたところとか、８月、９月、10月の炎天下の中でアスファルトが柔

くなって、そういう大型車が通ったときにアスファルトがずれて崩れてしまった、崩れたと

いうか、ちょっとゆがんだ、１メートル四方なんですけれども。それは補修で済むような問

題なんですけれども、そういうものを、道路を新しく造れと言っているわけじゃなくて、ち

ょっと補修ができないものかということで、やっぱりそういう地域の方々が今度、冬場、凍

結してまた壊れて、また崩れて壊れてということで、段々それが広がってきたら、今度は生

活に支障を来しますので、その辺本当に考えていただいて、やっぱり市民がどこに住んでも

快適に住み続けられるまちにしてほしいと思いますが、もう一度お伺いします。どうでしょ

うか。 

○副議長（今野恭一） 鈴木土木課長。 

○産業建設部土木課長（鈴木英仁） なかなか難しい問題と私たちも捉えております。 
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  快適に住み続けられるまちというところで、私たちでは、私道等整備補助金制度というもの

も創設しておりますので、まずはそちらの検討をしていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうぞ市民全員が同じ条件で、同じように享受といいますか、快適に住み

続けられるまちにしていただければ幸いですので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に移ります。 

  集会施設建設についてお伺いします。 

  新浜地区の集会施設建設についてお伺いします。 

  新浜地区は５町内会、新浜町内会第一、第二、第三、市営住宅自治会、塩釜市団地加工組合、

世帯数で600、100事業所がある地域でありますが、そこには東日本大震災の余震で崩壊し、

令和３年６月から使用停止になっております。今後、集会施設の建設に向けてどのように取

り組んでいらっしゃるのか、お聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 新浜町集会所の今後の建設等に関してのご質問でございました。 

  実は本市では、平成31年の３月に公共施設の再配置計画というものを策定しておりまして、

その中で、集会所の整備方針等を整理してございます。 

  その中では、今後、塩竈市が新たに集会所を建設するというところでの整理方針は立ててお

りませんというのが現状でございます。 

  ですので、新浜町集会所に関しましても、今後、市が建て替え直すという予定は、今現在の

ところはございませんというのが現状でございます。 

  これは、どの町内会の集会所のそういった問題のところでもお話はしているんですけれども、

町内会が主体となって、今後、集会施設であったりコミュニティーセンター、そういったと

ころを整備したいという意向がございました場合には、整備に係る助成金であったり補助金

の申請手続、そういったところについてのご相談・支援等は行ってまいりますというところ

で、全ての町内会にはお話させていただいているところでございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 新浜地区の５町内会、今度、連合で全てまとめるという話で進んでいるよ

うですけれども、その中で集会所建設に向けて意思表示をすれば、市でも支援していただく
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ということでよろしいでしょうか。 

  また、前にも新浜地区の防災関連施設の設置ということで要望書が出されております。温泉

プールに避難物資が40名分ありますとか、あと杉の入小学校にありますとかというお話があ

ったんですけれども、今後、地域コミュニティーを維持するため、また災害時の救援物資の

保存のためにぜひとも必要な施設だと思っています。 

  また、前にはごみ焼却炉と併設した形で建設のお話もあったと聞いておりますが、これがも

うできない、15年、20年先であるとすれば、やはり必要なものはやっぱり建てるべきではな

いかなと思っていますが、それについてはどう思いでしょうか。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 今、議員からご紹介がございました、以前ですと新浜町集会所

が使われないというところで、当時清掃工場の建て替え等もそういったところも検討されて

いたというところでそういった併設とかできないかとか、そういったことのご要望、町内会

からもございました。 

  そういったところで検討はしてまいりましたけれども、昨年清掃工場に関しましては単独整

備断念ということで整理をいたしましたので、そういった新浜町集会施設の併設という話も

なくなっているのが現状というところでございます。 

  ただ、先ほども申しましたとおり、町内会の総意として、町内会主体でそういった施設等を

今後、整備検討していくという、もしそういったお話があればいつでも塩竈市としては相談

等に応じるというのが現在の方向でございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 関連しまして、防災関連施設の設置ということで、塩竈市温水プールのほ

うにもそういう場所を設置できる可能性もあるという話があったと聞いておりますが、それ

は、例えば、600世帯、100事業所のほかに海外の技能実習生がいらっしゃいまして、そうい

う部分でも何かこの前の地震でも温水プールのほうに逃げたら、三、四十人しか入れないの

で、行き場がなくなったという話も聞いていますけれども、その部分についてはどうお考え

なのか、お聞かせください。 

○副議長（今野恭一） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 防災施設ということになりますが、基本的には今、温水プールについ

ては避難所の機能があるということで、当面新たな施設の建設というのは、今現在では我々
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としては検討しておりませんので、その避難所となる温水プールの機能について、どのよう

な強化が図れるかについては、検討させていただければと思います。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうぞその辺の施設整備についてはよろしくお願いします。この前まで後

発地震注意情報が発令されておりまして、地域ではいつ何時どう来るのかということで、ハ

ラハラドキドキものだったと思いますので、早急にその対応方、また町内会でも早めにそう

いう部分について、集会施設の建設に向けて取り組んでいかれるように指導のほどよろしく

お願い申し上げます。 

  次に、ごみ処理事業について４点ほどお伺いします。 

  ごみ収集日の日程についてお伺いします。 

  年間８日か９日、ごみ収集の休みの日ありますけれども、その休みの次の回の集積所はもう

すごい状況で、どうしようもなくなっていますが、その収集日の調整は、休みというか、調

整できないものか、お伺いします。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 今、西村議員からお話のとおり、やはりその年のカレンダーの

並びによって、２週にわたってごみ収集が行われないような、そういったときもあるという

ところで、そういった地区に当たってしまうと本当に大変な状況になっているというのが、

今現状でございます。 

  今後におきましては、来年度以降に関しましては、やはりそういったことが解消できるよう

に調整は、収集業者とも意見交換をしながら、そういったところ行っていきたいと考えてご

ざいます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 休みがないと、やはり労働者が大変な思いをするのは分かりますけれども、

市民の方々、またそれを守っている町内会役員の方々、ごみ集積所の管理ができかねると。

風が吹いているときペットボトルは散らかり、缶が散らかり、段ボールが飛んで行ったりす

るということもありますので、その辺につきましては、ご検討いただいて、休みがないよう

な状況ができれば幸いですので、よろしくお願い申し上げます。 

  また、外国人の方が今年は850人ぐらいいらっしゃいまして、ごみ集積所で捨て方が分から

ないという方もいらっしゃいますが、その辺について対応をどうされるのか、お聞かせくだ
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さい。 

○副議長（今野恭一） 千葉環境課長。 

○市民生活部環境課長（千葉貴幸） 外国人のごみの分別ということにつきましては、いろいろ

な町内会の皆様からもご相談をいただいております。 

  本市としましても、各町内会に直接、出前講座という形でお伺いをしまして、通訳を交えな

がら説明などを行ってきたところでございます。 

  なお、現在、市のホームページには塩竈市の紹介を多言語版で表示できるページというもの

を新たに設けておりますので、そういったところを活用しながら、広く外国人に周知を図っ

ていきたいと考えております。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） どうぞよろしくお願いします。 

  850人あまりの外国人の方が働いていらっしゃっていて、生活のためにやっぱりごみは出ま

すので、それを分かるようなパンフレットを作っていただいて、配布していただければ幸い

ですので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に移ります。 

  海岸漂着物回収処理についてお願い申し上げます。 

  宮城県の海岸漂着物地域対策会議ということで、処理については県でもやっておりますけれ

ども、実際、私のほうでお願いした籬漁港周辺での竹材とか、ごみが出ています。 

  結局、カムチャツカ半島での地震津波で、ノリ棚、カキ棚がやられまして、それが籬の海岸

線に出てくるということもよくありますので、その処理についてはどうお考えなのか、お聞

かせください。 

○副議長（今野恭一） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 籬漁港の管理につきましては、宮城県が管轄するとこ

ろとなっておりまして、漁港管理者が県となっておりますけれども、県と塩竈市観光物産協

会との間で指定管理協定を締結しております。 

  その中で、漁港周辺の清掃につきましては、塩竈市観光物産協会の会員でもあります遊漁船

組合がございまして、利用者の一人として管理も行っていくということになっておりますの

で、気持ちよく使っていただけるように、適切なタイミングで清掃等を行うように働きかけ

てまいりたいと思います。 
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  以上です。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 海の自然を守るため、環境課だと思っていたんですけれども、産業建設部

だったので、補助金の関係だと言えばそれは仕方がないんですけれども、どうぞ管理のほど

よろしくお願い申し上げます。 

  また、海岸漂流物に対応しまして、松島湾アマモ場再生会議、塩釜第一小学校の４年生が６

月に必ずアマモの苗付けをします。それで、北浜緑地公園の護岸の親水地域で種つけをしな

がら、周りの清掃もしていますけれども、例えばああいう部分での海の自然を守る、海の豊

かさを守る、ＳＤＧｓの14番の部分で、海と海の資源を守る活動についても、そういう部分

で小学生が今関わっている部分ありますけれども、やっぱりそういうのをＰＲしていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

  では次に、時間があと４分ですね。 

  ごみ回収者との契約変更についてお伺いします。 

  ちょっと小耳にはさんだのですが、契約変更がされたと。毎年、契約結んでいたやつが３年

契約かな、何かそういうその内容についてお知らせいただければありがたいんですが、よろ

しくお願いします。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 生活ごみ収集運搬業務及び資源別選別収集業務に関してのこと

を多分おっしゃっているのではないかと思いますので、そちらについてお答えをさせていた

だきます。 

  この２つの業務に関しましては、共に令和３年度から５か年の複数年契約ということで、そ

れ以前に関しては単年度契約というところだったんですけれども、それを複数年契約に令和

３年から変更したというところでございます。 

○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 複数年契約によって、業者の方にご負担が生じていて、数千万円の負担が

かかるんだということでありました。それは保険ですればいいんですけれども、何かそうい

う部分も出ていましたので。 

  それから、焼却炉は令和20年度まで延命措置を繰り返しながら稼働していくということにな

っていますけれども、焼却施設や煙突の補修などイレギュラーな事故も起きかねません。３
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年ぐらい前ですか、15日間、炉が停止したということがありました。それで、１日70トン、

15日間で1,000トンあまりが最終処分場に山積みになったという経緯がありました。 

  それは、予算執行がなされないまま来た、議会のほうには報告なかったんですけれども、そ

の場合、業界の方々と連携しながら、市の関係者、また、ごみ回収者と連携、信頼関係の中

で成り立っていると思いますので、その辺も含めてうまく対応できるように、これからも努

力していただければ幸いですので、よろしくお願い申し上げます。 

  それについてはこれで終わります。 

  最後の質問になります。 

  磁性くずの処理状況についてお伺いします。 

  以前、磁性くずについて入札制度ができまして、ほかの県外の業者が入札を受託しまして、

それで七ヶ浜町のリサイクル業者で処理していたということをお聞きしておりました。 

  それで、七ヶ浜町役場または七ヶ浜町議会で問題になっていまして、貞山運河への汚染につ

ながるのではということで、３年ぐらい、３年か４年です。それが話題になったということ

もお聞きしております。 

  ただ、今回、貞山運河で火事が発生しまして、その同じ業者だったということをお聞きしま

して、ずさんな管理がこういう結果になったのかなと思っていますので、最後に磁性くずの

現在の処理状況について確認させてください。よろしくお願いします。 

○副議長（今野恭一） 髙橋市民生活部長。 

○市民生活部長（髙橋五智美） 磁性くずの現在の処理状況についてということのご質問でした。

金属くずの売払い等に関しましては、通常、第４四半期に実施しておりまして、令和６年度

末においても、令和７年の３月７日に売払いを入札によって執行しているという状況でござ

います。 

  その際には、３者が参加したという状況だったんですけれども、うち２者が書類不備のため

に棄権となって、１者が入札というところで契約を締結したというところでございます。 

  先ほど西村議員からお話のあった、先日ですか、七ヶ浜町の貞山運河のほうで火事があった

というお話がございましたけれども、本市としましては、令和６年度の売払いからの入札参

加要件というところで、最終処理は環境に配慮した規格、ＩＳＯ認証と、そういったところ

を受けている事業者というところを項目に明記しまして、証明書類の提出も求めております

ので、そういったところの対策は令和６年度から講じているというところでございます。 
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○副議長（今野恭一） 西村議員。 

○９番（西村勝男） 分かりました。 

  現在の状況について説明といいますか、こちらがお聞きしていなかった部分になっていまし

たので、今日お聞きした次第でございます。 

  ＩＳＯ取得の企業がきちっとごみ、鉄くずを処理されまして、環境に影響ない形で処理され

ていると聞きまして安心しましたので、今後ともそういう形で処理をよろしくお願い申し上

げます。 

  以上で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○副議長（今野恭一） 以上で、西村勝男議員の一般質問は終了いたしました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、19日を議会運営委員会のため休会とし、22日

定刻再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（今野恭一） 異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、19日を議会運営委員会のた

め休会とし、22日定刻再開することに決定いたしました。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれで散会いたします。 

   午後５時３６分  散会 

                                           

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   令和７年１２月１８日 

 

        塩竈市議会議長  浅 野 敏 江 

 

        塩竈市議会副議長  今 野 恭 一 

 

        塩竈市議会議員  志子田 吉 晃 

 

        塩竈市議会議員  鎌 田 礼 二 
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   議事日程 第４号 

  令和７年１２月２２日（月曜日）午後１時開議 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 議案第５６号ないし第６９号（各常任委員会委員長議案審査報告） 

 第３ 議案第７０号 

 第４ 議員提出議案第５号 

 第５ 議員派遣の件 

                                            

   本日の会議に付した事件 
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  １番  志 賀   勝 議員      ２番  佐 藤 公 男 議員 

  ３番  鈴 木 新 一 議員      ４番  小 野 幸 男 議員 
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  ７番  桑 原 成 典 議員      ８番  柏   惠美子 議員 

  ９番  西 村 勝 男 議員     １０番  今 野 恭 一 議員 

 １１番  志子田 吉 晃 議員     １２番  鎌 田 礼 二 議員 

 １３番  伊 勢 由 典 議員     １４番  鈴 木 悦 代 議員 

 １５番  辻 畑 めぐみ 議員     １６番  小 髙   洋 議員 

 １７番  土 見 大 介 議員     １８番  伊 藤 博 章 議員 

                                            

   欠席議員（なし） 

                                            

   説明のため出席した者の職氏名 

市 長 佐 藤 光 樹  副 市 長 千 葉 幸太郎 

総 務 部 長 本 多 裕 之  市 民 生 活 部 長 髙 橋 五智美 
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福祉子ども未来部長 長 峯 清 文  産 業 建 設 部 長 草 野 弘 一 

上 下 水 道 部 長 鈴 木 良 夫  市立病院事務部長 鈴 木 康 弘 

総 務 部 
政策調整管理監兼 
公民共創推進専門監 布 施 由貴子  

総 務 部 次 長 兼 
総 務 人 事 課 長 高 橋 数 馬 

総 務 部 
政 策 課 長 引 地 洋 介  

総 務 部 
財 政 課 長 佐 藤   渉 

市 民 生 活 部 
保 険 年 金 課 長 石 村   要  

産 業 建 設 部 
水 産 振 興 課 平 塚 博 之 

産 業 建 設 部 
商 工 観 光 課 長 横 田 陽 子  

教 育 委 員 会 
教 育 長 黒 田 賢 一 

教 育 委 員 会 
教 育 部 長 末 永 量 太  

教育委員会教育部 
次長兼教育総務課長 櫻 下 真 子 

監 査 委 員 菅 原 靖 彦  
総 務 部 
総務人事課総務係長 佐々木   勝 

                                            

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 鈴 木 忠 一 
 

事 務 局 次 長 兼 

議 事 調 査 係 長 石 垣   聡 

議事調査係主査 工 藤 聡 美  議事調査係主査 星 井 絵 名 
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   午後１時  開議 

○議長（浅野敏江） ただいまから12月定例会４日目の会議を開きます。 

  本日の会議では、過日策定いたしました新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

が５類感染症に変更されることに伴う議会の新型コロナウイルス感染症対策の取扱いについ

てに基づいて、感染予防対策を行っております。なお、発言の際にマスクを外していただか

なくても差し支えありません。 

  また、体調管理の観点から、水分補給を行うための飲料の持込みを許可しておりますので、

ご案内申し上げます。 

  本日の議事日程は、「日程第４号」の記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いい

たします。また、録音や撮影は許可しておりませんので、ご協力願います。 

───────────────────── ◇ ─────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（浅野敏江） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、13番伊勢由典議員、14番鈴木悦代議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ─────────────────── 

   日程第２  議案第５６号ないし第６９号（各常任委員会委員長議案審査報告） 

○議長（浅野敏江） 日程第２、議案第56号ないし第69号を議題といたします。 

  去る12月10日の会議において、各常任委員会に付託しておりました各号議案の審査の経過と

その結果について、それぞれの委員長の報告を求めます。 

  まず、総務教育常任委員会委員長の報告を求めます。２番佐藤公男議員。 

○総務教育常任委員会委員長（佐藤公男）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において総務教育常任委員会に付託されました関係議案について、12月12日に委

員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その結果に

ついて、ご報告いたします。 

  まず、議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例」については、人事院勧告等を踏まえ、一般職の職員

の月例給、期末手当及び勤勉手当の支給月数等を引き上げようとするものであり、質疑・採

決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  一つ、人事院勧告は、公務員の労働基本権の制約を受けていることへの代償措置である。給

与は、職員にとって生活給であり、過度に低水準となれば、人材流出につながるおそれがあ

る。自治体間で給与水準に大きな差が生じることは避けるべきで、人材確保の観点からのバ

ランスが必要である。 

  次に、議案第57号「特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈市立病院事業管理者の給与等

に関する条例の一部を改正する条例」については、人事院勧告等を踏まえ、特別職の職員及

び市立病院事業管理者の期末手当等を引き上げるため、関係条例の改正を行うものであり、

質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第58号「市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例」については、市議会の議員の期末手当を引き上げるため、関係条例の改正を行うもの

であり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第59号「塩竈市職員等の旅費支給条例」については、国家公務員等の旅費に関す

る法律の一部改正等を踏まえ、旅費の取扱いについて、所要の改正を行おうとするものであ

り、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第64号「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」は、歳出において、玉川中学校北

側斜面の落石に伴う応急対策と安全対策工事に係る調査設計等を行う、中学校急傾斜地対策

事業や小・中学校の学習環境整備等のため、施設維持管理費、備品整備事業費が計上されま

した。 

  なお、中学校急傾斜地対策事業は、令和８年度の業務完了が見込まれるまで、繰越明許費が

設定されました。また、債務負担行為において、組織改編に向けた業務量調査及び業務効率

化調査業務委託が追加されました。さらに、地方債補正について、小学校施設整備事業及び

中学校施設整備事業を増額変更しようとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  一つ、小中学校維持管理費について、空調整備等を暑さが厳しくなる季節の前までに完了さ

れるよう対応されたい。 
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  一つ、組織改編に向けた業務量調査及び業務効率化調査委託については、自治体業務の多忙

化や多様化を踏まえ、各職場における１人当たりの業務量が明らかになるよう実施されたい。 

  次に、議案第66号ないし第68号「工事請負契約の一部変更について」は、塩竈市体育館大規

模改修工事における建築機械設備、電気設備について、工事着手後の施工調査により、当初

概算で設計していたよりも多くの箇所で補修を要することが判明したことや、既存機器の一

部で再利用が可能と判断したもの、また、災害時の避難所機能及び非常用電源の強化を図っ

たことによる設計の変更に伴い、既存予算内で増額しようとするものであり、質疑・採決の

結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  一つ、当初契約額が予算額を下回ったことから、機械設備におけるサブアリーナ空調機器の

動力を電気からガスへ変更することにより、72時間稼働できるようにするなど、防災機能の

強化に必要な工事などを追加しようとしているが、このような防災対策に係る部分について

は、当初予算に計上して実施すべきものである。 

  次に、議案第69号「宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について」は、本市が加入し

ている宮城県市町村職員退職手当組合において、業務量が増大していることを踏まえ、組合

長、副組合長及び組合議員に、給料または報酬を支払わないとする規定を削除しようとする

ものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上が、本委員会で審査をした案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

総務教育常任委員会委員長 佐藤公男 

○議長（浅野敏江） 次に、民生常任委員会委員長の報告を求めます。11番志子田吉晃議員。 

○民生常任委員会委員長（志子田吉晃）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において民生常任委員会に付託されました関係議案について、12月15日に委員会

を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の結果

について、ご報告いたします。 

  まず、議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」については、香津町保育所で、

大幅に継続希望児童が減少したことに伴い、同保育所を閉鎖するため、所要の改正を行おう

とするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  一つ、香津町保育所の在園児童については、うみまち保育所のほか、市内保育施設で新年度

の受入先は決定しているが、環境の変化による児童に与える影響や不安が懸念されることか

ら、受入先とも連携を密にするなど、児童や保護者の方が安心できるよう、丁寧な対応をさ

れたい。 

  また、職員の再配置についても適切な環境整備を配慮されたい。 

  次に、議案第61号「塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」

については、こども誰でも通園制度が本格実施されることに伴い、乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるため、新たな条例を制定しようとす

るものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第62号「塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」につ

いては、こども誰でも通園制度が本格実施されることに伴い、特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準について、必要な事項を定めるため、新たな条例を制定しようとするもので

あり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、議案第61号及び第62号の審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見

の主なるものを申し上げます。 

  一つ、来年４月より、こども誰でも通園制度が開始されるが、いまだに国から明確な通知が

なされていないとの現状にあって、保護者や市民が混乱することのないように、分かりやす

く丁寧な周知に努められたい。 

  また、保育の質の低下を招くことがないよう、行政の役割をしっかり担うとともに、専門性

の高い職員を配置する等、安全・安心を担保した運営をなされたい。 

  次に、議案第64号「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において、令和

６年度の事業費の確定に伴う国県支出金の精算・返還や保育施設及び子育て世帯の負担軽減

を図るため、副食費の補助を目的とした補助金を交付する保育施設食材料費高騰対策事業、

制度改正等によるシステムの改修のための生活保護事務費が計上され、質疑・採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第65号「令和７年度塩竈市交通事業特別会計補正予算」については、自動車借上

料と複写機印刷借上料の２件を債務負担行為に設定するものであり、質疑・採決の結果、原
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案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上が、本委員会で審査をした案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

民生常任委員会委員長 志子田吉晃 

○議長（浅野敏江） 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。４番小野幸男議員。 

○産業建設常任委員会委員長（小野幸男）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において産業建設常任委員会に付託されました関係議案について、12月16日に委

員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の

結果について、ご報告いたします。 

  まず、議案第63号「塩竈市建築基準条例の一部を改正する条例」は、建築基準法施行令の一

部改正に伴い、条例で引用する文言の整理を行うため、所要の改正を行おうとするものであ

り、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第64号「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」は、歳出において、本年10月１日

に発生した間短時間豪雨により、被害を受けた伊保石地内ののり面崩落や泉ケ岡地内におけ

る市道の路面沈下など、早期の復旧が必要な箇所を整備するため、道路橋りょう災害復旧費

が計上され、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  一つ、提出議案の資料において、主要な工事箇所２か所については、詳細に示されているが、

そのほか市内各所21か所と一括されている。議案審査に当たり、市民が、生活の安全を確保

する上で、道路の補修や災害復旧は、個々の情報把握が非常に重要であることから、より丁

寧な説明を念頭に置いた議案資料を示されたい。 

  一つ、災害復旧工事は、現状復旧が基本ではあるが、類似する災害が発生した際に、同様の

被害を発生させないように、事前に再発を回避できるような施工を検討されたい。 

  一つ、今回の工事の完了は、令和８年９月完了予定となっており、災害リスクのおそれがあ

る梅雨や台風の期間をまたぐ施工になるため、施工中に新たな被害が生じないよう、進行管

理を行われたい。 

  以上が、本委員会で審査をした案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げ、ご報告といたします。 
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産業建設常任委員会委員長 小野幸男 

○議長（浅野敏江） 以上で、委員長報告は終了いたしました。 

  これより、委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって委員長報告に対する質疑を終決することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、委員長報告に対する質疑を終決いたします。 

  これより、討論を行います。 

  討論の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 

  議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例」、議案第57号「特別職の職員の給与に関する条例及び塩竈

市立病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第58号「市議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、委員長報

告に対する反対者からの発言を許可いたします。７番桑原成典議員。 

○７番（桑原成典） 塩竈維新の会の桑原成典です。 

  議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例」、いわゆる職員の給与アップ、議案第57号「特別職の職員

の給与に関する条例及び塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条

例」、いわゆる市長、副市長、教育長、病院事業管理者のボーナスアップ、議案第58号「市

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、いわゆる市議

会議員のボーナスアップについて、反対の立場から討論をさせていただきます。 

  人事院勧告は、民間企業と公務員の給与の差をなくしていこう、そういった仕組みとなって

おります。本年人事院も見直しをされ、企業規模50人以上と比較するところ、企業規模100人

以上と比較されると見直されました。当局によりますと、数年前のデータだと100人以上の企

業は、12.5％あるとご答弁もございました。しかしながら、塩竈市には、人事院はなく、仙

台市や県の人事院を参考にしており、民間企業といいながら、市内の企業を全くとして参考

にしておりません。見てもおりません。一般職に関しましては、令和７年11月11日に通達が

来ております。公務員の給与改定に関する取扱いについての中には、地方公務員の給与改定

については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するととも

に、厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討の上と記載をされておりま
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す。 

  また、地方公務員法の趣旨に沿ってというところは、地方公務員法第24条第２項、職員の給

与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の事業者の給与その他の

事情を考慮して定めなければならないと記載もされております。財政状況は、いいのでしょ

うか。上げるとなるといいと判断したと思っております。 

  一方で、特別職の改定について、財政状況は悪いから、月額の報酬は上げずに期末手当を上

げる。言っていることとやっていることが、矛盾するのではないでしょうか。市内の民間企

業を見ていない財政状況は、一方はいい、一方は悪い。どこを見ているのでしょうか。決し

て給料を下げろと言っているわけではありません。市内の状況、市内企業の状況を冷静に判

断できているのかと言いたいわけです。 

  そして、先般ご報告がありました産業建設常任委員協議会で出された企業アンケートでは、

売上げ動向として５年前の売上高を基準に３年間の売上高の動向ですが、約７割の売上げが

上がっていない。そのうち約４割が、減少傾向となっております。売上げが上がっていない

中、実質賃金は、上がっているのでしょうか。普通に考えていれば上がっていないと思いま

す。 

  また、６月定例会では、当局から特別職の報酬を下げようという議案も出てまいりました。

否決されましたが、今回は、上がる。月額報酬ではありませんが、期末手当も報酬です。上

げて下げて上げる。矛盾しかないと思います。 

  議員に関しましては、今、述べたことを含め、当然上げる必要は、ありません。市民を代表

する私たちが、塩竈市に向き合わず、どうするのでしょうか。何十年も上がっていないとい

うご意見も拝聴いたしますが、人口減少、また、財政も悪くなる一方で、上がることがあっ

てはいけない考えております。本来であれば条例を改正して、上がる分を子供たちの未来に

投資をしていきたいところです。 

  また、給料、報酬が低いと職員の流出、成り手不足という問題もあるという考え方も一定理

解できます。しかし、給料、報酬が上がったら人材不足、流出は解消されるのか。されない

と思っています。今の若い人たちは、給料よりも社会的存在意義で就活をしている方が多い

というデータもあります。また、現在、働いている方も職場の環境を重視しているといった

データもあります。もちろん地方公務員は、サラリーマンよりも安定していて、給与は高い

と考えております。市内では、老舗笹かま店が自己破産となり、今まで塩竈市を支えてくれ
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てきた企業です。どれだけ無念であったか計り切れません。我々議員、特別職、一般職員は、

市民、市内企業がいるから仕事ができるのです。今の状況は、市民が見て納得するでしょう

か。市内企業が見て、どう思うでしょうか。 

  以上のことから、議案第56号、議案第57号、議案第58号を反対させていただきます。ぜひ今、

述べたことを心にとめていただき、賛否のご判断をいただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第57号「特別職の職員の給与に関

する条例及び塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び議

案第58号「市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて、委員長報告に対する賛成者からの発言を許可いたします。18番伊藤博章議員。 

○18番（伊藤博章） 議案第56号、第57号、第58号に対しまして賛成の立場で、塩釜を元気にす

る会を代表いたしまして、討論をさせていただきます。 

  まず、議案第56号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例」についてに対して、賛成の立場から討論を行います。 

  本議案は、令和７年人事院勧告を踏まえ、国の制度改正に準じて本市一般職員、一般職職員

の給与及び期末勤勉手当等を改定するものであります。まず、重要なのは、本市がこれまで

一貫して人事院勧告を基本に、国、他自治体との均衡を保ちながら、適切な給与改定を行っ

てきたという点であります。議案資料にあるとおり、令和元年度以降、本市は、増減を含め

て人事院勧告におおむね沿った対応を続けており、今回の令和７年度改定についても給与プ

ラス3.3％、期末勤勉手当プラスそれぞれ0.05月と、国と同水準の改定となっています。 

  近年、自治体職員を取り巻く環境は、大きく変化しています。業務が高度化、複雑化する一

方で、民間企業との人材獲得競争は激化しており、特に若手職員の確保と定着は、将来の行

政運営を左右する重大課題です。適正な初任給水準の確保は、職員のためではなく、将来に

わたって市民サービスの質を維持するための投資であると考えます。 

  また、期末勤勉手当についても年間4.06月から4.65月への引上げは、国の制度改正に沿った

最小限の対象であり、決して過度なものではありません。人事院勧告を尊重し、国、他自治

体との均衡を保ちつつ、将来の人材確保と行政運営の安定を図る本議案は、合理性と必要性

を十分に備えたものであります。 

  また、人事院勧告どおり実施した場合の本市の財政影響額は、全会計総額で約１億5,000万
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円、職員１人当たり平均約23万8,000円と示されておりますが、今定例会で追加提案されてお

ります国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などでは、エネルギー、食料品価格等

の高騰、それに伴う事業者、住民、自治体運営コストの上昇に対して、自治体が地域の実情

に応じて機動的に対応するための財源として措置されています。この自治体運営コストの上

昇には、光熱水費の増加、委託料、工事費の上昇、人件費、賃金手当の上昇圧力といった要

素が含まれています。ただし、給与は恒常的経費であること、交付金は時限的、臨時的財源

であること、人事院勧告対応は、本来一般財源で行うべきものという整理があるため、直接

充当は、原則不可という考えですが、物価高騰により、自治体運営全体のコストが上昇する

中で、光熱水費や事業費の増加分を交付金で支えることで、結果として人件費増を含む自治

体財政全体を下支えする役割を担っている交付金の効果もあることから、財政運営との均衡

にも一定の配慮がなされていると評価します。 

  また、本年の国家公務員の給与改定については、公務員の給与改定に関する取扱いについて、

令和７年11月11日閣議決定において、その取扱いが決定されたところでありますが、地方公

務員の給与改定については、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて、令和７年11

月11日付、総務副大臣通知で通知したとおり、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応され

たい。当該給与改定に係る一般財源所要額については、給与改善費2,000億円、地方財政計画

上の追加財政需要額4,200億円の一部及び上記第２の１（１）の地方交付税の増額交付の中で

対応することとしているので留意されたいと、国の支援もなされることから、議案第56号に

対して賛成するものであります。 

  次に、議案第57号及び第58号、特別職の給与の取扱い、具体的には、令和７年度人事院勧告

を踏まえた国家公務員の給与改定に準じ、特別職の職員、市長、副市長及び教育長の期末手

当支給月数を0.05月引上げ、市立病院事業管理者の期末手当と勤勉手当をそれぞれ0.025月引

上げ及び市議会議員の議員の期末手当の支給月数を0.05月引上げについて、私は、本議案に

賛成の立場から討論をいたします。 

  まず、強調したいのは、身を切る改革それ自体は、過去の政治家の美学として理解できます

が、制度として押しつけてよい価値観ではないという点です。政治は、市民の皆さんの多様

な声を預かる場であり、多様な経歴、年齢、家庭状況、職歴の人が参画できなければ、民主

主義は、機能しません。身を切ることを美徳とする文化は、理解します。しかし、市民に必

要なのは、痛みに耐える政治ではなく、責任能力を持つ政治です。議会も行政も責任ある仕
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事をする以上、適正な対価と制度設計が不可欠です。 

  国政でも定数削減や身を切る改革は、人気取りとして語られがちですが、新聞各社の社説で

は、以下のように批判されています。必要性も根拠も曖昧なまま、削減だけが自己目的化し

ている。民主主義のコストを無駄と断じる発想は、危うい。監視機能が弱まり、結果的に行

政のチェックが甘くなる。これは、地方議会にもそのまま当てはまります。 

  市民の皆さんが望んでいるのは、手当削減という象徴的なパフォーマンスではなく、説明責

任を果たす政治、判断基準が明確で透明性のある市政運営、市民生活の課題を着実に解決す

る力です。人件費を削ることで、財政が劇的に改善するわけではありません。議会と行政が、

責任ある判断を積み重ねることこそが、長期的に市民の皆さんの利益となるのです。 

  私は、その度々の議会を構成する、公正で選ばれた議員各位と、議会と行政が責任ある判断

を積み重ねることこそが、長期的に市民の皆さんの利益となり、市民の皆さんからいただい

た負託にお応えすることになるという政治姿勢に基づき、議会と行政が、責任ある判断を積

み重ねることができる議会改革に取り組んでまいりました。今回の改定は、政治家が得をす

るためのものではなく、責任を果たし続ける政治と行政の基盤づくりです。身を切る改革は、

価値観として尊重します。しかし、それを制度に持ち込むことは、市民の皆さんの声の多様

性、行政サービスの質、民主主義そのものを弱める危険性があります。だからこそ私は、市

民の皆さんの利益のために、民主主義の健全さを保つために、これからも議会と行政が、責

任ある判断を積み重ねることができる議会改革に取り組んでいくことを改めてお約束申し上

げます。 

  次に、重要なのは、本改正が、独自の判断による引上げではなく、人事院勧告という客観的、

中立的な基準に準拠した措置であるという点です。人事院勧告は、民間給与との均衡を図り、

公務に対する信頼性と人材確保の両立を目的として制度的に位置づけられており、これに準

じることは、これまでも本市は、増減を含めて人事院勧告におおむね沿った対応を続けてお

ります。 

  また、令和７年11月11日に総務副大臣名で通知がありました地方公務員の給与改定等に関す

る取扱いにおいて、人事委員会を置いていない市及び町村においては、都道府県人事委員会

における公民給与の調査結果等も参考に適切な対応を行うこととしてきておりますので、令

和７年度宮城県人事委員会勧告について、触れます。 

  宮城県人事委員会においても、民間給与との格差を比較し、その是正を図るため、国家公務
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員給与改定の考え方を踏まえた勧告が行われています。重要なのは、県人事委員会も人事院

勧告を否定するのではなく、これを基軸として地域実情を反映させているという点です。つ

まり、人事院勧告が、現実と乖離しているという主張は、県人事委員会制度そのものの否定

につながりかねません。 

  次に、市立病院事業管理者の期末勤勉手当、それぞれ0.025月引上げですが、市立病院事業

管理者は、医療提供体制の維持、強化という重要な責務を担っており、安定した経営と人材

確保の観点からも、国や他自治体との均衡を保つことが不可欠です。医療現場を取り巻く環

境が、厳しさを増す中、責任に見合った処遇を確保することは、市民の命と健康を守る体制

を維持する上で重要な措置であると考えます。 

  さて、この条例案が提案されるに当たり、11月17日に議長団に、人事院勧告に基づき、市議

会議員期末手当の改定について、相談があったと思います。その後、11月26日に議長団は、

各会派の幹事長を招集し、会議を開催し、当該議案について、当局より相談があった旨を説

明し、幹事長にその中身を示したと理解しているところです。本来は、この段階で当該議案

内容を全会派に持ち帰り、各会派の意向を確認し、会派間で合意形成を図る調整があるべき

だと思いますが、残念ながらその経緯は踏まず、今定例会に提案し、所管常任委員会で審査

することを黙認したように感じます。 

  私は、元衆議院議長の大島さんが、１票の格差を是正するために定数を10削減する公選法改

正をめぐり、議長として全会派の意見を聞くことを基本とし、個別協議、全体協議を通じて、

互いに了解した上で採決に挑むために、多くの会派による合意形成を目指して汗を流し、結

論を導き出していったという回顧録に触れ、市議会も当該議案を提案するのか、それとも会

派間調整が難しいので、今定例会の提案を見送るのか、議会全体での意見の調整をすべきだ

ったのではないかと、私のこれまでの経験から感じていますが、所管常任委員会委員長報告

のとおり、慎重にご審査いただいたということでありますので、所管常任委員会の委員の皆

様に感謝を申し上げるところであります。 

  さて、これまで申し上げましたように、特別職の職員、市長、副市長及び教育長及び地方議

会議員の期末手当及び市立病院事業管理者の期末勤勉手当の引上げについては、一般職の公

務員給与体系に準じる形で支給することが制度的に妥当であり、透明性、公平性及び説明責

任の観点から合理性があります。 

  また、人事院勧告に基づき、期末手当を改正してきた対応は、自己決定批判を避け、客観的
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基準で調整するものとして適切であり、誤った運用ではありません。 

  一方で、特別職の職員、市長、副市長及び教育長及び私たち市議会議員の期末手当改正につ

いては、市民の皆さんから厳しい目が向けられることも十分承知しております。しかしなが

ら、特別職の職員及び市議会議員の期末手当改正は、条例に基づき、特別職全体との均衡や

公務全体の給与改定との整合性を確保することが求められます。今回の改正は、その原則に

沿ったものであり、説明可能性と透明性を備えた対応であると考えています。 

  物価高騰が続き、市民生活が厳しさを増す中にあって、私たち議会及び市長には、より一層

の緊張感と責任ある行動が求められています。そのことを前提とした上で、制度としての公

平性、一貫性を維持するための改正である本議案には、合理性があると判断いたします。 

  以上のことから、議案第57号及び議案第58号、特別職の給与等の取扱いについて、多くの議

員各位のご賛同を賜りますよう切にお願い申し上げ、賛成討論といたします。ご清聴ありが

とうございました。 

○議長（浅野敏江） 次に、議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」について、

委員長報告に対する反対者からの発言を許可いたします。15番辻畑めぐみ議員。 

○15番（辻畑めぐみ） 日本共産党塩釜市議団、辻畑めぐみでございます。 

  議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」について、反対の理由を述べます。 

  当該保育所は、令和４年３月に策定した塩竈市の保育事業の方向性に基づき、令和６年度か

ら段階的に縮小し、令和10年度末での閉所を予定していました。本年７月、保護者説明会及

びアンケートを行った結果、大幅に継続希望児が減少したことから、保育環境を考慮し、令

和７年度末で閉所し、塩竈市保育所条例から当該保育所の項目を削除するものです。 

  香津町保育所は、1975年、ゼロ歳児保育を東北で先駆けて実施した保育所で、東日本大震災

のときには、被災保育所の受入れ拠点にもなりました。公立保育所が、保育環境整備を底上

げしてきました。 

  現在、子供は、減り続けている一方、保育の需要は増え、待機児童の問題や施設の老朽化が

問題となり、自治体の努力だけでは、施設運営が成り立たない状況が生じています。背景に

は、国主導で保育に関わる行政の責任を後退させ、保育制度を市場原理へと流れを変えたこ

とにあります。公立保育所が減少し、民間への置き換えが進む中で、経営が成り立たず、突

然の撤退や保育中の事故なども起きています。 

  また、保育士は、子供の発達に関わる専門性のみならず、子育て中の保護者に寄り添う専門
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性が求められる職種ですが、求められる専門性や責任に比べ、処遇が低く、人員の確保が難

しいことも大問題です。 

  今、求められているのは、公立保育所をなくして民間に置き換えることではなく、実態に見

合っていない低い処遇改善など、保育制度、保育環境の抜本的改善です。児童福祉法第24条

が生かされ、子供、保護者、誰もが安心して生活を送る保育制度の抜本的改善を求め、議案

第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」に反対するものです。 

○議長（浅野敏江） 次に、議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」について、

委員長報告に対する賛成者からの発言を許可いたします。３番鈴木新一議員。 

○３番（鈴木新一） 会派かいしんの鈴木新一です。 

  議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」に関しまして、賛成する議員を代表

いたしまして、賛成討論をさせていただきます。 

  今定例会で提出されました議案第60号は、香津町保育所の閉所に伴い、塩竈市保育所条例か

ら当該保育所の項目を削除するものです。当該施設は、令和４年３月に策定した塩竈市の保

育事業の方向性に基づき、令和６年度から段階的に縮小し、令和10年度末に閉所を予定して

いた施設であります。今年７月に実施した保護者アンケートなどの結果、想定を超える転所

希望があったことから、子供の保育環境を考慮し、令和７年度末で閉所を行うものでありま

す。 

  本市は、人口減少及び少子化減少傾向にあります。保育施設の長期的管理、アクセス環境な

ど、様々に変化する状況下でレスポンスのよい方向性を示すことが大事と考えております。

子供たちにとって保育環境が変化をすることについては、少なからず影響あるとは思います

が、長期的視点で見た場合、少人数で保育の継続をするよりも転所することにより、就学前

に集団保育の大切さを学ぶことができること、また、香津町保育所の保育士を転所先の保育

所に配置することなどで子供たちの負担が生じないよう配慮して進めていくとの説明もござ

いました。 

  また、反対者は、公立保育所の減少により市全体の保育の質について、心配しているようで

すが、当局に対しましては、市全体の保育の質の低下や隔たりがないように、保育の質の担

保を図るため、引き続き公立保育所がリーダーシップを発揮し、保育の質の底上げを担う役

割を果たしていただくよう要望いたします。 

  以上のことから、議案第60号「塩竈市保育所条例の一部を改正する条例」について、賛成の
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討論とさせていただきます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

  採決いたします。 

  採決は分割で行います。 

  まず、議案第56号について、採決いたします。 

  議案第56号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立多数であります。よって、議案第56号については、委員長報告のとお

り決しました。 

  次に、議案第57号について、採決いたします。 

  議案第57号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立多数であります。よって、議案第57号については、委員長報告のとお

り決しました。 

  次に、議案第58号について、採決いたします。 

  議案第58号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立多数であります。よって、議案第58号については、委員長報告のとお

り決しました。 

  次に、議案第59号及び第61号ないし第69号について、採決いたします。 

  議案第59号及び第61号ないし第69号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起

立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立全員であります。よって、議案第59号及び第61号ないし第69号につい

ては、委員長報告のとおり決しました。 

  次に、議案第60号について、採決いたします。 

  議案第60号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立多数であります。よって、議案第60号については、委員長報告のとお
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り決しました。 

───────────────────── ◇ ─────────────────── 

   日程第３  議案第７０号 

○議長（浅野敏江） 日程第３、議案第70号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹）（登壇） ただいま上程されました議案第70号につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。 

  議案第70号は、「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」であります。国の補正予算によりま

す物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等を活用し、市内の経済循環及び市民生活への

支援策として、10割増商品券を発行するための事業費や子育て家庭への支援強化として、応

援手当を支給するための事業費などを計上し、歳入歳出予算にそれぞれ、５億8,470万2,000

円を追加いたしまして、総額を287億1,535万円とするものであります。 

  歳出予算といたしましては、 

  県内外の大手ショッピングセンターなどで「塩竈フェア」を開催し、流通の活性化を図る水

産加工業販路創出・拡大支援事業として                   551万2,000円 

  市内経済において消費を喚起するための割増商品券事業として    ３億4,121万5,000円 

  中小企業者が行う新たな販路拡大や生産性向上の取組に対して交付する物価高騰対応中小企

業者チャレンジ支援補助金として                       5,675万円 

  観光客に対し、地酒とクーポン券を配布し、塩竈への誘客促進と観光消費拡大を図る観光プ

ロモーション事業として                           2,500万円 

  令和８年度に見込まれます食材購入価格の高騰に対し、学校給食を安定的に提供していくた

めの中学校学校給食食材購入支援事業として                  1,512万円 

  子育て家庭への支援強化として、子供１人当たり２万円を支給する物価高対応子育て応援手

当として                              １億4,110万5,000円 

 を計上してございます。 

  これらの財源につきましては、 

  国庫支出金として                           ５億3,983万円 

  ミナト塩竈まちづくり基金繰入金として                4,487万2,000円 
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 を計上してございます。 

  また、繰越明許費につきましては、物価高対応子育て応援手当を除く５事業について、設定

するものであります。 

  本事業の実施につきましては、議決をいただいた後に、市民の皆様への周知や各種事業の手

続等を速やかに実施してまいりたいと考えてございます。 

  議案第70号については、以上であります。よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願

いを申し上げまして、提案理由のご説明とさせていただきます。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 私からは、議案第70号「令和７年度塩竈市一般会計補正予算」の概要

をご説明させていただきます。 

  一部先ほどの提案理由説明と重複する部分がございますが、申し訳ございませんが、お聞き

取りをお願いします。 

  恐れ入りますが、資料№８の３ページをお開き願いたいと思います。 

  こちらの表は、一般会計特別会計の総括表でございます。今回の補正額でありますが、一般

会計が５億8,470万2,000円とするものでございます。これによりまして、一般会計及び特別

会計の補正後の予算総額は、合計欄にありますとおり420億3,591万3,000円となりまして、補

正前に比べますと1.4％の増ということになります。 

  次に、一般会計補正予算の内容につきまして、歳出からご説明させていただきますので、恐

れ入りますが、６ページ、７ページをお開き願いたいと思います。 

  ここでは、歳出予算を目的別に計上させていただいております。６ページの補正額の欄で、

費目３民生費１億4,110万5,000円ですが、国の総合経済対策に基づく子育て世帯への支援事

業といたしまして、児童手当受給世帯に児童１人当たり２万円を一律給付する物価高騰対応

子育て応援手当を計上させていただいております。 

  次に、費目６農林水産業費551万2,000円ですが、水産業水産加工業の販路拡大、消費拡大を

図るための事業といたしまして、水産加工業販路創出・拡大支援事業物価高騰対応型を計上

させていただいております。 

  次に、費目７商工費でございますが、４億2,296万5,000円を計上しております。市内での経

済循環及び市民の生活支援のための事業といたしまして、本市では第９弾となります割増商

品券事業や中小企業者への支援といたしまして、新規販路拡大や生産性向上の取組に対して
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の補助を行う物価高騰対応中小企業者チャレンジ支援補助金、市内観光事業者への支援とし

て、本市観光客に地酒やクーポン券を配布する観光プロモーション事業にそれぞれ計上をさ

せていただいております。 

  次に、費目10教育費1,512万円ですが、保護者の経済的負担を抑制するための事業といたし

まして、市内中学校の給食食材料購入費用の一部を補助する中学校学校食材購入支援事業を

計上いたしております。 

  次に、歳入の補正内容につきまして、ご説明をいたします。 

  ４ページ、５ページをお開き願います。 

  費目15国庫支出金でございますが、５億3,983万円を計上させていただいております。国の

経済対策に基づき実施する各事業の財源でありますが、物価高騰対応地方創生臨時交付金や

子育て世帯への給付に係る国庫補助金を計上するものでございます。 

  費目19繰入金4,487万2,000円ですが、今回、補正予算案に計上しております物価高騰対応事

業の財源といたしまして、ミナト塩竈まちづくり基金繰入金を計上するものでございます。 

  なお、資料８ページ、９ページにつきましては、歳出予算の性質別比較表を掲載しておりま

すので、後ほどご参照いただければと存じます。 

  私からの説明は、以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） これより、質疑を行います。５番菅原善幸議員。 

○５番（菅原善幸） それでは、私から、今回の物価高騰に関する質疑をさせていただきます。 

  資料№８の13ページ、水産加工業販路創出・拡大支援事業についてということでございます。 

  まず初めに、概要の中に物価高騰、円高による市内水産加工業業者が大きな影響を受けてい

ることから、事業継続の支援として、販路創出、拡大を実施するとありました。まず、この

中身ですけれども、物価高騰、円高の影響を受けているのは、やはり市内の水産加工業、ま

さしくそうだと私も思っております。企業の継続の支援として、販路の創出、拡大を目的と

した事業だと思っております。 

  そこで、現在の水産加工業の置かれている現状、大きな影響は、どのようになっているのか、

その辺、お伺いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 私からお答えをさせていただきます。 

  水産加工業の現状ということでございます。 
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  まず、世界的になんですけれども、基本的には、水産物の需要は、増えているという認識は

あるんですが、我が国におきましては、気温の上昇であれ、気候変動であったり、そのこと

による漁獲量の減少、また、少子高齢化であったり、その関係で魚離れが進んでいるという

ことによる消費の低迷というのが、続いているのかと思っております。それによって水産加

工業務の全体が、苦慮しているということと考えております。 

  本市におきましては、市内の加工業者の方のほとんどが、原材料を輸入に頼っているという

状況がございますので、現在の過度な円安により、調達のコストが結構大変で上昇している

ということと、人件費であったり物件費の高騰が、価格になかなか転嫁できないという状況

もございますから、これまでに経験したことのないような厳しい状況に置かれているのかと

認識している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 様々原因等もあると思います。私もこの魚離れというのは、私も子供が何

人かいるんですけれども、魚は嫌いという人も中にはいるわけで、やはりこういったものが、

魚離れが進んでいるのかなという部分が考えられます。 

  そこで、もう一つ、この事業継続支援として実施することとありましたが、どのようにして

塩竈市だと事業継続支援とつなげていくのか、その辺、教えていただきたいんですけれども。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 今回の事業につきましては、県内外の大手のショッピ

ングセンターにおきまして、塩竈市の水産加工品などを販売させていただく塩竈フェアを開

催するという状況でございます。前年度も開催しておるところではございますが、このよう

な事業を継続して行っていくことが、積み重ねて行っていくことが、量販店と事業者とのつ

ながりであったり、やっぱり信頼とか、評価が強まっていくと考えてございますので、今後

のさらなる商品の取引の拡大等を見据えながら、引き続き継続して実施していければと考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 分かりました。どうもありがとうございます。 

  それで、この事業内容を見ますと、やはり本市の水産加工業の販路拡大を図るために、県内
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外の大手ショッピングセンターにおいて塩竈フェアを開催するとあります。それを含めて、

全国に流通を広げていくということだと思います。仮称塩竈フェアを県内外の大手ショッピ

ングセンターで開催するということなんですけれども、そこで、この仮称塩竈フェアは、ど

のような塩竈フェアなのか、具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 大手のショッピングセンターで、例えば、一部ブース

を作っていただいてとか、あとは既存の商品陳列の棚に塩竈のものを入れていただいて、塩

竈市の物産品または水産加工品をＰＲして、皆様に買っていただく状況をつくり出すという

フェアでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 例えば、この今回の水産加工業というのは、様々今まで多分いろんな部分

で、ほかの水産の支援なんかもやられているとは思います。例えば、販路拡大支援事業とか、

それから、みやぎの台所とか、浅海とか、いろいろやっていると思いますけれども、これを

今回、出されたというのは、何かの理由があるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 今、現状として、円安等を踏まえまして、かなりの水

産加工業者が疲弊しているという状況。また、直接的な支援が、本当はいいかとは思います

けれども、こういう事業者に対してこういう継続支援、機会を創出して継続支援を向けて行

っていくことで、地域の雇用であったり継続支援をずっと続けていくことを支援できればと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） そこで、県内と県外で二、三か所ということで、例えば、催事ということ

だと思いますけれども、スポット的にやるんじゃないかなと思います。私も過去に営業をや

っていた頃に、こういったスポット的な販売をしたことがあるんですけれども、やはり単発

になってしまう可能性も中にあるわけなんです。 

  ですから、行った先が、知らない地域で、我々の塩竈の食材とか、基幹産業のものを販売す

るということは、やはりいいんですけれども、もうその都度販売して、催事が終った時点で、

お客さんは、どこに買いに行ったらいいのかというのも多分あると思います。となると、や
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はり継続性というのが必要になってくるんじゃないかなと私は思いますけれども、その辺な

んかは、検討されていますか。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 議員のご指摘のとおり、単発で終わってしまうという

ことは、やっぱりそこで途切れてしまうという可能性もございます。こういう事業を継続し

て実績を積み重ねていくことによりまして、量販店と事業者または消費者のつながりなどが

出てくるのかなと考えておりますので、今後のさらなる事業の継続に向けて検討していきた

いと考えておるところです。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 補足させていただきます。 

  それだけじゃなくて、実は、新型コロナのときに、いろんな事業展開をさせていただきまし

た。そのとき大変勉強になったのは、様々な形で、例えば、晩酌セットとか、いろんな形で

商品提供をさせていただきました。やっぱりこれはすごいなと思ったのは、市内にも幾つか

の大型ショッピングセンターがありますけれども、バイヤーが市場調査、それぞれの店の商

品構成とか、どういう工夫をしているんだとか、値段、そういった比較を常にしてございま

す。その中で、一つの事例として、あるＡというショッピングセンターで、塩竈市内の水産

加工業者が出していた商品を別なＢというスーパー、大手ショッピングセンターの方が見ら

れて、直接取引に行って、実は首都圏の量販店に置いていただけたという実績がございます。

これは、何かというと、確かに今は、原材料も高くて厳しい状況が続いております。ただ、

首都圏に行くとロットが違うんです。商品提供するロットが違うということは、ある意味、

言葉が適切か分かりませんけれども、薄利多売と、こういうことの考え方にもつながってい

くのではないか。そういう機会を行政として、この物価高騰対策の中でご提供させていただ

くことが、一つのそれぞれの地元の企業にとってチャンスにつながるような形に持っていけ

ないか。そういった中にあって、市内だけではなくて市外、もしくは、県外、首都圏も含め

てです。 

  必要なものは、実は海のない海なし県に対して、海のものをどのような形でご提供させてい

ただけるか。こういったこともいろんな形で私どもも、実験ではございませんけれども、こ

ういったチャンスを生かして、どこの地域であれば水産に対するこれからの販路開拓につな
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がっていくか、こういったものもしっかりと勉強させていただきながらのご提供であるとい

うことは、ご理解いただければと思います。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 先ほどスポット的にというのは、やはり単体的なものになるということは

言っていたんですけれども、いい面もあるんですよ。私もそれを言おうと思ったんですけれ

ども、市長から言われました。バイヤーが直接目に触れる。その大型店舗のバイヤーが見に

くるわけなんです。そうすると、バイヤーが、どこかに置いてやろうかと、置かなければい

けないという状況になる可能性もやはりあるわけなんです。それも含めて、また、どんどん

そういった認知度が、商品の認知度、それから、塩竈のよさというのが、その地方で認知度

が上がってくるというのが、これがメリットだと私は思うわけなんでございます。 

  あとは、こういう催事というのは、やはりお金のかかる問題で、バックマージンで店舗を借

りるわけですから、やはり20％、30％を取られる能性があるわけなんですけれども、それと

宿泊費とか、そういった交通費なんかもマイナス面もあるということで、しかしながら、こ

ういうことをやっていかないと、私は、塩竈市の販路拡大というのは、やはりできないんじ

ゃないかなと私は思っております。これは、本当にオーソドックスな販売方法だと私は思っ

ておりまして、そういった形では、塩竈フェアというのは、重要になるんじゃないかなとい

うことは、私も感じているところでございます。 

  そういった部分では、本当に道半ばでございますけれども、しっかりと行っていただきたい

と思いますし、もう一つ、今後の予定として、やはり事業者の説明会とか、商談会というの

をこの辺の内容を教えていただけないでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 今後の予定でございます。 

  この提案をお認めいただいてすぐ、月が明けてからですけれども、まず、事業計画、委託契

約を結ばせていただきたいと考えてございます。その受託業者と調整をさせていただいて、

その事業者、どのような方々が、このフェアにご応募いただけるかというところを、まず、

事業者、受託者と精査させていただいて、その部分で商品の取扱いに向けてすり合わせを行

っていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 分かりました。 
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  こういった販路拡大というのは、やはり行政が行う部分と、また、企業が行う部分と、それ

から、塩釜商工会議所という販売ルートをつくっていくということで、３者ぐらい一緒に動

いているのが、やはり自治体だと私は思っております。 

  そういった中で、これからですけれども、やはり行政と企業と、それから塩釜商工会議所が

一体となった仕組みもつくっていかなければいけないんじゃないかなと私は思っておりまし

て、ぜひともそのきっかけとなるのが、今回のスポット販売かなと思いますので、まずは、

先行という形で行っていただきたいと思いますけれども、その辺もよろしくお願いしたいと

思います。 

  以上で、この水産加工業の販路に関しては、終わらせていただきたいと思います。 

  もう一つ、11ページの物価高対応子育て応援手当について、質疑させていただきたいと思い

ます。 

  この概要の中にも、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援する取組として、児童

手当を受給する世帯に対して、物価高対応子育て応援手当一時金を支給するということでご

ざいます。私も市民の方と一緒の、話の中で、夏にこういった手当があったのに、今年はな

いのかなという部分が、よく聞かれたわけでございますけれども、ようやく閣議決定されて、

今回、一時金の支給になったわけでございます。まず初めに、この子育て応援手当の目的に

ついて、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 手当の目的でございます。 

  物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するのが、目的でございます。11月に閣議

決定された総合経済対策の柱、１つの柱、生活の保障、物価高への対応の主要施策の一つで

ございます。 

  なお、事業費は、全額国費により、補助されるものでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 分かりました。 

  応援手当支給は、今日のテレビでもちょっと出ていたんですけれども、もう配っているとい

うか、愛知県では、もうこの２万円を先行で何か出していくという形で、この仕組みは、分

からないんですけれども、そういった部分があったわけです。 
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  この年末、やはり子供たちが、本当に物価高騰の中で、食事とか、多分様々な部分でお金の

かかる時期だと思います。そういった中で、下に書いてありましたけれども、支給が大体２

月か３月ぐらいに手当支給となっておりました。これよりももう少し早くというのは、考え

られないんでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） スケジュールの部分でご質疑を頂戴しました。 

  まず、この手当の法律上の位置づけなのでございますが、民法上の贈与契約となります。そ

して、贈与契約というのは、贈与する側、行政側と受け取る側、住民の皆様、双方の意思確

認が成立の要件とされております。市が、受給者の皆様に対して、個別の支給の通知、差し

上げます、支給させていただきますという案内の発送を行った後に、受け取る意思の考慮期

間と認められる、おおむね２週間を経てからの支給開始となりますので、一定の期間は必要

となります。 

  なお、この考え方は、国から、こども家庭庁から直接示されたものでございます。 

  ただ、この手当の支給は、議員がおっしゃるように、年末といいますか、物価高に影響受け

ている子育て世帯に支援するものですので、その趣旨を踏まえて、大至急、我々も取組をさ

せていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 重々、事務手続も本当に大変だと思います。周知広告も出さなくてはいけ

ませんし、それから、電算システム改修というのもしていかなければならないということで、

電算システムの改修とありましたけれども、どういった内容なのか、教えていただきたいん

ですけれども。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 電算システムの改修の内容でございます。 

  手作業ではなく、当然電算システムを使って行うわけなんですが、このシステムの開発元か

らリリースされる給付金台帳ツール、ツールを外づけして利用する作業を想定しています。 

  具体的には、市が管理している児童手当の受給者台帳とのファイル連携、また、市が児童手

当を支給していない方、具体的に公務員の人たちなんですけれども、お子さんがいる公務員。

公務員というのは、所属庁で支給しているものです。お巡りさんであれば県警、学校の先生
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であれば県の教育委員会。そういった、市が直接児童手当を支給していない方々、それらの

方々の情報の取り込み、そして、給付のデータ作成、全国銀行協会フォーマットのデータ出

力に至る作業、そういったところを想定をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 分かりました。 

  公務員のお話が出ましたけれども、皆さんも公務員だと思いますけれども。 

  ここにも米印で書いてありましたけれども、これは、所属庁から児童手当が支給されている

ために、別途市町村への申請手続が必要とあります。この必要な部分というのは、それに当

たるのか、教えていただきたいんですけれども。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 米印の公務員の場合で記載をさせていただきました。

すみません。ご質疑の最後が聞き取れなくて、もう一度、ごめんなさい。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 公務員は、どのように手続していったらいいんでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 物価高応援手当の公務員の方への支給の申請の手続に

ついてでございます。 

  実は、国から公務員を雇っている各所属庁、県の教育委員会、県警、また、国であれば国の

機関、市役所であればそれぞれの市町村の首長宛てに、職員に対して案内をしてほしいとい

う通知が既に出されております。そして、言わばそれぞれの所属庁の人事担当が、職員に対

して、この物価高手当をお住まいの居住地に申請してとご案内、そして、勤務証明を出して

案内をする。そして、それぞれ公務員の人たちは、お住まいの市役所、町役場に申請をいた

だくという、そういった流れになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 菅原議員。 

○５番（菅原善幸） 分かりました。 

  本当にプッシュ型といっても、やはりこの受給を希望しない場合もありますし、それから、

公務員の場合もありますし、様々な部分で、手続等も違う部分があると思います。この物価
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高騰対策の一環として経済対策も経済成長対策も入っていると思いますけれども、この２万

円、２人いれば４万円になるわけで、ぜひともこの年末年始に子供を抱えている世帯にいち

早く届けるようなお願いをさせていただいて、私からの質疑を終わりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、菅原善幸議員の質疑は終了いたしました。 

  16番小髙 洋議員。 

○16番（小髙 洋） それでは、菅原議員に続きまして、何点かお伺いをしてまいりたいと思い

ます。 

  それで、先ほどまさに資料№８の11ページですか。物価高対応子育て応援手当ということで、

様々お伺いがございました。加えて、簡単に教えていただきたかったのですが、先ほど児童

手当の受給対象児童ということで、様々あったわけなんですが、対象が、児童手当支給対象

児童を養育する父母等、②番のところでは、これから年度末にかけてお生まれになるお子さ

んも含めてということで捉えておるんですが、この児童手当支給対象児童ということで、か

つて所得制限、あるいは、そういったものも様々あったわけなんですが、児童手当について

は、昨年10月ですか、所得制限等々が廃止をされた。そういった意味を含めて考えますと、

文言上、こうなるんだと思いますが、そういった意味では、ある意味では、全児童対象と読

み替えていいものかどうか、その辺、お伺いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 議員がおっしゃるとおり、昨年10月制度改正により、

児童手当の支給対象年齢は、高校生年代である18歳まで拡大がなされて、所得制限が撤廃さ

れております。まさにゼロ歳から18歳まで、全てのお子さん、お子さんがいらっしゃる世帯

に対して支給がなされるものでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  先ほど、その贈与契約という説明の中で意思確認が行われるということで、受給を希望しな

い方は、どれぐらいおられるのかはちょっと分かりませんが、そういったところを除いて、

基本的には対象となるということで理解をいたしました。 

  そういった意味では、所得の関係もそうなんですが、逆に生活保護世帯等で収入認定の関係
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とか、様々あるわけなんですが、そういったところも含めて、基本的には、全ての18歳まで

のお子さんということでよろしいのかどうか、改めてお願いします。 

○議長（浅野敏江） 石村保険年金課長。 

○市民生活部保険年金課長（石村 要） 物価高対応子育て応援手当は、生活保護も受給されて

いる世帯についても支給の対象となります。 

  なお、これまでの子供関連の給付金と同様に、生活保護受給者の方の収入とは認定されない

ように、国で調整が行われているものでございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。理解をいたしました。 

  では、続いて10ページのところに、交付金の関係、その内訳、各事業ということで表として

出していただいております。 

  それで、１つには、交付限度額６億2,600万何がしというところで、そこから今回の事業分、

あるいは、差し引いた残高というところ、あるいは、５事業分について、ご掲載いただいて

いるわけなんですが、まず１つには、今回、５つの事業が交付金事業として掲載がございま

すけれども、それぞれの各事業を選択といいますか、実施をしたいということで選ばれたそ

の理由といいますか、背景といいますか、そういったところを少し簡単にご説明いただけれ

ばと思います。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今回の補正計上に当たりましては、今回だけではなくて、実は９月か

らもう始まっておりまして、例えば、９月補正の中では、対象者として独り親世帯や、ある

いは、75歳以上の高齢者世帯をまず対象にした支援を先行させて行わせていただいた。 

  今回の国の経済対策に併せまして、国では、特にエネルギーコストを下げるような政策であ

りますとか、子供世帯に１人２万円を配る施策を行っております。 

  また、県におきましても独り親世帯に対して１万円を支払う施策でありますとか、各事業者

に対しても、本市の場合だと、例えば、水産加工業者でありますとか、酒蔵の関係の業者へ

の支援策も出ているというところで、その全体のバランスを見ながら、何が不足しているの

かというところをまず見させていただいたというところでございます。 

  なので、我々としては、国、県、あるいは、既に行っている９月補正とのバランスを考慮し
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ながら、今回、この５つの事業を提案させていただいているという背景でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そうですね。これまで、９月の時点でもそうですけれども、その中身は様々あるんだと思い

ますが、そういった点で既にやったところというと言葉は悪いんですけれども、そういった

意味でバランスを見てということでのご説明をいただいたところです。 

  一つ一つについては、本日も様々な観点から、これからもご質疑があるんだと思いますが、

私からもそれぞれ個別のところで何点かお聞きをしたいと思います。 

  16ページです。 

  中学校学校給食食材購入支援事業ということで、これについては、この間の食料品費等の高

騰によってということでは、何度か同様のものが実施されてきたかなと思ってございます。

今回もそういった中身なんだろうとは捉えておるんですが、小学校の給食費については、令

和８年４月から無償化となる方針が示された。このことをもって、今回は、中学校というと

ころでの中身となってございます。 

  給食費の無償化については、この間、様々な議論もある中で、一応方針としてこういったも

のが出ている。その中で、報道なんかを見ておりますと、負担の在り方ですとか、そういっ

たところで様々右往左往というと言葉が悪いですね。行ったり来たりしているようなところ

が見受けられるんですが、そういったところを踏まえて、今回の事業は、中学校だけだとい

うことなんですが、この小学校の部分について、現時点でどういった判断をもってやらない

というところなのか、その辺を詳細に説明を願えればと思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 私からお答えをさせていただきます。 

  まず、今、ご指摘のとおり、今回は中学校の給食費の増分に関して、今回の物価高騰対応分

の交付金を充当させていただく内容になっております。 

  小学校については、まずはこれからということなんですが、基本的に国から、直近が11月21

日に閣議決定の、強い経済を実現する総合経済対策の中で、学校給食費の支援ということの

表現が出ているんですが、実はその後、国から具体的な、例えば、制度設計とか、そういっ

た中身についての通知は、ない状態です。県にも確認しているんですが、やはり届いていな

いという状況です。 
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  一方で、今、議員からもお話があったとおり、マスコミ報道では、もう既に結構上限額など

も示されている状況もございますし、まずは来年４月からのスタートだということは、おお

よそ確定しているんだろうという把握の中で、我々としては、まずは、今回は中学校からと

いうことでの考えで制度設計をしているところでございます。 

  なお、小学校に関してどうするかというのは、これからでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そうですね。報道で私たちも踊らされているというとおかしいんですけれども、恐らくこれ

までの報道等を見ている限り、４月から改めてやらないということにはならんだろうとは捉

えておるんですが、そういった点で、そうした可能性も含めれば、小学校だけが値上げにな

ったなんていうことだけ、その辺だけ、ないようになればいいかなとは思っております。そ

のあたり今後の流れも注視をしながら、今回のこの中学校というところについては、理解を

させていただきました。 

  最後に、割増商品券事業の実施内容について、少しお伺いをしたいと思います。 

  それで、これまでの経過を踏まえますと、今回、第９弾ということで、基本的には、各世帯

１冊の販売ということで、販売の希望を取ってということで、そのやり方には、いろいろ変

遷がありましたけれども、基本的には、そういった形でこれまで８回続けてこられたかなと

思ってございます。 

  それが、今回の内容というところで見ますと、一般販売分ということで、１冊、実際には

5,000円お支払いをただいて、１世帯につき最大２冊を購入ができるということで、5,000円

の２冊分で、２冊購入すれば１万円分の支援となるというものだろうと思っております。 

  加えて、住民税の非課税世帯への配布分ということで、これが6,500冊、１世帯につき１冊

を郵送をするということで、これをお受け取りになられれば、直接、同様に１万円分の支援

となるものと受け取っております。 

  それで、お伺いをしたかったのは、これまで基本的には、販売という形で執り行ってきたと

ころを、今回は、販売に加えて配布というところをチョイスをされた。そういったやり方を

選ばれた。これについて、その理由といいますか、背景といいますか、その辺、お伺いした

いと思います。 
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○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 今回の商品券の配布、販売に併せた形で配布ということで

対応させていただく中身でございましたが、今回に関しましては、消費者対策ということで、

一番は、物価高騰の大きな影響を受けるであろう非課税世帯、低所得者の世帯の方に関しま

して、今回、商品券、こちらに併せた、乗っかったところで、そちらの現金給付ではなくて、

地元の経済対策、こういったところも踏まえた格好で、１万円分の１冊分を無償で配布する

事業に至った中身でございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。そういった考え方の下でということでご説明をいただきま

した。 

  それで、今回、通常の販売ルートに加えた配布というルートということで、ただいま福祉子

ども未来部長からご答弁があったとおり、取り扱うところが複数の所管にまたがっていると

いうこともあるんだと思いますが、事業費の内訳として見ますと、一般販売分として、割増

分の支援額合計が、割増額として２億円ということで示されてございます。４万冊掛ける

5,000円というところの計算かなと思いますが、２億円。それに加えて、配布分として6,500

万円分の支援ということで、この合計２億6,500万円。これを総事業費から差し引きますと、

実務等に係る浮いた経費といいますか、そういった部分なんだろうと思いますが、これが７

千五、六百万円ぐらいになるということで、割合等で見ましても、これまでの経費分と比較

して、少し高額になっている印象もあったんですが、そのあたり、考え方といいますか、内

訳といいますか、そのあたりをお聞かせを願えればと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 割増商品券事業に係る経費の部分について、ご説明さ

せていただきます。 

  資料№７の補正予算説明書の10ページ、11ページをご覧いただきながらご説明させていただ

きたいと思います。 

  こちらのページは、４つの事業が全て商工費として計上されたものが書かれておりまして、

正直ここだけでは商品券事業が分かりにくくなっておりますので、そこから、まず、一般販

売用の商品券事業に係る経費の内訳について、ご説明させていただきます。 
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  まず、一般販売分の総事業費３億4,121万5,000円のうち、一般販売分に係る費用は２億

4,792万円でして、そのうちプレミアム分となる負担金が２億円、事務費は4,792万円となっ

ています。 

  事務費の内訳ですけれども、会計年度任用職員１名分に係る経費が294万1,000円、需用費30

万円、役務費891万9,000円、委託料3,576万円となっております。 

  一般分につきましては、以上となります。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 私から、割増商品券に係る非課税世帯に配布する分の経費

ということでご説明させていただきたいと思います。 

  こちらに関しましては、6,500世帯を対象に額面１万円の商品券を配布する事業費でござい

ましたが、先ほどご答弁がありました総事業費のうち、9,037万7,000円が内訳となってござ

います。うち商品券の配布分として6,500万円、商品券事務を担当する職員、会計年度任用職

員分でしたが、こちらの人件費として151万3,000円、対象世帯のデータ抽出業務、商品券配

送支援業務、コールセンター業務に係る委託料として2,054万1,000円、商品券郵送料として

214万5,000円、案内状発送等に係る需用費及び賃借料として117万8,000円となってございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 詳細の内訳としてお聞きをいたしました。 

  それで、教えていただきたいんですが、今回、２つに分かれたということで、それは、そう

いった事業を選択をしてやったということでは理解するんですが、これまでと比較して、単

純に結果として、この販売、あるいは、販売というよりも市内のところにこの割増商品券と

いうところを広げる、事業を行うということでの事務費等として見た場合に、これまでと比

較して、割合としては、やはり一定程度高額になっているかなと思いますが、そのあたりは、

そういう捉え方でいいんですか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） すみません。まず、一般分に係る分につきまして、ご

説明させていただきたいと思います。 

  今回の経費率は19.3％ということで、これまでの経費率と比較しまして、若干下がっている
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状態となっています。実際に4,700万円のうち約3,000万円が、料金受取人払いのはがきの関

係ですとか、また、商品券本体の印刷、ミシン目が入っていたり偽造防止の紙であったり、

また、店頭で表示するポスター等ですとか、また、各お店への注意喚起等の文書などの印刷

物及び郵送料といった部分で、結構実費となるような経費も多くかかってくるのが、実情で

ございます。 

  また、さらに公平性を期すためのデータ管理ですとか、販売していただくお店にも販売手数

料を１冊につき110円をお支払いしていまして、こちらが23か所発生するということもござい

ますので、そういった実費的な経費が3,000万円ほどかかるということになります。 

  なお、委託先に販売事務局の設置とコールセンターの設置、換金手数料などを含めた委託料

が8,800万円ほどとなっております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 私から、非課税世帯に対する配布分、こちらに関してご説

明させていただきたいと思います。 

  先ほどご説明させていただきました内訳のうちで、経費率でございますが、こちらに関しま

しては、28.1％の経費率となってございます。これまで国の事業として低所得世帯などに対

する現金給付、こちらは実施してございましたが、こちらが経費率、平均して約10％弱ぐら

いということでかかっている状況でございます。こちらに関しましては、現金給付も商品券

配布に関しましても、どちらに関しても一定のコストがかかってくるところで、実際に配布

をするその金額のもともとの大きさ、こちらによって、大分その背景、経費率、こちらが変

わってくるのかなというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そうですね。一つ一つの、今回の一般販売、あるいは、配布分ということで考えますと、

6,500万円に対して、仮にこれが１億円分の支援だろうが２億円分の支援であろうが、一定程

度経費はかかる。そこについては、当然そのとおりだろうと思っておりまして、そういった

意味で、単純にやり方というのは別にして、割増商品券事業として見たときに、今回につい

ては、販売、配布というところを含めると、これまでよりも経費としては、割合としては、
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総額としてかかってしまうことは、ある意味では、こういったやり方をする以上は、そうな

のかなという思いもあります。 

  ただ、一方で、この7,600万円ということでいいんですか。その全体の中で考えますと、こ

こについて、ほかに様々なやり方もあるんだろうと思いますが、何がいいということをこの

場でどうこうということではないんですけれども、ほかの市町村では、基本的に配布を行う

ですとか、そういった様々なやり方が報道でもされている中で、本市としては、こういった

やり方を選択したよということなんだろうと思います。 

  それで、今回のこうした様々な支援事業をお考えいただくに当たって、例えばなんですが、

非課税世帯については、基本的に１冊配布をさせていただく。一般のところについては、最

大２冊を購入していただくということで、２冊購入すれば一つ一つのご家庭にとっては、支

援としては同じ金額になるということを踏まえますと、例えばですよ。例えば、どこかの報

道にもありますとおり、全世帯に１冊を配布するという方法でも、基本的に支援額としては

同じということになるのかなと思いますが、そうすると、恐らく経費としては、その分を別

に回せるのかなと、様々ないろいろ頭を巡らせて考えてみたんですけれども、そのあたりに

ついて、考え方といいますか、お答えをいただければなと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回の商品券事業を検討するに当たりまして、１冊を

無料配布する考えも検討の過程では、出たところでございます。 

  ただ、そうしますと１冊だけで、新たに購入しない世帯も出てしまうのではないかというこ

ともありまして、商工振興サイドとしての考えとしても、やはり総額で４億円分のお金が市

内で使われて、市内経済も動くというか、お店の売上げ向上にもつながるほうが望ましいと

考えまして、同じ予算を同じプレミアム分２億円を出すのであれば、そうですね。プレミア

ム分を考えまして、やはり４億円分の効果を期待したいということで、商工振興サイドとし

ては２冊のご提案をさせていただいております。 

○議長（浅野敏江） 小髙議員。 

○16番（小髙 洋） 分かりました。 

  そうですね。政治判断的な部分で、どこに重きを置くというとちょっと正確ではないんです

が、おっしゃるとおり、今回、5,000円を頂いてご購入をいただくということでは、経済的な

総額の部分で変わってくる。２万6,500冊全世帯配布ということを考えると、１冊ずつで考え
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れば、単純な計算ですよ。単純な計算で２万6,500冊、それを２冊購入いただくということで、

４万6,500冊ですか。そういった中でその２万冊分、市からの支援額としては同じなんだけれ

ども、市内で動くその経済的な規模としては、そっちのほうが大きくなるという意味合いで、

今回のやり方を選択されたということなんだろうと思いました。 

  そういった意味で、どれがいいかというのは、様々お考えがあるんだろうと思いますが、今

回、今までと違うやり方となったもので、その辺を確認をさせていただきました。 

  それで、これまで販売というところで基本的にやってきた中で、やはりどういったやり方を

取ったとしても発生し得ることなんだろうとは思いますが、その販売というところで、そう

いったことを知らずにといいますか、5,000円というものをお支払いするのは難しかったのか、

こういったものがもらえるんだよねということで、郵便局みたいなところに行って、いや、

お買い上げいただくものなんですなんていうことでがっかりして帰られたと。そういったお

話も伺いましたし、今回、２冊までということで5,000円をまずは払うのか、１万円をまず払

うのかというところで、まず、１万円の出費が厳しいご家庭もあるのではないかなと思料す

るところなんです。 

  そういった意味で、どういった考え方でやるのかというところなんだと思いますが、そうい

った声もあるというところでお伝えをさせていただいて、この割増商品券事業の在り方につ

いては、今後も様々、今回の結果も含めて深めていただきたいということで、深くお願いを

いたしまして、私からの質疑とさせていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（浅野敏江） 暫時休憩いたします。再開は３時といたします。 

   午後２時５０分  休憩 

                                            

   午後３時００分  再開 

○議長（浅野敏江） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。13番伊勢由典議員。 

○13番（伊勢由典） 補正予算、残っている方は、あと４人ぐらいですか。長丁場になりそうな

議会ですので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  さて、本論に入る前に、高市政権の下で、令和７年度の国の補正予算が、衆参両院で可決さ

れたということを受けての今回の補正だと思います。 
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  国の予算額が、18兆3,000億円という最大規模という、過去の国の補正としては、最大規模

のようです。そのうち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等で２兆円、総額が２兆

円と言われております。 

  それを受けてということで、12月定例会に追加提案、補正額が、先ほど提案理由にもありま

したとおり、５億8,470万2,000円と、こういうことです。先ほど４億円が実際上も、こうい

った経済対策として運用されるとなると、たしか十数年前かな。私も経済学者の方のをちょ

っとひもといて、お金の流れというのは、そういう５回転が10回転するんという話を会議の

中でもひもといたことを改めて思い出しました。 

  だから、今回の経済対策というのは、非常に重要だと思います。ましてや物価高騰の折とい

うことでおりますので、今回、物価高騰対策として、消費者、事業者にとっては大変状況が

厳しい中で、10割増商品券の第９弾を実施するということになりました。しかも９回です。

こういうことで、この割増商品券そのものが非常に成功している取組だと考えております。 

  先ほど各議員からもお話があったと思いますが、発行枚数商品券で最大４万6,500冊ですか。

使用期間が、ちょうど令和８年３月末から令和８年８月までと、ほぼ５か月間ぐらいですか、

そういった期間を設けられていて、取り組まれようとしているということです。 

  それで、何点かお尋ねしたいのは、今回、改めてよくよく読んでみますと、１世帯につき２

冊購入可能と、こういうことで、議会の資料の中に示されておるわけなんですが、１点目は、

今回の１世帯２冊として可能とした政策的な検討経過について、どのような形で庁内で議論

し、政策意思決定をしたのか、その辺のお尋ねをしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 答え、答弁。横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回、２冊のご提案をさせていただきました商工観光

課からご説明させていただきます。 

  これまでも第８弾まで割増商品券事業を実施してきましたけれども、利用率が大変高いとい

うことで、アンケート結果からも消費者、事業者ともに高評価をいただいております。消費

者からも、また購入したいというのが98.4％、また、物価高騰対策として妥当であるという

意見が79.2％、事業者からも、物価高騰対策として効果的であるという声が83.9％ございま

した。そういったことから必要性が高いと判断するとともに、物価高騰の影響が長期化して

おりまして、地域経済の疲弊も著しいということから、１冊増刷しまして、２冊までとさせ

ていただいたものです。 
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  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） アンケート、非常にタイムリーだったんだろうと思います。やっぱりこの

実際の様々な消費者の方でも89％、あるいは、事業者の方からも83％という中でのやっぱり

こういった２冊購入ということの判断に至ったということですね。分かりました。 

  それで、今後、別な話で少し観点を変えると、大体来年の３月から始まって８月末をもって

終了、その後こういった今回の事業の関係でいうと、再度消費者の方々、あるいは、事業者

の方々への割増商品券のアンケートなんかは、やる方向で考えられようとしているのか。新

しい年度の事業になるので、これは、一応そういうものも含んでのやっぱり考え方もあって

もいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回も事業者、また、消費者の側双方にアンケートを

実施してまいりたいと考えております。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） それは、大体いつ頃の時期、今回、販売することと併せての対応になるの

かな。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） アンケートにご回答いただく時期としましては、取扱

店は、大体事業が終了する頃に行っております。利用者の方につきましては、販売機関から

受け付け、ポストに入れることができるようになりますので、そうですね。終わる時期は決

めておりませんでしたが、使用の終了から少し先までは、受け付けたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） ぜひアンケートを生かしていただいて、やっぱり財源の問題もありますか

ら、あれこれというのはあるでしょうけれども、政策を判断する上で非常に重要な根拠にな

ると思います。その辺は、ひとつどうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、今回の事業は、全世帯へ２セットですか、申込みということと併せて、非課税世帯と

いう、私たちは、なかなかちょっと考えられなかった政策提言といいますか、非課税世帯へ

の割増商品券の無料配布、しかも無料という、無償配布ということで、議案資料にも載って
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おりました。 

  住民税非課税世帯について、これもどういった経過で、非課税世帯の方々への割増商品券、

しかも無償での配布ということでの政策的な導入に至った経過について、お尋ねします。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちら、商品券の無償配布についてでございました。 

  こちらに関しましては、国が示しております物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金にお

ける推奨メニュー、こちらの１つに、物価高騰に伴う低所得者世帯、高齢者世帯への物価高

騰による負担軽減が盛り込まれているところでございまして、今回、割増商品券に併せて、

物価高騰の影響の大きい、先ほどもお話しさせていただきましたが、住民税の非課税世帯を

対象に額面１万円の商品券１冊の無料配布を行う経過になったことです。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。そうすると国のある程度のこういった考えも示されて、今

回の非課税世帯への割増商品券の無償配布ということですね。分かりました。 

  そこで、改めてここに書かれている形でいうと、ざっと非課税世帯の配付が6,500冊ですか。

そうすると、単純に考えて、非課税世帯6,500世帯ということで捉えていいのかどうか、ちょ

っとその辺、確認させてください。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 今、議員がおっしゃったとおり、非課税世帯に関しまして

は、約6,500世帯ということで試算を行ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  それで、今回、こういった発送を行っていくこと自身は、大変有効ではないかなと思います。

国でも様々事業の推奨メニューというのがあるのかな。私どももちょっと手にしたやつで、

国のこの２兆円の重点支援地方交付金の事業推奨メニューというのが、随分10項目ほどある

んですか。こう使うべきだという事業メニューが、２兆円規模というのは、前年の3.3倍の予

算規模だと、私たちもいろいろ各資料を見させていただきました。 

  こういった国の事業推奨メニューというのも、よくよく検討した上での割増商品券に至った
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のかとか、その辺の経過をお尋ねします。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） 今回に関しましては、今、議員がおっしゃったとおり、こ

ちらの事業推奨メニューのうちの生活者支援分に対する、うち低所得者、あるいは、高齢者

世帯に対する支援というところで検討を行ってきた経過がございます。 

  今回に関しましては、これまで現金支給、こちらを行ってきた経過がございましたが、今回、

支援事業として、対象世帯へ商品券を無償で交付することで、今回、行う割増商品券の事業

に併せて実施をする内容に至ったことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。ひとつ円滑に進めていただければと思います。 

  それで、前段あったように来年の業務委託が、今後の予定として１月からですか、契約手続

ということと、商品券の販売所協議開始が１月、取扱店の募集が１月、２月にかけて全世帯

への事前申込みの用紙発送、非課税世帯への商品券の無料配布のお知らせ、そして、３月に

事前申込受付、引換券発送、そして、商品券販売開始、非課税世帯への商品券郵送、使用開

始、大体３月から始まるということですね。商品券の使用期限が８月だと、こういうことの

ようです。 

  それで、こういった手続を踏むにしても、もう少し事業が、もうちょっとスピードアップで

きないのかなと。いろんなこの経済的な端境期といいますか、ちょうど年度末前後は、やっ

ぱりどうしてもそういったことも当然事業者の皆さんにとっては、出てきますが、その辺の

対応をもう少し早めて、そして、その景気的な端境期を何とか打開するような方向での取扱

いは、できないものかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらの住民税の非課税世帯に対する無償配布のところで

ございましたが、当然、今、議員がおっしゃるとおり、いち早く配布を行って、早く使用で

きるようにというところでございましたが、今回に関しましては、割増商品券の事業に併せ

て事業を行うということが、まず１つ目、もう一つが、非課税世帯の抽出の作業なども出て

くるものですから、やはり年明けのこの時期になってしまう状況です。 

  以上でございます。 
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○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） ああ、そうか。なるほどね。 

  そうすると、6,500世帯の抽出というものも一緒に伴って、どうしても今、ある、市にちゃ

んと管理されているものから選び出していくと。その意味では、一手間かかるわけですね。

分かりました。その辺もひとつ対応を速やかにやりつつ、やっぱり個人情報になりますので、

そこは、慎重に対応するということになりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、14ページのところに物価高騰対応中小企業者チャレンジ支援事業というんですか、物

価高騰対応中小企業者チャレンジ支援補助金ということで触れられております。これを読む

と、物価高騰の影響に苦しむ中小業者を支援するため、新たな販路拡大と生産性向上に取り

組む補助金を交付しようとしていると、こういうことで説明がされております。 

  その中で、事業内容としては、市内に事業所を有する者、２つ目は、令和８年１月５日以降

に新たな販路拡大や生産性向上の取組に資する事業を行うもの、あるいは、市税を納め、滞

納していない者、暴力団関係のそういった密接な関係のない者と、こういうことで、対象者

をきちっと出すこと、対象にしているということです。 

  それで、今回出た補正予算の物価高騰対応中小企業者チャレンジ支援補助金に似たような事

業が、過去にもあったような気はするんですが、それも前段ご紹介していただいて、どうい

った事業だったのか、あるいは、成果として、事業の方々が、実際成功しているのかどうか、

その辺の事例なんかもご紹介していただければと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 本市では、一般財源でふだん通年で実施しております

事業としまして、小規模事業者チャレンジ支援事業というものがございます。こちらは、同

様に販路拡大や生産性向上に資する取組に対して補助金を交付するものですが、対象が、小

規模事業者に限られるという点がございまして、対象が、小売業等であれば、常時雇用する

従業員が５人以下ですとか、また、製造業でも20人以下という制限がございましたので、今

回、この中小企業者チャレンジ支援補助金によりまして、もっと対象を拡大しようとするも

のとなっております。 

  また、支援メニューも具体的にお示しすることで、使いやすくなればいいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 
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○13番（伊勢由典） それで、今回の補正額で5,675万円ですか。補正を組んでいるということ

ですが、そして、対象経費は２分の１、上限300万円か。対象経費は10万円以上のものが対象

と、こうなっております。 

  そこで、今回、今までの小規模事業者チャレンジ支援事業だと５人、あるいは、20人と、こ

ういうことでの示し方をされておりますが、そうすると、この小規模事業者チャレンジ支援

事業の、前段一般財源でやっていたときは、どのぐらいの事業者が手を挙げて、採択されて

事業に転化していったのか、その辺、経過を教えてください。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） これまでの実績ですけれども、過去３年間で、申請件

数が28件ございまして、採択件数が、すみません、コロナ枠という別なものを今、入れてし

まいましたけれども、申請件数が18件に対しまして、採択件数が13件となっております。補

助金額は、330万4,000円でございます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  そうすると、つまり一般財源でやってきて、申請は18件、うち採択が13件、330万円と、こ

ういうことですよね。そうすると、今回は5,675万円ということで、金額がぐっと広がったと

いうことですよね。そうしますと、市内に有する事業者の方々の、先ほど例えば、５人ない

し20人と小規模の場合はそうでしたということですが、今回、従業員規模、あるいは、資本

金かな、あるいは、その事業者として、大体どのぐらいの事業者を対象として見込んでいら

っしゃるのか、その辺の捉え方を教えてください。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 市内にございます中小企業者数そのものは、2,000を

超えておりますけれども、この内訳としてどのぐらいが小規模事業者でというデータが、実

はない状況でございます。 

  ただ、中規模事業者が、やはり事業規模が大分大きいところもございますので、事業に使わ

れる資金も大きくなるということで、上限額を拡大させていただいております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 
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○13番（伊勢由典） 分かりました。データがないということは、分かりました。 

  今後ちゃんとしたこういった事業が行われる際の中小の方々のこういったデータなんかをや

っぱりきちっとデータ化したほうがいいんじゃないかなと思います。一つの提案です。 

  そこで、今回の2,000ある事業者のうち、大体今回の予算の規模で、仮に想定としてどのぐ

らいの事業者の方に申請をしていただき、また、採択を見込もうとしているのか、その辺の

捉え方だけ、教えてください。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回、メニューとして８メニューほどお示ししており

ますけれども、それぞれ２件から５件ぐらいずつの採択を想定しておりますので、規模やメ

ニュー等にもよりますけれども、大体30件程度を見込んでおります。 

  なお、申請の件数につきましては、ほかの自治体の事例などを見ますと、必ずしもやはり全

部が採択とはなっていないようですので、採択ベースで30件ほどということを見込んでおり

ます。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。ひとつ事業者の方に、いろいろとこういったものをやるん

だということで、意欲を持っていただく様々な情報を発信していただければと思います。 

  そこで、生産性向上と販路拡大の取組ということで、補助金が今回、出されるのかな。大体

そういうことだと思います。広告宣伝、省エネ、あるいは、商品開発、販路拡大、人材育成

と経営戦略と、こういうものが、今回のメニューの中に入っているようですが、そうすると、

こういった補助金を使うのは、結構事業者の方にとってもなかなか補助金の場合は、きちん

とした実施計画ですか、実績報告を出すのが、結構大変だと思います。金額も結構な額だし、

そうすると、事業者任せにしないで、やっぱり様々な後押しといいますか、支援が必要では

ないか。一応こういうものの予算組みの中でやっていくわけですから、そうすると、例えば、

１月の募集開始、審査、補助金支出と、翌年だね。令和９年３月に実績報告書提出と。そし

て、事業実施による効果測定実施とこういうことで、結構中小の業者にとっては、なかなか

ハードルが高い様々な事業内容になるんじゃないかなと思いますが、そうすると、その辺の

市の支援の在り方ですよね。この補助金が、せっかく出されて、30ということで考えている

ようですけれども、そうすると、やはり様々な意味で、市が後押ししたり、こういった最終
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的に今後の予定も含めて報告が出せるような、あるいは、しっかり実施できるようなものと

しての後押しは、どうしようとしているのか、市の考えをお聞きします。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） まずは、市としましては、きちんと事業の内容が、市

内の事業者の方々に伝わるように、周知させていただきたいと思っております。 

  また、事業計画の策定の中身につきましても、もちろんできる範囲でご指導はさせていただ

きますが、やはりより専門性が高い塩釜商工会議所ですとか、その他の県の組織などとの支

援体制もございますので、そういった形でバックアップさせていただきながら、約１年ほど

受付期間、多分最初の１か月で殺到してしまうとか、そういうことはないと見込んでおりま

すので、少し時間をかけて申請を考えられるように、それも含めて周知を図ってまいりたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） ひとつその辺が大事なところだと思います。こういった後押し、あるいは、

援助といいますか、事業をやっている方々への様々な適切なアドバイスや援助、あるいは、

関係する機関との連携などもやっぱりしっかりやって、この5,600万円何がしの予算が、しっ

かり執行できるようにしていただければと思います。そういうことも含めて、ひとつ取組を

よろしくお願いしたいと思います。 

  そこで、改めてお聞きしたいんですが、先ほど総務部長からも９月の補正を受けて、今回の

12月定例会に出た補正については、バランスを見てと、様々語られました。 

  全体の流れとして、現政権が２兆円の補正を決定して、どういった形で国、県、市へ通知が

来ているのか。事業は５つと、先ほど前段のところでも語られておりますが、バランス全体

を組んで、１から５までですか、割増商品券、水産の販路拡大、物価高騰のチャレンジ支援、

あとは観光プロモーション、中学校の学校給食食材事業等ということで書かれておりますが、

この政策判断、バランス、つまり９月定例会ではなかなか手のつけられなかったところを今

回、やろうとしているということで捉えていいんですか。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今回、非常に難しかった点なんですが、マスコミ等では、国の経済対

策については、いろんな報道が常に毎日のように流されておりました。ただ、具体的な市町
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村への配分が幾らになるのかとか、あるいは、国が本当にどこまでやっていただけるのか、

あるいは、それを受けて県がどういう施策を打つのかという、結構不透明な中で、今回、政

策立案をしてきているところがあります。 

  ただ、我々としては、一定額が頂けると情報が入っておりましたので、もう11月の段階から、

国がある程度の推奨メニューを出した段階から、ある程度庁内でのメニュー出しというもの

はやらせていただいていたということです。 

  今回、５事業選択しましたけれども、メニュー出しをさせていただいて、あとは12月に入っ

てから、県なども具体的な施策を示しましたので、それとバランスを見ながら、最終的には

12月に入ってから、配分枠も決定しましたので、それを見ながら今回の提案に至ったプロセ

スになります。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。簡単に言うと、結構タイトなスケジュール感でやってきた

ということですよね。分かりました。ご苦労さまです。 

  10ページのところで、交付限度額の残高ということで、２億2,766万3,000円ですか、残って

いるようですが、これは、確認のためにお聞きしたいんですが、残して今後どう活用するの

か。あるいは、使い方についての大筋だけ、考え方だけ、教えていただければ。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 我々が想定していたのは、実は５億円ぐらいかなみたいな形の、前回

の3.3倍とかというのがよく流れていたので、前回の配分からいくと多分本市は、４億円から

５億円かと想定をしていました。 

  ただ、今回、６億円ということで、この金額が確定したのが、かなり12月の中旬以降だった

ということになります。幸い２億円の今の段階での残がありますので、これにつきましては、

今回、12月でもし予算をお認めいただきました後、また、やはり世の中の動きが変わってま

いりますので、その適時適時に必要なところに支援をしていくということで、これは、議会

の皆様にもご相談させていただきながら、進めてまいりたいと思っております。 

○議長（浅野敏江） 伊勢議員。 

○13番（伊勢由典） 分かりました。 

  適時適切に、様々国の動向もあるでしょうから、そのことも含めて対応していただければよ

ろしいんじゃないかなと思います。 
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  以上で、質疑を終わらせていただきます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、伊勢由典議員の質疑は終了いたしました。 

  ほかに。１番志賀 勝議員。 

○１番（志賀 勝） かいしんの志賀でございます。 

  私からも何点か確認をさせてください。 

  まず１番目です。割増商品券販売に関わる費用についてなんですけれども、先ほど実効率と

いうことで、商業の分については、回答的には19.3％でしたか、というお話があったんです

が、今回、同じ事業者の方に委託をされるのであれば、倍のロットで発注を出すという形に

なるので、その部分で効率化された部分というのは、当然発生したということでよろしいん

でしょうか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回、換金額が大幅に増加しますので、総額でいうと

４億6,500万円分になるんですが、その分のスケールメリットというんでしょうか、発生して

いると考えています。 

  ただ、前回よりも１か月ほど長い中で、換金の回数なども多少１回か２回増えてくることに

なりますので、そういった部分の経費は、多少乗ってきている状況です。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  実効率について、今回は下がりましたという、要するに経費が少し下がったというお話を先

ほどされたと思います。１回目からとは言わないですけれども、過去の経過的には、大体ど

のくらいのパーセンテージで推移されているんですか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） まず、市が主体ということになりまして、委託を始め

てからということになりますけれども、第５弾、第６弾、第７弾、第８弾で申しますと、第

５弾では14.7％となっています。また、第６弾では18.3％、第７弾で21.1％、第８弾で

23.8％となっております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 
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○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  そうすると、今回、１回の作業で倍の販売を見込んでいるということなので、経費のかかり

具合的には、今まで例えば、5,000円の販売をすると１万円分いっていたわけですよね。結局

5,000円払わないと１万円分が来ないということは、今回、２冊売るということですから、要

は１万円頂いて１万円返すというと、同じ商品券配布事業をやったとしても経済効果的には、

倍になるわけですよね。１冊買ってもらえるか、２冊買ってもらえるのかというところはあ

るかとは思いますけれども、ちなみに今、言った１冊買ってもらえるのか２冊買ってもらえ

るのかというところについては、どのような試算をされていますか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 今回、住民税非課税世帯に１冊が無料配布されるとい

う実情も勘案しますと、これまでのように、必要冊数の読みが、実は難しくなってきたとい

うことがございまして、残部が出た場合には、事前に希望を取りまして再販をしようと、抽

せんになるかとは思いますけれども、それも考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  そうすると、再販の部分については、３冊目という話になるんですか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） あくまで２冊購入を経た後の次の希望ということにな

りますので、多い方で３冊ということになります。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 新しいお話だと思うので。 

  そうすると、取りあえず商品券とか、作った分については、無駄にならないように償還して

いきますよという考え方で、この実効率というものが下がらないように何とかしていくとい

うのが、非常に大事なことだと思いますので、それは、分かりました。 

  ただ、ちょっと先ほど気になったのが、５回、６回、７回、８回と、実効率がどんどん、要

するに、経費がどんどんかかってきている。今回、１冊じゃなくて２冊販売することによっ

てスケールメリットを発生させて、実効率が落ちているという現実を踏まえると、これから
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２冊ずつ販売していくような企画を立てていかないと、恐らく１万円１冊販売すると、また

実効率が上がっていく、要するに経費のパーセンテージが上がっていくという予想も立つの

で、その辺の点だけは、私から申し添えておきます。 

  次の質疑に移ります。 

  水産加工業販路創出・拡大支援事業における水産業、水産加工業の販路拡大についてという

ことで、塩竈フェアというフェアを開催されるということなんですけれども、こちら、委託

の業者に丸投げといったら言葉が悪いですね。お願いするということになるかとは思います

が、この委託業者に販売をお願いするようになった経緯をお知らせください。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 委託業者にお願いする経緯でございます。 

  実は、昨年度も同じようなことをやらせていただいて、同様に委託業者というところもあり

ます。以前にも同じように委託業者を含めて塩竈フェアをやらせていただいたということも

ありますので、今回も同様な形でやらせていただいて、塩竈フェアを開催していきたいと考

えておるところです。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ちなみに委託業者は１者だと思いますけれども、取扱メーカーは、何社に

なりましたか。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 取扱メーカーの具体な数字はありませんけれども、水

産加工業者と塩竈産品を全部含めた形というところになりますので、前回ですと、三、四十

社ぐらいはあったかと思います。具体的な数値はございませんが、そういうところになりま

す。すみません。よろしくお願いします。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） その数字が、一番大事なところだと思います。 

  ちなみにこの委託業者は、フェアに持っていくときの商品は、買上げだったのか。売上げ買

上げだったのか、お知らせください。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） 実は、昨年度に関しては、ショッピングセンター側に
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買取りをいただいたという経緯がありまして、結構事業費が低く抑えられた経過があります。

このような状況がまた続くかどうか分かりませんけれども、お願いできればなとは考えてい

るところです。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） 今、水産事業者の方が、先ほど平塚水産振興課長の答弁にありましたよう

に、原料が高くて買えなくて困っています。原料がないのに何を売りに行くんですかという

課題も当然あります。サンプルを１個出すのも、商品を持ち出しするのも、製造メーカーは、

ロットというものが当然発生していますので、そのロットを崩したりとか、せっかく持って

いる貴重な原料を無駄に使わせることがないようなフェアの企画をつくって、販路拡大をし

ていただきたいというお願いなんですが、そこら辺を酌んでいただくことは、可能でしょう

か。 

○議長（浅野敏江） 平塚水産振興課長。 

○産業建設部水産振興課長（平塚博之） まさにそのとおりかと思います。今、水産加工業者は、

先ほど言ったとおり、供給面も含めて厳しい状況というところはございます。 

  ただ、こういう全国展開している事業販売を行っているこのフェアは、ショッピングセンタ

ーでフェアを行うことによりまして、新たな販路の拡大であったり、ネットワークづくりを

していただいて、商品につながるような機会を提供させていただいて、収益の確保であった

り事業を支援していければと私たちどもは考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  これは、何年間か続けられている事業なので、今回は、新たな予算を使って、もうちょっと

拡大するようなイメージでやっていただけるんだと思いますけれども、これは、継続してい

ただきたいということでよろしいんですが、一方、全体の今回の事業の予算を見ていくと、

その水産というか、基幹産業の割には、さみしいなというところもあって、例えば、今回、

商品券の事業ですよね。これは、市内の事業者たちに４億円近い効果がある施策になると思

います。そのほかに、塩竈に寄ってけさいん観光プロモーションは、物産振興協会の方々と

かにも2,500万円近い予算をこれから割いていきますという中にあって、500万円の事業費だ

けというのは、ちょっとね。 
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  先日ですか、業界の方々が、県に今の厳しい状況を踏まえて、お願いに行ったというのもあ

るんですけれども、その回答がこれだと取られちゃうとちょっとまずいので、ちゃんとそこ

は、役所側としてもきちんと説明していただかなければならないんじゃないかなと思います

けれども、何かあれば教えてください。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） では、お答えします。 

  今、議題に論じられております塩竈フェアの解析を、私どもとしては、販路拡大なり新たな

販売チャネル、そして、やっぱり量販店という魅力ある販売のルート、これを開拓していた

だきたいという思いで企画した事業ということになりますが、このほかにも例えば、今回の

重点交付金を活用しまして、まず、宮城県においては、水産加工業者の原材料費価格高騰分、

掛かり増し経費を負担、補助するという、私たち関係者にとってみると結構大胆な補正予算

を組んできました。こちら、総額、オール宮城で８億5,000万円ほどの中身になっていまして、

その原材料費の高騰分の掛かり増しというんですか、その費用のみならず、例えば、新たな

加工資材の購入費とか、研究開発費、こちらについても上限500万円で２分の１を補助すると

いう仕組みを取ってございますので、業界の皆様と一緒に要望に行ったその成果が、まず現

れているのではないかなと思っています。 

  なお、付け加えますと、先ほど来ご質疑いただいております中小企業者チャレンジ支援補助

金、こちらについても当然市内の事業者であれば、水産加工の皆様にとっても活用できます

ので、まず、一定程度現状に対する県の補助みたいなもので、当座をしのぐ負担軽減という

のもぜひ活用していただくとともに、我々が考えているのは、いわゆる物価高というのが、

今後収まる気配がないといいますか、ファンダメンタルズが整っていない、つまり見通しが

暗いのではないかと考えていますので、その環境下においては、一定程度手出しが出るもの

の、やはり未来を切り開いていくというんですか、そういった取組につなげていこうという

ことで、今回の補助を制度設計しているということです。重ね重ね申しますが、そういった

補助制度を活用して、基幹産業の皆さんの事業継続支援、ひいては雇用の継続、こちらを支

援してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） そこが、まさに悩んだ部分でもあるんですけれども、一つ言えることは、
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まず、ここ今年のやはり円安の動向については、物すごく注視してございました。 

  それと同時に、アメリカの金利を下げるのが、どの程度なのか、そして、日本の金利の、今

回上がることになって、政策金利が0.25ですか。結局その差が埋まらない限りはと思ってい

たところ、そういう動きがあったものにもかかわらず、いまだに157円というこれは、もう僕

らの想定を超えていて、今、やっと国政の中で、過度な円安ということの話がやっと出てき

たのかなというのが、率直な僕としての感想なんです。 

  それで、その中にあって、今回、物価高騰対策で国から来たお金は、全額使っておりません。

いろんな考え方があると思います。今回は、金額が来たのが、本当に決まったのが、12月の

中旬ぐらいなんです。 

  それと、まず、即効性があるものとしては、これは、基本的に先ほどちょっと議論で出なか

ったんですけれども、商品券を何とかの一つ覚えみたいにやっているのではなくて、一番商

品券が平等で公平で、僕は、市役所にとっては、即効性のある形だと思っています。使って

いただくほうも買っていただくほうも、お金がやっぱりこの中で回っていく。やはりこの仕

組みというのは、非常にこういう時期にあっては、重要な考え方なんだろうと思っています。 

  その一方で、水産をどうするかといったときに、先ほどうちの草野産業建設部長からもあり

ましたように、村井県政の６期目、その施政方針がある、あのタイミングで、業界の皆様方

にお話かけをしていただいて、このタイミングしかないと。今の円安の厳しい状況は、原料

を買っている、輸入している塩竈が、残念ながら一番やっぱり大変なんです。その部分でお

願いに行ったら、県で初めてあのような形で原材料の購入補助というものを出していただけ

た。それに乗っかる手もあるんですけれども、今回は、ちょっとその動向を、様子を見させ

ていただきたい。それで、水産加工業の皆様方が、どの程度、今回の宮城県の補助メニュー

に乗っかっていただくかというのを見極める必要があるかなと。 

  船が入ってこないと、私どもは、どうにもなりませんけれども、マグロに特化している現状

があって、水産加工の皆さんにとったら、原料はほぼ輸入に頼っている。この辺のところの

見極めは、絶対に必要なのかなと考えてございます。あくまで基幹産業は水産、水産加工業

ですから、その水産を守るために、どうやったらいいのかということについては、やはり今

後の、そんなに長いスパンで考えているのではなくて、アメリカの金利の状況だったり日銀

の動きだったり、国の考え方だったり、考え方というよりも、やはり国政に対しても僕とす

ればもっともっと円安で苦しんでいる様々な業界があるわけですから、そういったところを
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どのような形で認識されているのか。本市は水産、水産加工でいけばいいと思っていますけ

れども、そういったところを強くやはり県を通じて、もしくは直接国に訴えかけないと、も

う我々の限界は、とっくに超えています。それ以上に、携わる民間の方々の限界は、とっく

に、とうに超えているので、その部分をどのようにフォローしていけるかについては、注意、

より厳しく見続けながら、残念ながら老舗のかまぼこ店も倒産ですか、整理されたという現

状もありますので、その辺も厳しく受け止めて、年が明けても何かできることがないかとい

うことは、業界の皆様方の意見を、どんどんどんどん回って聞かせていただきながら、一番

いい形での政策を打てればと考えてございます。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  非常に心強い言葉をいただきまして、ちょっと安心しているところではあるんですけれども、

恐らく今回、今、市長のご説明にあったとおり、全体的な国の動き、県の動きというものを

捉えた上で、できるだけ早く、できることは、まずやる。判断が難しいものについては、取

りあえず、前段チャレンジ補助金の話も出ましたので、今回、このメニュー出しを見ると、

チャレンジ補助金の部分については、かなり広範囲な、まだ限定しない募集の受け方をやっ

てくれるのかなと。その中で、言葉の一つ一つは、私もちょっと理解できない言葉がたくさ

ん並んでいるんですけれども、これは、事業を募集する段階までに要綱の中でしっかり整備

していただけるものだというところを認識しておるんですが、それで問題ないですか。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） そうですね。議案資料の中では、項目のみをお示しし

ているところですが、より具体的に事業者の方々も見て、自分のところもこれかなと考えて

いただけるような具体的な表現を考えてお示ししていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 志賀議員。 

○１番（志賀 勝） ありがとうございます。 

  まず、市としてできる手を早急に打つというところに関して、ちょうど今回の議案について

は、理解させていただいたので、市長からもお話があったとおり、これで全部終わりじゃな

いですよと、しっかり考えて今後も手を打っていきますよということと、産業建設部長の答

弁で、物価高騰というところについては、恐らくこのまま継続していく、これが当たり前に

-303-



 

なるまで我慢してやっていくしかないというところも加味した上で、今、理解させていただ

きましたので、私の質疑は、以上で終わります。 

○議長（浅野敏江） 以上で、志賀 勝議員の質疑は終了いたしました。 

  17番土見大介議員。 

○17番（土見大介） それでは、私からも何点か質疑させていただきたいと思います。 

  これまでの議員の皆さんの質疑の中で、結構分かった部分もありますので、かいつまんで質

疑させていただきたいと思います。 

  まず初めに、今回のこの臨時交付金を使った事業全体について、伺いたいなと考えておりま

す。全体として、まず、僕としては、この交付金制度の要綱を見させていただきながら、今

回の塩竈市が取った事業というものが、この交付金の目的に合っているものなのかというと

ころとか、あとは、財政規律的にどうなのかとか、あとは、スピード感とか、そのあたりを

中心に見させていただきました。 

  まず、１点不明な点があったので、教えていただきたいところなんですけれども、資料№８

の10ページの財源内訳を見させていただきますと、その他というところで、ミナト塩竈まち

づくり基金から各事業ごとに10％、大きいところで20％ほど、予算が入っているわけなんで

すが、これは、なぜこのような形に入っているのか。 

  それから、もともと僕の認識としては、臨時交付金は、ほぼ充当率100％でいけるようなも

のだったと考えているんですけれども、直接充当できないものがあるのか、そのあたりから

伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） この交付金でございますけれども、基本的に対象外の経費を除

いて100％充当可能となっています。対象外の経費というのが、例えば、職員の給与だったり

ですとか、旅費だったりですとか、そういったのが対象外となっております。 

  今回、90％基本的に充当しているという理由でございますけれども、例えば、入札の際に、

契約金額が想定していた金額よりも低い、予算額を下回る場合もございます。そうした場合

に交付金を100％充当していると、その請差で下がった分の交付金というのが、今後返還する

ような必要性も生じてきますということから、交付金を無駄なく活用できるように、そうい

った観点から基本的に事業費の９割に臨時交付金を充てるということで整理しております。 

  以上でございます。 
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○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、もう個々の事業を入札して、金額が決まった時点で、不用というか、余ってし

まった部分は、そこだけでも返さなければいけなくなるという認識。そうすると、この今、

残っている残の部分に、例えば、入れ込むこととかは、できないという認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（浅野敏江） 引地政策課長。 

○総務部政策課長（引地洋介） 今回の交付金が、まず、この５つの事業でございますけれども、

国に実施計画として上げるタイミングが１月の中旬ぐらいになります。その実施計画は、そ

の事業でしか使えないという整理になってしまいまして、その事業間でもやり取りはできる

んですけれども、それ以外にはもう使えないということで、それ以外の残りの、10ページの

一番下に書いています２億2,700万円ほどは、財源を国に繰り越してくださいということでお

願いするもので、翌年度改めて２億2,700万円の事業は組み立てたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） 理解いたしました。そういう意味なんですね。 

  そうすると、およそ９割ずつで交付金を入れているということは、かつ水産加工の販路促進

のところだけ８割ぐらいということで、若干弱気なところもあるのかなというので考えたん

ですけれども、了解しました。その部分は、理解させていただきました。 

  続きましてなんですけれども、先ほど志賀議員に対するご答弁の中で、草野産業建設部長が、

物価高について、この先なかなか見通しは、そんなに明るくないというお話をされていたか

と思います。そうした場合、この臨時交付金で行う事業として考えたときに、毎回、言って

しまえば、対症療法のような形ではなくて、もうむしろその事業者たちの構造的な改革とい

いますか、もともと稼げる体質にするですとか、そういう仕組み、仕掛けというのも、この

交付金事業の役割として大きくなってくるのかなと考えております。その点、今回の交付金

のメニュー全体を見ていくと、単純なる対症療法ではなくて、例えば、事業者たちの、より

競争力をアップさせるための事業というところをどう入れ込んでいるのか、全体的なところ

なので漠然としてしまう可能性はありますけれども、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 
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○産業建設部長（草野弘一） では、お答えします。 

  まず、物価高騰克服については、やはり国難というか、国レベルの課題ということもありま

すので、高市首相になってから、彼女は、成長投資によって乗り越えたいという考え方です。

給付か減税かという話についても、参院選の惨敗を踏まえて、給付はしないということをお

っしゃっていまして、それで別に形に表れたのが、この地方重点交付金の２兆円という増額

という形だと思います。 

  私どもとしては、それを踏まえて、まず、当座の生活支援等でやっぱりある程度規模のある

商品券事業等の現状に対する支援、生活支援は必要だということが１つと、今、お話があり

ましたとおり、将来に向けた投資ということで、私どもは、新たにこの物価高騰対応中小企

業者チャレンジ支援補助金というのを今、ご提案申し上げているという形です。これについ

ても、今の物価高は、何で今、物価高になっているのというのは、やっぱり国際情勢とか、

今、我が国に限らず物価が上がっていて、それで全ての国が調達コストは上がっているんだ

けれども、我が国は、所得が上がっていないので負担感が物すごいという状況ですよね。国

は、企業も先行投資をしていただいて力をつけていただいて、賃上げ環境を整えるという言

い方をしていますので、物価高克服は、やはり所得を上げる、手取りを増やすしかないわけ

ですよね。ですから、それに向けた準備として、今回の重点交付金もぜひ活用いただきたい。 

  ただ、やっぱり一定程度ご負担いただくというのは、やっぱり心苦しいところでもあるんで

すけれども、あくまでも未来への投資ということで、先々を考えれば投資につながるという

判断をしていただいて、この事業に乗っていただきたいということで、産業建設部サイドと

しては、一定程度両にらみのハイブリッドな予算編成をしたと考えているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。理解させていただきました。 

  では、細かい事業の内容を少し見させていただきたいんですが、まず、12ページです。割増

商品券事業について、伺います。 

  今回の臨時交付金の約４分の３の事業、事業費を充てて行っている割増商品券事業なんです

けれども、今回、第９弾ということで皆さんにもおなじみになったかと思います。 

  ちょっと素朴な疑問なんですけれども、非課税世帯に対してなんですが、非課税世帯に対し
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て、商品券を配りますよというお話があったかと思います。その部分なんですけれども、こ

れは、子育て世代の２万円とかと同じような感じに、贈与みたいな形になって、その手続と

いうのが必要なのか、そのあたり、フローのところに書いていなかったもので、そこを教え

ていただければと思います。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらの非課税世帯の支給、こちらの送付に関してですが、

まずは、通知を送らせていただいて、それで、もし希望しないという方であれば、そちらで

意思表示をいただいて、それで何もない場合に関しては、こちらから送付させていただく格

好の手続を取りたいと考えています。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、子育て２万円と同じ、基本は同じようなフローをたどるということですね。了

解いたしました。 

  先ほど市長も、この時期に商品券が一番公平で公正ですよというお話をされていました。確

かにそういうところもあるなと感じておって、商品券でもいいなとは感じているんですけれ

ども、一方、どうしてもやはり事務経費の高さ、特に今回、ボリューム自体が大きいもので

すから、およそ7,600万円程度の経費というのが、非常にかかっているなという印象を受けて

しまうところもあります。 

  また、内閣府から出ている12月16日付の事務連絡の中でも、もう何度も何度も効果的に効率

的な実施をということが書いてあって、この経費というのは、よりかかるのかなということ

を考えたところでもありました。 

  その中で、横田商工観光課長からのご説明で、これまでの商品券事業、それぞれ第５弾から、

第４段階ですか、何％の経費がかかっているよというお話もいただきました。直前から比べ

ると若干経費というのは、下がったようにも見えるんですけれども、当初から考えると大分

経費が増しているという現状はあります。 

  その中で、この割増商品券事業というものを続けていく際に、どうしても経費が高くなると、

それだけ市民の皆さんへの還元率が下がるということだと思います。なので、この経費の増

というのに対する対抗措置といいますか、対策として、今までどういうこの積み重ねを行っ
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てきて、今回のやり方に至っているのか、確認したいと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 経費の増に対する対策という部分です。 

  やはりどうしても物価高騰の折、人件費の高騰とか、様々手数料が上昇しているというのは、

ありますけれども、一つ工夫を試みていますのが、電子申請、ＱＲコードとかで申込みがで

きるという方法になっておりまして、前回から今回で３回目になりますけれども、実施する

たびに利用率が上昇していますので、少しではございますけれども、経費の節減につながっ

ているものと考えております。 

○議長（浅野敏江） 土見大介議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  ＱＲコードというか、オンラインで申請することで、郵送代の部分、数百万円規模だとは思

いますけれども、その部分が少しずつ削減できていますよという話でした。 

  先ほどご答弁の中で、経費の内訳を見ると、ほとんどが委託料なんですよね。その部分を減

らさないことには、何とも、大きな改革というか、改変はできないなと考えていたわけです。 

  そこで、伺いたいんですけれども、もう10割増商品券もこの第９弾ということでなっており

ます。過去の、例えば、プレミアムつき商品券などの話をすると、二、三割で経済効果は最

大になるよという調査結果も出ている中で、塩竈市として10割増商品券を続けてきたという

ことがあります。ここまで来ると、なかなかこれから３割になりましたとかという話に戻す

のもちょっと難しいのかなというところも思うところがあるんですけれども、例えば、10割

増商品券というのを続けていくときに、先ほど郵送代の経費削減の話はされていましたけれ

ども、もう少し抜本的にやらないと、これだけ大きな経費がかかっているものですから、う

まく市民の皆さんにちゃんと返していくということができないんじゃないのかなと考えてお

ります。 

  そんな中、今回のこの臨時交付金、ほかの市町でどんなふうに使っているのかなと見ると、

県内における市だけでも六、七ぐらいの自治体が、みやぎポイントはじめデジタル通貨を使

って交付をしている事例もあります。塩竈市でも、僕も一般質問でこういうのを使ったらと

いう話を一瞬させていただいたところはあるんですけれども、市として、この商品券事業と

いうのをしっかり続けていくために、もう少し抜本的なこのやり方の改革というのは、考え

ていないのか、そして、そういうのを検討した上で、今回、それでもやはりこの形がいいと
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いう判断になったのか、このあたり、検討をした内容というのを伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 草野産業建設部長。 

○産業建設部長（草野弘一） お答えします。 

  本市においても今回の事業設計に当たりまして、いわゆるデジタル通貨といいますか、デジ

タルポイントについても検討したところでございます。 

  議員からご紹介があったとおり、今回、デジタルみやぎポイントのみ、あるいは、紙と併用

するところもあります。ちなみに本市におけるみやぎポイントが、皆さん、どのくらいアプ

リをダウンロードしているかといいますと31.7％ということで、やはり普及率としてはあま

り高くないのかなということが、まず難点として一つあるということです。 

  もう一つ肝腎な利用店です。宮城県内に2,200ぐらいみやぎポイントの登録店があるんです

けれども、本市にあるのは41店舗しかないということになります。ですので、現状において

は、こちらに全てをシフトするのは、まだ時期尚早かなということもありますし、これまで

に商品券発行の際に、利用者と事業者の皆さんにアンケート調査をしておりまして、その中

でも電子化のことについてもお聞きしています。利用なさる方については、約８割の方が、

今のまま紙のほうがいいとお答えしていますし、あと実際のお店です。お店も、デジタル商

品券であれば参加しないという方が４割ぐらいいらっしゃって、まだ皆さんに浸透していな

いのかなということがございますので、今回、県内各市でこういった取組をなされています

ので、我々としては、これが試金石といいますか、分水嶺といいますか、お手本になるので

はないかなと、見極める上で重要なポイントになるのではないかと思っています。今後につ

いては、こちらの利用も遠い、近くはない将来に視野を入れながら、より効率的で利便性の

高いこういった事業をする際のツールとして検討を深めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  デジタル化は、進めないと進まないんですよね。基本みんな、変わるということは、それな

りに面倒くさいと感じることですので。なので、ぜひ、もう何かをしなければいけないとい

うタイミングになって、デジタル化が進んでいないから行えませんというのでは、お粗末な

回答になるので、ぜひ日頃から進めていただきたいなと。特に今回、河北新報にも５つの市

が、みやぎポイントを使いましたというお話が載っていました。中には、先ほど産業建設部
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長からもおっしゃっていただいたように、現状対応できる人とできない差のところで、ちょ

っともめたりしたところもあったという話も伺っております。 

  その中で、うまいなと思った市としては、現金というか、現物のほうも支給しつつ、ポイン

トのほうも活用していくことで、徐々に移行できるような促し方をしているとというところ

が、うまいなと。ただ、それにもやはりお金がかかるものですから、こういう交付金事業が

あるタイミングでやるというのは、非常にいいのかなと思うので、今後のことということで

参考にしていただけたらなと思います。 

  今回、この10割増商品券、福祉子ども未来部にお伺いしたいんですけれども、今回、非課税

世帯への支給も一緒にこの商品券としてという形で行っています。内訳を見ると、何かもと

もと商業産業関係のと福祉関係のを抱き合わせにしたにしても、そんなにメリットが生じて

いないような、手続の部分ですとか、委託の部分ですとか、この２つをなぜ抱き合わせとい

うか、一緒に同じ商品券というスキームでやったのかなというところが、疑問になりました。

まず、そこが１点。 

  この非課税世帯向けの支援の方法は、ほかにもいろんなところが、いろんなものがメニュー

としてはあると思います。推奨メニューもそうですし、そのほか市として独自に考えてきた

ものもあろうかと思いますけれども、その中でこの商品券事業というものに行き着いた理由、

この２つをお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 長峯福祉子ども未来部長。 

○福祉子ども未来部長（長峯清文） こちらの商品券の配布に至った事業に至る経過ということ

で、ご質疑をいただいておりました。 

  まず、こちらに関しましては、先ほど来お話しさせてもらっておりました推奨事業の中での

一番影響を受ける非課税世帯に対する支援策というころでございます。こちら、今回、割増

商品券の事業に併せて相乗りさせていただく格好での事業というところでございましたが、

こちらに関しましては、これまで現金で支給を行っていてというところの経過などもあるん

ですが、その場合に、例えば、確実に市内で使っていただける、あるいは、現金でお渡しし

た場合、たんす預金、あるいは、貯金に回るとかということではなくて、確実に市内で使わ

れて、その期間などに関しましても、その期間内に使っていただけるところでのその確実性、

あるいは、即効性みたいなのを含めた格好で、地元経済への経済対策といったところで貢献

できるのかなというところでこちらの事業を選択させていただいた経過でございます。 
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  以上になります。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  そうすると、非課税世帯という対象に対しても、やはり経済性の部分を強く考慮した上で、

商品券事業に乗らせてもらったという話なんですね。了解いたしました。 

  次の事業のところを見させていただきたいんですけれども、15ページ。塩竈に寄ってけさい

ん観光プロモーション事業について、伺います。 

  こちら、第５弾ということで、大分知見もたまってきたかなという事業なんですけれども、

過去の実績を見ると、なかなか、もちろん利用率は、こんなものかなといえばそんなものか

なとは思うところもあるんですが、そんなに利用率は高くはないですよね。その上で、今回、

その第４弾、これまでの経験を踏まえて、どのように改善をして今回に至っているのか、そ

の部分をまずは伺いたいと思います。あとは利用率を上げるためにどんな取組を今回、して

いるのか伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 前回の第４弾につきましては、令和４年度だったので、

２年ほど間が空いておりますが、その際は、日本酒をつけずにクーポンのみだったという部

分がございました。今回は、宿泊施設からも日本酒の配布を希望する声も多かったのと、ま

た、今回、６月の決議をされました酒蔵の高騰に対する支援についてという視点からも日本

酒を加えるということで、事業の充実を図ったというところがございます。 

  利用率の向上につきましては、これがなかなか難しいところはございますけれども、旅館の

方々にもよく事業を理解していただきながら、お声がけを強化していただくなどの取組を進

めてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  旅館、宿泊施設からもお酒をつけることの要望というか、要求があったという話だったんで

すけれども、ちなみにそれは、なぜ、お酒をつけてほしいというお話になったのか、そこの

部分が非常に気になったので伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 
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○産業建設部商工観光課長（横田陽子） お酒をつけることにつきましては、正直なところ、手

間であるし、物としてもご迷惑をおかけするかなと思っていたところがあったんですけれど

も、お酒をつけるとお客さんが純粋に喜んでくれるからという理由でございましたので、今

回、それも一つの理由とさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 補足になりますけれども、基本的に日本酒をつけて、塩竈に寄ってけさい

んという事業が始まったのが、新型コロナの対策の事業から始まっているきっかけがござい

ました。当然皆様方が外に出られなくなって、飲食店も含めて、私どもが自信を持っている

地酒の蔵元も含めて大変な厳しい状況になった中にあって、どうやって分野分野でお手伝い

できるか、もしくは、また、それをきっかけにということで、先ほども別な件で言わせてい

ただいた晩酌セットとかもそういう基本的な考え方の下で出させていただいたということに

なります。 

  そうしましたら、松島周辺の皆様、ホテル関係の皆様方の絶大なるご協力もあって、一緒に

配布をさせていただいて、日本酒とクーポン券です。たしかあのとき1,000円だったと思いま

すけれども、そこからちょっと広げて秋保にもと。そこには、塩竈市に関係する多くの方々

のご助言とか、お手伝いがあって、そういう販路開拓につながっていったということに相な

ります。 

  実を言うと、僕も回りましたけれども、そのホテルに行ったときに、実はお配りさせていた

だいている１合瓶は、550円とか、幾らで売ってあるんですよ。それでもなお配っていただけ

た。これは、やはり新型コロナの厳しい状況の中で、そういった生産者の方々を応援しよう

という、あとは隣まちの塩竈市だからっしゃという、そういった皆さんの思いも僕らとして

は感じながらです。 

  今回もやっぱりこの米の件は、全く皆様方もそうだと思いますけれども、まさかこんな状況

の中で米が厳しくなるとは思わなかったところもあろうかと思いますが、酒店につきまして

も、原料ですから、これは、魚も一緒ですけれども、原料がああやって手に入りにくくなっ

たら大変なことになります。売る商品がなかったら商売なんかできませんので。ですから、

その辺も含めて、多くの方々にご協力いただきながら、その経緯の中で、１合瓶を配ってき

た、配っていただけたというところは、ぜひご理解いただきたいと思います。 
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○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  なので、途中で商品券だけになった、前回。まあ、いいや。 

  そこはいいとして、お酒１合瓶は、お客さんに楽しんでいただいて、その後クーポン券を使

って市内を回遊していただいてというところが、今回、より多くの方に回遊していただけれ

ば、塩竈市としては万々歳ということになるんだと思いますけれども、回遊してもらうため

の対策は、どんなものを取っていらっしゃるのか。あとはやっぱり僕は、ずっとデータ、デ

ータという話はしているんですけれども、どのような情報を取ったら、今後この事業、改良、

よくできるために資するものになるのか、そのあたり、どう考えていらっしゃるのか伺いま

す。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） まず、前回から実施しておりますが、塩竈市のパンフ

レットを、コンパクトにまとめたお勧めの場所を掲載したパンフレットをお配りするのと、

これは、直接的ではないかもしれませんが、これまで第４弾の後から２回ほど、令和５年度

と令和６年度に、今年度も実施予定ですけれども、塩竈に寄ってけさいんツアーに参加して

いただいた宿泊施設のフロントの方とか、実際に対応していただく方々をお招きして、塩竈

市を歩いていただくツアーというのも、年に１回ほど実施してまいりました。これによりま

して、塩竈市の歩いて回れるいいところを見ていただいて、新たに発見していただいたりし

て、新たな発見があったということで結構本当に大変喜んでいただいて、アンケートでもぜ

ひお客様にお勧めしたいとなっていますので、そういったことを旅館とも信頼関係をつくり

ながら、旅館の方々への知識を増やしていただいて、塩竈市をお勧めするような体制を取っ

ているところです。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  旅館の方々に、要するにＰＲする宣伝広告マンになっていただくということだと思いますけ

れども、以前、塩竈の中でも、隣の店を紹介するような取組を商店街でやっていこうという

取組があっと思います。それは、いいことだなと思うことと同時に、その方々が担える役割

というのは、塩竈市に行ってみたらいいよ、塩竈市のどこどこに行ってみたらいいよという
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ところまでだと思います。その先ですよね。その先、マップを作っていますという話もある

んですけれども、第４弾までもそれなりのマップというのがあったわけであって、この部分

の改良というのが、数値の改善につながる部分もあろうかと考えておりますので、その部分

をお聞きしていると時間がなくなってしまうんですが、最後に聞きたいのが、この酒蔵支援、

今回、酒蔵支援１合瓶をつけさせていただいた。このクーポン券全体と、それぞれ実際のど

れだけの金額が動いているのか、そのボリュームの部分を伺いたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 横田商工観光課長。 

○産業建設部商工観光課長（横田陽子） 前回の例で申しますと、換金額としては、クーポン券

で1,155万3,000円と、それからお酒の金額として約500万円ほどだったと思いますが、追加し

た現金等のデータにつきましては、今回、これにつきましては、取っておりませんでしたの

で、今後アンケートなどを工夫してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（浅野敏江） 土見議員。 

○17番（土見大介） ありがとうございます。 

  実際にお客さんたちがどういうルートとか、どういうところに立ち寄る傾向があるかという

ことが、しっかり図れるような感じの、アンケートが適切なのかは、分からないところもあ

りますけれども、データの収集というのは、努めていただきたいなと思います。 

  最後に、中学校の給食食材料費の購入事業について、16ページから伺いたいと思います。 

  小学校は、来年度から無償になるであろうという話になっております。中学校は、まだ先が

見えないので今回、食材費の購入補助という話なんですけれども、その先ですよね。その先、

まだ目に見えないところもあるので、市として、小髙議員か誰かも聞いていたと思いますけ

れども、この先、来年に向けたこの交付金事業というのが終了した後、どういう見通しを持

っていて、例えば、中学校が無償化になるまでの間、どういう補助体制をつくっていくのか、

まず、そこら辺のお考えを伺って、最後の質疑としたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 末永教育部長。 

○教育委員会教育部長（末永量太） 私からお答えをいたします。 

  まず、給食費の在り方なんですけれども、食材費については、基本的には、保護者が負担、

それを作る人件費とか、材料、場所などについては、市の負担というすみ分けが、基本的に

はあります。 
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  ただ、それでもなかなか食材費が大変高騰しているのでということで、市費を一部投入をし

て、今、給食費を一定程度抑えているというのが、今の構造になっています。 

  今、ご質疑のあった、もしその交付金がなくなったらということでございます。投入してい

る分は、交付金が充当されているということですので、もちろん基本的な考えの中では、保

護者負担ということにはなるんですが、当然一気にそういった給食が上がるということもな

かなか保護者の方々にも大変な負担を生じることになるので、当然我々としては、一定程度

そこは、激変緩和措置じゃないですけれども、緩やかになるような形での工夫は、当然その

場ではしなければいけないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（浅野敏江） 以上で、土見大介議員の質疑は終了いたしました。 

  ７番桑原成典議員。 

○７番（桑原成典） 皆さん、お疲れさまです。私で最後になりますので、どうか気合を入れて

お願いいたします。 

  私から、各議員の皆さん、いろいろ質疑されておりましたので、割増商品券事業について、

質疑させていただくんですが、考え方について、何点かお伺いできたらなと思っています。 

  この交付金を使って割増商品券事業をやるということが、正直に申し上げますと、私、どう

かなと、どうなのかなと正直思っています。正直先ほど総務部長もバランス、バランスとい

う形でおっしゃっていたんですけれども、この割増商品券事業について、どうバランスを取

ってこの事業にしたのか、また、今回、拡充されていますけれども、どのような考えで拡充

されたのか、お伺いできたらなと思います。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 交付金事業の中で、なぜ商品券事業を選択したかという考え方ですね。

中身については、担当部からお話しいただいても構わないんですけれども、基本的に今回の

交付金事業の特徴としては、食料品の物価高騰に対する特別加算というものが認められてい

ます。本市の場合だと１億9,200万円がそれに該当します。この推奨メニューの中に、食料品

の推奨メニューの中にプレミアム商品券、先ほど来出ている電子クーポンとか、国でいえば、

例えば、お米券を想定してのお話だったと思います。我々としては、やっぱりお米券では汎

用性がないということで、これをプレミアム商品券に置き換えて、国が求めている食料品へ

の支援にさせていただいているという背景がございます。 
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  以上です。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） その推奨事業を私も見させていただきましたけれども、確かにプレミアム

商品券という形で記載はされているんです。前回の第８弾もこういったような交付金で多分

使われていたかなと思います。今回、この交付金で割増商品券事業に使うというのが、実際

正しいのかなというところで考えているんですけれども、我々、物価がかなり上がって、感

覚がやっぱり麻痺しつつあるのかなと思っています。やはり物価は、どんどん上がっている

んだけれども、若干今、落ちつきつつもあったりするのかなと。ただ、高止まりは、ずっと

しているんです。その中で、やっぱりガソリン、エネルギーとかが、下がってきている中で、

でも生活が苦しいとなっている中で、今回、こういった交付金が出てきて、果たして経済循

環というところを考えるべきなのかというところだと私は思っていまして、ピンポイントに

しっかりと困っている方、苦しい方々、一律に支援をしてあげるべきではないかなと思って

いるんですけれども、その辺、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） そうですね。経済循環が、今、必要ない、あるなしの判断というは、

非常に難しいとは思います。 

  ただ、今までの議会の答弁、議員からの質疑をいろいろ聞きますと、やはり今、市内の事業

者が、決して楽な状態にはないというご質疑が多かったと思います。これに対して市はどう

していくんだというお話が、今日始終あったと思います。やはりそれを踏まえますと、少し

でも幅広の方に循環、市内のお金を回す、そういったところをやっぱり我々としては、考え

ていかなければならない。 

  一方で、市民の方にとっても、やっぱり10割増商品券というのは、なかなかほかの自治体に

はない制度でございますので、消費喚起も含めて効果があるものだと思って、我々、進めさ

せていただいているということです。 

○議長（浅野敏江） 佐藤市長。 

○市長（佐藤光樹） 今、総務部長が申し上げたところがあると思っておりますが、先ほどから

申し上げていますように、新型コロナの厳しい状態のときに、国から来る交付金でこの事業

を始めさせていただきました。毎回毎回金額が違うものですから、その金額の中でどのよう

に配分していくかということは、常に塩竈市役所の中でご相談をさせていただきながら、今
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回みたいに５億円とか、６億円近いお金が来ているという状況の中にあって、どう配分する

か。今までですと、簡単に言うと１億円とか、２億円という場合が非常に多くて、商品券の

事業費は、大体１億2,000万円ぐらいになっています。 

  ただ、先ほど来議員の皆様方からご指摘いただいているその経費の上がり分、これは、ちょ

っと僕自身も少しびっくりしているところがありますけれども、ただ、これまでの経緯、経

過の中でも、こういった非常に物価高によって経費が上がっている、もしくは、アンケート

を取って、商店の皆さんから１か月に一遍、券を交換してくれというところから、それでは

もたないから、２週間に一遍にしてくださいとか、いろんなやり取りの中で今日まで来た、

積み上げてきた経験というものがございます。 

  一番お金をお渡しすると、塩竈市以外でやっぱり使われるおそれが非常に高くて、基本的な

考えは、国から来た交付金については、何とか塩竈市内で回したいというのがあります。使

っていただく方、使われるお店の皆さんはじめ、こういったものが、塩竈市内の循環の中で

回っていけば、基本的には、そういう考え方の下に、国から来たそういった趣旨のある交付

金については、私どもとしては、やはり平等に公平にと申し上げましたけれども、市内で循

環できるようなお金の使い方、回し方、そういったものが、一番我々で考える中では、商品

券事業というのが非常に効果的ではないのかと考えているので、このような形を取らせてい

ただいているということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） ありがとうございます。 

  市内で回していく、この事業を別に私、否定しているわけでもなくて、経済循環していく、

させていくという考え方も非常に大切なところだろうとは思っているんですけれども、ただ、

今かというところなんです。これだけ国が変わりつつ、エネルギーとかも下がってきていて、

やっぱりそれに追随するようなエネルギーの支援だったりとか、そういった形で支援するべ

きじゃないかなと私は思っております。 

  ほかの市を見てみますと、やっぱり水道の基本料金の減免だったりとか、一律現金給付とい

うところはあったりすると思います。先ほどから市長がおっしゃっている即効性とか、公平

公正といったところは、私は、ここが一番公正公平なのではないかなと。水道料金の減免と

か、その辺が、やはり一番市民の方に直接ピンポイントに行けるような形になるのかなと思

っています。 
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  ほかの事業もありますけれども、企業に対しての支援とかは、十分されいていると思います。

それで私は、十分とは言いませんけれども、ここで拡充してやる必要はないのかなと思って

います。 

  スピード感いうところで、先ほど水道基本料金を減免したりとかという話もしましたけれど

も、ほかの市は、１月からやるところとかも結構あるんです。この割増商品券は、３月下旬

からスタートをするような形になって販売という形なんですか、なってくると思っているん

ですけれども、この事業をやる上で、このスピード感というところをどのように考えている

か、お伺いできたらなと思います。 

○議長（浅野敏江） 本多総務部長。 

○総務部長（本多裕之） 今回、補正で上げている全体的なものに関連すると思います。 

  基本的には、国からの通知が参りましたのが、まずは、年内予算化をしてくださいと、ほぼ

厳命に近いような形の指示です。 

  ただ、国が考えているほど、そんなに簡単に動けるものでも実はないというところも、自治

体の考え方ですけれども、そう簡単に動けるものではないというのも一方では理解してほし

いというところです。 

  ただ、我々としては、やはり一刻でも早く、今の喫緊の苦しい状況が続いているわけですか

ら、今日お示ししたスケジュールはあるものの、一つ一つの事業については、少し精査をさ

せていただいて、できるだけ速やかに対応させていただきたいというところが、今、言える

回答だと思います。 

○議長（浅野敏江） 桑原議員。 

○７番（桑原成典） 分かりました。 

  とはいえ、１月からやっているところもやっぱりあるわけですから、忙しいのは、重々承知

はしているところではあるんですけれども、やっているところもあるというのが、現状です

ので、そういったものから、できることから支援していくということが必要なのかなと私は

思っています。 

  先ほども申し上げました、この事業を否定しているわけではありませんので、ただ、経済の

循環というところが、今回、この交付金を使ってやっていく、拡充してまでやる必要がある

のかなと正直思っているところです。 

  だから、しっかりと物価に対策していくというところにやっていくべきだと私は思っている
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ので、この割増商品券は、ちょっと違うのではないかなと考えているところであります。ぜ

ひ市民の懐に直結する根本的なアプローチというのが、必要だと思っておりますので、そう

いった政策をやっていくべきではないかなと述べさせていただいて、私の質疑は、終わりた

いと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（浅野敏江） 以上で、桑原成典議員の質疑は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

  北側委員会室において、議会運営委員会を開催いたします。議会運営委員会委員及びオブザ

ーバーの議員の出席をお願いいたします。 

   午後４時３１分  休憩 

────────────────────────────────────────── 

   午後４時４０分  再開 

○議長（浅野敏江） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ほかにご発言はありませんか。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、会議規則第37条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、議案第70号については、委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより、討論を行います。 

  討論の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 

  議案第70号「令和７年度塩竈市一般会補正予算」について、反対者からの発言を許可いたし

ます。７番桑原成典議員。 

○７番（桑原成典）（登壇） 塩竈維新の会、桑原成典です。 

  議案第70号「令和７年度塩竈市一般会補正予算」について、反対の立場で討論をさせていた

だきます。 

  一般会計補正予算の中から、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を用いた割増商品券
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事業について、反対をいたします。 

  前回の割増商品券事業の第８弾もこの交付金で活用されておりまして、今回の第９弾に活用

されることでもありますが、本当に正しい選択なのでしょうか。確かに内閣府が示す重点支

援地方交付金の推奨事業メニューでは、生活者支援の項目にプレミアム商品券の記載があり

ます。当局がいう市内での経済循環及び市民の生活支援は、一定理解をできます。しかしな

がら、この物価高が高止まりする中、この交付金を活用して経済循環を考えるべきなのか、

疑問に思います。 

  国では、暫定税率の廃止など、近年類を見ない改革が行われております。この物価高ももし

かしたら徐々に直っていくかもしれない、そんな希望も見えてきているのかもしれませんが、

依然としてまだ高水準であります。 

  私は、この交付金を活用して、経済循環ではなく、市民の懐に直結する活用が正しい選択だ

と考えております。物価高と言われるものは、エネルギーを中心に食品など、数年前に比べ

たらかなり上がっているわけです。根本的に支える支援にするべきです。割増商品券事業を

拡充していくことで、各種委託料も増額となっているわけでありますが、多少は致し方ない

ところはあるかもしれません。そのお金があれば、もう少し多く支援できる形を取れると考

えております。 

  また、スピード感の問題です。割増商品券は、３月下旬から使用できる形です。遅いか早い

か考え方はありますが、私は、遅いと思っております。私は、水道の減免など、すぐにでき

ると思っており、他市を見ても１月から水道の減免が始まるところもございます。ぜひスピ

ード感があり、かつ市民の懐に直結する事業をするべきと申し上げ、反対の討論とさせてい

ただきます。各議員の良識あるご判断をお願いいたします。 

○議長（浅野敏江） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

  採決いたします。 

  議案第70号については、原案のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立多数であります。よって、議案第70号については、原案のとおり可決

されました。 

───────────────────── ◇ ─────────────────── 

   日程第４  議員提出議案第５号 
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○議長（浅野敏江） 日程第４、議員提出議案第５号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  議員提出議案第５号「地域医療を守る医療機関に対して、事業と経営維持のため診療報酬の

期中改定を求めるため、次の措置を講ずるよう求める意見書」について、提出者の代表から

趣旨の説明を求めます。12番鎌田礼二議員。 

○12番（鎌田礼二）（登壇） ただいま議題に供されました議員提出議案第５号について、提出

者を代表いたしましてお手元にご配付の同議案別紙を朗読し、議案の趣旨説明に代えさせて

いただきます。 

「地域医療を守る医療機関に対して、事業と経営維持のため 

診療報酬の期中改定を求めるため、次の措置を講ずるよう求める意見書」 

  政府は、看護師や介護職など社会基盤を支える労働者が、その役割の重要性に比して賃金水

準が低い状況であるとし、医療機関や介護施設で働く労働者の賃上げへ事業に踏み出し、令

和６年の診療報酬、介護報酬の改定で賃上げに特化した評価料や加算を盛り込んだ。 

  しかし、医療報酬のベースアップ評価料や介護報酬の新加算は、病院と診療所や介護施設と、

在宅介護事業所の間で報酬が異なり、対象外となる従事者もいることから、効果は限定的で

あると考えられ、物価高騰を上回る賃上げにつながる施策が求められている。 

  また、医療機関及び介護施設において、人員不足のために入院患者が受け入れられない、あ

るいは、介護サービスを利用できないといったことがないよう、実質賃金が上がる処遇改善

策が求められる。特に介護報酬改定により、令和６年４月から、訪問介護の基本報酬が引き

下げられたことに対して、不安の声が上がっている。訪問介護の基本報酬引下げの理由とし

て、訪問介護の利益率が他の介護サービスよりも高いことが挙げられるが、ヘルパーが効率

的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型事業所や都市部の大手事業所が、利益率の平均値を

引き上げていることによるものであり、地方の実態にはそぐわず、訪問介護事業所の経営は、

圧迫されている。 

  政府の骨太の方針2025（経済財政運営と改革の基本方針2025）においても、「医療、介護、

障がい福祉などの公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図

られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る」と明記された。社会保障関係費の伸

びの要因として、医療の高度化が初めて公式に認められ、高齢化による伸びに経済・物価動

向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算するとした。これらの方針は、確実に実施され
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ることが必要である。 

  一方で、2027年までの間、骨太の方針2024年で示された「歳出改革努力を継続」「医療費４

兆円削減」「11万床を削減」などの社会保障削減の継続、新たな削減への記載もあるが、こ

れらは、既に疲弊している地方医療を崩壊に陥れることにつながることになりかねないと指

摘せざるを得ない。 

  よって、国において、医療機関や介護施設で働く全ての労働者の処遇改善と医療・介護事業

の安定的な維持発展のため、次の処置を講ずるよう強く要望する。 

  １、医療機関や介護施設で働く全ての労働者の賃上げと人員配置増につながるよう、国の責

任において全額公費による追加の賃上げ支援策を実行すること。 

  ２、全ての医療機関を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの診療報酬を抜本的に引

き上げる臨時改定を実施すること。受療権、介護を受ける権利を守るため、負担軽減策も実

施すること。 

  ３、訪問介護費の引下げを撤回するとともに、全ての介護事業所を対象に、物価高騰や実質

賃金増を補えるだけの介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  以上であります。 

○議長（浅野敏江） これより、質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま上程中の議員提出議案第５号については、会議規則第37条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、議員提出議案第５号については、さよう取り計らうこと

に決しました。 

  これより、討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議員提出議案第５号については、原案のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 
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   〔賛成者起立〕 

○議長（浅野敏江） 起立全員であります。よって、議員提出議案第５号については、原案のと

おり可決されました。 

───────────────────── ◇ ─────────────────── 

   日程第５  議員派遣の件 

○議長（浅野敏江） 日程第５、議員派遣の件を議題といたします。 

  本件は、お手元にご配付のとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第161条の規定に

より、議員を派遣しようとするものであります。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、質疑、委員会

付託、討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、議員派遣の件については、質疑、委員会付託、討論を省

略することに決定いたしました。 

  採択いたします。 

  議員派遣の件については、お手元にご配付のとおり決するにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅野敏江） 異議なしと認め、お手元にご配付のとおり議員を派遣することに決しまし

た。 

  以上で、本定例会の全日程は終了いたしました。 

  よって、本日の会議を閉じ、本定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後４時５４分  閉会 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   令和７年１２月２２日 

 

        塩竈市議会議長  浅 野 敏 江 

 

        塩竈市議会議員  伊 勢 由 典 

 

        塩竈市議会議員  鈴 木 悦 代 
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